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5008B 5008001 z13001
厚生労
働省、

職業安定
法（昭和
22年法律
第141号）

高年齢者
等の雇用
の安定等
に関する
法律（昭
和46年法
律第68
号）

障害者の
雇用の促
進等に関
する法律
（昭和35
年法律第
123号）

雇用保険
法（昭和
49年法律
第116号）

求人検索端末機の情報は、
公共職業安定所で職業紹介
に用いる求人票そのもので
あることから、その端末機の
管理も求人票の取扱い同
様、安定所庁舎内において
職員の管理の下で慎重な注
意をもって行っている。
ハローワークは、国の指揮
監督の下で、公務員が従事
する全国的体系の職業安定
機関を設けることを義務づけ
ているＩＬＯ第８８号条約にも
とづき、憲法の国民の勤労
権を保障するための必要最
低限のセーフティネットとして
無料職業紹介業務を行って
いる。

C Ⅰ

１．求人検索端末機（通常｢求人自己検索システム｣と呼ばれてい
る。）の運用業務を民間開放することはできない。その理由は以下
の通り。
｢自己検索システム｣には求人票そのものが掲載されており、求人票
は窓口での職業相談・職業紹介と一体的に用いる公共職業安定所
の基本的ツールである。また、求人票には各事業所の担当者名を
含め、多くの詳細な事業所・職種情報が含まれている。これらの情
報は、事業主が安定所の職業紹介に用いられることを前提に提出
しているものであり、その取扱いについてはハローワーク庁舎内に
おいて本来の目的が達成されるよう職員の管理のもと行われるべ
きものであるが、｢自己検索システム｣をハローワーク以外の場所に
設置した場合、この求人票が安定所の適正な管理下にないままに
扱われることになる。なお、ハローワークの求人のうち約４割はイン
ターネット上での非公的部門への一般公開を望まない企業からのも
のである。
よって、｢求人自己検索システム｣の運用業務を民間開放することは
できない。
２．求人・求職双方のマッチング業務とは、ハローワークが行うセー
フティネットとしての職業紹介業務と同義であり、以下のとおり、そも
そも民間開放の対象とはできない。
① セーフティネットとしての職業紹介の民間委託は、国の指揮監督
の下で、公務員が従事する全国的体系の職業安定機関を設けるこ
とを義務づけているＩＬＯ88号条約違反となり、当該条約を批准して
いる我が国としては、実施できない。
② 雇用保険制度は職業紹介と一体的に行うことで、濫給を防止し、
保険制度としての的確な運営が可能となるものであるので、雇用保
険と職業紹介は国が一体的に実施することが必要不可欠であり、
職業紹介のみを切り離し民間委託することはできない。
③ ｢再チャレンジ支援｣の対象者の就職促進について、政府が責任
を持って展開していくためには、セーフティネットとしてのハローワー
クにおいて公務員が職業紹介に際し事業主指導も一体的に行うこ
とが必要不可欠であり、職業紹介のみを切り離し民間委託すること
はできない。
④ 民間の職業紹介事業についてのこれまでの規制改革について
は、労使、学識経験者ともに、国による全国的ネットワークの無料職
業紹介事業の存在を前提として、これに賛成ないし容認してきたと
ころであり、セーフティネットとしての職業紹介の民間委託はこうした
経緯に違背することとなる。

－ - - 民間企業 1 B
職業安定所業務における民

間開放について

職業安定所に設置・運用されてい
る求人検索端末機の運用業務並
びに求人・求職双方のマッチング

業務の民間解放。

現状で利用時間・利用場所が限られ
ている左記端末を利用者の利便性
向上のため、既設置場所以外の場
所へ設置し、幅広い時間帯と場所で

求人情報を提供する。

求人・求職者双方の利便性を向上させ、雇用情
勢の回復を図り、本国の利益に資するため。

職業安定法第三条　　　　　　雇
用対策法第三条

5010A 5010002 z13002
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
4条第1
項第1
号

何人も港湾運送業務につい
て労働者派遣事業をおこ
なってはならない。

c Ⅰ

○労働者派遣法における港湾運送業
務の労働者派遣事業に係る適用除外
については、労働者保護等の確保の
見地から設けられているものである。
港湾運送業務については、業務量の
波動性等その特殊性にかんがみ、労
働者派遣法に基づく労働者派遣事業
とは別に、港湾労働法において、港湾
労働の実情を踏まえた特別な労働力
需給調整制度として港湾労働者派遣
制度が導入されているところであり、労
働者派遣法第4条の適用除外業務か
ら港湾運送業務を削除することは適当
ではない。

「労働者派遣法における港湾運送業
務の労働者派遣事業に係る適用除外
については、労働者保護等の確保の
見地から設けられているものである。」
とのことでありますが、労働者派遣事
業に係る適用除外と港湾運送の競争
力低下の因果関係について見解をお

願いします。

c Ⅰ

○労働者派遣法における港湾運送業
務の労働者派遣事業に係る適用除外
は、悪質な労務手配師が跋扈するよう
な状況がみられたという過去の経緯を
踏まえ、中間搾取等が行われないよ
う、労働者保護の見地から設けられた
ものである。
○他方で港湾運送業務については、
港湾運送事業における効率的な経営
と港湾労働者の雇用の安定を図るた
めの港湾労働者派遣制度が導入され
ており、労働者保護を図りつつ港湾運
送に必要な労働力の確保がなされて
いる。
○したがって、労働者派遣法における
適用除外と、港湾運送の競争力低下
に因果関係があるとは考えていない。

個人 2 Ａ
派遣法ネガティヴリストから

「港湾」の除外

中国、韓国ともアジアの国際ハブ
港の地位を獲得する為に、巨大
港湾開発を国家的プロジェクトと
して積極的推進している。これに
対しわが国の港湾の国際的地位
低下は著しく、もはやアジアのハ
ブ港の能力は中韓の後塵を拝す
るのみである。このような事態に
陥った主因として労働者派遣法
の不備を挙げざるを得ない。従っ
て労働者派遣法を改正しわが国
の港湾政策を世界に伍して競争
できるものとするべきである。

・労働者派遣法のネガティヴリストか
ら港湾労働者を削除すること。

・港湾荷役等に関しては山口組等の
組織犯罪者集団が関わっている過去
の経緯を鑑みて、港湾労働者の請負
事業は認めず、派遣事業のみとし、
事業許可に於いては警察庁、警視
庁、国家公安委員会等警察行政機
関による専決事項とし、所管・監督の
権限も厚生労働省から警察行政機

関に移管すものとする。

２００３年の統計では釜山の取扱量は１０４１ＴＥＵ（一ＴＥ
Ｕは二十フィートコンテナ一個）。神戸は２０５万ＴＥＵでし
かない。世界５位の釜山と世界３０位にも入れない神戸
の凋落ぶりは、もはや釜山と競争して勝てると言うような

水準ではない。

釜山は、利用コストの安さを武器に各国から貨物を集
め、別の海外航路に積み替える「トランシップ（中継）貨
物」を伸ばした。日本の国内の荷主も釜山に流出してお
り、日本の港の高コストは国際競争力がないと断言でき

る。

１０年１０月２０日（火）中央合同庁舎５号館 労働省特別
会議室に於いて開催された「中央職業安定審議会港湾
労働部会」の 議事録に於いても「港湾特有の問題もある
ということで、適用除外ということは新法においても変わ
らない旨御報告している」と何もしないでおくことを確認し
たのみである。「港湾特有の問題」をどのように解消し、
国際競争にどうやれば勝てるのかと言う視点は全く無く、
港湾行政が所管ではない厚生労働省側に労働者派遣法
を所管させたのはわが国の貿易政策上最大の汚点であ

ると言わざるを得ない。

「港湾特有の問題」により港湾労働者を保護した挙句、
貨物取扱量が激減し、ひいては雇用の場の喪失を齎し
たのであるからこのような世界戦略のヴィジョンを欠いた
政策は直ちに転換せしめなければならないと考えるもの

である。

労働者派遣法　　　　　　　　港
湾労働法

5012A 5012001 z13003

総務
省、法
務省、
財務
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

社会保
険労務
士法第
25条の
29

社会保険労務士は社会保険
労務士法第14条の2の第1項
の規定による登録を受けた
時に、当然に社会保険労務
士会の会員となる。

C Ⅰ

　 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令
に関する専門家として、法律によりその資格
を付与され、他人の求めに応じて報酬を得て
専門的な業務を行う特別な立場を認められて
いる者であるから、常に品位を保持し、業務
に精通して、公正な立場で、誠実にその業務
を行う、公共的な使命を有している。
　 このような使命と職責をもつ社会保険労務
士は、単に監督官庁による監督及び懲戒と
いった措置のみによるものでなく全国社会保
険労務士会連合会及び都道府県社会保険労
務士会が、会則による自主的な統制や研修
を行うことなどにより、自らの品位の保持と資
質の向上を図ることが不可欠である。
　 したがって、仮に会員でない社会保険労務
士が存在すれば、全国社会保険労務士会連
合会及び都道府県社会保険労務士会による
自主的な統制等が及ばないこととなり、社会
保険労務士の品位保持及び資質向上を十全
に担保することが困難となることから社会保
険労務士法第25条の29に規定する登録・即
入会制を廃止することは適当でない。

－ - - 個人 1 A
士業団体の強制入会制の

廃止

弁護士、弁理士、司法書士、税理
士、土地家屋調査士、行政書士、
社会保険労務士等のいわゆる士
業団体（日本弁護士連合会、日
本弁理士会等）の強制入会制を

廃止する。

弁護士法、弁理士法等の改正により
強制入会制に関連する条文の削除、

変更を行う。

各士業団体においては役職を占める一部の資
格者が自己の利益になるような団体運営を行っ
ていることが多く、大半の会員にとっては自由な
業務展開を阻害する重大な要因になっている。
特に、懲戒権限を有する団体の場合には、報酬
の引き下げや顧客の引き抜きなど競争を招く行
為を行う資格者を対象として、到底公正とは言え
ない恣意的な懲戒手続及び処分すら行われて
いる。これは、競争を自由化して顧客の利便に
資するという昨今の規制緩和の流れに明らかに
反している。また、各士業団体は高額な入会金・
月会費を徴収しているが（例えば弁護士の場合
合計月５万円以上、弁理士の場合月２万円な
ど）、団体職員は殆ど読まずに捨てられるような
文書の作成・発送業務に追われているのが実情
であり、高額の会費が有効に使われているとは
到底思えない。さらに、士業団体職員の給与水
準は、業務内容から見ればかなり高額に設定さ
れている。各団体から出されている強制入会制
維持の意見は、団体で役職に就いている資格者
や団体職員の意見を反映しているに過ぎず、大
多数の会員の声を反映しているものではない。

強制入会について士業団体が
会員の意見を問わない実例と
して、２００６年１０月１１日付で
公表されたアンケート調査結果
について、当職の所属団体は
一般会員の意見を全く問うこと
なくアンケートに答えている。強
制入会制は団体職員、役職者
の利権となっているため、その
是非について会員に意見を求
めたことは、当職の経験上一度
もない。また、懲戒手続に関す
る実例として、当職は大手特許
事務所に所属する弁理士に文
書で侮辱されたことを理由に当
該弁理士の処分を求めたが、
処分なしとの結論が出た上に
反対に当職について日本弁理
士会会長名で懲戒手続が請求
され、弁理士法違反の事実が
あったと通知され、現在処分待
ちの状況である。なお、上記侮
辱は書面（当職宛書簡及び審
判事件弁駁書）上明確である。

なし

5015A 5015006 1 G13 z13004
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第11
条、第
36条

確定拠出年金の拠出限度額
は、平成16年10月より以下
のとおり引き上げられたとこ

ろ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3．6万円　→　4．6万円
他の企業年金がある場合
　　1．8万円　→　2．3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1．5万円　→　1．8万円

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）全国地
方銀行協会

6 A 確定拠出年金制度の改善 拠出限度額の引上げ

　拠出限度額の引上げに関しては、少子高齢化
が急速に進む中、加入者の保障の充実を図る
観点から、限度額の引上げが必要である。本件
については、確定拠出年金法施行令の改正によ
り平成16年10月１日から限度額の引上げ（企業
型年金：3.6万円または1.8万円→4.6万円または
2.3万円、個人型年金：1.5万円→1.8万円）が行
われているが、引上げ額は小幅であり、年金資
産形成や既存の退職一時金制度からの移行の
ために十分なものではない。また、個人型年金
の拠出限度額が企業型年金の拠出限度額に比
して過小であるという問題は依然として解決され
ていないため、さらなる引上げを検討すべきであ

る。

確定拠出年金法 第19条、第20
条、第68条、第69条

同施行令 第11条、第36条

（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新 （新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新（新規要望 再要望）（新規要望 再要望）（新
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5051A 5051011 G13 z13004
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第11
条、第
36条

確定拠出年金の拠出限度額
は、平成16年10月より以下
のとおり引き上げられたとこ

ろ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3．6万円　→　4．6万円
他の企業年金がある場合
　　1．8万円　→　2．3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1．5万円　→　1．8万円

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
要望理由にも記載しているが、税制改
正によっても、特に個人型（2号）は
180,000円から216,000円へ拡大したに
過ぎない。本要望は「単に税財源措置
の優遇を求めるもの」ではなく、主とし
て制度の改善を求めるものであり、少
なくとも企業型（企年無）と同額になる
よう限度額の拡大を検討願いたい。限
度額引き上げが個人の自助努力を促
し、制度の普及を促進するものと考え
る。

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本損
害保険協会

11 A
確定拠出年金の拠出限度

額の更なる拡大

　確定拠出年金の拠出限度額を
更に拡大していただきたい。特
に、個人型の第２号被保険者に
ついて、少なくとも企業型（企年
無）と同額となるよう限度額の拡
大を認めていただきたい。

　確定拠出年金の制度普及が図られ
る。

少子高齢化の進展、高齢期の生活
の多様化等の社会経済情勢の変化
にかんがみ、国民の高齢期における
所得の確保に係る自主的な努力を
支援し、国民の生活の安定と福祉の
向上に寄与する効果がある。

（理由）
　2004年10月より拠出限度額が拡大したが、例
えば個人型(2号）は180,000円から216,000円へ
拡大したに過ぎない。少なくとも企業型(企年無）
と同額となるよう限度額の拡大によって確定拠

出年金制度の普及を促進する。
（現状）

現行の年間拠出限度額は以下のとおり。
企業型（企年有）276,000円
企業型（企年無）552,000円
個人型（１号）　816,000円
個人型（２号）　216,000円

確定拠出年金法第20条、第69
条

確定拠出年金法施行令第11条
および第36条、法人税法、所得

税法

5054A 5054027 G13 z13004
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第11
条、第
36条

確定拠出年金の拠出限度額
は、平成16年10月より以下
のとおり引き上げられたとこ

ろ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3．6万円　→　4．6万円
他の企業年金がある場合
　　1．8万円　→　2．3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1．5万円　→　1．8万円

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

本要望は、自助努力、自己責任に
よる老後の生活資金確保を支援
し、確定拠出年金制度の普及及び
円滑な運営に資するものであるほ
か、確定拠出年金法令上の改正を
必要とするものでもあり、また、
従来より本会議にて検討がなされ
てきた経緯を踏まえ、再度検討を
お願いしたい。

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本経
済団体連合

会
27 A

確定拠出年金における掛金
の拠出限度額の引上げ

　拠出限度額を大幅に引き上げ
るべきである。「『全国規模の規制
改革・民間開放要望』に対する各
省庁からの再回答について（平成
18年8月14日）」において「制度改
正時期の検討課題であるが改正
時期等の明示は困難」とされてい
るが、早急に検討スケジュールを

明示すべきである。

　確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、
2004年改正により厚生年金基金の上乗せ部分
の望ましい給付水準を掛金ベースに置き換えた
金額に引き上げられたが、老後の安定した生活
を保障するには十分ではなく、また、退職一時金
制度からの移行を促進する観点からも十分では
ない。自助努力、自己責任による老後の生活保
障の確保を支援するためには、拠出限度額を大
幅に引き上げるべきである。これにより、利便性
が向上し、退職金の代替で制度普及にも資す

る。

確定拠出年金法施行令第11
条、第36条

　企業型確定拠出年金の拠出
限度額は、①企業年金に加入
していない場合月額4万6千
円、②企業年金に加入してい
る場合月額2万3千円である。
同様に、個人型確定拠出年金
については、①自営業者の場
合月額6万8千円②企業年金、
企業型確定拠出年金のない
企業の従業員の場合月額1万

8千円となっている。

5055A 5055029 G13 z13004
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第11
条、第
36条

確定拠出年金の拠出限度額
は、平成16年10月より以下
のとおり引き上げられたとこ

ろ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3．6万円　→　4．6万円
他の企業年金がある場合
　　1．8万円　→　2．3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1．5万円　→　1．8万円

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

29 A
企業型確定拠出年金の拠
出限度額の引き上げ

・企業型確定拠出年金の拠出限
度額は、以下のとおりとなってい

る。
　他の企業年金がない場合・・・

4．6万円
　他の企業年金がある場合・・・

2．3万円
・企業型確定拠出年金の拠出限
度額を引き上げること。少なくと
も、他の年金制度がある場合の
拠出限度額を、他の年金制度が
ない場合と同様の額まで引き上

げること。

事業主において退職給付制度を変更して、企業
型確定拠出年金制度を導入する場合、拠出限
度額があることにより、想定通りの給付設計が

できないケースが多々あるため。

確定拠出年金法施行令第11条

5065A 5065011 G13 z13004
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第11
条、第
36条

確定拠出年金の拠出限度額
は、平成16年10月より以下
のとおり引き上げられたとこ

ろ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3．6万円　→　4．6万円
他の企業年金がある場合
　　1．8万円　→　2．3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1．5万円　→　1．8万円

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -

社団法人全
国信用金庫
協会・信金中
央金庫

11 A
確定拠出年金の拠出限度

額の引上げ
（確定拠出年金法の規整の緩和）

右記同様
確定拠出年金の拠出限度額の引上

げを行う。

確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、平成１６年
１０月に引き上げられているが、少子高齢化の進展およ
び公的年金の給付減額が問題視されるなか、国民の老
後に対する不安感を和らげるためには、極力多くの国民
が公的年金への上乗せによる老後生活資金の確保を図
ることが肝要であり、その具体的方策として、確定拠出年
金の制度内容のさらなる充実と公平性の向上が不可欠

と考えられる。
具体的には、確定拠出年金拠出限度額のさらなる引上

げを要望する。
特に現状の個人型第２号加入者の拠出限度額は、月額
１８千円であり、第１号加入者の拠出限度額月額６８千円
と比較すると著しく低く抑えられており、不公平感の強ま
ることが懸念される。十分な老後生活資金の確保という
観点から、さらなる拠出限度額の引上げを検討願いた

い。
また、企業型においては、現状の一律的な拠出限度額
の定め方では、企業の退職給付制度の一環として用いら
れるに当たって、個々の企業の求める退職給付カーブ
（勤続年数等に応じて退職給付額が上昇するカーブ）と

マッチしないケースが見受けられる。
例えば、従業員の勤続年数等に応じて段階的に拠出限

度額を定める等の方法を検討願いたい。

確定拠出年金法施行令第３６
条

新規



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5066A 5066002 G13 z13004
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第11
条、第
36条

確定拠出年金の拠出限度額
は、平成16年10月より以下
のとおり引き上げられたとこ

ろ。
（企業型）

他の企業年金がない場合
　　3．6万円　→　4．6万円
他の企業年金がある場合
　　1．8万円　→　2．3万円

（個人型）
企業年金がない場合

　　1．5万円　→　1．8万円

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

2 A
企業型確定拠出年金におけ
る拠出限度額の引き上げ

現状の上場企業の退職一時金の
水準に配慮し、退職一時金をす
べて確定拠出年金とすることが可
能となる程度にまで拠出限度額を
引き上げていただきたい。

確定拠出年金における掛金の拠出限度額は、
平成16年改正により引き上げが図られたが、企
業が平成24年3月廃止予定の税制適格退職年
金の移行先制度とするには、まだ限度額が低い
のが実態である。現行の拠出限度額では、税制
適格退職年金の移行先制度とするにもその一
部が移行できるにすぎないため、他の制度との
併用を余儀なくされ、制度移行及び導入後の負
担が増すことから、企業実務者から魅力に乏し

いとの指摘が多いため。

確定拠出年金法第20条、確定
拠出年金法施行令第11条

退職金水準については(社)日
本経済団体連合会「2004年9
月度退職金・年金に関する実
態調査結果」の概要を参照。
http://www.keidanren.or.jp/jap
anese/policy/2005/020.pdf

5015A 5015006 2 G14 z13005
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第19
条

企業型年金においては事業
主拠出のみ、個人型年金に
おいては個人拠出のみが認

められている。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）全国地
方銀行協会

6 A 確定拠出年金制度の改善
マッチング拠出の解禁の措置を

講じる。

　マッチング拠出の解禁に関しては、他の企業
年金（厚生年金基金・適格退職年金）では従業
員にも掛金拠出が認められているにもかかわら
ず、確定拠出年金制度においては企業型年金
加入者による追加拠出（マッチング拠出）が行え
ないこととなっており、不合理である。老後に必
要な資金を自助努力で準備するよう促す観点か
らも、マッチング拠出を解禁すべきである。平成
13年10月に導入された確定拠出年金制度は、５
年後の制度見直しの時期を迎えており、本件も

見直しの対象とすべきである。

確定拠出年金法 第19条、第20
条、第68条、第69条

同施行令 第11条、第36条

5054A 5054026 G14 z13005
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第19
条

企業型年金においては事業
主拠出のみ、個人型年金に
おいては個人拠出のみが認

められている。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

本要望は、自己責任の意識醸成の
ためにも、確定拠出年金制度の普
及及び円滑な運営に資するもので
あるほか、確定拠出年金法令上の
改正を必要とするものでもあり、
また、従来より本会議にて検討が
なされてきた経緯を踏まえ、再度
検討をお願いしたい。

f
ⅠⅡ
Ⅲ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本経
済団体連合

会
26 A

企業型確定拠出年金におけ
る掛金の本人拠出の容認

　企業型確定拠出年金の掛金に
ついて、事業主の拠出に加えて
本人拠出が可能となるよう措置す
べきである。「『全国規模の規制
改革・民間開放要望』に対する各
省庁からの再回答について（平成
18年8月14日）」において「制度改
正時期の検討課題であるが改正
時期等の明示は困難」とされてい
るが、早急に検討スケジュールを

明示すべきである。

　確定拠出年金法の趣旨を踏まえ、自助努力、
自己責任の意識醸成を支援するためには、本人
拠出ができる仕組みが必要である。また、財形
年金制度からの移行を進める観点からも本人拠
出が求められる。本人拠出を認めることにより利

便性が向上し、制度普及にも資する。

確定拠出年金法第19条

　企業型確定拠出年金の掛金
については、事業主からの拠
出しか認められず、本人拠出

ができない。

5066A 5066001 G14 z13005
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第19
条

企業型年金においては事業
主拠出のみ、個人型年金に
おいては個人拠出のみが認

められている。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

1 A
企業型確定拠出年金におけ
るマッチング拠出制度の導

入

企業型確定拠出年金において、
事業主が拠出する掛金に加え
て、加入者の希望により、加入者
の自己資金も拠出する、いわゆる
マッチング拠出を認めていただき

たい。

現行法では、企業型の場合、企業による拠出し
か認められておらず、個人が上乗せ拠出できな
い。このため、企業の従業員にとって本制度は、
私的年金制度というよりも従来からの企業の退
職金制度に類似するという印象をもたれる傾向
にあり、自ら資産運用を行う意識が低い加入者
が多い原因となっている。自己資金も拠出するこ
とにより自助努力で運用する年金制度という意
識が高まると考えられる。また、年金というには
運用原資の水準が低く、老後の生活保障の手

段とするには不十分であるため。

確定拠出年金法第19条



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5015A 5015008 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）全国地
方銀行協会

8 A 確定拠出年金制度の改善
追徴課税等の措置を前提として
脱退一時金を支給できる制度を

新設する。

　現状、確定拠出年金の加入者は、原則として
60歳になる前に年金を引き出すことはできない。
60歳前の脱退一時金の受給は非常に限定され
た場合しか認められず、中途退職時に脱退一時
金を受け取れないケースが多くなるため、中小
企業等において確定拠出年金の導入を躊躇す
る要因の一つとなっている。病気も含めライフプ
ランの変化等により資金を緊急に要するケース
も想定されることから、追徴課税等の措置を前
提として脱退一時金を支給できるようにすべきで

ある。
　平成17年10月より脱退一時金の支給要件が
緩和されているが、まだ不十分な内容である。本
規制改革が実現すれば、確定拠出年金制度導
入を検討する中小企業が一層拡大することが見

込まれる。
　平成13年10月に導入された確定拠出年金制
度は、５年後の制度見直しの時期を迎えており、

本件も見直しの対象とすべきである。

確定拠出年金法 第33条、附則
第３条
所得税法

5051A 5051010 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
本要望は「単に税財源措置の優遇を
求めるもの」ではなく、主として制度の
改善を求めるものであり、困窮時の年
金資産取り崩しニーズが高いにもかか
わらず、現状においては取り崩しが認
められていないことが制度の普及の阻
害要件にもなっていることを鑑み、引
き続き検討いただきたい。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。
なお、平成19年度税制改正において、
個人型確定拠出年金からの中途脱退
の要件緩和につき、法案の内容をみて
検討することとされているところであ

る。

（社）日本損
害保険協会

10 A
確定拠出年金の経済的困
窮時における年金資産取り

崩しの容認

　経済的困窮時においては、米国
の401k制度の様に、①税のペナ
ルティを課した上での年金資産の
取り崩し、②年金資産を担保とし
たローン制度を認めるようにして

いただきたい。

　確定拠出年金の制度普及が図られ
る。少子高齢化の進展、高齢期の生
活の多様化等の社会経済情勢の変
化にかんがみ、国民の高齢期におけ
る所得の確保に係る自主的な努力を
支援し、国民の生活の安定と福祉の
向上に寄与する効果がある。

　確定拠出年金では６０歳までは高度障害時を
除き理由の如何を問わず、年金資産の取り崩し

が認められていない。
　困窮時の年金資産取り崩しニーズは高く、この
ままでは確定拠出年金普及を阻害する。

確定拠出年金法第28条、法人
税法、所得税法

5054A 5054030 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい
ない。また、確定拠出年金制
度においては、受給権の担
保差入れが禁止されてい

る。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

本要望は、確定拠出年金制度にお
いて普及を阻害する最大の要因の
ひとつであると認識している。間
接的に税制上の措置の拡充につな
がるものであるが、確定拠出年金
制度の普及に資するものであり、
また、従来より本会議にて検討が
なされてきた経緯を踏まえ、再度
検討をお願いしたい。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。
なお、平成19年度税制改正において、
個人型確定拠出年金からの中途脱退
の要件緩和につき、法案の内容をみて
検討することとされているところであ

る。

（社）日本経
済団体連合

会
30 A

確定拠出年金における中途
引出し要件の緩和

将来的には、退職時の脱退一
時金について、年齢到達要件お
よび資産額の大小にかかわらず
支給を可能とすべきである。その
ためにも、まず以下について早急

に実施すべきである。
①脱退一時金を受給できる要件
の緩和（例えば確定給付企業年
金法施行規則第30条と同様な一
時金選択が可能な特別条件の一
部の容認、及び少額の脱退一時

金の拡充）
②経済的困窮状態にある加入者
の個人別管理資産の取り崩し、も
しくは個人別管理資産を担保とし

た借入の容認
なお、「『全国規模の規制改革・民
間開放要望』に対する各省庁から
の再回答について（平成18年8月
14日）」において「制度改正時期
の検討課題であるが改正時期等
の明示は困難」とされているが、
早急に検討スケジュールを明示

すべきである。

　困窮時等の年金資産取り崩しニーズが高いに
もかかわらず、現状においては取り崩し等が認
められていない。また、2005年10月の改正につ
いても、非常に厳しい中途脱退要件であることに
は変わりなく、実質的に認められる事例は少な
い。そのため、企業型確定拠出年金は、特に女
性の加入率が低く、制度自体の普及の阻害要
因の一つとなっている。中途脱退要件について
は、本人のライフスタイルによって有利不利が出
ることがないよう、中立性を重視すべきである。
他制度との整合性を勘案しつつ検討いただきた

い。

確定拠出年金法附則第2条の
2、第3条

①個人型確定拠出年金におい
て、脱退一時金を受給できる
要件は、通算拠出期間が3年
以下の場合または資産額が
50万円以下で制度上掛金を納
められない場合となっている。
②60歳未満の加入者で給付を
受けられるのは、高度障害（障
害給付金）、死亡（死亡一時
金）の要件を満たした場合に

限られている。

5055A 5055031 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

31 A
確定拠出年金の中途引出

要件の緩和（２）

・企業型確定拠出年金において
は、現在、脱退一時金支給要件
が個人別管理資産額が1.5万円
以下の場合に限られている。
・個人型確定拠出年金の脱退一
時金の支給要件は、現在、通算
拠出期間に係る要件（通算拠出
期間1ケ月以上３年以下）および
脱退一時金請求時の個人別勘定
残高に係る要件（50万円）が存在

する。
・脱退一時金の受給をやむを得な
い事情がある場合（自然災害時
や経済的困窮時等）にも認め（中
途引き出し要件を緩和）、60歳ま
でに個人別管理資産を取り崩す
ことができる選択肢を拡大するこ

と。

年金支給開始までは長期に渡るため、加入者に
おいて将来、経済的に困窮状態に陥る可能性も
ある。こうした止むを得ない事情において中途の
引出しが認められない現状では、加入者等の不
安は大きく、制度導入の阻害要因となっているた

め。

・確定拠出年金法附則第2条の
2

・確定拠出年金法施行令第59
条
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5065A 5065007 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第32
条第1
項

確定拠出年金制度において
は、受給権の担保差入れが

禁止されている。
f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -

社団法人全
国信用金庫
協会・信金中
央金庫

7 A 確定拠出年金の受給権を担
保とした貸付けの容認

（確定拠出年金法の規制の緩和）
右記同様

確定拠出年金加入者等に対して、確
定拠出年金の受給権を担保とした貸

付けができるようにする。

確定拠出年金制度は、一部の例外を除き中途
換金ができない制度であることを勘案すると、加
入者が受給資格を満たす時期までに生活困窮
等に陥り生活資金を必要とするケース等を想定

しておくことが肝要である。

確定拠出年金法第３２条第１項 継続

5065A 5065010 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -

社団法人全
国信用金庫
協会・信金中
央金庫

10 A 確定拠出年金の年金資産
の中途引出し要件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）
右記同様

現状の脱退一時金制度のほか、加
入者が一定の課税条件（ペナルティ
課税）を負うことにより、任意で確定
拠出年金の資産の中途引出しを行う

ことを可能とする。

確定拠出年金は、国民が公的年金に上乗せし
て自己の老後生活資金を確保するため税制優
遇措置を付して設けられている制度であるた
め、受給は原則６０歳以降とされており、中途引
出しは、諸条件を満たしたうえで脱退一時金を

受け取る以外にはできない。
しかし、現実には、長期に渡る加入期間中に不
測の事態が生じても中途引出しができないこと
に不安感を抱き、加入希望者であっても加入を

躊躇するケースが考えられる。
これらの規制を、年金資産が５０万円までであれ
ば受け取れるようにする等の脱退一時金制度と
は別に、金額や時期にかかわらず、加入者の任
意で中途引出しができるように緩和すれば、女
性や若年層を含むより多くの国民が安心して確
定拠出年金に加入するようになり、国民の老後
生活に対する不安感の軽減につながるものと考
えられる。また、企業型年金は、企業の退職給
付制度としての性格をより強めることができ、普

及促進ができる。

確定拠出年金法附則第３条 継続

5066A 5066008 G15 z13006
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

8 A
確定拠出年金資産の中途

引出要件の緩和

自然災害時及び経済的困窮時等
のやむを得ない場合には、年金
支給開始以前の運用資産の取り
崩しを認めていただきたい。

年金支給開始時までは長期間に及ぶため、中
途引き出しが認められない現状では、確定拠出
年金導入にあたっての不安が大きいとの声が多
い。このため、確定拠出年金導入時に確定拠出
年金と退職金前払いとの選択制を採ると、後者
を選択する者も多いのが実態であり、確定拠出

年金普及の障害になっている。

確定拠出年金法附則第2条の
2、確定拠出年金年金法施行

令第59条

5034A 5034007 G16 z13007
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

本要望は、確定拠出年金制度におけ
る支給要件の緩和を求めるものであ
り、間接的に税制上の措置の拡充に
つながるものであるが、現行の厳格な
支給要件が確定拠出年金制度普及の
障害となっている側面があるほか、従
来より本会議にて検討がなされてきた
経緯を踏まえ、再度検討をお願いした
い。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。
なお、平成19年度税制改正において、
個人型確定拠出年金からの中途脱退
の要件緩和につき、法案の内容をみて
検討することとされているところであ

る。

生命保険協
会

7 A
確定拠出年金制度における

支給要件の緩和

・企業型における退職時の脱退
一時金について、年齢到達要件
および資産額の多寡にかかわら
ず支給可能とすべく、支給要件を

緩和する。
・かかる要望が実現しない間に
あっても、企業型から個人型に移
行した者であって、第3号被保険
者等個人型に拠出できない者に
ついて、中途脱退の要件である
資産にかかる基準を現行の50万
円以下から少なくとも100万円以
下に引き上げていただきたい。
・また、退職時の企業型での中途
脱退の要件である資産にかかる
基準を現行の1.5万円以下から少
なくとも100万円以下に引き上げ

ていただきたい。

・昨今の雇用の流動化を背景に退職時の資金ニーズは
今後より一層高まることが予想され、特に退職金規定か
らの全面移行ニーズの強い中小企業等への更なる制度
普及を促進するためにも、支給要件の緩和は非常に有

効である。
・企業年金制度は一般的に退職金制度からの移行となっ
ているのが現状であり、厚生年金基金、確定給付企業年
金等の企業年金制度では中途脱退に伴う給付が認めら
れている。これらの制度との整合性の欠如から、円滑な
制度間移行および制度普及の障害となっている。

・なお、中途脱退の要件については、平成17年10月に、
資産が少額の場合は運営管理手数料等で資産が減少
する状況にあることを理由として一定の緩和が図られた
が、現行の基準では、なおその趣旨を実現するのに不十

分であり、更なる緩和が必要である。
・また、企業型から個人型に移行後、掛金拠出を認めら
れている者が掛金を拠出するかは任意であるから、個人
型での掛金拠出が認められているか否かによって、中途
脱退の要件である資産にかかる基準に差異を設けるの

は合理的でない。

・確定拠出年金法第28条、第
33条

・確定拠出年金法附則第2条の
2、第3条

・企業型において、退職しても
６０歳に到達するまで受給でき

ない。
・企業型から個人型に移行し
た者であって、第3号被保険者
等個人型に拠出できない者に
ついては、資産が少額の場合
（50万円以下）に脱退が認めら
れている。また、資産が極めて
少額（1.5万円以下）の者は、
個人型に移行することなく退職
時に企業型で脱退を認められ

ている。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5055A 5055030 G16 z13007
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

30 A
確定拠出年金の中途引出

要件の緩和（１）

① 企業型確定拠出年金においては、
現在、脱退一時金支給要件が個人別
管理資産額が1.5万円以下の場合に限

られている。
　確定拠出年金制度が企業の退職金
制度の一部を担う制度となっている現
状を勘案し、制度普及・加入者増大の
ため、現状、個人別管理資産額が1.5万
円以下の場合に限られている企業型年
金における脱退一時金支給要件を緩和

すること。
② 個人型確定拠出年金の脱退一時金
の支給要件は、現在、通算拠出期間に
係る要件（通算拠出期間1ケ月以上３年
以下）および脱退一時金請求時の個人
別勘定残高に係る要件（50万円）が存

在する。
　個人型確定拠出年金における脱退一
時金の支給要件について、通算拠出期
間に係る要件（通算拠出期間1ケ月以
上３年以下）および脱退一時金請求時
の個人別勘定残高に係る要件（50万

円）を緩和すること。

① 現状では、個人別管理資産額が1.5万円以下の場合
に限り企業型脱退一時金として支給を受けることが可能
であるが、この要件に該当する対象者は限定的となって
いる。年金制度とはいえ実質的企業の退職金の一部（ま
たは全部）を担う制度となっている現状を勘案すると、企
業型脱退一時金の支払枠を大幅に引き上げることで、企
業および加入者の本制度の利便性（加入しやすさ）が大

幅に改善すると考える。
② 現行の個人別勘定残高に係る要件（50万円）につい
ては「年間手数料5,000円・利回り年１%程度で資産が目
減りしない額」をベースに検討されたと認識しているが、
受給権が発生するまで手数料等負担による個人別管理
資産の目減りを恒常的に十分まかなって運用が続けら
れる残高は50万円程度では足りないと思料される。ま
た、加入者の高齢期の所得の確保という観点からは、
「資産が目減りしない」ことを根拠とするのではなく、「安
定的な運用による収益が期待できる額」等を基準にすべ
きとも考えられ、本件増額を要望するもの。また、当該資
産に到達するには３年以上の拠出期間が必要と考えら
れ、通算拠出期間に係る要件の緩和についても併せて

要望するもの。

①について
・ 確定拠出年金法附則第2条

の2第1項
・ 確定拠出年金法施行令第59

条第2項
②について

・ 確定拠出年金法附則第3条
・ 確定拠出年金法施行令第60

条

5066A 5066004 G16 z13007
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条
確定拠
出年金
法第62
条第1
項

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。
第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

4 A

第2号被保険者から第3号被
保険者への切り替え時点に
おける確定拠出年金に関す

る取扱い

確定拠出年金を運用している第2
号被保険者が、結婚退職して第2
号被保険者の配偶者となった場
合において、次のいずれかの選
択を可能としていただきたい；(a)
中途脱退として扱い、加入期間が
3年超であっても脱退一時金とし
て運用資産を引き出すことができ
ること(b)個人型年金加入者の資

格が得られること

第3号被保険者は、加入期間が3年を超えた場
合に中途脱退ができず、また、個人型年金加入
者の資格もないため、未婚女性従業員が確定拠
出年金の加入を敬遠する傾向にあるため。ま
た、第3号被保険者は個人型年金運用指図者と
して年金資産運用を継続することとされている
が、資産が少額であるケースが多い。こうした
ケースでは、個人型年金運用指図者となっても
運用意欲が続かず、運営管理に係る手数料分
だけが目減りしていることが多いため。

確定拠出年金法第62条、同法
附則第2条の2、同附則第3条、
確定拠出年金法施行令第59
条、同第60条、確定拠出年金

法施行規則第38条

5066A 5066006 G16 z13007
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法附則
第2条
の2、第
3条

確定拠出年金は、脱退一時
金が支給される場合や高度
障害の場合を除き、60歳前
の中途引き出しは認めてい

ない。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

6 A
企業型確定拠出年金におけ
る脱退一時金の上限額の引

き上げ

企業型確定拠出年金における脱
退一時金の上限額を引き上げて

いただきたい。

情報サービス産業は、ITエンジニア(情報処理技
術者)が自らのキャリアを向上させる意欲に富む
人材が集う業界であるため、雇用流動性が高
く、若年層のみならず、中堅層においても中途退
職者が多いという特徴がある。このため、企業型
年金導入企業においても運用資産が低額に留
まるものが多く、次の問題が生じているため；
・中途退職後において運用資産が低額では確定
拠出年金の運用に関心をもたないため、国民年
金基金連合会への強制移管者が増える原因と

なっている。
・転職後に個人型年金運用指図者となっても、
運用資産が低額では関心を持てず、運営管理
に係る手数料分だけが目減りし、不利益を被る

結果となっている。

確定拠出年金法第2条第5項、
同第74条の2、同法附則第3条
第1項第5号、確定拠出年金法

施行令第60条第2項

情報サービス産業の平均勤続
年数9年10ヶ月、平均中途退
職者数38.6人：（社）情報サー
ビス産業協会発行JISA会報
No.77　36～37頁別添のファイ

ル参照

5015A 5015007 G17 z13008
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）全国地
方銀行協会

7 A 確定拠出年金制度の改善
加入対象者の拡大の措置を講じ

る。

　制度の加入対象者に、第３号被保険者（専業
主婦、パートタイマー等）を加えるとともに、60歳
以降も加入者資格を保持することが可能となる
よう、加入者資格および資格喪失年齢を柔軟化

すべきである。
　現状のままでは、例えば、拠出期間が短い加
入者が退職して専業主婦等になった場合、拠出
の継続が認められないため、将来において少額
の給付しか得られないことが想定されるが、「国
民の高齢期における所得の確保に係る自主的
な努力を支援する」という制度の趣旨に鑑みれ
ば、この点は改善されるべきである。また、公的
年金支給開始年齢の引上げや、高年齢者雇用
安定法の改正等に伴い60歳以降の就労が増加
していることを踏まえ、60歳以降も加入者資格を
保持することが可能となるよう、確定拠出年金の
加入者資格および資格喪失年齢については、労
使合意に基づいて柔軟に設定できるようにすべ

きである。
　平成13年10月に導入された確定拠出年金制
度は、５年後の制度見直しの時期を迎えており、

本件も見直しの対象とすべきである。

確定拠出年金法 第２条、第９
条、第11条、第62条



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5051A 5051009 G17 z13008
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
本要望は「単に税財源措置の優遇を
求めるもの」ではなく、主として制度の
改善を求めるものであり、専業主婦
（第3号被保険者）、公務員にも制度加
入を認めることによって、確定拠出年
金制度のポータビリティを確保するこ
とが、制度の普及につながることか
ら、引き続き検討いただきたい。

f
ⅠⅡ
Ⅲ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本損
害保険協会

9 A
確定拠出年金の加入対象
者の拡大（第３号被保険者、

公務員）

　確定拠出年金制度において、個
人型年金への専業主婦、公務員
の加入を認めていただきたい。

　確定拠出年金の制度普及が図られ
る。専業主婦、公務員個人の自助努
力による老後資金形成の促進に寄
与する。少子高齢化の進展、高齢期
の生活の多様化等の社会経済情勢
の変化にかんがみ、国民の高齢期に
おける所得の確保に係る自主的な努
力を支援し、国民の生活の安定と福
祉の向上に寄与する効果がある。

　確定拠出年金制度に加入できないものが存在
することにより、確定拠出年金のポータビリ
ティーが確保されず、十分なものとならない。

（現状）
　確定拠出年金において、個人型への専業主婦
（第3号被保険者）、公務員の加入が認められて

いない。

確定拠出年金法第62条、法人
税法、所得税法

5051A 5051014 G17 z13008
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
本要望は「単に税財源措置の優遇を
求めるもの」ではなく、主として制度の
改善を求めるものであり、企業年金
（企業型を含む）のある企業の従業員
も個人型に拠出できるようになれば、
中小企業を中心に制度の一層の普及
が図られるため、引き続きご検討いた
だきたい。

f
ⅠⅡ
Ⅲ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本損
害保険協会

14 A
確定拠出年金個人型への
企業年金のある企業の従業

員の加入の容認

　中小企業における退職金・企業
年金の給付水準を考慮した場
合、老後所得に係る自助努力の
支援が必要と考えられるため、企
業年金（企業型を含む）のある企
業の従業員も個人型に拠出でき
るようにしていただきたい。

　制度の普及に寄与する。

・中小企業の勤労者の場合、公的年金のモデル
年金額に満たないケースや退職金・企業年金が
あっても給付水準が低いケースも多く、老後生
活への不安を払拭できない現状にある。

・企業型の枠組みの中で個人拠出を認める方法
（マッチング拠出）などと比べ、企業年金（企業型
を含む）と個人型との併用を可能とすることが、
自助努力による老後の資産形成を可能とする上

で、現実的かつ有効な措置と考える。
・ 個人型の加入者が企業年金ありの企業に転
職しても拠出の機会を失うことがなくなる、事業
主による加入資格証明の廃止（社会保険庁デー
タの利用）により個人型の加入資格審査の効率
化・適正化が図られる、というメリットもある。

確定拠出年金法第62条、法人
税法、所得税法

5054A 5054031 G17 z13008
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
31 A

確定拠出年金における加入
対象者の拡大

　個人型確定拠出年金への専業
主婦の加入を認めるべきである。
「『全国規模の規制改革・民間開
放要望』に対する各省庁からの再
回答について（平成18年8月14
日）」において「制度改正時期の
検討課題であるが改正時期等の
明示は困難」とされているが、早
急に検討スケジュールを明示す

べきである。

　専業主婦の加入を認めることで、個々人の自
助努力による老後資金の形成に寄与することに
なる。あわせて、確定拠出年金のポータビリティ

が拡充され、制度普及が図られる。

確定拠出年金法第62条第1項
　確定拠出年金では、専業主
婦の加入が認められていな

い。

5055A 5055032 G17 z13008
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

32 A
確定拠出年金の加入対象

者の拡大

・現在は第3号被保険者に個人型
確定拠出年金の加入資格がな

い。
・第3号被保険者に個人型確定拠
出年金への加入資格を付与する

こと。

・第2号被保険者の配偶者となり企業型年金の
加入資格を失った場合も、引き続き個人型確定
拠出年金へ拠出できることとなれば、利便性が
拡大され、加入者増大に繋がると考えられるた

め。
・このような場合は、その者は個人型年金運用
指図者になるが、資産が少額な場合は、将来的
に運用のみを継続したとしても、少額の給付しか
受け取れず、確定拠出年金制度の目的を達す
ることができない可能性がある。第3号被保険者
に個人型の加入資格を付与することにより一定
の拠出を認めることで、前述の問題点が改善さ
れるほか、制度の普及にも大きく寄与すると考

える。

・確定拠出年金法第62条
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5034A 5034012 G18 z13009
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第11
条、第
62条第
3項

確定拠出年金の加入者資格
は60歳で喪失する。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

本要望は、確定拠出年金制度におけ
る加入者資格の拡大を求めるもので
あり、間接的に税制上の措置の拡充
につながるものであるが、資格喪失年
齢を一律60歳とする現行の取扱い
は、公的年金の支給開始年齢引上げ
や高年齢者雇用安定法改正等により
60歳以降の就労機会が拡大する中
で、確定拠出年金制度の普及及び円
滑な運営にとって障害となる可能性が
あるほか、従来より本会議にて検討が
なされてきた経緯を踏まえ、再度検討
をお願いしたい。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。
なお、平成19年度税制改正において、
企業型確定拠出年金の資格喪失年齢
の引上げについて、法案の内容をみて
検討することとされたところである。

生命保険協
会

12 A
確定拠出年金制度の加入
者資格喪失年齢の引上げ

確定拠出年金の加入者資格喪失
年齢について、労使合意に基づく
柔軟な設定を認め、現行の資格
喪失年齢（60歳）からの引上げが
可能となるようにしていただきた

い。

公的年金の支給開始年齢の引上げや高年齢者
雇用安定法改正等により、60歳以降の就労機
会は拡大しているにもかかわらず、確定拠出年
金については60歳到達により一律に加入者資

格を喪失することとなっている。

確定拠出年金法第11条第6号
確定拠出年金の加入者は60
歳に達したときに資格を喪失
することとなっている。

5054A 5054024 G18 z13009
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第11
条、第
62条第
3項

確定拠出年金の加入者資格
は60歳で喪失する。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
24 A

確定拠出年金における加入
者資格喪失年齢の見直し

  公的年金支給開始年齢の引上
げや、高年齢者雇用安定法の改
正等に伴う60歳以降の就労機会
の拡大等の環境変化を踏まえ、
確定拠出年金の加入者資格喪失
年齢についても、労使合意に基づ
いて柔軟に設定できるようにすべ
きである。「『全国規模の規制改
革・民間開放要望』に対する各省
庁からの再回答について（平成18
年8月14日）」では「制度改正時期
の検討課題であるが改正時期等
の明示は困難」とされているが、
早急に検討スケジュールを明示

すべきである。

　高年齢者雇用安定法の改正により、企業には
60歳以降の就労機会確保が義務づけられること
となったが、確定拠出年金については60歳到達
に伴い一律的に加入者資格が喪失し、柔軟性を
欠いた対応となっている。特に、処遇面で60歳前
との連続性を維持しつつ定年延長を行うような
場合は、確定拠出年金の掛金拠出のみが60歳
時点で打ち切られることとなり、バランスを失した
対応とならざるを得ない。一方、確定給付企業
年金においては、年齢による加入者資格喪失時
期の定めはなく、老齢給付金の給付に係る年齢
要件が60歳以上65歳以下であることを踏まえ
て、「65歳以下の規約で定める時期」とされてい

る。

確定拠出年金法第11条、第62
条第3項

　企業型年金及び個人型年金
の加入者は、60歳に到達した
日に加入者資格を喪失する。

5051A 5051012 G19 z13010
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第33
条第1
項、第
73条

確定拠出年金を60歳から受
給するためには、通算加入
者等期間が10年以上必要。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
本要望は「単に税財源措置の優遇を
求めるもの」ではなく、主として制度の
改善を求めるものであり、60歳前の
数ヶ月に限定するのでなく、50歳以上
の従業員の加入を阻害する要因に
なっていることを鑑み、50歳以上の従
業員について特例を認める等の検討
を再度いただきたい。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本損
害保険協会

12 A
確定拠出年金の老齢給付
金の支給要件の緩和

　老齢給付金の通算加入者等期
間による受給開始年齢の制限を
撤廃していただきたい。現在の法
令では、通算加入者等期間が１０
年に満たない場合には、６０歳か
ら老齢給付金の支給を受けること

ができない。

　制度の普及に寄与する。

　制度導入時において、５０歳以上の従業員の
加入を阻害する要因になる。また、本来企業の
退職金制度の一環として導入した制度であるの
に、従業員からすると６０歳で定年退職した際に
受給権がないというのは制度の趣旨に反する。

確定拠出年金法第33条

5054A 5054025 G19 z13010
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第33
条第1
項、第
73条

確定拠出年金を60歳から受
給するためには、通算加入
者等期間が10年以上必要。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
25 A

企業型確定拠出年金におけ
る老齢給付金の支給要件の

弾力化

　老齢給付金の通算加入者等期
間による支給開始年齢の制限を
緩和すべきである。「『全国規模
の規制改革・民間開放要望』に対
する各省庁からの再回答につい
て（平成18年8月14日）」において
「制度改正時期の検討課題であ
るが改正時期等の明示は困難」
とされているが、早急に検討スケ
ジュールを明示すべきである。

　確定給付企業年金では、加入時期にかかわら
ず60歳以降、支給要件を満たすことが可能であ
る。一方、確定拠出年金において、60歳以降に
受給開始となる者は、制度上60歳以降の拠出
が認められていない中で、通算加入者等期間に
よる受給開始年齢の制限があることで、制度が
硬直化し普及阻害の一因となっている。また、運
用成績や手数料によって資産額が目減りする恐
れもある。加入期間によって支給年齢を一律に
定めるのではなく、60歳以降の退職時点で支給

できるようにすべきである。

確定拠出年金法第33条第1
項、第73条

①老齢給付金の支給開始は
60歳～65歳の到達日であり、
50歳以上で退職した場合に
は、退職時から年金支給が可
能となっている。しかし、

ア．50歳未満で退職(加入者資
格の喪失)した場合は、60歳到
達時まで年金の支給ができな

い。
イ．企業の定年が、例えば年
齢満60歳の誕生日以降に到
来する3月末日である場合は、
年金の開始（60歳誕生日）は
在職中となってしまう。

②老齢給付金について、20年
を超える加入者期間を支給要
件として定めてはならないこと

になっている。
③老齢給付金の支給開始は
65歳を超えることができない。
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5034A 5034013 G20 z13011
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第21
条

確定拠出年金の掛金は、翌
月の末日までに拠出すること

とされている。
f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

本要望は、システムトラブルや制度運
営者の万一の事務疎漏等により当月
分の掛金を翌月末日までに資産管理
機関に納付できなかった場合に、当月
分の掛金拠出が行われない加入者の
不利益の救済を図るためのものであ
り、税制上の措置の拡充を求めるもの
ではない。本要望の趣旨ならびに従来
より本会議にて検討がなされてきた経
緯を踏まえ、再度検討をお願いした
い。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

生命保険協
会

13 A
確定拠出年金制度の企業
型における掛金の納付期限

の弾力化

特段の事情によって、翌月末日ま
でに掛金を納付できなかった場合
には、次回の納付時に２～３ヶ月
分の納付を認める等の納付期限
の弾力化を図っていただきたい。

・システムトラブルや制度運営者の万一の事務
疎漏等により、当月分の掛金が翌月末日までに
資産管理機関に納付できなかった場合、当月分
の掛金拠出は行われず、加入者に不利益が生
じることとなるため、納付期限の弾力化が必要で

ある。
・また、納付期限が翌月末に限定され、何ら猶予
期間が認められていないことは、他の年金制度
と比較しても硬直的であると考えられる。

確定拠出年金法第21条
企業型では、毎月の掛金を翌
月末日までに資産管理機関に
納付することとされている。

5034A 5034014 G20 z13011
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第21
条

確定拠出年金の掛金は、翌
月の末日までに拠出すること

とされている。
f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

本要望は、収納事務の効率化による
運営コストの削減を図るため、掛金を
年１回以上定期的に払込むことが可
能となるよう払込方法の弾力化を求め
るものであり、必ずしも税制上の措置
の拡充につながるものとは言えない。
本要望の趣旨ならびに従来より本会
議にて検討がなされてきた経緯を踏ま
え、再度検討をお願いしたい。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

生命保険協
会

14 A
確定拠出年金制度の企業
型における掛金の払込方法

の弾力化

確定給付企業年金と同様に、事
業主は掛金を年１回以上定期的
に払込むことが可能となるよう払
込方法の弾力化を図っていただ

きたい。

・収納事務の効率化により、運営コストの削減に
資する。

・また、確定給付企業年金では、事業主は規約
で定めるところにより、年１回以上、定期的に掛
金を拠出することが認められており、他の年金

制度との整合性を図る必要がある。

確定拠出年金法第19条、20条

企業型では、事業主は、一月
につき拠出することができる事
業主掛金の額の上限の範囲
内で、各月につき掛金を拠出
することとされている。

5054A 5054028 G20 z13011
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第21
条

確定拠出年金の掛金は、翌
月の末日までに拠出すること

とされている。
f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せられてお
り、再検討をお願いします。

①本要望は、システムトラブルや制度運
営者の万一の事務疎漏等により当月分の
掛金を翌月末日までに資産管理機関に納
付できなかった場合に、当月分の掛金拠
出が行われない加入者の不利益の救済を
図るためのものであり、税制上の措置の
拡充を求めるものではない。本要望の趣
旨ならびに従来より本会議にて検討がな
されてきた経緯を踏まえ、再度検討をお
願いしたい。
②本要望は、収納事務の効率化による運
営コストの削減を図るため、掛金を年１
回以上定期的に払込むことが可能となる
よう払込方法の弾力化を求めるものであ
り、必ずしも税制上の措置の拡充につな
がるものとは言えない。本要望の趣旨な
らびに従来より本会議にて検討がなされ
てきた経緯を踏まえ、再度検討をお願い
したい。

f Ⅰ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

（社）日本経
済団体連合

会
28 A

企業型確定拠出年金におけ
る掛金の拠出時期の弾力化

①特段の事情によって拠出が翌
月にできなかった場合でも、労使
の合意があれば、次回に2ヵ月分
を納付する等の遅れた拠出を認
める弾力的運用とすべきである。
②さらに、事情により翌々月に2ヵ
月分を納付できない場合、遡及し
て拠出対象とする場合などが想
定されるため、1加入者について
12ヵ月分の拠出額を超えない範
囲でキャリーオーバーを認めるべ

きである。

①事業主にとって、毎月の掛金拠出事務負担は
過大であり、何らかの理由で翌月末に納付でき
ないこともあり得る。次回以降の追加拠出が認
められなければ、結果として、給与で支払われる
可能性が高く、所得税や社会保険料の対象と
なって、加入者の手取額が減少してしまう。一
方、手違いによる過剰拠出の場合には過剰分を
返金させることができるということもあり、拠出洩
れもしくは過少拠出による不足分の追加拠出が
認められていないのはバランスを欠いている。確
定給付企業年金、厚生年金基金では遡っての
修正が認められているように、掛金拠出事務の
負担軽減の観点から、確定拠出年金においても

同様の措置が図られるべきである。
②①に加えて、遡及して拠出対象とするなどの
人事的措置も想定されることから、加入者につ
いて年度で12ヵ月を超えない範囲でキャリー

オーバーを認めるべきである。

確定拠出年金法第21条

　企業型確定拠出年金におい
て、事業主は、毎月の事業主
掛金を翌月末日までに資産管
理機関に納付しなければなら
ない。何らかの理由により拠
出できなかった場合は、労使
の合意によって「給与として加
入者に支払う等」の拠出以外
の補填措置をとる事例が多い
が、現実的には、月末の入
社、新規事業所設立の場合な
ど、事務的に対応しきれない

場合がある。

5015A 5015009 G21 z13012
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第22
条第1
項第5
号

退職一時金制度から企業型
確定拠出年金への資産移換
について、一括移換は認め

られていない。

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）全国地
方銀行協会

9 A 確定拠出年金制度の改善

退職一時金制度から確定拠出年
金制度への資産移換について、
一括移換または分割移換年数の

短期化を認める。

　退職一時金制度から確定拠出年金制度への
資産移換は４年から８年の間で均等に分割移換
を行うこととなっているが、その間退職者が出る
たびに未移換金を一括移換する等の事務負担
が事業主に発生している。また、分割移換では
移換途中で企業が倒産した場合、加入者の資
産が十分に保全されない可能性もある。一括移
換ないし分割移換の年数の短期化が図れれ
ば、そうした事務負担やリスクを軽減することが

できる。
　本制度改正により、確定拠出年金制度導入を
検討する中小企業の一層の拡大が見込まれ

る。
　平成13年10月に導入された確定拠出年金制
度は、５年後の制度見直しの時期を迎えており、

本件も見直しの対象とすべきである。

確定拠出年金法第54条第１項
同法施行令 第22条第１項５号



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
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5055A 5055033 G21 z13012
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第22
条第1
項第5
号

退職一時金制度から企業型
確定拠出年金への資産移換
について、一括移換は認め

られていない。

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

33 A
制度移行時の企業型確定
拠出年金制度への資産移
換における一括移換の容認

・現在は、退職一時金制度の改
正または廃止が行われた日の属
する年度から、その翌年度から起
算して3年度以上7年度以内の各
年度に均等に分割して移換する

こととなっている。
・退職一時金制度から企業型確
定拠出年金への資産移換の方法
について、一括移換を認めるこ

と。

確定拠出年金制度の導入時においては、確定
給付型の企業年金での過去勤務債務の償却と
同様に、一定期間で償却することを目的として３
年以上（７年以下）の期間での移換が求められ
ているが、信託協会独自の調査では、実際の移
換期間は最短期を採用している企業が大多数
（８割程度）であり、移換期間の短縮化のニーズ

は非常に強いものと考えている。
退職金からの移行については、企業倒産等のリ
スクに備え早期の受給権保護を図る必要がある
ことや、加入者の運用機会逸失を回避すること
からも、早期の移換を行えるようにすることが望
ましいと考えられる。また、分割移換中に退職者
が出るたびに未移換金を一括移換する等の事
務負担が事業主に発生しており、一括移換を実
施することにより、これらの事務負担の軽減も図

れる。

・確定拠出年金施行令第22条
第1項第5号

5066A 5066003 G21 z13012
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
令第22
条第1
項第5
号

退職一時金制度から企業型
確定拠出年金への資産移換
について、一括移換は認め

られていない。

f Ⅱ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

3 A
企業型確定拠出年金におけ
る制度移行時の資産移換の

一括の容認

現行法では、事業主により退職給
与規程の改正又は廃止が行われ
た年度の翌年度から起算して3年
度以上7年度以内で均等に分割し
た額を順次移換することとされて
いる。しかし、資産の移換方法を
分割に限定するのは不合理であ
るので、一括移換も認めていただ

きたい。

確定拠出年金の円滑な導入を図るためには、次
の理由により、資産の一括移換も認めるべきで

あるため。
・分割移換に伴う事業主の事務負担の軽減
・従業員の加入当初の運用意欲が高いこと
・移換途上での企業倒産による混乱(資産保全

不備)の回避

確定拠出年金法施行令第22条

5054A 5054029 G22 z13013
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第26
条

運用商品除外には、一部の
例外を除いて、当該運用商
品を選択して運用の指図を
行っている加入者等全員の
同意が必要とされている。

c Ⅰ

確定拠出年金法は、平成１８年１０月
に施行後５年が経過したが、法律上、
「施行後５年を経過した場合において、
法律の施行状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、必要な措置を講ずる」
とされており、厚生労働省では有識者
を構成員とする企業年金研究会を設
置し、その施行状況の検証を行ってい
るところであり、これらを踏まえ、必要
な措置について検討する（平成１８年

度中検討）

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

可能な限り早期の実現に向けた検
討をお願いしたい。なお、平成18
年度末まで3ヶ月強しかない現時点
における検討スケジュールについ
てお示し頂きたい。

c Ⅰ

現在、企業年金研究会において確定
拠出年金法の施行状況の検証作業を
行っているところであり、現時点で具体
的な検討時期を明示することは困難で
ある。

（社）日本経
済団体連合

会
29 A

企業型確定拠出年金におけ
る運用方法（商品）除外にか

かる手続きの緩和

　一定の要件を満たせば、商品を
購入している加入者等全員の同
意がなくても運用方法（商品）の
除外を可能とすべきである。「『全
国規模の規制改革・民間開放要
望』に対する各省庁からの再回答
について（平成18年8月14日）」に
おいて「制度改正時期の検討課
題であるが改正時期等の明示は
困難」とされているが、早急に検
討スケジュールを明示すべきであ

る。

　現状の、購入者全員からの同意取付けでは、
ニーズの低くなった商品を運用対象から除外す
ることが困難である。例えば、一定の周知期間を
設け、加入者から特段の異議申出がなければ
除外できるなどの方法を認めるべきである。制
度導入時から時間が経過するにつれ、新商品が
追加されて運用方法（商品）が過多になることか
ら、商品選択メニュー更新のニーズは高い。

確定拠出年金法第26条

　企業型運用関連運営管理機
関等が、提示運用方法から運
用の方法を除外しようとすると
きは、当該除外しようとする運
用の方法を選択して運用の指
図を行っている加入者等の同
意を得なければならない。

5066A 5066007 G22 z13013
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第26
条

運用商品除外には、一部の
例外を除いて、当該運用商
品を選択して運用の指図を
行っている加入者等全員の
同意が必要とされている。

c Ⅰ

確定拠出年金法は、平成１８年１０月
に施行後５年が経過したが、法律上、
「施行後５年を経過した場合において、
法律の施行状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、必要な措置を講ずる」
とされており、厚生労働省では有識者
を構成員とする企業年金研究会を設
置し、その施行状況の検証を行ってい
るところであり、これらを踏まえ、必要
な措置について検討する（平成１８年

度中検討）

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

7 A
運用商品の除外手続きの緩

和

現行では運用商品の一部を除外
したい場合に、当該商品購入者
全員の同意が必要とされている
が、事前に周知期間を設定した上
で、特段の異論がなければ加入
者全員の同意があったものとみな
すことを認めていただきたい。

確定拠出年金向けの運用商品は徐々に充実し
つつあり、事業主は、適宜、既存の運用商品の
一部を除外し、新たな運用商品を追加すること
で、ラインアップの見直しを図っていくべきであ
る。この見直しに関して、現行規定は加入者の
同意を義務づけている。これは加入者の不利益
変更を防止する趣旨で定められていると解する
が、この見直しは、加入者が期待する資産運用
を実現するために実施するものであり、不利益

変更には当らないため。

確定拠出年金法第26条、確定
拠出年金法施行規則第20条の

2
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5034A 5034015 G23 z13014
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第5
条第1
項、確
定拠出
年金法
施行規
則第5
条

規約の変更には、確定拠出
年金法施行規則第5条に定
める軽微な変更を除き、厚生
労働省の承認が必要であ

る。

c Ⅲ

確定拠出年金法は、平成１８年１０月
に施行後５年が経過したが、法律上、
「施行後５年を経過した場合において、
法律の施行状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、必要な措置を講ずる」
とされており、厚生労働省では有識者
を構成員とする企業年金研究会を設
置し、その施行状況の検証を行ってい
るところであり、これらを踏まえ、必要
な措置について検討する（平成１８年

度中検討）

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

今後、平成２４年３月に向けて適格退
職年金から確定拠出年金への移行が
加速度的に増加していくことが確実な
情勢を鑑みると、規約変更手続きの簡
素化は必須かつ極めて重大な課題で
あり、また制度を実施する事業主に
とっても有益と考えられる。このような
状況を踏まえ、可能な限り早期の実現
に向けた検討をお願いするとともに、
具体的な検討時期の明示をお願いし
たい。

c Ⅲ

現在、企業年金研究会において確定
拠出年金法の施行状況の検証作業を
行っているところであり、現時点で具体
的な検討時期を明示することは困難で
ある。

生命保険協
会

15 A
確定拠出年金の規約変更

手続きの簡素化

平成17年10月の確定拠出年金法
改正により脱退一時金相当額等
の移換に関する事項（法第54条
の2第1項）について、新たに規約
に定めることとなったが、このよう
な関係法令の改正により義務付
けられる規約の変更のうち軽微な
変更と考えられるものについて
は、届出による変更を認めていた

だきたい。

平成18年3月に、事業主等の増加・減少を伴わ
ない事業主の名称・住所の変更等について労働
組合等の同意を不要とする取扱いが認められ、
規約変更手続の簡素化が一定程度図られた
が、現在届出による規約変更が認められている
軽微な変更以外の変更について、全て厚生労働
省の承認を要するとすることは、事業主等にとっ
て大きな負荷であり、更なる手続の簡素化を図

る必要がある。

確定拠出年金法第3条・第5条・
第6条

確定拠出年金法施行規則第5
条

企業型の規約の変更には、確
定拠出年金法施行規則に定
める軽微な変更の場合を除
き、厚生労働省の承認が必要

である。

5051A 5051013 G23 z13014
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
規則第
15条、
第56条

記録関連運営管理機関は、
他の企業年金制度等の資格
の得喪に関する事項を原簿
に記載しておかなければなら

ない。

c Ⅲ

他の企業年金制度等の資格の得喪に
関する事項は、退職所得の課税計算
に必要であり、また拠出限度額の管理
の際にも必要であるため、原簿の記録
事項から除外することはできない。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
他年金等の資格の得喪及び支給に関
する情報の主要な使途は、退職所得
の課税計算と考えられ、要望記載の
通り、実際には退職所得の受給に関
する申告書の提出を受けた際に本人
から確認すればよいと考える。引き続
きご検討いただきたい。

c Ⅲ

退職所得控除額を計算する際に使用
する勤続年数の正確性を担保するた
めに、企業型記録関連運営管理機関
が他の企業年金制度等の資格の得喪
に関する事項を加入者原簿に記載し
ておくことが必要である。

（社）日本損
害保険協会

13 A
確定拠出年金の原簿記録

事項の緩和

　企業型年金実施事業主または
加入者・運用指図者から通知を
義務付けている他年金等の資格
の得喪および支給に関する情報
に関し、原簿の記録事項から除

外してほしい。

　確定拠出年金におけるコストの削
減に繋がり、手数料等の引き下げが

可能となる。

　退職所得の課税計算に使用するとされるこれ
らの事項は、実際には退職所得の受給に関する
申告書の提出を受けた際に本人から確認すれ
ばよい事項であり、制度加入時に事業主・加入
者等に提出を求めかつ記録関連運営管理機関
が長期にわたって記録を保存しなければならな
いのは、制度を煩雑にし、かつ記録関連コストの

増加につながり加入者利益に反する。

確定拠出年金法第18条、第67
条

確定拠出年法施行規則第15
条、第56条

5055A 5055026 G23 z13014
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第6
条第2
項、確
定拠出
年金法
施行規
則第7
条

規約変更にあたっては、一
部の例外を除き労働組合等
の同意が必要とされている。

c Ⅲ

確定拠出年金法は、平成１８年１０月
に施行後５年が経過したが、法律上、
「施行後５年を経過した場合において、
法律の施行状況を勘案し、必要がある
と認めるときは、必要な措置を講ずる」
とされており、厚生労働省では有識者
を構成員とする企業年金研究会を設
置し、その施行状況の検証を行ってい
るところであり、これらを踏まえ、必要
な措置について検討する（平成１８年

度中検討）

今後、平成２４年３月に向けて適格退
職年金から確定拠出年金への移行が
加速度的に増加していくことが確実な
情勢を鑑みると、規約変更手続きの簡
素化は必須かつ極めて重大な課題で
あり、また制度を実施する事業主に
とっても有益と考えられる。このような
状況を踏まえ、可能な限り早期の実現
に向けた検討をお願いするとともに、
具体的な検討時期の明示をお願いし

たい。

c Ⅲ

現在、企業年金研究会において確定
拠出年金法の施行状況の検証作業を
行っているところであり、現時点で具体
的な検討時期を明示することは困難で
ある。

社団法人信
託協会

26 A
企業型確定拠出年金におけ
る規約変更手続きの簡素化

・現在、一部の例外を除き、規約
変更手続きについては、労使合
意が必要とされている。

・現在、法改正に伴い一斉に行わ
れる変更や事業主の就業規則等
の変更に伴う撥ね改正（制度内
容の変更を伴わない条ズレ）等、
労使合意を必須としなくとも受給
権保護等の問題は生じないと考
えられる規約変更まで労使合意
を求められているため、労使合意
不要の規約変更範囲を拡大する
こと等、規約変更手続きを簡素化

していただきたい。

法改正に伴い一斉に行われる変更や事業主の
就業規則等の変更に伴う撥ね改正（制度内容の
変更を伴わない条ズレ）等については、労使合
意を必須としなくとも受給権保護等の問題は生

じないと考えられる。
また、上述の変更等、加入者等の利益を害する
恐れのないと認められる場合には、労使合意を
不要とすることで制度運営コストの軽減に繋がる
ことが見込まれるため、ケースに応じて簡素化
するという視点でご検討いただきたい。

・確定拠出年金法第5条
・確定拠出年金法施行規則第5

条

5055A 5055027 G23 z13014
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法施行
規則第
3条第1
項第3
号

規約承認の申請手続きにお
いては、運営管理機関の登
録通知書の写し、勧誘方針、
運営管理機関選定理由書の
添付が必要とされている。

c Ⅰ

確定拠出年金制度を適切に実施する
ためには、運用商品の提供、運用商品
に係る情報提供、運用指図の取りまと
めといった運営管理業務が適切に行
われることが必要不可欠である。した
がって、規約承認の申請にあたって、
適正な運営管理機関に委託して行うこ
とを証明する添付書類を省略すること
は、適正な運営の監督及び加入者保
護を担保する観点から認めることは困

難である。

今後、平成２４年３月に向けて適格退
職年金から確定拠出年金への移行が
加速度的に増加していくことが確実な
情勢を鑑みると、規約承認の申請手
続きの簡素化は必須かつ極めて重大
な課題であり、また制度を実施する事
業主にとっても有益と考えられる。この
ような状況を踏まえ、可能な限り早期
の実現に向けた検討をお願いしたい。

c Ⅰ

規約承認の申請手続きの簡素化は重
大な課題である認識しているが、今般
簡素化については、検討要請で述べた
理由と同様、適正な運営の監督及び
加入者保護を担保する観点から認め
ることは困難である。

社団法人信
託協会

27 A
企業型確定拠出年金におけ
る規約承認の申請手続きの

簡素化

現在、規約承認の申請手続きに
おいて、運営管理機関の登録済
証・勧誘方針、運営管理機関選
定理由書の添付が必要とされて
いるが、これを不要とすること。

そもそも運営管理機関は登録制であり、運営管
理機関、資産管理機関それぞれとの契約書の
添付等も行うことから、別途「登録済証」、「勧誘
方針」を添付することの意味は低いものと考えら

れる。
また、運営管理機関選定理由書（特に比較表）
については、比較的小規模の事業主において、
作成の負担が大きいと考えられ、部分的に緩和
措置を拡大する等の検討を行うことが可能では

ないか。

・確定拠出年金法施行規則第3
条

・「確定拠出年金の企業型年金
に係る規約の承認基準等につ
いて」（平成13年9月27日企国

発第18号）別紙１
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5055A 5055028 G23 z13014
厚生労
働省、

「確定
拠出年
金制度
につい
て」（平
成13年
8月21
日年発
第213
号）別
紙第3、
1（1）

預貯金等に関しては、銀行
法施行規則第13条の3第1項
各号に規定する内容に相当
するものについて、同条に準
じた方法（電磁的方法による
提供を含む。）により情報提
供を行うものとすること、と

なっている。

c Ⅳ

確定拠出年金制度における運用商品
の選定・提示及び運用商品に係る情
報提供は運営管理機関が加入者等に
対し運用商品を販売していることと実
質的に変わらないため、少なくとも一
般の金融商品を購入する顧客への保
護と同等の保護を図る必要がある。し
たがって、銀行による預金者等への情
報提供における取扱いを確定拠出年
金における運用商品に係る情報提供
には適用しないことを認めることは困

難である。

－ - -
社団法人信
託協会

28 A

企業型確定拠出年金におけ
る運用方法に係る金融商品
の情報提供方法に関する制

約の緩和

・現行では、商品情報の提供を電
磁的方法のみで行う場合は、加
入者の同意が必要と解される部
分がある。（確定拠出年金法並び
にこれに基づく政令及び省令につ
いて（法令解釈）第三 一(1)にて銀
行法施行規則第13条の3を引用
しており、同条第2項においては
商品情報を電磁的方法で提供す
る場合には当該預金者等の承諾

が必要とされている。）
・運営管理業務における、商品選
定理由書ならびに商品に関する
情報提供については、例えばイン
トラネットでの提供など、磁気媒体
での提供に係る制約を緩和いた

だきたい。

現行では、商品情報の提供を電磁的方法のみ
で行う場合は、加入者の同意が必要と解される
部分がある。（確定拠出年金法並びにこれに基
づく政令及び省令について（法令解釈）第三 一
(1)にて銀行法施行規則第13条の3を引用してお
り、同条第2項においては商品情報を電磁的方
法で提供する場合には当該預金者等の承諾が
必要とされている。）しかしながら、電磁的方法
による情報提供はもはや一般化しており、また
紙媒体による情報提供が情報保護や環境保護
の観点から実態に沿わなくなってきている面もあ
る。また、銀行法施行規則第１３条は、銀行が預
金者等へ説明する事項を定めているものであ
り、確定拠出年金制度では、商品販売会社（こ
の場合、各銀行）と資産管理機関がそれに該当
することとなることから、加入者等に対する説
明・情報提供において、必ずしも引用しなければ

ならないわけではないと考えられる。
少なくとも継続時の商品情報提供については、
加入者等の事前の同意なしで電磁的方法のみ
で行うことができるよう、緩和を要望するもの。

・「確定拠出年金制度につい
て」（平成13年8月21日年発第
213号） 別紙 第三 一

・「確定拠出年金Ｑ＆Ａ」 №144

5073A 5073004 G23 z13014

金融
庁、厚
生労働
省、

確定拠
出年金
法第89
条第1
項
確定拠
出年金
運営管
理機関
に関す
る命令
第2条

運営管理機関の登録を受け
ようとするときは、役員の氏
名・住所を記載した登録申請
書を厚生労働大臣および内
閣総理大臣（金融庁長官）に
提出しなければならない。

c
Ⅰ
Ⅲ

役員に係る事項は、事業主が運営管
理業務を委託する運営管理機関を選
任するにあたり、適切に業務を実施で
きると考えられる法人を慎重かつ十分
な注意を払って総合的に検討する際に
必要なものであるため、簡素化は困難

である。

－ - -
全国農協中
央会・農林中
央金庫

4 A
確定拠出年金運営管理機
関の登役員に係る登録事項

の簡素化

確定拠出年金運営管理機関にお
いて登録を受ける役員を、金融機
関にあってはすべての役員でなく

担当役員のみとする。

○　確定拠出年金運営管理機関においては、常
勤・非常勤に関わらず、全ての役員の登録を受
ける必要がある。また、当該役員の兼業状況に

ついても登録を受ける必要がある。

○　証券業においては担当役員のみ登録を受け
ればようこととされているが、運営管理機関は全
ての役員の登録を受けることとされている。当該
役員変更の発生により変更の届出手続きが煩

雑化している。

○確定拠出年金法第89条、第
92条第１項

○確定拠出年金運営管理機関
に関する命令第２条、第３条

5065A 5065009 G24 z13015

金融
庁、厚
生労働
省、

確定拠
出年金
運営管
理機関
に関す
る命令
第10条
第1号

営業職員による運用関連業
務（運用の方法に係る情報
提供）と運用商品の販売等
の事務の兼務は認められて

いない。

c Ⅲ

営業職員による運用関連業務と運用
商品の販売等の事務の兼務について
は、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできな

い。

　営業職員による運営管理業務の
兼務が禁止されているのは、加入
者に対する中立性を維持できない
との考え方を前提にした措置であ
ると考えられる。その恐れがある
のは理解できるが、例えば、運営
管理機関が扱っている確定拠出年
金の運用方法が確定拠出年金専用
の運用方法のみである場合には、
営業職員でも、預金、投資信託等
の通常の金融商品の販売、勧誘等
とは切り分けて、確定拠出年金の
運用方法の提示等ができることか
ら、中立性の維持に支障がないと
考えられる。中立性の維持のため
に禁止すべき実務上の具体的行為
を明確化したうえで、それ以外の
場合については兼務を容認するよ
う検討していただきたい。

c Ⅲ

営業職員に禁止・容認される行為を網
羅的に定めることは困難であり、対象
となる運用商品が確定拠出年金専用
のものであっても、営業職員による運
営管理業務の兼務は、加入者にとって
特定商品の推奨を受けているとの誤
解を与えるものとなるため、営業職員
による運用関連業務と運用商品の販
売等の事務の兼務を認めることは困
難である。

社団法人全
国信用金庫
協会・信金中
央金庫

9 A
確定拠出年金運営管理業
務にかかる金融商品営業担
当者による兼務禁止の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）
右記同様

金融機関の金融商品営業担当者に
ついて、確定拠出年金運営管理業務
のうちの運用関連業務の兼務禁止を
緩和する。兼務禁止の緩和に際して
は、営業担当者が加入者に対して中
立的な立場で運用関連業務を行うこ

とを前提とする。

確定拠出年金業務を取り扱う金融機関の体制
整備において、本兼務禁止措置の緩和は、確定
拠出年金の普及に資するものと考えられる。

確定拠出年金運営管理機関に
関する命令第１０条第１号

継続

5070A 5070013 G24 z13015

金融
庁、厚
生労働
省、

確定拠
出年金
運営管
理機関
に関す
る命令
第10条
第1号

営業職員による運用関連業
務（運用の方法に係る情報
提供）と運用商品の販売等
の事務の兼務は認められて

いない。

c Ⅲ

営業職員による運用関連業務と運用
商品の販売等の事務の兼務について
は、運営管理業務の中立性確保の必
要性の観点から、認めることはできな

い。

要望者からの下記の更なる意見を
踏まえ、改めて検討し、見解を示
されたい。「実務面において運用
担当者と販売担当者を分離せずと
も、運営管理業務に係る不正等の
防止は組織の牽制機能、内部監査
による確保されている。会員信用
組合からの強い要望もあり引続き
検討して頂きたい。」

c Ⅲ

営業職員による運用関連業務と運用
商品の販売等の事務の分離は、運営
管理業務の中立性確保の観点から必
要であり、内部監査等の体制がとられ
ていたとしても、実務面において分離
が図られていなければ、その中立性を
確保することは困難であることから認
められない。

社団法人全
国信用組合
中央協会

13 Ａ

確定拠出年金制度における
営業職員による運用関連業
務の兼務禁止を撤廃するこ

と

営業職員による運用管理業務
（運用の方法に係る情報提供）と
運用商品の販売等の事務の兼務

禁止を撤廃すること。

営業職員による運用管理業務（運用の方法に係
る情報提供）と運用商品の販売等の事務の兼務

禁止を撤廃すること。
　実務面において運用担当者と販売担当者を分
離せずとも、運営管理業務に係る不正等の防止
は組織の牽制機能、内部監査により確保されて

いる。
本規制が撤廃されることにより、確定拠出年金
制度の概要や各運用商品に関する説明から販
売事務まで一担当者が一貫して行うことが可能
となり、利便性の向上に資することとなる。また、
人的余力に乏しい信用組合においては、規模・
特性に応じた組織運営、業務展開が可能とな
り、収益機会の拡大等を図ることができる。

確定拠出年金法第１００条第７
号、確定拠出年金運営管理機
関に関する命令第１０条第１号
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5065A 5065008 G25 z13016
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

第3号被保険者や公務員は
確定拠出年金に加入できな

い。
企業型の資格を喪失した
後、他の企業年金制度があ
り確定拠出年金を実施して
いない企業に転職した場合
等は、個人型の運用指図者
となり加入者とはならない。

f ⅠⅡⅢ

確定拠出年金は老後の所得を確保す
る年金制度であるため、その掛金及び
給付に税制上の所要の措置が講じら
れているところである。本要望項目は、
当該税制上の措置の拡充を求めるも
のであるため、検討要望事項の対象と

はなり得ない。

－ - -

社団法人全
国信用金庫
協会・信金中
央金庫

8 A
確定拠出年金企業型年金
の資格喪失者に対する個人
型年金加入者としての継続

加入条件の緩和

（確定拠出年金法の規制の緩和）
右記同様

確定拠出年金企業型年金の資格喪
失者についても個人型年金の加入者
として継続的に掛金の拠出を行うこと

を選択できるようにする。

個人型年金の運用指図者は、資格喪失に至る
までの間に積み立てた資産を個人型年金に移
換したうえで引き続き資産の運用を行うことはで
きるが、新たに掛金を拠出することはできないた
め、個人型年金の運用指図者にならざるをえな
い転職者は、当初の資産形成プランの実現が困
難になるのはもちろんのこと、拠出期間を長期に
分散させることによる運用上のリスク軽減を図る
ことも困難になるため、健全な資産形成に支障

をきたす懸念がある。

確定拠出年金法第６２条第１項 継続

5066A 5066005 G25 z13016
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第62
条第1
項

企業年金等対象者ではない
60歳未満の厚生年金保険被
保険者は、個人型年金加入
者となることができる。

c Ⅰ

合併により企業型年金が終了した場
合、合併後存続する企業が企業型年
金も他の企業年金を導入していない場
合においては、個人型へ資産を移換し
個人型加入者となることにより、引き続
き掛金を拠出することが可能である。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

5 A
法人の合併によって企業型
年金が終了する場合の取扱

い

企業型確定拠出年金を実施して
いる法人が合併によって消滅す
る場合に、加入者に不利益が生
じないようにしかるべき措置を講

じていただきたい。

事業環境の変化が激しい情報サービス産業で
は、企業の合併が積極的に行われる傾向にあ
る。この合併によって企業型年金が終了する場
合の取扱いに関して現行法では、加入者は個人
型年金運用指図者となることを容認しているに
過ぎない。しかし、存続する法人が確定拠出年
金未導入の場合は、事業主が消滅法人の加入
者のために掛金を拠出することができない。ま
た、この場合、給付開始年齢に近い加入者は、
個人型年金運用指図者となるよりも一時金とし
ての受け取りを希望する者が少なくないと思わ
れるが、一時金として受け取ると給与所得等と
合算され一時所得として課税されることとなり、
加入者が不利益を被ることになるため。

確定拠出年金法第45条第2
項、同第47条第2項、同64条第
2項、同法附則第2条の2、確定
拠出年金法施行令第59条

5066A 5066009 G25 z13016
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第99
条第1
項

確定拠出年金運営管理機関
は、法令、法令に基づいてす
る主務大臣の処分及び運営
管理契約を遵守し、加入者
等のため忠実にその業務を
遂行しなければならない。

c Ⅰ

確定拠出年金は加入者が自己責任を
負う前提として、事業主の利益が加入
者の利益と相反することがあっても、
関係者が加入者の利益のみを考慮し
て忠実かつ適切に各種業務を行って
いくような仕組みとすることがきわめて
重要であることから、運営管理機関に
ついて加入者に対する忠実義務を定
めたものである。運営管理業務につい
ては、運用方法の提示等において事
業主の利益が加入者の利益と相反す
ることも想定され、忠実義務を事業主
に拡大することは、加入者の利益を害
することとなるおそれがあるため認め

られない。

－ - -
（社）情報
サービス産業
協会

9 A

事業主が運営管理業務等を
委託している場合における
当該運営管理機関の忠実

義務の対象

運営管理機関の行為準則[年金
局長通知（年発第213号）]は、
もっぱら加入者に対する忠実義
務を定めているが、事業主が運
営管理業務を確定拠出年金運営
管理機関に委託している場合に、
当該運営管理機関は事業主に対
しても忠実義務を負うものとして

いただきたい。

事業主は、法が定めた事業主の責務を果す必
要がある。したがって、事業主が運営管理業務
を確定拠出年金運営管理機関に委託している
場合、当該運営管理機関は、事業主が当該責
務を全うできるように受託業務の完遂に努める
必要があるといえる。これに関して、現行の取扱
いは、加入者保護の観点から運営管理機関の
加入者に対する忠実義務を規定するに留まって
いる。しかし、運営管理機関に業務を委託してい
るのは事業主であり、投資教育の実施等では、
加入者個人が、逐一、運営管理機関に対応をも
とめるのは必ずしも現実的ではない。したがっ
て、委託先運営管理機関は加入者に対してだけ
でなく、事業主に対しても忠実義務を負うべきで

ある。

確定拠出年金法第2条第７項、
同第７条、同第9条、同第22
条、確定拠出年金法施行令第
７条、平成13年8月21日付厚生
労働省年金局長通知（年発第
213号）第6行為準則に関する

事項 ２．(１)

5054A 5054016 G26 z13017
厚生労
働省、

確定拠
出年金
法第9
条、第
11条
確定給
付企業
年金法
第25
条、第
27条

実施事業所に使用される被
用者年金被保険者等は加入
者となり、使用されなくなった
ときに加入者資格を喪失す

る。
加入者資格は、労使合意に
より規約で定めることが可。

f Ⅰ

確定拠出年金・確定給付企業年金は
老後の所得を確保する年金制度であ
るため、その掛金及び給付に税制上
の所要の措置が講じられているところ
である。本要望項目は、当該税制上の
措置の拡充を求めるものであるため、
検討要望事項の対象とはなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

少なくとも本要望②は、出向者が
出向しなければ享受できた制度
が、出向によって実質的に享受で
きなくなっているといった事態の
是正を容易に行なえるよう緩和す
べきとするものであり、確定給付
企業年金、確定拠出年金各法令上
の改正が必要となることから、改
めて本要望の趣旨に沿った検討を
お願いしたい。

f Ⅰ

確定拠出年金・確定給付企業年金は
老後の所得を確保する年金制度であ
るため、その掛金及び給付に税制上
の所要の措置が講じられているところ
である。本要望項目は、当該税制上の
措置の拡充を求めるものであるため、
検討要望事項の対象とはなり得ない。

（社）日本経
済団体連合

会
16 A

確定給付企業年金および確
定拠出年金における加入者

範囲の見直し

①厚生年金適用事業所単位の適
用を廃止し、加入者の範囲につい
ては、当該企業および従業員（労
組）との合意に基づき決定するこ
とを可能とすべきである。

②確定拠出年金法第9条、確定
給付企業年金法第25条の「実施
事業所に使用される被用者年金
被保険者」の現行解釈を改め、実
施事業所と雇用関係にあり、実施
事業所以外の事業所で厚生年金
の被保険者資格を取得している
者（具体的には、企業外への出向
者）についても、企業年金の加入
者と認めるべきである。

　確定給付企業年金制度および確定拠出年金
制度は、退職金の一部として導入されることが
多いにも関わらず、企業外への出向者は一旦脱
退扱いとなるため、企業は当該従業員の出向期
間について掛金の拠出ができず、また、確定給
付企業年金の場合は従業員拠出も停止され、
企業側、従業員側の双方にとって不利益となる
おそれがある。グループ内の系列企業間での出
向のような場合に、出向先事業所を出向元事業
所とともに確定給付企業年金の適用事業所とす
る特殊な事例はあり得るが、一般的には、ごく一
部の出向者のために出向先を特定の期間のみ
適用事業所とすることは困難である。労使合意
による出向元での加入を要望する。本件は、出
向元企業が、出向者の労働条件を出向元の労
働条件に比べ不利益が生じないようすることに
配慮しなければならないことに鑑み、柔軟な選択

肢が取れるよう要望するもの。

確定拠出年金法第9条、第11
条

確定給付企業年金法第25条、
第27条

　確定給付企業年金および確
定拠出年金は、企業と従業員
によりその制度内容を決定す
る私的年金の一つであるにも
関わらず、厚生年金適用事業
所単位の実施となっている。そ
のため、企業外への出向者
（出向先の厚生年金被保険者
資格を取得する者）は一旦脱
退することとなり、制度運営上

の制約がある。
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5034A 5034008 G27 z13018
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
第36条

確定給付企業年金の老齢給
付金の受給資格は、以下の
ときに与えられる。

・ 60歳以上65歳以下の規約
で定める年齢に達したとき
・ 50歳以上60歳未満の規約
で定める年齢に達した日以
後に実施事業所に使用され

なくなったとき
・老齢給付金の支給年齢要
件以外の要件を満たす者に
支給する脱退一時金の額
は、その者が老齢給付金の
受給権者になったときに支給
する給付の現価相当額を上
回らないこととされていて、そ
の比較時点は脱退時点とし

ている。

f、c Ⅰ

・確定給付企業年金は老後の所得を
確保する年金制度であるため、その掛
金及び給付に税制上の所要の措置が
講じられているところである。本要望項
目は、当該税制上の措置の拡充を求
めるものであるため、検討要望事項の

対象とはなり得ない。
・脱退一時金の支給上限たる老齢給
付金の現価相当額の基準時点を、老
齢給付金の支給開始時点とすれば、
脱退時に高い一時金額を受給できるこ
ととなり、当該脱退一時金の受給者が
受給額を自ら運用することにより、容
易に受給額を年金原資より大きくし得
ることに繋がる。このような取扱いは、
確定給付企業年金制度が年金給付に
主眼を置く制度であるにもかかわら
ず、脱退一時金の受給を促進すること
になるおそれがあることから、認めら

れない。

要望者から以下の再意見が寄せられており、再検討をお願いしま
す。

・65歳超の規約で定める定年に到達した時点で年金の受給開始を
求める要望は、受給要件を緩和するものではなく、税制上の措置の
拡充につながるものとは言えないことならびに従来より本会議にて
検討がなされてきた経緯を踏まえ、再度検討をお願いしたい。な
お、確定給付企業年金制度は企業の退職金制度の移行先となって
いることが多いが、退職金制度は個々の企業ごとに様々であり、企
業ごとの実態に即した制度設計を可能ならしめることが、より実効
性の高い従業員の老後保障に資すると考える。
・60歳から65歳までの間の退職時における受給開始に関する要望
は、年金受給の要件の柔軟化を要望するものであるが、60歳～65
歳の各到達日に受給開始を認めることと、例えば60～65歳の間の
規約に定める退職日に受給開始を認めることに大きな違いはなく、
本要望が直接税制上の措置の拡充につながるとまでは言えない。
そのため、従来より規制改革要望にて検討がなされてきた経緯を踏
まえ、再度検討をお願いしたい。
・50歳未満で退職した者について、50歳以上60歳未満の規約で定
める年齢に到達した時点で年金の受給開始を求める要望は、間接
的に税制上の措置の拡充につながるものであるが、現行の厳格な
受給要件が確定給付企業年金制度普及の障害となっているほか、
従来より本会議にて検討がなされてきた経緯を踏まえ、再度検討を
お願いしたい。
・現状、脱退一時金と老齢給付金の現価相当額との比較時期が脱
退時点とされており、現価相当額は厚生労働大臣の定める率で割
り引かれた上で脱退一時金と比較される取扱となっている。そのた
め「脱退一時金≦老齢給付金の現価相当額」の要件を確保するた
め、脱退一時金の繰り下げ乗率はゼロでも可とされているにもかか
わらず、実態上は付利せざるを得ない取扱いとなっている。こうした
制約は、特に今後、本格化する適格退職年金からの移行において
大きな阻害要因となることが懸念されるため、脱退一時金と老齢給
付金の現価相当額との比較時期を適格退職年金と同様、支給開始
時点とする取扱を要望している。また、本年あじさい対応の再回答
では、「脱退一時金の受給者は脱退一時金を厚生労働大臣の定め
る率以上で運用できるとは限らず、脱退一時金の受給を促進するこ
とにつながるとまではいえない」との当方からの意見について、具
体的根拠が不明であるとの指摘がなされている。しかしながら、逆
に、本要望を認めることで「当該脱退一時金の受給者が受給額を自
以上のような事情を踏まえ、改めて本要望に沿った検討をお願いした

f、c Ⅰ

・確定給付企業年金は老後の所得を
確保する年金制度であるため、その掛
金及び給付に税制上の所要の措置が
講じられているところである。本要望項
目は、当該税制上の措置の拡充を求
めるものであるため、検討要望事項の
対象とはなり得ない。
・確定給付企業年金における脱退一時
金の支給上限は、確定給付企業年金
制度が従業員の高齢期における所得
保障の観点から年金給付を原則とし、
その支給を奨励するための制度である
ことにかんがみ、脱退一時金の支給の
促進を回避する観点から設けられてい
るものである。したがって、「再検討要
請」に記載のとおり、脱退一時金額を
基準として制度改正を実施すること
は、確定給付企業年金法の趣旨に照
らし本末転倒であり、これを論拠として
現行の取扱いを変更することはできな
い。

生命保険協
会

8 A
確定給付企業年金制度にお
ける老齢給付金の支給要件

等の緩和

・65歳超で定年年齢が設定されて
いる場合、65歳超の規約で定め
る年齢に到達した時点で年金の
受給開始を可能としていただきた

い。
・60歳から65歳までの到達日以
外の、例えば退職日などの規約
に定める到達日から年金の支給
開始を可能としていただきたい。
・50歳未満で退職した者について
も、50歳以上60歳未満の規約に
定める年齢に到達した時点で年
金の受給開始を可能としていただ

きたい。
・老齢給付金の支給年齢要件以
外の要件を満たす者に支給する
脱退一時金の額について、老齢
給付金の受給権者になったときに
支給する給付の現価相当額と支
給開始時点で比較する取扱いを

認めて頂きたい。

既に退職という事象が発生しており、かつ、50歳
以上の規約に定める年齢到達という要件を満た
した状態であるにもかかわらず、退職という事象
の発生時期の問題のみによって年金受給を制
限されることは、受給権者本人の納得が得られ
ない。また、企業内における制度運営の観点か
ら、50歳以上退職者との均衡を図る必要があ
る。さらには、ライフサイクルなどの観点からも、
50歳未満退職者について、50歳～60歳の間に
おける年金受給ニーズは高いと考えられる。
年金は退職後の所得保障を目的とするため、在
職中に年金が開始することは制度の趣旨に合
わない。また、弾力化の措置により事務負担の

軽減を図ることができる。
老齢給付金の支給年齢要件以外の要件を満た
す者に支給する脱退一時金を繰下げする際に、
付利は要件とされていないため、取扱いの緩和
により適格退職年金など企業の退職金制度から
の円滑な移行を促すことが期待できる。

確定給付企業年金法第36条、
第41条

＜支給年齢要件＞
老齢給付金の支給開始は60
歳～65歳の到達日（50歳以上
で退職した場合は退職から年

金受給が可能）
年齢50歳0ヶ月で退職した場
合は即座に年金開始が可能
であるが、年齢49歳11ヶ月で
退職したな場合は年齢60歳ま
で年金開始をすることができな

い。
企業の定年年齢が65歳を超え
る場合は、在職中の年金開始

とせざるを得ない。
企業の定年が、例えば年齢満
60歳の誕生日以降に到来する
3月末日であるような場合、年
金開始は在職中の60歳に達し
た時またはそれ以降65歳まで
の年齢に達した時となり、定年
退職直後から年金開始を行う

ことができない。
＜脱退一時金の額＞

老齢給付金の支給年齢要件
以外の要件を満たす者に支給

5054A 5054017 G27 z13018
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
第36条

①、③　確定給付企業年金
の老齢給付金の受給資格
は、以下のときに与えられ

る。
・ 60歳以上65歳以下の規約
で定める年齢に達したとき
・ 50歳以上60歳未満の規約
で定める年齢に達した日以
後に実施事業所に使用され

なくなったとき
②　20年を超える加入期間
を老齢給付金の給付を受け
るための要件として定めては

ならない。

f Ⅰ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せられてお
り、再検討をお願いします。

・60歳から65歳までの間の退職時における
受給開始に関する要望は、年金受給の要件
の柔軟化を要望するものであるが、60歳～
65歳の各誕生日に受給開始を認めること
と、例えば60～65歳の間の規約に定める退
職日に受給開始を認めることに大きな違い
はなく、確定給付企業年金法令上の改正を
要するものであること、従来より規制改革
要望にて検討がなされてきた経緯を踏ま
え、再度検討をお願いしたい。
・65歳超の規約で定める定年に到達した時
点で年金の受給開始を求める要望は、高齢
者雇用の促進に努力する企業に対して、適
切な措置を講じて欲しいというものであ
り、確定給付企業年金法令上の改正を要す
ること、ならびに従来より本会議にて検討
がなされてきた経緯を踏まえ、再度検討を
お願いしたい。なお、確定給付企業年金制
度は企業の退職金制度の移行先となってい
ることが多いが、退職金制度は個々の企業
ごとに様々であり、企業ごとの実態に即し
た制度設計を可能ならしめることが、より
実効性の高い従業員の老後保障に資すると
考える。

f Ⅰ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

（社）日本経
済団体連合

会
17 A

確定給付企業年金における
老齢給付金の支給要件の

弾力化

①ア．50歳未満で退職した者につ
いても、50歳以上60歳未満の規
約に定める年齢に到達した時点
で年金の支給開始を可能とすべ

きである。
　イ．60歳から65歳までの誕生日
到達日以外の、例えば退職日な
どの規約に定める到達日から年
金の支給開始を可能とすべきで

ある。
②加入期間が20年以上の場合で
も、老齢給付金を設定しない取扱
いを可能とすべきである。

③65歳超で定年年齢が設定され
ている場合、65歳超の規約で定
める年齢に達した時点での支給
開始を可能とすべきである。

①ア．既に退職という事象が発生しており、かつ、50歳以
上の規約に定める年齢到達という要件を満たした状態で
あるにもかかわらず、退職という事象の発生時期の問題
のみによって年金受給を制限されることは、受給権者本
人の納得が得られない。また、企業内における制度運営
の観点から、50歳以上退職者との均衡を図る必要があ
る。さらには、ライフサイクルなどの観点からも、50歳未
満退職者について、50歳～60歳の間における年金受給

ニーズは高いと考えられる。
イ．年金は退職後の所得保障を目的とするため、在職中
に年金が開始することは制度の趣旨に合わない。また、
弾力化の措置により事務負担の軽減を図ることができ

る。
②加入期間が20年以上の場合であっても、年金の支給
要件を定め、一時金のみの設定としたいニーズが企業に
は強い。また、制度設計の自由化により、適格退職年金
など企業の退職金制度からの移行を促すことが期待でき

る。
③2004年の高年齢者雇用安定法の改正により65歳まで
の継続雇用が義務化され、65歳超の定年年齢設定や定
年制を廃止する企業も出ることが想定される。労使合意
のもと、企業の実情に合った支給開始年齢が選択できる

ようにすべきである。

確定給付企業年金法第36条

①老齢給付金の支給開始は
60歳～65歳の到達日であり、
50歳以上で退職した場合に
は、退職時から年金支給が可
能となっている。しかし、

ア．50歳未満で退職(加入者資
格の喪失)した場合は、60歳到
達時まで年金の支給ができな

い。
イ．企業の定年が、例えば年
齢満60歳の誕生日以降に到
来する3月末日である場合は、
年金の開始（60歳誕生日）は
在職中となってしまう。

②老齢給付金について、20年
を超える加入者期間を支給要
件として定めてはならないこと

になっている。
③老齢給付金の支給開始は
65歳を超えることができない。

5054A 5054018 2 G27 z13018
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行令
第２３条
第１項
第２号

老齢給付金の支給年齢要件
以外の要件を満たす者に支
給する脱退一時金の額は、
その者が老齢給付金の受給
権者になったときに支給する
給付の現価相当額を上回ら
ないこととされていて、その
比較時点は脱退時点として

いる。

c Ⅱ

脱退一時金の支給上限たる老齢給付
金の現価相当額の基準時点を、老齢
給付金の支給開始時点とすれば、脱
退時に高い一時金額を受給できること
となり、当該脱退一時金の受給者が受
給額を自ら運用することにより、容易
に受給額を年金原資より大きくし得る
ことに繋がる。このような取扱いは、確
定給付企業年金制度が年金給付に主
眼を置く制度であるにもかかわらず、
脱退一時金の受給を促進することにな
るおそれがあることから、認められな

い。

要望者から以下の再意見が寄せられてお
り、再検討をお願いします。

②本要望は、「一時金＞年金」となる取扱
の容認を主旨とするものではない。脱退一
時金を繰下げる際の付利の水準に関して規
制がないにもかかわらず、実態上は下限予
定利率以上の付利をせざるを得ないといっ
た制度の硬直性を緩和すべきとの主旨であ
る。こうした制約は、特に今後本格化する
適格年金からの移行において大きな阻害要
因となることが懸念されるため、適格退職
年金同様、脱退一時金と老齢給付金の現価
相当額との比較時点を支給開始時点とする
取扱を求めるものである。なお、「措置の
概要」欄の記述において、「脱退時に高い
一時金額を受給できる」とあるが、多くの
制度が元は退職金からの移行であることか
ら、一時金額を維持するために、実務上は
比較対象である『老齢給付金の（脱退時点
の）現価相当額』を引上げて、そのような
事態を回避せざるを得ない。つまり、労使
の意向と関係なく給付額の引上げを求めら
れることとなり、このような不都合を是正
する観点からも緩和されるべきである。

c
Ⅰ、
Ⅱ

確定給付企業年金における脱退一時
金の支給上限は、確定給付企業年金
制度が従業員の高齢期における所得
保障の観点から年金給付を原則とし、
その支給を奨励するための制度である
ことにかんがみ、脱退一時金の支給の
促進を回避する観点から設けられてい
るものである。したがって、「再検討要
請」に記載のとおり、脱退一時金額を
基準として制度改正を実施すること
は、確定給付企業年金法の趣旨に照
らし本末転倒であり、これを論拠として
現行の取扱いを変更することはできな
い。

（社）日本経
済団体連合

会
18 A

確定給付企業年金における
老齢給付金の給付額等の
算定方法の弾力化

②『老齢給付金の支給年齢要件
以外の要件を満たす者に支給す
る脱退一時金の額』と『老齢給付
金の現価相当額』を、老齢給付金
の支給開始時点において比較す
る取扱いとすべきである。

(*)実態上は下限予定利率以上の付
利をせざるを得ない取扱となってい
る。例えば、据置加給利率が、金利
上昇局面に上昇した下限予定利率
の影響によって一旦引き上げられた
場合、その後下限予定利率が引き下
げられたとしても、据置加給利率を引
き下げることは不利益変更となる給
付減額に相当するため、安易には引
き下げることはできない。こうした制
約は、特に今後本格化する適格年金
からの移行において大きな阻害要因
となることが懸念されるため、適格退
職年金同様、脱退一時金と老齢給付
金の現価相当額との比較時点を支
給開始時点とする取扱を求めるもの

である。

②本要望は、「一時金＞年金」となる取扱の容
認を主旨とするものではない。現状、脱退一時
金と老齢給付金の現価相当額との比較時点が
脱退時点とされており、現価相当額は厚生労働
大臣の定める率（下限予定利率）で割り引かれ
たうえで脱退一時金と比較される取扱となってい
る。そのため、「脱退一時金＞老齢給付金の現
価相当額」の要件を確保するためには、脱退一
時金を繰下げする際の付利の水準に関する規

制がないにもかかわらず(*)

確定給付企業年金法第２６条、
第２８条、第３６条、第４１条
確定給付企業年金法施行令第
２３条第１項第２号、第２４条第

１項

①加入期間について、休職は
資格喪失として取扱われ、脱
退手続をとることになるが、加
入年数によっては受給権が発
生してしまう。現状は、復職時
に再加入させ、従前の受給権
を失権させたうえで、休職前期
間を通算することとしている。
②脱退一時金の額について、
老齢給付金の支給年齢要件
以外の要件を満たす者に支給
する脱退一時金の額は、その
者が老齢給付金の受給権者
になったときに支給する給付
の現価相当額を上回らないこ
ととされているが、その比較時
点が脱退時点とされ、実態とし
て繰下げに伴う付利が必要と

なっている。

5054A 5054019 G28 z13019
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
第26条

加入者資格は、労使合意に
より規約で定めることが可
（確定給付企業年金法第26

条）。

f Ⅰ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
19 A

確定給付企業年金における
加入資格の弾力化

　確定給付企業年金について、勤
続条件が5年以上の場合でも、年
齢条件が30歳以上の場合でも、
加入資格を付与しないことを可能

とすべきである。

　実施中の退職一時金制度や適格退職年金制
度に合わせた柔軟な制度設計を認めることで、
制度間の円滑な移行を促進し、公的年金を補完
する役割を担う各企業年金制度の普及、拡充へ

の基盤整備が図られる。

確定給付企業年金法第26条

　適格退職年金では、加入待
機期間の設定を弾力的に行う
ことが可能だが、確定給付企
業年金については、5年を超え
る勤続条件や30歳を超える年
齢条件を加入資格の要件とし
て定めてはならないことになっ

ている。
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厚生年
金保険
法
確定給
付企業
年金法
確定拠
出年金
法

（1）確定給付企業年金の老
齢給付金の受給資格は、以
下のときに与えられる。

・ 60歳以上65歳以下の規約
で定める年齢に達したとき
・ 50歳以上60歳未満の規約
で定める年齢に達した日以
後に実施事業所に使用され

なくなったとき
（2）現状では、雇用延長と
「つなぎ年金」の受給を選択
させることは認めていない。

f Ⅰ

確定給付企業年金及び確定拠出年金
は老後の所得を確保する年金制度で
あるため、その掛金及び給付に税制
上の所要の措置が講じられているとこ
ろである。本要望項目は、当該税制上
の措置の拡充を求めるものであるた
め、検討要望事項の対象とはなり得な

い。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。
現行の法36条2項2号の上限年齢「60
歳」を「65歳」とすることは、（下限を引
き下げることと異なり）老後の所得確
保という目的と矛盾するものではなく、
また、給付金支給開始のタイミングだ
けの問題であり所得控除の拡充には
つながらず税制上の措置の拡充には
つながらないと思料。
60歳以上の支給開始自体は、規約で
定めれば確定給付企業年金制度で
元々認められているものでもあり、税
制改正要望ではなく規制改革要望に
おける検討事項と考えられることか
ら、再度ご検討いただきたい。

f Ⅰ

確定給付企業年金及び確定拠出年金
は老後の所得を確保する年金制度で
あるため、その掛金及び給付に税制上
の所要の措置が講じられているところ
である。本要望項目は、当該税制上の
措置の拡充を求めるものであるため、
検討要望事項の対象とはなり得ない。
なお、平成19年度税制改正において、
企業型確定拠出年金の資格喪失年齢
の引上げについて、法案の内容をみて
検討することとされたところである。

社団法人信
託協会

17 A
確定給付企業年金、確定拠
出年金における制度設計の

自由度向上

・平成18年4月に高年齢者雇用安定法が改正施行さ
れることに伴い、確定給付企業年金においても定年
延長（雇用延長）に係る制度変更が想定されるが、同
法の趣旨を勘案し、支給要件の緩和等、以下の項目

についての制限を緩和いただきたい。
(１)確定給付企業年金では、現状、法第36条第2項第
1号において、60歳以上65歳以下では規約で定める

年齢到達が支給の条件とされている。
・法第36条第2項第1号では、60歳以上65歳以下では
規約で定める年齢到達が支給の条件とされている一
方で、同条同項第2号では、60歳未満では事業所に
使用されなくなったとき支給が可能であるとされてい
るが、雇用延長に伴って60歳以上においても第2号と
同様、事業所に使用されなくなったときの即時支給を
認めること。（具体的には、法第36条第2項第2号の
「60歳未満」を「65歳未満」に改めること。）

(２)確定給付企業年金では、現状で、雇用延長と「つ
なぎ年金」の受給を選択することは認められていな
い。再雇用制度や定年延長等の整備に伴い、再雇用
を選択しなかった者に給付する「つなぎ年金」の導入
を認めること。具体的には、65歳支給開始と規約で定
めた場合において、「再雇用を選択しなかった者」が
65歳までの間に資格喪失した場合に所得保証の観
点からの「つなぎ年金」の支給を認めて頂きたい。（つ
なぎ年金の例：60歳支給開始⇒5年確定年金、63歳
支給開始⇒2年確定年金、所得保証の観点よりそれ

ぞれの年金額は同一とする。）
(３)確定拠出年金では、現在は60歳に達したときに資
格喪失となるが、65歳までは加入者であり続けられる

ような措置を認めること。

(１)現状、老齢給付金支給要件は60歳以上65歳以下の
規約で定める年齢に達したときとされているが、同法の
改正施行により、高齢者に係る勤労形態が多様化する
なかで、加入者本人及び企業の双方に、「雇用か年金
か」の選択肢がある方が望ましいと考えられ、60歳以上
での退職について、老齢給付金支給開始要件としたいと

いうニーズがあることから、要望するもの。
(２)65歳定年延長に伴い、再雇用を選択しなかった者に
ついて、65歳までの間の生活保障としての年金の支給を
可能とし、また、65歳まで勤務した者については「つなぎ
年金」は支給しないことも可とすることにより、高年齢者
の所得確保の選択肢を増やすこと。老後の安定という観
点からも加入者にとって特段の支障はないと考える。。
（65歳支給開始の年金とあわせた制度全体として支給期
間の下限の５年を緩和してほしいというものではない。）
(３)高年齢者雇用安定法による定年延長等の義務化に
伴い、60歳超の者について雇用延長するケースが多くな
ると考えられるが、こうした場合に対応するため。また、
60歳資格喪失を改めることにより自助努力による老後の
所得確保の選択肢が広がることは、法の目的にも合致

するため。

(1)確定給付企業年金法第36
条第2項

(2)「確定給付企業年金制度に
ついて」（平成14年3月29日年
発第0329003号）第3の一の①
(3)確定拠出年金法第11条、第

62条第3項

5055A 5055021 G28 z13019
厚生労
働省、

（１）確
定給付
企業年
金法施
行令第
２３条第
１項第１
号
確定給
付企業
年金法
施行規
則第２４
条第１
号
（２）確
定給付
企業年
金法施
行令第
４条第２
号、７条
確定給
付企業
年金法

（１）いわゆる選択一時金の
支給上限である「保証期間
に係る現価相当額」の計算
に用いる割引率は、前回の
財政計算の計算基準日以
降、最も低い下限予定利率
を用いることとしている。
（２）確定給付企業年金の以
外の制度における給付額如
何によって、確定給付企業
年金における給付額が増減
する完全調整は認めていな
い。なお、給付減額を実施す
る場合には、減額対象者の
３分の２以上の同意取得等
のほか、給付減額の理由が

必要。

（１）ｃ
（２）ｃ

（１）Ⅱ、
Ⅲ
（２）Ⅱ
～Ⅳ

（１）選択一時金の支給上限である「保
証期間に係る現価相当額」の計算に
用いる割引率は、前回の財政計算の
計算基準日以降、最も低い下限予定
利率（以下、「最低下限予定利率」とい
う。）を用いることとしている（確定給付
企業年金法施行規則第２４条第１
号）。確定給付企業年金制度が、従業
員の高齢期における年金給付に主眼
を置く制度であることにかんがみれ
ば、給付利率や繰下利利率を上回る
ような状況下において、一時金額の不
利益性に配慮して、一時金額の上限
額を緩和する措置を講じることは適切
ではなく、年金給付の増額を実施し
て、一時金額の上限額を引き上げる対
応を行うことが適切であると考えられる
（なお、給付利率が最低下限予定利率
を下回ることはあり得ない（確定給付
企業年金法施行規則第２６条第３項第
１号）。）。したがって、現行の規制の緩

和は必要ないと考えている。
（２）他の制度における給付額の変更
により、確定給付企業年金の給付額を
自動的に変更できる完全調整の導入

要望者からの下記の更なる意見を踏まえ、改めて検討し、見
解を示されたい。
本要望の（１）の「措置の概要」欄の記述において、「なお、給
付利率が最低下限予定利率を下回ることはあり得ない」とあ
る。しかし、「受給者（及び脱退一時金２号繰下げ者）」に関し
て、給付利率が最低下限予定利率を下回ることがありえる
（下記の事例を参照）ため、その観点で再度ご検討いただき
たい。

　＜給付利率が最低下限予定利率を下回るケース（例）＞
  　　X年度：給付利率　２％　（下限予定利率　２％）
　  　　　　　　　（→このとき、退職し受給者となる。）
　  　Ｘ＋１年度：財政計算実施（下限予定利率　３％）
　  　Ｘ＋２年度：一時金選択

  　　（Ｘ＋２年度における選択一時金）
　  　現行では、Ｘ＋１年度の下限予定利率である３％による
選択一時金が
　　  上限であるが、給付利率は２％で計算されていることか
ら、一時金選
　　  択が年金選択と比較して不利益となる。

また、この事態が発生した場合には、ほとんどの制度が元は
退職金制度からの移行であることから、一時金の額を維持
するために、年金額を引上げることが必要となり、労使の意
向と関係なく給付額の引上げを求められることとなるため、こ
うした観点からも緩和が必要と考えられる。（その後、金利水
準が低下したとしても、給付額を引き下げる際には、給付減
額の手続きが必要となる。）

本要望(2)については、完全調整にあたり、他制度の規約を
引用しての調整とはせず、自制度の規約内で調整額を規程
することとすれば、他制度の制度変更の影響を自動的に受
けることを回避できるのではないかと考えられることから、こ
の観点で再度ご検討いただきたい。

（１）
ｃ
（２）
ｄ

（１）
Ⅱ、
Ⅲ
（２）
Ⅱ～
Ⅳ

（１）「措置の概要」の括弧書（「なお、」
以下の記述）は、飽くまで、制度説明
のための入念的な記述であり、これを
理由としてご要望の規制緩和を必要な
いとしているのではない。当該規制緩
和を必要ないと考える理由は、「措置
の概要」の括弧書の前までに説明済
みである。したがって、再検討の余地
はない。
（２）給付の額の算定方法が、確定給
付企業年金法施行令第24条第１項第
４号、確定給付企業年金法施行規則
第25条の規定に基づくものとなってい
れば、「再検討要請」に記載の取扱い
は認められる（なお、このような取扱い
は、一般に「完全調整」と呼ばれる取
扱いとは異なるものである。）。

社団法人信
託協会

21 A
確定給付企業年金における
制度設計の自由度向上（そ

の１）

・退職一時金制度や適格退職年
金からの円滑な移行を促進する
ために、以下の項目についての
制限を緩和ないし弾力化するこ

と。
(１) 選択一時金の支給上限に係
る制限の緩和（例えば、選択一時
金の支給上限である「保証期間
に係る現価相当額」の計算に用
いる割引率として、「一時金選択
時に支給されている年金額また
は支給される予定の年金額の給
付利率および繰下利率」を使用す
る取扱いを認めること。）

(２) 給付において厚生年金基金
給付との完全調整を認めていた

だきたい。

(１) 現状、本件の計算に係る割引率として、「前
回の財政計算の下限予定利率」を用いることと
されており、今後これが給付利率もしくは繰下利
率を上回ると一時金支給が年金支給に対し不利
益となるため、一時金支給への制限緩和を要望
するもの。なお、平成17年10月の省令改正にお
いて割引率の一定の見直しは行われたが、一層

の制限緩和をお願いしたい。
(２) 現在、総合型厚生年金基金の給付と完全調
整を行っている適格年金制度が数多く存在して
いるが、今後それらの制度の確定給付企業年金
への移行が本格化する。確定給付企業年金に
おいて完全調整が実施できない場合、移行に際
して大幅な制度変更が必要となり円滑な移行の
障害となるため、完全調整に関する企業のニー
ズは大きい。労使合意や規約に調整を行う旨を
明確にすること等によりこのような制度設計を認
めていただきたい。（調整先の制度は厚生年金
基金であるが、例えば、「制度変更を行う場合
は、厚生年金基金、ＤＢの規約変更を同時に申
請しなければならない」等の制限を設ければ、制
度としての連帯性を保つことができ、受給権保護

を図ることが出来ると考えられる）

(1)確定給付企業年金施行令第
23条第1項第1号、確定給付企
業年金法施行規則第24条第1

号
(2)法第32条、「確定給付企業
年金制度について」（平成14年
3月29日年発第0329003号）第

3の一の①

5055A 5055022 G28 z13019
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金制
度につ
いて（平
成１４年
３月２９
日年発
第

032900
3号）

　掛金に加入者負担のある
制度における給付の額は、
当該加入者負担をしないも
のにかかる給付の額を定め
なければならない。また、給
付額について、当該掛金の
負担額に相当する額程度の
差を設けなければならない。

f Ⅳ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

22 A
確定給付企業年金における
制度設計の自由度向上（そ

の２）

・現状では、掛金に加入者負担の
ある制度においては、加入者負
担をする者としない者の給付額に
は、「当該掛金の負担額に相当す
る額程度の差を設けること」とされ

ている。
・加入者負担掛金は加入者自身
が負担するか否かを選択できるこ
とから、「当該掛金の負担額に相
当する額」より大きい差額を設け
ることも認めていただきたい。

適格年金制度の中には、加入者が掛金を負担
するのであれば、事業主も掛金を負担する、とい
う考え方で作られた拠出制の制度がある（掛金
を拠出しない従業員は加入者としない）。拠出制
の制度は、退職金とは別に、加入者本人の自助
努力によって老後の所得を確保するという趣旨
で実施しているものである。このような拠出制の
適格年金については、現状ＤＢ移行が進みにく
く、移行した場合においても拠出制を廃止する
ケースが散見される。円滑なＤＢ移行を促進す
るという観点、および廃止が受益者本人にとって
不利益となるという観点から加入者拠出をしな
かった場合の給付格差について、現状よりも緩

和して頂きたい。

「確定給付企業年金規約の承
認及び認可の基準等につい
て」（平成14年3月29日年企発
第0329003号・年運発第
0329002号） 別紙1　3-2-(4)

5054A 5054014 G29 z13020
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行規
則第５８
条

確定給付企業年金制度にお
いては、事業年度毎に行う
財政検証の結果、非継続基
準に抵触した場合の掛金の
拠出方法として、最低積立基
準額までの不足分に応じて
掛金を拠出する方法のほ
か、シミュレーション方式（不
足分を一定期間内に償却す
るように掛金引上げを設定
する方法）の選択肢をとるこ
とも可能となっている。

c Ⅲ

積立基準や積立期限の弾力化によ
り、年金財政の早期健全化が妨げら
れるおそれがあり、受給権保護の観点

から認めれない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
14 A

確定給付企業年金等の財
政検証に伴う掛金追加拠出

の要件緩和

　厚生年金基金から移行した確
定給付企業年金の中には、責任
準備金相当を代行返上したことに
より、非継続基準での積立水準
が著しく低い制度も存在する。非
継続基準に抵触した時の積立基
準を弾力化すべきである（掛金拠

出年数を延長する）。

　厳しい運用環境の中で、企業年金を維持して
いこうとする基金や母体企業に対し、検証結果
により新たな掛金拠出を求めることは、かえって
年金制度存続の道を険しくすることに繋がるお

それがある。
　企業年金制度は長期にわたって継続されるこ
とに鑑み、環境変動による制度運営負荷を軽減
する観点から、特に代行返上などの一時的な特
殊事由に基づく非継続基準抵触時の掛金拠出

の要件緩和が必要である。

確定給付企業年金法施行規則
第58条

　確定給付企業年金および厚
生年金基金は、決算時に財政
検証を実施し、制度間移行等
の有無に関わらず、非継続基
準の適用により一定期間内の
積立基準確保が求められてい
る。積立比率（積立金額／最
低積立基準額）が0.8未満の部
分は5年、0.8以上0.9未満の部
分は10年、0.9以上の部分は
15年で、それぞれ不足分を解
消する必要がある。また、積立
水準の回復計画を作成する方
法も認められている。（2007年
3月までは非継続基準抵触ラ
イン0.9倍、回復計画期間10年
とする経過措置がある）
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5054A 5054018 1 G29 z13020
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
第２６
条、第２
８条

加入者の資格を有している
期間を加入者期間から控除
する取扱いは認めていない。
ただし、加入者期間から休職
期間を除いた期間を「給付算
定期間」として定め、それを
基に給付額を算定すること

は可能。

c Ⅰ

休職開始時に資格喪失をしなければ、
休職中も加入者資格を有しているの
で、その期間を加入者期間に算入しな

い取扱いは認められない。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

休職期間を資格喪失させると、
「少なくとも3年以上の加入期間を
有する者に支給しなければならな
い脱退一時金」の受給権が発生す
るケースもあり得る。年金給付に
つなげるためにも、休職開始時に
資格喪失をせずに、休職中も加入
者資格を有した状態で、その期間
を便宜上加入者期間に算入しない
取扱いを求める本要望について、
改めて検討をお願いしたい。

また仮に、休職期間については加
入者期間から除くことを、労使合
意の上で規約を改正した場合は、
現在でも休職中も加入者資格を有
した状態で、その期間を加入者期
間に算入しない取扱いが可能とな
ると考えて良いか、ご教示願いた
い。

c Ⅰ

「年金給付につなげるためにも、休職
開始時に資格喪失をせずに、休職中も
加入者資格を有した状態で、その期間
を便宜上加入者期間に算入しない取
扱いを求める本要望について、改めて
検討をお願いしたい。」とのことである
が、休職期間を加入者期間から控除
すれば、当然に、年金給付には繋がり
にくくなる。「再検討要請」の記述は、
論理的整合性を欠いており、これを理
由に当該規制緩和を実施することはで
きない。
また、「休職期間については加入者期
間から除くことを、労使合意の上で規
約を改正した場合」であっても、「休職
中も加入者資格を有した状態で、その
期間を加入者期間に算入しない取扱
い」は認められない（このような取扱い
が認められないからこそ、本件要望が
提示されているものと思料。）。

（社）日本経
済団体連合

会
18 A

確定給付企業年金における
老齢給付金の給付額等の
算定方法の弾力化

①労働協約等に規定する休職期
間を加入期間から控除する取扱
いを可能とすべきである。

①給付額の計算のための給付算定期間では、
休職期間を除いた期間とする取扱が認められて
いるが、支給要件の加入者期間では、休職期間
を除いた期間とする取扱いが認められていな
い。そのため、支給要件と給付額計算で加入者
期間の取扱が相違し、事業主の労働協約等と異
なる取扱いをする必要等が生じている。休職期
間を除いた期間とすることは、合理的な理由が
あると考えられるため企業等の実態に促した制
度設計を可能とすべく、要望に沿った検討をす
べきである。なお、資格喪失により加入期間から
休職期間の控除は可能ではあるが、受給権の
発生等が伴うため、取扱いの緩和により複雑な
制度運営の負担の軽減を図ることができる。

確定給付企業年金法第２６条、
第２８条、第３６条、第４１条
確定給付企業年金法施行令第
２３条第１項第２号、第２４条第

１項

①加入期間について、休職は
資格喪失として取扱われ、脱
退手続をとることになるが、加
入年数によっては受給権が発
生してしまう。現状は、復職時
に再加入させ、従前の受給権
を失権させたうえで、休職前期
間を通算することとしている。
②脱退一時金の額について、
老齢給付金の支給年齢要件
以外の要件を満たす者に支給
する脱退一時金の額は、その
者が老齢給付金の受給権者
になったときに支給する給付
の現価相当額を上回らないこ
ととされているが、その比較時
点が脱退時点とされ、実態とし
て繰下げに伴う付利が必要と

なっている。

5055A 5055020 G29 z13020
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行規
則第４４
条、第４
７条

確定給付企業年金におけ
る、いわゆる特例掛金の額
は、規約で定めるところによ
り、次回の財政再計算まで
に積立不足の予想額の償却
が完了するように計算される

ものとしている。

f Ⅲ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

20 A
確定給付企業年金における
財政運営の自由度向上

・現状、次回再計算までの不足見
込みに基づく特例掛金を拠出す
ることが認められていますが、そ
れに加え、以下について規制の
緩和を認めていただきたい。

・基金型確定給付企業年金では、
毎事業年度の予算を策定してい
ることから、厚生年金基金同様、
事業年度毎に予算に基づき拠出
する特例掛金を認めていただきた

い。

・厚生年金基金と同様の取扱いを要望するも
の。毎事業年度の予算に基づく特例掛金の方
が、より機動的に積立不足を穴埋めすることが
できるため、財政の安定化を図ることができ、ま
た、受給権保護の観点からも望ましいと考える。
・掛金の拠出に関する事項（加入者負担掛金に
関する事項は除く）については、届出事項とされ
ているが、要望している特例掛金に限り認可事
項とすれば、恣意的な掛金の拠出を防止できる

と思われる。
・厚生年金基金で可能であったことから、特に基
金型ＤＢを中心に、当該特例掛金を拠出したい

という基金のニーズは多い。

確定給付企業年金法施行規則
第44条

5055A 5055025 G29 z13020
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行規
則第５８
条、附
則第２
条

確定給付企業年金において
は、現在、経過措置によっ
て、平成１９年３月末まで、非
継続基準に抵触する積立比
率を１．０から０．９に、回復
計画の最長期間を７年から１

０年にしている。

c Ⅲ

厚生労働省では、現在、有識者を構成
員とする企業年金研究会を設置し、確
定給付企業年金法の施行状況の検証
を行っているところであり、これらの検
証を踏まえ、今後、必要な措置につい

て検討してまいりたい。

「有識者を構成員とする企業年金研究
会を設置し、確定給付企業年金法の
施行状況の検証を行っているところで
あり、これらの検証を踏まえ、今後、必
要な措置について検討してまいりた
い」とのご回答であり、具体的なスケ
ジュール（検討時期）をお示し頂きた

い。

b Ⅲ

平成19年１月12日より、本件要望事項
に係る制度改正について、御意見をい
ただくためパブリックコメントを実施中
（平成19年2月13日意見提出締切予
定）。

社団法人信
託協会

25 A
確定給付企業年金における
財政検証に係る経過措置の

延長

・確定給付企業年金における財
政検証については、現在、経過措
置によって、平成19年3月末ま
で、非継続基準の抵触ラインは
0.9倍、回復計画の期間は10年と

されている。
・現在、経過措置によって、非継
続基準の抵触ラインが0.9倍と
なっている点及び回復計画の期
間を10年としている点につき、平
成19年4月1日以降も継続して実

施いただきたい。
・適格年金からの円滑な移行を図
るため、少なくとも、適格年金の
移行期限である平成24年3月末ま
で延長していただきたい。

・厚生年金基金からの移行に伴う最低責任準備
金相当額の国への返還により、厚生年金基金
時代より著しく非継続基準の積立比率が低下し
ている制度があることを勘案し、当該経過措置を
平成19年4月1日以降についても継続することが
必要であると思われることから要望するもの。
・適格年金からの円滑な移行を図るため、少なく
とも、適格年金の移行期限である平成24年3月

末まで延長していただきたい。

確定給付企業年金法第63条
確定給付企業年金法施行規則

第58条
確定給付企業年金法施行規則

附則第2条

5054A 5054022 G30 z13021
厚生労
働省、

①確定
給付企
業年金
法
②確定
給付企
業年金
法施行
令第91
条
厚生年
金基金
令第41
条の6
③厚生
年金保
険法、
確定給
付企業
年金法

①規約型企業年金と基金型
企業年金の合併手続きは規

定されていない。
②複数の事業主が1つの年
金制度を実施している場合
において、一部の事業所の
み確定拠出年金へ移行する
には、制度全体の最低積立
基準額（もしくは数理債務）
に対する不足分を一括拠出
しなければならない。

③厚生年金基金又は確定給
付企業年金の一部の実施事
業所に係る権利義務を他の
厚生年金基金又は確定給付
企業年金に移転することが

できる。

c、f
①Ⅰ
②Ⅱ
③Ⅰ

①規約型と基金型とでは実施している
法人格の種類が異なるので、合併は

不可能である。
②確定給付企業年金・厚生年金基金
は老後の所得を確保する年金制度で
あるため、その掛金及び給付に税制
上の所要の措置が講じられているとこ
ろである。本要望項目は、当該税制上
の措置の拡充を求めるものであるた
め、検討要望事項の対象とはなり得な

い。
③1つの制度から可能な限りまとめて
支給した方が受給者にとって便宜性が
高いため、ご要望の内容を認めること

は困難である。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
22 A

企業のグループ再編、組織
再編等を阻害しないための
企業年金制度の改善

　企業のグループ再編、組織再編
などの動きを阻害することがない
よう、以下のような措置を講じる

べきである。
①複数事業主で1つの年金制度
を実施している総合型の企業年
金において、一部事業所のみに
よる確定拠出年金への移行は、
当該事業所の積立不足分のみを
一括拠出することで可能とすべき

である。
②同様に一部の実施事業所が第
1年金と第2年金からなる2階建て
の制度を実施している場合、第2
年金部分のみを別の確定給付企
業年金制度へ権利義務承継する
ような、「一部の給付に係る権利
義務承継」についても可能とすべ

きである。

　これらのケースは、企業のグループ再編、組織
再編などの動きにおいて阻害要因となっている
場合がある。国際競争力の強化や経済の変化
へ対応するため、企業の組織再編等、アライア
ンスが活発化している中で、企業年金制度に関
する規制がそうした動きを妨げることとならない

よう、制度が整備される必要がある。
②例えば、複数事業主がひとつの年金制度を実
施している場合で、全事業主共通の給付設計に
加えて親会社のみが退職金を移行して第2年金
を実施しているケースにおいて、親会社の一部
をともに確定給付企業年金制度を実施している
子会社に営業譲渡した場合､当該退職金移行部
分に係る給付のみを子会社が実施する別の確
定給付企業年金に権利義務承継させたいとの

ニーズに対応できない。

①確定給付企業年金法施行令
第91条

厚生年金基金令第41条の6
②厚生年金保険法、確定給付

企業年金法

　下記のような現状の規制は、
合併等のスムースな企業再編
を阻害する要因の一つとなっ

ている。
①複数事業主が1つの年金制
度を実施している場合に一部
の事業所が確定拠出年金へ
移行する場合には、当該事業
所のみならず全参加事業主に
より制度全体の最低積立基準
額（もしくは数理債務）に対す
る不足分を一括拠出しなけれ

ばならない。
②確定給付企業年金または厚
生年金基金の「一部の実施事
業所に係る権利義務承継」の
ように対象者を区分して権利
義務承継することは認められ
ているが、「一部の給付に係る
権利義務承継」は現状認めら

れていない。
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5055A 5055015 G30 z13021
厚生労
働省、

厚生年
金保険
法、確
定給付
企業年
金法

厚生年金基金又は確定給付
企業年金の一部の実施事業
所に係る権利義務を他の厚
生年金基金又は確定給付企
業年金に移転することができ

る。

c Ⅰ

1つの制度から可能な限りまとめて支
給した方が受給者にとって便宜性が高
いため、ご要望の内容を認めることは

困難である。

－ - -
社団法人信
託協会

15 A
確定給付企業年金・厚生年
金基金における権利義務移
転承継の方法の多様化

・現状は、確定給付企業年金また
は厚生年金基金の 「一部の実施
事業所に係る権利義務承継」の
ように対象者を区分して権利義務
承継することは認められている
が、以下のように「一部の給付に
係る権利義務承継」は現状認め

られていない。
・「第1年金と第2年金からなる2階
建ての制度において、一部の実
施事業所の第2年金部分を別の
確定給付企業年金制度へ権利義
務承継する場合若しくは当該事
業所のみで新たに確定給付企業
年金制度を実施する場合」

・ このような「一部の給付に係る
権利義務承継」についても可能と

して頂きたい。

・今後、複数事業主による確定給付企業年金が
増加していくにつれて、上記のようなニーズも出
てくると思われるので、企業側のニーズに柔軟

に対応できるよう要望するもの。
・例えば、添付資料のようなケースの場合、第２
年金だけの権利義務移転が可能となれば、加入
者期間を通算することにより、年金受給の可能
性が大きくなる。脱退一時金相当額の移換によ
るポータビリティにおいては、原資が異なる場合
に可能とされているので、権利義務移転の場合
においても、同様のスキームを可能として頂きた

い。

確定給付企業年金法第79条
確定給付企業年金法施行規則

第49条
厚生年金保険法第144条の2、
厚生年金基金令第41条の3

○添付資料：複数事業主が実
施する確定給付企業年金にお
ける権利義務移転の具体例

5055A 5055016 G30 z13021
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行令
第９１条
厚生年
金基金
令第４１
条の６

複数の事業主が1つの年金
制度を実施している場合に
おいて、一部の事業所のみ
確定拠出年金へ移行するに
は、制度全体の最低積立基
準額（もしくは数理債務）に
対する不足分を一括拠出し
なければならない。

f Ⅱ

確定給付企業年金・厚生年金基金は
老後の所得を確保する年金制度であ
るため、その掛金及び給付に税制上
の所要の措置が講じられているところ
である。本要望項目は、当該税制上の
措置の拡充を求めるものであるため、
検討要望事項の対象とはなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

16 A
確定給付企業年金、厚生年
金基金から確定拠出年金へ
の移行に関する要件の緩和

・複数事業主が1つの年金制度を
実施している場合、一部の事業所
のみ確定拠出年金へ移行したい
というニーズも生じている。

・この場合、現状の法令において
は制度全体の最低積立基準額
（もしくは数理債務）に対する不足
分を一括拠出しなければ、当該事
業所に係る年金資産を確定拠出
年金制度へ移換することはできな

い。
・このような場合においても、確定
拠出年金へ移行する事業所に係
る最低積立基準額（もしくは数理
債務）の不足分を一括拠出すれ
ば、当該事業所に係る年金資産
を確定拠出年金制度へ移換でき
るよう、一括拠出の範囲を緩和し

て頂きたい。

・確定拠出年金への移行とは無関係の事業所において
も追加負担が発生するスキームとなっており、結果的に
一部の事業所のみ確定拠出年金へ移行することは非常

に困難な状況にある。
・確定拠出年金へ移行する事業所の積立不足のみ一括
拠出を行ったとしても、受給権保護の観点でも当該確定
給付企業年金の積立水準が悪化することはないことか
ら、一括拠出の範囲を緩和することにより、確定拠出年
金への移行の自由度が向上するよう要望するもの。
・事業所が減少した場合において、当該減少に伴い他の
事業所の掛金が増加することとなるときは一括拠出が必
要とされているが、当該一括拠出は、事業所減少に伴っ
て発生する不足分を穴埋めするものである。これと同様
に、一部の事業所が確定拠出年金へ移行する場合にお
いても、移行に伴って発生する不足分を穴埋めすればよ

いこととして頂きたい。
・なお、本件は、いったん当該一部の事業所において確
定給付企業年金、厚生年金基金を立上げ（権利義務の
移転承継または基金分割）、そこから確定拠出年金移行
を行うことで同様の効果は得られると考えられる（但し、
厚生年金基金の新規設立には、人数要件が存在するた
め、対応できない事業主も存在する）が、その際の事務
手続きが非常に煩雑になることから、手続き簡素化の観

点も含め要望する。

確定給付企業年金施行令第91
条

5054A 5054012 G31 z13022
厚生労
働省、

①確定
給付企
業年金
法第１１
１条、第
１１２条
厚生年
金基金
から確
定給付
企業年
に移行
（代行
返上）
する際
の手続
及び物
納に係
る要
件・手
続等に
ついて
（平成１
５年５月
３０日年

①厚生年金基金の代行返上
の際の受給者等の基本上乗
せ部分（いわゆる「薄皮部
分」）については、確定給付
企業年金に移行後（あるい
は移行と同時に）確定給付
企業年金の基準に則って給
付設計の変更をして一時金
の選択肢を設けることは可
能。ただし、受給者等が一時
金で受給するかどうかは本
人の選択による。

②受給権者等については、
確定給付企業年金法施行規
則第５条第２号又は第３号に
定める給付減額の理由がな
い限り、給付減額は認めら

れない。

①c
②c

①Ⅰ、
Ⅳ
②Ⅱ、
Ⅲ

①加入者及び受給者等の受給権保護
という観点から、厚生年金基金や確定
給付企業年金においては、約束した給
付を確実に支給することが大原則であ
り、厚生年金基金時代に約束した給付
を、代行返上後は、代行部分以外につ
いて継続することを基本とする制度と

している。
したがって、本人の同意なしに、受給
者等の不利益になりうる一律一時金清
算するという取扱いを認めることは適

切ではないと考えている。

②受給権者等については、既に法的
に年金受給権が確定している地位に
あることから、規則第５条第２号又は
第３号に定める給付減額の理由がな
い限り、このような取扱いは認められ

ない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
12 A

厚生年金基金の代行返上
に伴う一時金清算方法の見

直し

　代行返上に伴う以下の規制を
緩和すべきである。

①基本部分の上乗せ（いわゆる
薄皮）部分については、年金支給
額と経済的に等価な一時金（財政
上の予定利率による過去分の給
付現価）を支給する仕組みを設け
るならば、個人の選択によらず一
律に一時金による清算を認める

べきである。
②代行返上時に国の制度へ合わ
せるため、結果的に受給者にとっ
て不利益となることがある（支給
開始年齢の差異、遺族・障害年
金の併給の調整等）が、この変更
は不利益変更とみなされ、給付減
額要件を満たさない限り、事業主
が補填しなければならない。給付
減額要件に関係なく変更を可能と
し、また、不利益部分の一時金清
算を可能とすべきである。

①基本部分の上乗せ（いわゆる薄皮）部分につ
いては、選択による一時金給付の仕組みが設け
らているが、一時金給付を選択しない者が残り
続ける限り、事務的な負担は極めて重い。受給
者等にとっても、年金として支給を受けることが
必ずしもプラスでない面もあり、一律に一時金給
付を行ったとしても、必ずしも不当な扱いになる
とは言えない。例えば、一定の周知期間を設け、
その間に加入者からの特段の異議がないことを
確認した上で一律一時金清算を認めるべきであ

る。
②代行返上による不利益部分の給付減額につ
いては、代行返上後の給付水準を恣意的に基
金が切り下げているものではなく、国の制度に
合わせるために発生する部分であり、合理的な
水準への切り下げであることから、一般的な企
業業績悪化等に伴う給付減額を前提とした給付
減額要件及び手続き要件より制約を緩和すべき
である。現状は各基金で補填を行っており、給付
コストや事務コストが基金の財政を圧迫している
（特に小額の給付が多数発生している）。例え
ば、一定の周知期間を設け、その間に加入者か
らの特段の異議がないことを確認した上で、不
利益部分の一時金清算を認めるべきである。

①厚生年金保険法第130条
確定給付企業年金法第29条
②確定給付企業年金法施行令

第4条第2号
確定給付企業年金法施行規則

第5条第2号、第3号

　代行返上し、新型企業年金
に移行した場合、

①受給（権）者の基本部分の
上乗せ（いわゆる薄皮）部分に
ついては、選択による一時金
支給（清算）が認められている
が、一律に一時金とする清算
は認められていない。

②代行返上前の基金の中に
は、厚生年金と比較して受給
者に有利な給付制度となって
いた場合があり、この支給義
務が基金から国に返上される
ことで、不利益となる受給者が
発生する。この不利益部分に
ついては、確定給付企業年金
法施行規則第5条の給付減額
の要件（経営状況の悪化など）
を満たし、かつ同第6条の手続
き要件（受給権者等の3分の2
以上の合意など）を満たさなけ
れば、給付減額は認められ
ず、基金が補填を行わなけれ

ばならない。

5054A 5054034 G32 z13023
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
附則第
２５条
（法人
税法施
行令附
則第１６
条）
確定給
付企業
年金法
第８９条
第６項

①適格退職年金から確定給
付企業年金へ移行する場合
に、適格退職年金における
過去勤務債務の一括償却は

認めていない。

②確定給付企業年金制度の
終了時における残余財産を
事業主に返還することは認

められていない。

f Ⅰ～Ⅲ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
34 A

適格退職年金から確定給付
企業年金への移行を促進す

るための対応

　適格退職年金からの円滑な移
行を促す観点から、以下について

措置すべきである。
①移行前の適格退職年金の責任
準備金に対する積立不足につい
て、移行時に一括拠出による償
却を認めるべきである。

②適格年金から移行した閉鎖型
確定給付企業年金制度が終了す
る場合の残余財産について、事
業主へ返還できることを規定すべ

きである。

(*)さらに残余財産が最終の受給者
に一括して分配されることは、受給者
間の公平性を著しく欠くものである。
受給権者保護の観点からも実質的な
問題が生じないことから、このような
ケースでは、残余財産についてやむ
を得ず事業主へ返還する方法を可能
とすべきである（受給権者等が少数
となったときに、確定給付企業年金
法第102条6項の規定により、当該閉
鎖型確定給付企業年金に係る規約
の承認の取消しをすることも考えられ
るが、この場合、規約承認取消しのタ
イミングにより、受給権者の間で相当
な不公平感が生じる恐れがあり、現

実的ではない）

①近年企業会計における退職給付の比重はま
すます高まっており、企業にとって財務体質を早
期に健全化することは、株主・加入者等への責
務となりつつある。また、受給権確保にも資する
こととなる。一方、適格年金では財政検証が行
われておらず、積立水準が必ずしも高いとはい
えない。確定給付企業年金法施行規則第58条
において、非継続基準に抵触しない積立水準ま
での掛金の一括拠出は可能であるが、会計方
法の継続性の原則から、移行2年目移行におい
ても最低積立基準額まで償却しなければならな
い。本件は、確定給付企業年金に移行した際に
健全な財政運営を行えるよう、移行時のみの特
例として要望するものである。なお、あくまで償
却割合が変更できる時期の変更を想定してお
り、企業の恣意的な時期に一括拠出を要望する

ものではないことを申し沿える。
②適格年金からの移行により閉鎖型確定給付
企業年金が実施される場合がある。閉鎖年金で
は、制度終了時に最後の受給者が最終給付時
に残余財産のすべてを受け取る（分配される）こ
とが想定されるが、数理計算上、保護されるべ
き受給権が確保されたにもかかわらず(*)。

確定給付企業年金法附則第２
５条

（法人税法施行令附則第１６
条）

確定給付企業年金法第89条第
6項

　適格年金から確定給付企業
年金に移行する場合に、移行
前の適格年金の積立不足（適
格年金制度における責任準備
金に対する積立不足）につい
て、当該積立不足相当額を一
括拠出することにより償却する
ことは認められていない。
　また、閉鎖型確定給付企業
年金について、受給権者等が
存在しなくなった（給付終了）こ
とに伴い制度終了する場合の
残余財産の取り扱いが規定さ

れていない。
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5055A 5055023 G32 z13023
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行規
則附則
第13条

適格退職年金から確定給付
企業年金に移行する際の年
金資産の払込みについて、
受託機関同士で直接移換す
ることは認められていない。

f Ⅲ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

税財源措置の優遇を求めるものでは
なく、年金資産の移換方法に新たな選
択肢を認めて頂きたいという制度上の
要望であると考えられることから、改め

て検討をお願いしたい。

f Ⅲ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

社団法人信
託協会

23 A

適格年金から確定給付企業
年金に移行する際の年金資
産の払い込み方法の簡素

化

確定給付企業年金法施行規則附
則第13条に基づく移行を行う場
合、現状は一旦年金資産を事業
主に返還し、特別掛金として払い
込む手続きとなっているが、受託
機関間で直接移換することを認め

ていただきたい。

・事業主資産と混在すること等による不測の事
態（適年資産を事業主に返還し、確定給付企業
年金へ拠出するまでの間における事業主の倒
産リスク）を回避することは、受給権保護の観点

から、より適当であると思われる。
・適格年金からの円滑な移行を行うため、事務

手続の簡素化を要望するもの。

確定給付企業年金法施行規則
附則第13条

5054A 5054015 G33 z13024
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行令
第50条
の2、第
65条の
5第1
項、第
73条第
5項、第
6項、第
7項
厚生年
金基金
令第41
条の3
の4、第
41条の
7

脱退一時金相当額の移換申
出期限は、政令により規定さ

れている。
c、d Ⅰ

①脱退一時金相当額の移換の仕組み
（いわゆる企業年金間のポータビリ
ティ）は、離転職や年金受給における
デメリットとならないインフラ整備が求
められる状況において、事業主等の事
務負担も踏まえ今後ポータビリティを
発展させていく上で必要最低限のルー
ルを法令に定めたものである。

②退職時点における脱退一時金の移
換に係る選択については、例外的に選
択を留保した者以外は退職時点で連
合会または転職先に移換するか受給
するかを選択させる仕組みを認めてい

る。
ＩＲＡの導入については、昨年10月に施
行されたポータビリティ制度により、給
付建て制度から本人の申出で確定拠
出年金に持ち込めることとしたところで
あり、それにより十分対応できていると

考えている。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

脱退一時金の移換先を退職時点で
指定できる退職者は少数である。
事業主が、脱退一時金の移換先を
連合会へ誘導するということがで
きない中で、大多数が移換先を留
保してしまい、事業主に大きな事
務負担がかかっている実態を踏ま
え、本要望について、再検討をお
願いしたい。

c、d Ⅰ

離転職や年金受給におけるデメリット
とならないインフラ整備が求められる
状況において、事業主等の事務負担も
踏まえ今後ポータビリティを発展させて
いく上で必要最低限のルールを法令に
定めているのであり、労使合意により
認めることは困難である。

（社）日本経
済団体連合

会
15 A

企業年金における脱退一時
金相当額の移換申出期限
の弾力化および移換時対応

の見直し

①脱退一時金相当額の移換申出
期限については、個別企業の状
況を踏まえた労使合意により期限
を定めるべきで、法による一律的
な規定は廃止すべきである。
②確定給付型企業年金のポータ
ビリティについては、転職者の年
金化の途を確保するうえで通算
の仕組みを設けることは重要であ
るが、あくまでも転職者本人の自
己責任に重点を置いた制度とし、
企業への過度な負担は回避すべ
きである。また、説明すべき事項
も簡素化すべきである。あわせて
米国のIRAのような制度の導入を

検討すべきである。

　脱退一時金相当額の移換は、企業の私的年
金制度における取扱いに係る問題である。従っ
て、移換先の選択を留保した退職者の年金資産
を事業主が管理すべき移管申出期限等につい
ては、各企業の実情に踏まえた労使合意による
設定を容認すべきであり、法令等により一律的
に規定(規制)すべきものではない。また、ポータ
ビリティの活用はあくまでも転職者本人の自己
責任を原則とすべきであり、参加も制度や企業
ベースでなく、個人の自由意志でなされることが
適当である。例えば、労使合意により移換申出
期限を退職時と定めることができれば、退職時
点で、ア．転職先への移換、イ．受給可能な脱退
一時金の受給のいずれかを選択する制度を原
則とし、ウ．上記以外は企業年金連合会へ自動
的に移換するといった制度の採用も可能となり、
事業主負担が軽減される。事業主への過度な負
担は回避すべきである。また、その通算を担う組
織も、独立性・透明性を重視した組織・スキーム

の構築を検討すべきである。

確定給付企業年金法施行令第
50条の2、第65条の5第1項、第
73条第5項、第6項、第7項
厚生年金基金令第41条の3の

4、第41条の7

①移換申出期限は次のように
規制される。

ア．確定給付型企業年金(※)
から企業年金連合会への移換
の場合、「移換元制度におけ
る加入者資格喪失日から起算
して1年経過した日」までの期

間
イ．確定給付型企業年金間、
もしくは確定給付型企業年金
から確定拠出年金への移換の
場合、ア．の期間または、「移
換先制度における加入者資格
取得日から3ヵ月経過した日」
の何れか早い日までの期間
②確定給付型企業年金からの
中途脱退者については、脱退
一時金相当額の企業年金連
合会(連合会)への移換を申し
出ることが可能であり、申し出
を受けた年金基金等は対応し
なければならないこととされて
いる。なお、移換元、移換先の
規約に定めがあれば、連合会
から他の確定給付型年金制度

5054A 5054023 G34 z13025
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行令
第５６
条、第５
７条

　確定給付企業年金の制度
終了時の残余財産の分配は
終了時における各人の「最
低積立基準額」の比率に応
じて分配することとされてい

る。

f Ⅱ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

本要望は、残余財産の分配基準が
硬直的であるために分配額が脱退
時の予定利率に左右され、脱退者
間の不公平が生じうる事態の是正
を求めるものである。あくまでも
分配基準の変更を要望するもの
で、分配すべき積立金の総額を変
えるものではないので、税制措置
の拡充には当たらないと認識して
いる。退職一時金からの移行によ
る制度が多いことを考慮頂き、改
めて本要望の再検討をお願いした
い。

f Ⅱ

確定給付企業年金の制度終了時の残
余財産の分配基準を変更すれば、給
付時に課税される所得税額に影響を
与え得る。したがって、本要望項目は、
税制上の措置の拡充を求めるもので
あるとしているところ。

（社）日本経
済団体連合

会
23 A

確定給付企業年金における
解散時の残余財産の分配

基準の改定

　確定給付企業年金の制度終了
時に、保証期間の現価（終身部分
を除いたもの）を優先的に分配
し、その後終身部分を基準として
分配することを可能とすべきであ

る。

　確定給付企業年金については退職一時金を
移行原資とすることも多い。その際、確定給付企
業年金につき、保証期間付終身年金制度とした
場合でも、当該退職一時金と保証期間部分（終
身部分を除く。以下同じ）の現価が対応するよう
に制度設計されることが通常である。そのため、
選択一時金についても、保証期間部分に対応さ
せることが一般的であり、制度終了時においても
「保証期間部分を優先的に分配したい」という
ニーズが高い。残余財産の分配基準が硬直的
であるため、分配額が脱退時の予定利率に左右
され、脱退者間の公平性を保たれないケースが
想定される。従前の一時金原資が保証される方
が納得性は高い。労使合意に基づく分配方法を
個々の実施企業が実情に即して定めればよい
が、法においては現状に見合った分配方法の選

択肢を準備すべきである。

確定給付企業年金法第89条第
6項

確定給付企業年金法施行令第
56条、第57条

　確定給付企業年金について
は、制度終了時の残余財産分
配に際して最低積立基準額を
基準とすることとされており、
保証期間付終身年金の場合、
制度終了時に「保証期間部分
を優先的に配分する」といった
分配を行うことができない。

5055A 5055024 G34 z13025
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
第89条
第6項

確定給付企業年金制度の終
了時における残余財産を事
業主に返還することは認めら

れていない。

f Ⅰ

確定給付企業年金は老後の所得を確
保する年金制度であるため、その掛金
及び給付に税制上の所要の措置が講
じられているところである。本要望項目
は、当該税制上の措置の拡充を求め
るものであるため、検討要望事項の対

象とはなり得ない。

－ - -
社団法人信
託協会

24 A
閉鎖型確定給付企業年金
における残余財産の取扱い

の明確化

・閉鎖型確定給付企業年金につ
いて、受給権者等が存在しなく
なった（給付終了）ことに伴い制度
終了する場合の残余財産の取り
扱いが規定されていない。

・このため、当該残余財産につい
ては事業主へ返還できることを規

定していただきたい。

この場合、閉鎖年金終了時の最後の受給者が
最終給付時に残余財産のすべてを受け取る（分
配される）ことが想定されるが、バランスに欠け
る取扱いと思われ、また、実質的に受給権者保
護の観点からも問題が生じないため、事業主へ
返還できることを要望するもの。（一方、受給権
者等が少数となったときに、確定給付企業年金
法第102条第6項の規定により、当該閉鎖型確
定給付企業年金に係る規約の承認の取消しを
することも考えられるが、この場合、規約承認取
消しのタイミングにより、受給権者の間で相当な
不公平感が生じる恐れがあり、現実的ではない

ものと考える。）
一般に、確定給付企業年金制度の年金資産は
加入者および受給者に帰属しているが、当該者
が存在しなくなった場合、他の利害関係者が事
業主しかいないので、残余財産は事業主へ返還
する以外の選択肢はないと思われる。なお、閉
鎖型確定給付企業年金についても、確定給付企
業年金法に則って掛金を拠出することとなり、意
図的に掛金を調整することはできないので、過
大損金や利益操作の懸念もないと思われる。
（年金資産が残る要因は、予定利率以上の運用

収益に依るところが大きい）

確定給付企業年金法第89条第
6項
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5034A 5034010 G35 z13026
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
第５条、
第６条、
第７条、
条第１２
条、第１
６条、第
１７条

　確定給付企業年金の規約
の制定・変更においては、軽
微な変更を除き厚生労働大
臣の承認が必要。（軽微な変
更は届出。一部、届出を不
要とするものもある。）

　確定給付企業年金の一部
の事業所に係る権利義務を
他の確定給付企業年金に承
継する場合には、厚生労働
大臣の承認、認可が必要。

c Ⅰ～Ⅲ

確定給付企業年金における規約の変
更にかかる承認・認可申請手続きにつ
いては、例えば、加入者にとって将来
の給付の額が減るなど不利益な変更
となる恐れがあることから、必要最低
限のものについて、承認・認可を必要
としているところ。また、添付書類につ
いても、承認等に当たり必要最低限の
ものについて、添付を要請しているとこ
ろである。ただし、厚生労働省では、現
在、有識者を構成員とする企業年金研
究会を設置し、確定給付企業年金法
の施行状況の検証を行っているところ
であり、これらの検証を踏まえ、今後、
必要な措置について検討してまいりた

い。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

今後、平成２４年３月に向けて適格退
職年金から確定給付企業年金への移
行が加速度的に増加していくことが確
実な情勢を鑑みると、規約承認・認可
手続きの効率化・迅速化は必須かつ
極めて重大な課題であり、また制度を
実施する基金・事業主にとっても有益
と考えられる。このような状況を踏ま
え、可能な限り早期の実現に向けた検
討をお願いするとともに、具体的な検
討時期の明示をお願いしたい。

c
Ⅰ～
Ⅲ

現在、企業年金研究会において確定
給付企業年金法の施行状況の検証作
業を行っているところであり、現時点で
具体的な検討時期を明示することは困
難である。

生命保険協
会

10 A
確定給付企業年金における
規約の承認・認可申請手続

きの簡素化

・確定給付企業年金における規
約の制定にかかる承認・認可申
請手続については、多くの書類を
添付して厚生労働大臣へ申請書
を提出しなければならない。

・また、規約の変更にあたっては、
部分的に届出制となっているもの
の、原則として規約制定時と同様
に厚生労働大臣へ申請書を提出

する必要がある。
・ついては、届出で足りる（もしく
は届出不要の）規約変更内容の
範囲を拡大するとともに、申請書
類の簡素化を図っていただきた

い。
・さらに、一定要件を充たす場合
は、規約の制定にあたっても届出
制を導入していただきたい。

・確定給付企業年金規約の承認・認可は、事前の承認・認可手続が
必要とされており、過度の規制となっていると考えられる。適格退職
年金制度では受託機関が自主審査を行い国税庁へ届出を行うことに
より実施することができたが、確定給付企業年金では事業主等が厚
生労働大臣へ承認・認可申請を行わなければならず、企業年金制度

を実施しようとする事業主等の負担が大きく増加している。
・厚生年金基金は最多でも1,800基金程度であったため認可申請制
度での運営が可能であったと思われるが、現在の40,000件以上の適
格年金（100人以上でも10,000件超）が確定給付企業年金へ移行す
るにあたっては、厚生労働省のスムーズな許認可事務運営のために

も、手続きの簡素化が不可欠であると考える。
・確定給付企業年金の導入から約4年半が経過したところで確定給付
企業年金の実施件数は約1,600件を超えたところであるが、一方で、
適格退職年金制度の廃止までの期間が約5年半であることを踏まえ
ると、今後、確定給付企業年金の承認・認可申請の件数は大幅に増
加するものと予想され、承認・認可手続きの一層の合理化を図ること

が求められる。
・さらに、確定給付企業年金の実施件数の増加に伴い、その規約変
更の件数が増加することは確実であり、さらなる承認・認可手続きの
簡素化を図らなければ厚生労働省の承認・認可手続きが遅延するこ

とも想定される。
・上記を勘案し、かつ、現在の適格退職年金制度の運営を鑑み、届
出で足りる規約変更内容の範囲を拡大するとともに、申請書類の簡

素化を図ることが必要であると考える。
・さらに、一定要件を充たす場合は、規約の制定にあたっても届出制

を導入することが必要であると考える。

確定給付企業年金法第5条、
第6条、第12条、第16条

確定給付企業年金制度では、
規約（制度）の制定・変更にか
かる承認・認可申請手続きに
ついて、適格退職年金制度か
らの移行の場合も含め、原則
として、厚生労働大臣へ申請
書を提出し、事前に承認・認可
を受ける手続きを行われなけ
ればならない。（届出で足りる
範囲は限定的である。）また、
申請に要する書類は多岐にわ
たっている。このため、円滑な
規約の制定・変更に支障をき

たす恐れがある。
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厚生労
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付企業
年金法
第５条、
第６条、
第７条、
条第１２
条、第１
６条、第
１７条

　確定給付企業年金の規約
の制定・変更においては、軽
微な変更を除き厚生労働大
臣の承認が必要。（軽微な変
更は届出。一部、届出を不
要とするものもある。）

　確定給付企業年金の一部
の事業所に係る権利義務を
他の確定給付企業年金に承
継する場合には、厚生労働
大臣の承認、認可が必要。

c Ⅰ～Ⅲ

・確定給付企業年金における規約の
変更にかかる承認・認可申請手続きに
ついては、例えば、加入者にとって将
来の給付の額が減るなど不利益な変
更となる恐れがあることから、必要最
低限のものについて、承認・認可を必
要としているところ。また、添付書類に
ついても、承認等に当たり必要最低限
のものについて、添付を要請している
ところである。ただし、厚生労働省で
は、現在、有識者を構成員とする企業
年金研究会を設置し、確定給付企業
年金法の施行状況の検証を行ってい
るところであり、これらの検証を踏ま
え、今後、必要な措置について検討し

てまいりたい。
・確定給付企業年金制度に係る照会
事例集については、今後公表すること

としたい。

要望者から以下の再意見が寄せられてお
り、再検討をお願いします。

今後、2012年３月に向けて適格退職年金
から確定給付企業年金への移行が加速度
的に増加していくことが確実な情勢を鑑
みると、規約承認・認可手続きの効率
化・迅速化は必須かつ極めて重大な課題
であり、また制度を実施する基金・事業
主にとっても有益と考えられる。適格退
職年金実施事業主においては、移行する
制度の選択にあたり確定給付企業年金の
承認・認可手続き負担の軽減ニーズは非
常に強い。移行後においても、膨大な規
模の確定給付型の制度の実施が見込ま
れ、従前とは比較にならないほど多くの
規約変更手続き（認可申請・承認申請）
運営が必要になると思われる。このよう
な状況を踏まえ、可能な限り早期の実現
に向けた検討をお願いするとともに、具
体的な検討時期の明示をお願いしたい。

c
Ⅰ～
Ⅲ

現在、企業年金研究会において確定
給付企業年金法の施行状況の検証作
業を行っているところであり、現時点で
具体的な検討時期を明示することは困
難である。

（社）日本経
済団体連合

会
21 A

確定給付企業年金における
規約の承認・認可申請手続

きの緩和

　確定給付企業年金における承
認・認可手続きについて、現在の
承認・認可に係る審査基準を明
確化したうえで、不利益変更に該
当しない場合等、一定の条件を充
たす場合につき事後届出制を導
入する、および届出不要とする範
囲を拡大すべきである。

　また、事前の承認・認可手続を
要する場合においても、申請手続
きに係る提出書類を簡素化すべ

きである。
　法令等の解釈の修正・追加、個
別事例集もしくは確定給付企業
年金用Q&Aを作成するなど、規約
の承認・認可基準をできる限り明
確化し、手続きを効率化すべきで

ある。

　現状の確定給付企業年金は、原則として事前
の承認・認可手続が必要とされており、不利益
変更を除けば過度の規制となっている。
　厚生年金基金は最多でも1,800基金程度で
あったため、認可申請制度でも運営が可能で
あったと想定されるが、現在45,000件以上ある
適格年金（加入者数100人以上のものでも

10,000件超）が確定給付企業年金へ移行するに
あたっては、スムースな許認可運営のためにも、

手続きの緩和が不可欠と考える。
　確定給付企業年金の導入から約4年間が経過
したところで確定給付企業年金の実施件数は約
1,600件を超えたところであるが、一方で、適格
年金の廃止までの期間が6年足らずであることを
踏まえると、今後、確定給付企業年金の承認・
認可申請の件数は大幅に増加するものと予想さ
れる。このため、受給権保護にも配慮しつつ承
認・認可手続きの一層の合理化を図ることが求

められる。

確定給付企業年金法第5条、
第6条、第12条、第16条

　確定給付企業年金制度で
は、規約（制度）の制定・変更
に係る承認・認可申請手続き
について、適格退職年金制度
からの移行の場合を含め、原
則として、厚生労働大臣へ申
請書を提出し、事前に承認・認
可を受けなければならない。ま
た、申請に要する書類は多岐

にわたっている。
　さらに、事前に当局に個別照
会を行わなければならない事
例が多く、規約の承認・認可手
続に時間を要している。
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６条、第
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　確定給付企業年金の規約
の制定・変更においては、軽
微な変更を除き厚生労働大
臣の承認が必要。（軽微な変
更は届出。一部、届出を不
要とするものもある。）

　確定給付企業年金の一部
の事業所に係る権利義務を
他の確定給付企業年金に承
継する場合には、厚生労働
大臣の承認、認可が必要。

c Ⅰ～Ⅲ

確定給付企業年金における規約の変
更にかかる承認・認可申請手続きにつ
いては、例えば、加入者にとって将来
の給付の額が減るなど不利益な変更
となる恐れがあることから、必要最低
限のものについて、承認・認可を必要
としているところ。また、添付書類につ
いても、承認等に当たり必要最低限の
ものについて、添付を要請しているとこ
ろである。ただし、厚生労働省では、現
在、有識者を構成員とする企業年金研
究会を設置し、確定給付企業年金法
の施行状況の検証を行っているところ
であり、これらの検証を踏まえ、今後、
必要な措置について検討してまいりた

い。

要望者からの下記の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し見解をお示しいた
だくとともに、具体的な検討時期の明
示をお願いしたい。
あじさい要望においても同様の要望を
行っているが、この際は、全体はＣとし
ながらも「一部ｂ」とご回答いただいて
いる。今般は、「厚生労働省では、現
在、有識者を構成員とする企業年金
研究会を設置し、確定給付企業年金
法の施行状況の検証を行っているとこ
ろであり、これらの検証を踏まえ、今
後、必要な措置について検討してまい
りたい。」とご回答いただいているとこ
ろである。
今後、廃止が予定されている適格年
金からの移行に向けて、事業主からの
負担軽減ニーズの大きさ、及び、制度
数が大幅に増加することに伴い規約
変更による申請件数についても増加
が見込まれ、その状態が継続すると
考えられることも踏まえ、早期のご検
討をお願いしたい。

c
Ⅰ～
Ⅲ

現在、企業年金研究会において確定
給付企業年金法の施行状況の検証作
業を行っているところであり、現時点で
具体的な検討時期を明示することは困
難である。

社団法人信
託協会

18 A
確定給付企業年金における
規約の承認・認可手続きの

緩和

・確定給付企業年金の規約の変
更等に際しては、軽微な変更を除
き、厚生労働大臣の承認・認可が

必要となっている。
・確定給付企業年金における承
認・認可手続きについて、現在の
承認・認可に係る審査基準を明
確化した上で、不利益変更に該
当しない場合等、一定の条件を充
たす場合につき事後届出制を導
入すること、及び届出不要とする
範囲を拡大することを要望する。

・ 現状の確定給付企業年金の承認・認可手続
においては、原則として事前の承認・認可手続
が必要とされており、不利益変更を除けば過度

の規制となっていると考えられる。
・ また、厚生年金基金は最多でも1,800基金程
度であったため認可申請制度でも運営が可能で
あったと思われるが、現在の45,000件以上の適
格年金（100人以上でも10,000件超）が確定給付
企業年金へ移行するにあたっては、スムーズな
許認可運営のためにも、手続きの緩和が不可欠

と考える。
・ 確定給付企業年金の導入から約４年間が経
過したところで確定給付企業年金の実施件数は
約1,400件を超えたところであるが、一方で、適
格年金の廃止までの期間が約６年間であること
を踏まえると、今後、確定給付企業年金の承認・
認可申請の件数は大幅に増加するものと予想さ
れる。このため、現実的には、受給権保護にも
配慮しつつ承認・認可手続きの一層の合理化を

図ることが求められる。
・ 上記を勘案し、審査基準を明確化した上で一
定の条件を充たす場合につき、事後届出制を導
入すること、及び、届出不要とする範囲を拡大す

ることを要望するもの。

確定給付企業年金法第5条、
第6条、第7条、第12条、第16

条、第17条
確定給付企業年金法施行規則
第7条～第10条、第15条～第

18条
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確定給
付企業
年金の
規約の
承認及
び認可
につい
て平成
14年３
月29日
年企発
第

032900
3号・年
運発第
032900
2号）別
紙３

確定給付企業年金における
規約の承認又は認可に必要
な申請書類は、申請内容に
応じ、「確定給付企業年金の
規約の承認及び認可につい
て（平成14年３月29日年企
発第0329003号・年運発第
0329002号）」別紙３で明確

化している。

c Ⅲ、Ⅳ

①、②：厚生労働省では、現在、有識
者を構成員とする企業年金研究会を
設置し、確定給付企業年金法の施行
状況の検証を行っているところであり、
これらの検証を踏まえ、今後、必要な
措置について検討してまいりたい。
③については、規約型確定給付企業
年金における加入者の受給権保護の
観点から、規約に定めている資産管理
運用契約が実際に締結されているか
どうかを確認するために不可欠であ
り、かつ、規約の承認時以外に確認の
機会がないことから、添付書類から
「資産管理運用契約に関する書類」を

除くことは困難である。
④については、実際に同意があったこ
とを確認するため、「同意書」自体の提

出も求めているところ。

今後、平成２４年３月に向けて適格退
職年金から確定給付企業年金への移
行が加速度的に増加していくことが確
実な情勢を鑑みると、規約承認・認可
手続きの効率化・迅速化は必須かつ
極めて重大な課題であり、また制度を
実施する基金・事業主にとっても有益
と考えられる。このような状況を踏ま
え、可能な限り早期の実現に向けた検
討をお願いするとともに、具体的な検
討時期の明示をお願いしたい。

c
Ⅰ～
Ⅲ

①及び②については、現在、企業年金
研究会において確定給付企業年金法
の施行状況の検証作業を行っていると
ころであり、現時点で具体的な検討時
期を明示することは困難である。

社団法人信
託協会

19 A
確定給付企業年金における
規約の承認・認可申請手続

きの簡素化

・確定給付企業年金における規約の承認・認可
申請手続きにおいては、以下の①～⑤のとおり

の書類等が必要とされている。
・認可申請における書類について、以下の措置

をお願いしたい。
①「加入者となる者の数を示した書類」につい
て、計算基準日時点での加入者数は「給付の設
計の基礎を示した書類」もしくは「財政再計算報
告書」で確認できるため不要としていただきた

い。
②適年から権利義務承継により確定給付企業
年金移行する場合、「権利義務移転の限度を示
した書類」は、全部の移転しかないため、不要と

していただきたい。
③「資産管理運用契約に関する書類」および「業
務委託に関する書類」は、受託機関の変更時等
にも提出しないことから、不要としていただきた

い。
④「･･･の同意を得たことを証する書類」は、基
金・事業主が証明する書類のみとし、「同意書」
の提出が不要であることを明確化していただき

たい。
⑤閉鎖適年から権利義務承継により確定給付
企業年金移行する場合、被用者年金被保険者
の過半数（もしくは過半数で組織する労働組合）
の同意を不要とする等、通常の適年から確定給
付企業年金への移行に比べ、簡便的な取扱い

を認めていただきたい。

・①～②については、上記のとおり。
・③は現在、契約の案文を添付して、「資産管理
運用契約の締結」「業務委託契約の締結」を確
認いただいているところであるが、当該締結先の
受託機関の名称については、規約に明記されて
いるので、それを以って契約締結を確認していた
だく等検討して頂きたい。（若しくは、予め受託機
関から契約書のひな型を提出することによって、

契約書（案）の添付を省略する等）
・④は申請時の無用な混乱回避のため明確化
すべきと考える。また、給付減額等、受給権が侵
害される恐れがある同意書以外については、添
付書類の簡素化の一環として、検討頂きたい。
・⑤は適格年金における年金給付をそのまま確
定給付企業年金へ権利義務承継することとな
り、不利益変更が発生する訳ではないので、通
常の確定給付企業年金移行に比べ、簡便的な

取扱いを要望するもの。

①～④「確定給付企業年金規
約の承認及び認可の基準等に
ついて」（平成14年3月29日年
企発第0329003号・年運発第
0329002号） 別紙3別添

⑤確定給付企業年金法附則第
25条
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5054A 5054020 G36 z13027
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行令
第４条
第２号
確定給
付企業
年金法
施行規
則第５
条、第６
条

給付減額を実施する場合に
は、減額対象者の３分の２以
上の同意取得等のほか、給
付減額の理由が必要。ま
た、受給者の給付減額を行
う場合には、当該受給者等
が希望したときには、最低積
立基準額相当を一時金とし
て受け取ることができる等、
減額前の最低積立基準額が
確保されるような措置が必

要。

c Ⅱ～Ⅳ

加入者や受給権者等の受給権保護を
図るためには、給付減額の実施につ
いて厳格な要件を定めることが必要で
あり、労使合意のみで給付減額を可能

とすることは認められない。
確定給付企業年金では、受給者に対
して、年金原資に給付利率による利息
分を付与した年金額を支給する約束を
行っているのであるから、給付減額の
際に受給者が希望して受け取ることが
できる一時金額を、最低積立基準額よ
りも小さくなる選択一時金（一般に利息
分が加味されない）とすることは、適切

ではないと考えている。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

制度の存続を図るためにやむを得
ず行なう給付減額について、受給
者等に対する減額は、加入者に対
する減額より厳しい条件を求めら
れており、公平性の観点から減額
となった加入者の不満は大きく
なってしまう。年金給付を維持し
ようとする企業の努力が報われ
ず、安易に解散を選択することに
もなりかねない。年金給付という
制度を維持するためにも、本要望
について、改めて検討願いたい。

c
Ⅱ～
Ⅳ

加入者や受給権者等の受給権保護を
図るためには、給付減額の実施につい
て厳格な要件を定めることが必要であ
り、労使合意のみで給付減額を可能と
することは認められない。

（社）日本経
済団体連合

会
20 A

確定給付型の企業年金にお
ける給付減額に係る承認基
準及び手続きの緩和

　各年金制度において、制度存続
のための労使合意による給付減
額を可能とすべきである。また、
給付減額時に受給（権）者が希望
した場合の一時金清算について
は、制度上の選択一時金額とす
ることを認めるべきである。

　制度の存続を図り、従業員の雇用を守るため
にも、各企業労使において、自主的に給付減額
の意思決定ができる仕組みが必要である。ま
た、退職一時金からの移行が一般的である実態
を踏まえると、希望者に対する一時金清算を行
う場合、労使が退職一時金として認識している
制度上の選択一時金を用いるのが妥当である。
　現行の割引率を適用すると、最低積立基準額
相当の支給額は、概して選択一時金ベースと比
較して過大となり、受給(権)者の大多数が一時
金清算を選択することが想定され、結果として、
年金制度の維持という趣旨に合致しないだけで
はなく、年金財政に致命的な影響を及ぼしかね
ない。制度を継続するためなど、やむを得ない場
合の給付減額時に、受給（権）者が希望した場
合の一時金清算については、労使の合意に基
づき、制度上の選択一時金額とすることを認め

るべきである。

確定給付企業年金法施行規則
第5条、第6条

　現状の制度では、給付減額
の認可基準が厳しいため、現
行の運用環境下においても高
い予定利率を維持しなければ
ならない。また、希望者に対し
て支給する一時金は、最低積
立基準額相当とすることが義
務付けられており、減額前の
最低積立基準額を確保する措
置が必要になっている。

5054A 5054013 G37 z13028
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
施行令
第２４条
確定給
付企業
年金法
施行規
則第２５
条から
第２９条
確定給
付企業
年金制
度につ
いて（平
成１４年
３月２９
日年発
第

032900
3号）

キャッシュバランス制度につ
いては、受給中の年金額を
最低額を保証しつつ、国債
の利回り等に連動させて改
定することができる。

キャッシュバランス制度の再
評価等に用いる率について
は、客観的な指標で、合理的
に予測可能なものを用いるこ
とを認めており、定率、国債
の利回りに加えて、「全国消
費者物価指数」、「賃金指
数」を用いることができること

としている。

ｃ Ⅱ～Ⅳ

①キャッシュバランス制度に限らず、
確定給付企業年金制度における年金
給付は、長期的な期間にわたって支給
されるものであるため、年金原資（元
本）に一定程度以上の付利を行って支
給されるべきである。このような観点か
ら、給付利率の下限を、前回の財政計
算の計算基準日以降、最も低い下限
予定率としている（確定給付企業年金
法施行規則第２６条第３項第１号）ので
あり、これを緩和することは認められな

い。
②キャッシュバランスプランの再評価
指標については、客観的かつ合理的
に予測可能なものについて、指標とし
て用いることを認めているところ、定
率、国債の利回りに加えて、「全国消
費者物価指数」、「賃金指数」を用いる
ことができるよう平成15年5月に弾力
化した。これ以上の指標の追加は現時

点で考えていない。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
13 A

キャッシュバランスプランの
選択肢の拡充

　退職一時金制度や適格退職年
金からの円滑な移行を促進する
ため、以下のとおりキャッシュバラ
ンスプランに係る選択肢の拡充を

行うべきである。
①給付額に下限を設けない制度
の導入、あるいは、下限を設ける
場合はさらなる運営の弾力化を

行う
②市場インデックスなどを用い、
従前の再評価率と組み合わせた
再評価指標の拡大を行う

　キャッシュバランスプランは、運用リスクの年金
財政への影響軽減が可能となる有意義な方式
であり、確定給付型の企業年金における一層の
普及・充実のためには、さらなる選択肢の拡充

が必要である。
①給付額に下限を設けない制度であっても当然
に労使合意に基づくものであり、給与×給付率
の金額（元本）は確保され、一時金ベースでの減
額は生じない。また、給付建てという確定給付年
金の趣旨を損なうものではないと考える。

②再評価率については、キャッシュバランスプラ
ンの魅力を高めるため、あるいは資産運用との
連動性を高めるためにも、市場インデックスを組
み入れた複合ベンチマークの指標の採用を認め

るべきである。

確定給付企業年金法施行令第
２４条

確定給付企業年金法施行規則
第２５条から第２９条

確定給付企業年金制度につい
て（平成１４年３月２９日年発第

0329003号）

①あらかじめ定めた給付を算
定する際の年金換算利率は、
通常、下限予定利率を用いる
が、下限予定利率が低下した
場合において年金換算利率の
引下げを行うと、当初の下限
利率で定める最低保証額を下
回るケースが出る。2003年5月
30日の厚生労働省令改正に
より、規約に改定方法を示し、
受給者の事前同意を得るなど
の一定条件のもとで、最低保
証額の変動が可能となってい

る。
②再評価率については、2003
年5月30日法令解釈（年発第
0530001号）の改正により、賃
金指数や物価指数も適用が可
能となったが、市場連動する
評価率は採用されていない。

5034A 5034009 G38 z13029
厚生労
働省、

・中小
企業退
職金共
済法第
８条、第
１７条
・確定
給付企
業年金
法第５６
条第３
項

中小企業退職金共済制度か
ら確定給付企業年金制度へ
の移行は、中小企業退職金
共済制度に加入している中
小企業者が中小企業者に該
当しなくなったときのみ認め

られている。

b Ⅰ

本年６月の規制改革要望でもお答えし
たように、中小企業退職金共済制度か
ら確定給付企業年金制度への移行を
認めることについては、中小企業を対
象に調査を行い、先般取りまとめられ
た「企業における退職給付制度に関す
る調査研究報告書」の内容や中小企
業の実態を踏まえつつ、本年度から検

討を開始したところである。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

可能な限り早期の実現に向けた検討
をお願いしたい。

ｂ Ⅰ
本年度から検討を開始したところであ
る。

生命保険協
会

9 A
中小企業退職金共済制度
からの確定給付企業年金へ
の移行の弾力適用

中小企業者が確定給付企業年金
制度を実施する場合にも、中小企
業退職金制度の解約手当金を被
共済者に返還せず、確定給付企
業年金の掛金に充当することを

認めていただきたい。

企業のアライアンスが活発化している現状にお
いて、中小企業者が合併や営業譲渡などの組
織変更を行うケースも多い。中小企業退職金共
済契約を実施している中小事業者が確定給付
企業年金を実施している中小事業者と合併する
など、確定給付企業年金に解約手当金を充当し

たいとするニーズがある。

中小企業退職金共済法第17条

現在、中小企業退職金共済制
度から確定給付企業年金制度
への移行は中小企業退職金
共済制度実施事業主が中小
企業者に該当しなくなったとき
のみに認められている。

5051A 5051015 G38 z13029
厚生労
働省、

・確定
拠出年
金法第
５４条、
確定拠
出年金
法施行
令第２２
条

中小企業退職金共済制度か
ら確定拠出年金制度への移
行は認められていない。

b Ⅰ

高齢社会が進展する中、企業におけ
る退職金・企業年金制度について社会
の関心が高まる一方、働き方の多様
化、企業の吸収・合併等経済社会の
変化への対応としてポータビリティの
拡充など制度の充実が求められてい
る。このような現状を踏まえ、中小企業
退職金共済制度から確定拠出年金制
度への移行を認めることについては、
中小企業を対象に調査を行い、先般
取りまとめられた「企業における退職
給付制度に関する調査研究報告書」
の内容や中小企業の実態を踏まえつ
つ、本年度から検討を開始したところ

である。

検討スケジュール（結論時期、措置時
期）をお示しいただきたい。

b Ⅰ
本年度から検討を開始したところであ
り、現時点で結論時期等の検討スケ
ジュールを示すことは困難である。

（社）日本損
害保険協会

15 A
確定拠出年金の中小企業
退職金共済制度からの制度

移行の容認

　中小企業退職金共済の被共済
員の年金資産保全という観点よ
り、中小企業退職金共済制度か
ら確定拠出年金制度（企業型）へ
の資産移換を可能としていただき

たい。

　制度の普及に寄与する。

・中小企業退職金共済を採用していた中小企業
が、事業規模の拡大に伴い加入要件を満たさな
くなった場合など、他制度へ移行できる措置を講
じることが、従業員の年金資産を保全する上で

必要である。
・現在、確定給付企業年金と特定退職金共済制
度のみが移行先として認められているが、同じ
拠出型の制度である確定拠出年金制度（企業

型）についても認めるべきと考える。

確定拠出年金法第54条、法人
税法、所得税法
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5054A 5054033 G38 z13029
厚生労
働省、

・中小
企業退
職金共
済法第
８条、第
１７条
・確定
給付企
業年金
法第５６
条第３
項
・確定
拠出年
金法第
５４条、
確定拠
出年金
法施行
令第２２
条

中小企業退職金共済制度か
ら確定給付企業年金制度へ
の移行は、中小企業退職金
共済制度に加入している中
小企業者が中小企業者に該
当しなくなったときのみ認め
られており、中小企業退職金
共済制度から確定拠出年金
制度への移行は認められて

いない。

b Ⅰ

本年６月の規制改革要望でもお答えし
たように、中小企業退職金共済制度か
ら確定給付企業年金制度や確定拠出
年金制度への移行を認めることについ
ては、中小企業を対象に調査を行い、
先般取りまとめられた「企業における
退職給付制度に関する調査研究報告
書」の内容や中小企業の実態を踏まえ
つつ、本年度から検討を開始したとこ

ろである。

要望者から以下の再意見が寄せら
れており、再検討をお願いしま
す。

可能な限り早期の実現に向けた検
討をお願いしたい。なお、現時点
における検討スケジュールについ
てお示し頂きたい。

ｂ Ⅰ
本年度から検討を開始したところであ
り、現時点で結論時期等の検討スケ
ジュールを示すことは困難である。

（社）日本経
済団体連合

会
33 A

中小企業退職金共済制度
からの確定給付企業年金、
確定拠出年金への移行の

弾力適用

①中小企業者が中小企業者のま
ま確定給付企業年金制度を実施
する場合にも、中小企業退職金
共済制度の解約手当金を確定給
付企業年金の掛金に充当するこ
とを認めるべきである。

②中小企業退職金共済制度の解
約手当金を被共済者に返還せ
ず、移換できる対象として確定拠
出年金も加えるべきである。

①企業のアライアンスが活発化している中で、
中小企業者が合併や営業譲渡などの組織変更
を行うケースも多い。中小企業退職金共済契約
を実施している中小事業者が確定給付企業年
金を実施している中小事業者と合併するなど、
確定給付企業年金に解約手当金を充当したいと

するニーズがある。
②確定拠出年金の設立状況をみても、適格退
職年金からの資産移換が2005年9月末で50％を
超えており、中小企業退職金共済契約からの移
換が可能となれば、さらに確定拠出年金の導入

は促進される。

・　中小企業退職金共済法第８
条、第１７条

・確定給付企業年金法第５６条
第３項

・確定拠出年金法第５４条、確
定拠出年金法施行令第２２条

①中小企業退職金共済制度
から確定給付企業年金制度へ
の移行は、現在、中小企業退
職金共済制度実施事業主が
中小企業者に該当しなくなった
ときにのみ、中小企業退職金
共済制度の解約手当金を被
共済者に返還せず、確定給付
企業年金の掛金に充当するこ
とが認められている。

②中小企業退職金共済制度
から確定拠出年金への解約手
当金の移換は認められていな

い。

5034A 5034011 G39 z13030
厚生労
働省、

確定給
付企業
年金法
附則第
２８条

適格退職年金契約を締結す
るとともに中小企業退職金
共済契約を締結している中
小企業事業主は、適格退職
年金契約に係る資産を中小
企業退職金制度へ移換する

ことができない。

b Ⅰ

本年６月の規制改革要望でもお答えし
たように、適格退職年金契約を締結す
るとともに中小企業退職金共済契約を
締結している中小企業事業主が、適格
退職年金契約に係る資産を中小企業
退職金共済制度に移換することを認め
ることについては、中小企業の実態を
踏まえつつ、本年度から検討を開始し

たところである。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

平成２４年３月末までに適格退職年金
制度を廃止しなければならない状況を
踏まえ、可能な限り早期の実現に向け
た検討をお願いしたい。

ｂ Ⅰ
本年度から検討を開始したところであ
る。

生命保険協
会

11 A
適格退職年金廃止にともな
う他制度への移行に関する

規制緩和

すでに中退共を実施している団体
の適格退職年金についても、中
退共へ移行を容認いただきたい。

加入者が少ない適格退職年金実施団体では、
中退共への移行を希望するケースが多いが、こ
の要件のために移行を断念せざる得ないケース
がある。この規制をなくすことで廃止される適格
退職年金の移行がスムーズになると考えられる

ため。

法人税法
確定給付企業年金法
中小企業退職金共済法

すでに中小企業退職金共済会
（中退共）に加入している団体
は、適格退職年金を中退共へ

移行できない。

5015A 5015010 z13031
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
26条第
7項、派
遣元事
業主が
講ずべ
き措置
に関す
る指針
（平成
11年労
働省告
示第

派遣先は、紹介予定派遣の
場合を除き、派遣元事業主
が当該派遣先の指揮命令の
もとに就業させようとする労
働者について、労働者派遣
に先立って面接すること等派
遣労働者を特定することを目
的とする行為をしてはならな
い。

c Ⅰ

○ 派遣労働者の決定については、雇
用主である派遣元事業主が、派遣労
働者の職業能力を評価した上で、派遣
先の必要とする労働力に相応しい労
働者を適切に判断し行うことが労働者
派遣事業制度の基本的な考え方であ
ること等から、その趣旨にかんがみ、
紹介予定派遣以外の労働者派遣にお
ける事前面接を禁止しているところで
ある。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計
画（再改定）」（平成18年3月31日閣議
決定）において、「紹介予定派遣以外
の派遣における事前面接の解禁のた
めの条件整備等について、可及的速
やかに検討を行う」こととしていること
から、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成16年3月に施
行された改正労働者派遣法のフォロー
アップを行っているところであるが、そ
の結論については、公労使の委員の
合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはで
きない。

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、事前面接等の派遣労働者の特
定を目的とする行為については、引き
続き更なる検討を行うとされているとこ
ろである。

（社）全国地
方銀行協会

10 A
労働者派遣に関する規制の

緩和

紹介予定派遣に限り認められて
いる派遣就業開始前の面接を一

般派遣にも拡大する。

　紹介予定派遣（雇用を前提とした派遣）につい
ては派遣先による事前面接が認められている
が、それ以外の派遣については事前面接が禁

止されている。
　事前面接を解禁することで、雇用のミスマッチ
が解消され、求職者・求人企業の双方の利益に

つながる。

労働者派遣法第26条第７号

5015A 5015011 z13032
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
4、第40
条の5

派遣受入期間制限のある業
務について、派遣先が、当該
派遣受入期間制限への抵触
日以降も派遣労働者を使用
しようとするときには、当該
抵触日の前日までに、当該
派遣労働者に対して雇用契
約の申込みをしなければな
らない。
派遣受入期間制限のない業
務について、派遣先は、同一
の業務に同一の派遣労働者
を3年を超えて受け入れてお
り、その業務に新たに労働者
を雇い入れようとするとき
は、当該労働者に対して雇
用契約の申込みをしなけれ
ばならない。

c Ⅰ

○派遣労働者に対する雇用契約の申
込義務については、平成15年改正に
より、派遣受入期間制限のある業務
は、派遣先による派遣受入期間制限
違反を未然に防止するために、また、
派遣受入期間制限のない業務は、派
遣労働者の希望を踏まえて派遣先で
の直接雇用の機会を与えるために設
けられたものである。
○「規制改革・民間開放推進3カ年計
画（再改定）」（平成18年3月31日閣議
決定）において、「雇用契約の申込義
務について」、「その施行状況を踏ま
え」、検討を行うこととしていることか
ら、現在、労働政策審議会において、
この点を含め、平成16年3月に施行さ
れた改正労働者派遣法のフォローアッ
プを行っているところであるが、その結
論については、公労使の委員の合意
が必要であり、現時点において、その
内容や時期を明確化することはできな
い。

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、雇用契約の申込義務について
は、引き続き更なる検討を行うとされて
いるところである。

（社）全国地
方銀行協会

11 A
労働者派遣に関する規制の

緩和
派遣労働者への一定期間経過後
の雇用申込義務を廃止する

　派遣期間制限のない一定の業務について同
一の派遣労働者を３年超受け入れている企業
は、その業務に新たに労働者を雇い入れようと
するときは、既に受け入れている派遣労働者に
対して雇用契約の申込みをしなければならない

とされている。
　本規制により、新入社員を採用する際にも３年
を超える派遣労働者への雇用申込義務が発生
する場合があるため、企業の新規雇用および配
属の自由度を低下させる要因となっている。
　特に、特定労働者派遣事業者（自前で常時雇
用している労働者のみ派遣する事業者）から受
け入れている派遣労働者の場合は、既に法律
の目的である雇用の安定が満たされていること
から、雇用契約の申込義務は不要と考える。

労働者派遣法 第40条の４、５



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5015A 5015012 z13033
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
2第1項
第1号、
労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条

専門的な業務等（26業務）を
除いた労働者派遣に係る派
遣受入期間制限について
は、最長3年である。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業は、その利用の仕
方によっては、労働者の安定した雇用
機会の確保、長期雇用慣行を前提とし
た雇用の安定、職業能力の有効発
揮、安定した労使関係など我が国の雇
用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
ること等から、派遣受入期間の制限が
適用されない業務(いわゆる26業務)と
しては、公労使の合意も経て、「専門
的な知識、技術又は経験を必要とする
と認められる業務」であって、「当該業
務に係る労働者派遣が労働者の職業
生活の全期間にわたるその能力の有
効な発揮及びその雇用の安定に資す
ると認められる雇用慣行を損なわない
と認められるものであること」を要する
ものとされているところである。
○ いわゆる26業務に含める業務につ
いては、当該業務の専門性や常用労
働者の雇用の安定に及ぼす影響など
について具体的に検討することが必要
であり、具体的要望、業務の実態等を
踏まえ、必要に応じて検討すべきであ
ると考えているところであるが、ご提案
の「融資商品の販売業務」については

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、いわゆる26業務に含める業務の
範囲については、具体的に論点として
議論されていない。

（社）全国地
方銀行協会

12 A
労働者派遣に関する規制の

緩和

派遣期間制限のない業務のうち、
専門的な知識・技術や特別な雇
用管理を必要とする業務であって
政令で定める業務（いわゆる26業

務）の見直しを行う。

　労働者派遣法施行令第４条第25号において、
「金融商品の営業関係の業務」に係る金融商品
の範囲が「金融商品の販売等に関する法律第２
条第１項に規定する金融商品」に限定されてい
るが、金融商品販売法に規定する金融商品は
投資商品のみであり、融資商品は一切含まれて
いない。しかし、融資商品の販売時には、例えば
住宅ローンでは、顧客のライフサイクル、収入、
家族構成、金利変動リスクなどを勘案したうえ
で、商品内容、返済計画、担保設定手続きなど
多岐にわたる説明や相談に当たる必要があり、
専門的な知識を必要とする。こうしたことから、本
号における金融商品の範囲については、実情に

即して見直すべきである。

労働者派遣法 第40条の２第１
項第１号

同施行令 第４条第25号
労働者派遣事業関係業務取扱
要領（実務指針）第９－４

5016A 5016001 z13034

文部科
学省、
厚生労
働省、

障害者
自立支
援法
（平成
17年法
律123
号）

障害者
自立支
援法に
基づく
障害福
祉サー
ビス等
の人
員、設
備及び
運営に
関する
基準
（平成
18年厚
生労働

グループホームの運営主体
の要件としては、法人格があ
れば足りることとされており、
社会福祉法人、公益法人、
NPO法人に限定しているも

のではない。
（障害者自立支援法に基づく
障害福祉サービスの指定基
準を満たせば、グループホー
ムとして事業を行うことは可

能。）

e

事実誤認である。
グループホームは障害者自立支援法
の成立によって、知的障害者福祉法
の規定に基づくものではないこととなっ
ている。
グループホームの運営主体の要件と
しては、法人格があれば足りることとさ
れており、社会福祉法人、公益法人、
NPO法人に限定しているものではな
い。
（障害者自立支援法に基づく障害福祉
サービスの指定基準を満たせば、グ
ループホームとして事業を行うことは
可能。）

－ - -
学校法人武
蔵野東学園

1 A
共同生活援助、（共同生活
介護）における運営の規制

緩和

　知的障害者福祉法が定めるグ
ループホーム（ケアホーム）設置
対象者には、現状学校法人は含
まれていない。しかし、その教育
内容・教育実績によっては設置対
象者たる資格が充分にあるので
はないかと考え、規制緩和を求め
る。　 私共、武蔵野東学園は昭
和３９年の創立以来、健常児と自
閉症児が分け隔てなく学ぶ体制
『混合教育』を実践。最上級校の
高等専修学校では、平成１８年３
月現在５２０名の自閉症児を卒業
させている。（企業就労：２６２名、
福祉就労：１８０名、進学７０名）ま
た、卒業後も親亡き後のことを考
えた継続指導を展開している。

　知的障害者福祉法に基づく知的障
害者共同生活援助事業の運営主体
は、①社会福祉法人、②民法に定め
る公益法人、③特定非営利活動法人
とされている。②は具体的には財団
法人、社団法人が現状である。そこ
に「運営に値する教育を実践している
学校法人」と位置づけていただきた
い。　　　　　　それを受け、学校法人
武蔵野東学園が設置するグループ
ホーム（ケアホーム）を通して、共同
生活援助事業、（共同生活介護事
業）を展開。真の自立に必要なスキ

ルを身につけさせていく。

　私共、武蔵野東学園では平成１８年４月に学園
独自で無認可の寮『友愛寮』を開設。その後、１
０月１日付で、特定非営利活動法人高等専修教
育支援協会との業務委託契約の上にグループ
ホームの認可をいただく。しかしながら、依然とし
て業務委託契約の上に成り立っている為、入居
者負担が大きいのが現状である。一方、業務委
託を受けた当学園は、運営に必要な条件を満た
しており、入居者との信頼関係、就職先との連携
も充分である。故に、学校法人による直接運営
が可能になれば、運営の質を変えることなく入居

者の負担を軽減できると考える。

知的障害者福祉法　障害者自
立支援法　（第５条）　　　　　知
的障害者地域生活援助事業実
施要綱　　（運営主体）

添付資料１：武蔵野東学園の
近況　　　　添付資料２：自閉

症児就職先一覧

5018A 5018001 z13035

厚生労
働省、
経済産
業省、

高圧ガ
ス保安
法
（特定
設備検
査規則
など）
労働安
全衛生
法

（ﾎﾞｲﾗｰ
構造規
格など）

　ボイラー又は圧力容器につ
いては、労働安全衛生法に
基づくボイラー構造規格、圧
力容器構造規格等により製
造しなければならない。

a Ⅲ

①について
・溶接後熱処理は、圧力容器構造規
格及びボイラー構造規格において、
JIS Z3700（溶接後熱処理方法）により
行うこととされており、JISとの整合化
が図られている。
・溶接施行法試験は、ボイラー及び第
一種圧力容器の製造許可基準に規定
されているが、JISが引用されていない
ため、平成19年度中に、専門家の意
見を踏まえ、JISを引用する方向で対
応する。
・圧力容器構造規格の安全率は、JIS
B8265（圧力容器の構造－一般事項）
に基づき4となっており、安全率を3.5と
するJISは(財)日本規格協会の「圧力
容器技術委員会」において現在検討
中である。
　なお、ＡＳＭＥとの関係では、平成16
年3月30日付け基発第0330003号「圧
力容器構造規格第3条第1項のイ及び
ロに規定する許容引張応力に係る同
規格第７０条の適用について」により、
安全率3.5を既に認めている。
②について

ボイラー及び第一種圧力容器の製造
許可基準に規定されている溶接施工
法試験の規格は、JIS規格を引用する
よう、19年度中に措置すべきである。

a Ⅲ

　ボイラー及び第一種圧力容器の製造
許可基準に規定されている溶接施行
法試験については、平成19年度中に、
専門家の意見を踏まえ、ボイラーへの
適用を含めてJISを引用する方向で対
応する予定である。

石油連盟 1 A
各種基準／規格のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ化の推進

①各法の技術基準はJISとの整
合化を図っているが、まだ未達の
ものがあるため整合化して頂きた

い。
・溶接後熱処理温度の規定
・溶接施工法確認試験の規定

・安全率の規定
など

②法の中にJIS規格を直接引用
する旨を記載して頂きたい。

①同様の機器を製作する場合でも、各法ごとに
細かく照査する必要がある。

②各法の規格はJIS規格をﾍﾞｰｽに、またJIS規
格はASME規格をﾍﾞｰｽにしている。しかし一番
ﾍﾞｰｽとなるASME規格が改定されても、各法の
規格改定までには、JIS規格の改定を経て、さら
に数年を要しており、最新のASME規格を適用す
ることができない状況である。JIS規格の適用を
法に直接記載することで、これらのﾀｲﾑﾗｸﾞを大
幅に解消できると共に、①の問題も解消できる。

高圧ガス保安法
（特定設備検査規則など）
労働安全衛生法

（ﾎﾞｲﾗｰ構造規格など）

5018A 5018002 z13036
厚生労
働省、

労働安
全衛生
法
（電気
機械器
具防爆
構造規
格）

ｃ Ⅰ

指定外国検査機関制度は、防爆電気
機器を輸入した者が型式検定を受け
る場合、指定外国検査機関が作成し
た試験データ等を登録検定機関に提
出することができることとするものであ
る。指定外国検査機関が検定合否を
判定することまで行う制度ではない
が、当該提出された試験の結果を活
用し、原則、国内での型式検定におい
て実機による試験を省略することによ
り、型式検定の受検を容易にするもの

である。
  外国に所在している検査機関に対し
ては、不正の是正が困難である等、日
本政府として労働安全衛生法に定め
る登録検定機関と同等の信頼性を担
保することは困難である。このため、指
定外国検査機関の発行する書面を
もって国内検定合格として取り扱うこと

はできない。

不正の是正が困難等の理由で、日本
の検査機関と同等の信頼性を担保す
ることができないとあるが、指定外国
検査機関の試験データを活用はする
が、当該検査機関による検定合格の
書面を信頼することができないという
のには矛盾がある。防爆構造規格の
IECとの整合化の進展ともに、特定の
外国検査機関との相互認証等の実効
性のある指定外国検査機関制度にす
べく、検討を開始すべきである。検討
すらできないなら、その理由を明確に
示すべきである。

ｃ Ⅰ

指定外国検査機関制度は、防爆電気
機器を輸入した者が型式検定を受ける
場合、指定外国検査機関が作成した
試験データ等を登録検定機関に提出
することができる制度であり、指定外
国検査機関が検定合否を判定するこ
とまで行う制度ではない。一方、登録
検定機関は、提出された試験データ等
を審査し、構造規格に合致しているこ
と等を確認した上で、検定合否判定を
行う責任と権限を持つ機関である。こ
のため、登録検定機関には指定外国
検査機関よりも高い信頼性が求められ
る。しかしながら、外国に所在している
検査機関に対しては、不正の是正が
困難である等、日本政府として労働安
全衛生法に定める登録検定機関と同
等の信頼性を担保することは困難であ
る。
　なお、相互認証については、現段階
で防爆電気機械器具に関して他国か
ら相互認証の申し入れはない。

石油連盟 2 A
防爆機器検定制度に関わる

規制緩和

指定外国検定機関の防爆検定合
格証をもって国内検定合格として
取り扱って頂きたい。なお、この際
に提出する資料は、必要とする考
え方を整理・基準化し、指定外国
検定機関へ検定のため提出した

資料として頂きたい。

・厚生労働省の要求に合致した資料の提出を求
められるが、これを海外ﾒｰｶｰに理解させ、要求
に合った資料を準備するには多大な労力と時間

を要する。
・検定に要する期間は、資料が揃えば3ヶ月程度
とされるが、実際は4～6ヶ月である。申請後も追
加資料、ﾃﾞｰﾀ修正、試供品の提出等の追加要
求があり、対応に時間を要するためである。
・海外技術導入の際に、ﾗｲｾﾝｻｰからは実績の
ある海外ｼｽﾃﾑを指定されることが多いが、前述
の理由で納期が間に合わない事態が発生して

いる。

労働安全衛生法
（電気機械器具防爆構造規格）
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5018A 5018004 G41 z13037

総務
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

消防法
高圧ガ
ス保安
法
労働安
全衛生
法
石油コ
ンビ
ナート
等災害
防止法

労働安全衛生法において
は、圧力容器又は化学設備
について、構造要件、検査の
実施、設置届等を義務付け

ている。

b Ⅱ

「規制改革・民間開放推進3か年計画
(再改定)」（2006年3月31日閣議決定）
に従い、再度、今年度中に、経済産業
省、厚生労働省、消防庁において、石
油精製事業者を交えて検討し、更なる
合理化・簡素化について結論を得ると
ともに、それについて、周知徹底を図
ることとしている。

具体的にいつから検討開始するのか
を明確に示して頂きたい。事業者から
の具体的な提案に対しては、１８年度
中に速やかに対応して頂きたい。

ｂ Ⅱ

　既に要望者から具体的要望事項に
ついて聴取したところであり、それを踏
まえ、今年度中に、更なる合理化・簡
素化について結論を得るとともに、そ
れについて、周知徹底を図ることとして
いる。

石油連盟 4 A
保安法令の重複適用の排

除

装置を構成している機器毎に複
数の保安法令が適用されている。
即ち、法的には状態規制であり重
複しているものはないが、機器側
から見れば複数の保安法令が適
用されている状態にある。既に高
圧ｶﾞｽ保安法と労働安全衛生法と
の間では重複が解消されている
が、消防法と高圧ｶﾞｽ保安法、消
防法と労働安全衛生法の間に重
複の問題が残っているため、この
検討ｽｹｼﾞｭｰﾙを明確にして頂きた

い。

例：工事に伴う変更許可申請にお
いて、気液混合の機器、製造所と
して許可したｴﾘｱに位置する機
器、危険物施設の製造上一体の
機器で重複適用されている。

平成12年の「石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄに係る保安四法の合
理化・整合化促進に関する実務者検討会」報告
書に、今後の取り組む課題として”機器毎の重
複を解消する”とあるが、依然として具体化には
至っていないので、適用法令が重複しないように
至急の運用整理を要望するものである。消防法
と各法令間の具体的な重複適用解消法として
は、危険物とｶﾞｽの設計上の容量比較により、大
きい方に係る法を適用するという方法などが考

えられる。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法

5054A 5054054 G41 z13037

総務
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

消防法
高圧ガ
ス保安
法
労働安
全衛生
法
石油コ
ンビ
ナート
等災害
防止法

労働安全衛生法において
は、圧力容器又は化学設備
について、構造要件、検査の
実施、設置届等を義務付け

ている。

b Ⅱ

「規制改革・民間開放推進3か年計画
(再改定)」（2006年3月31日閣議決定）
に従い、再度、今年度中に、経済産業
省、厚生労働省、消防庁において、石
油精製事業者を交えて検討し、更なる
合理化・簡素化について結論を得ると
ともに、それについて、周知徹底を図
ることとしている。

具体的にいつから検討開始するのか
を明確に示して頂きたい。事業者から
の具体的な提案に対しては、１８年度
中に速やかに対応して頂きたい。

ｂ Ⅱ

　既に要望者から具体的要望事項に
ついて聴取したところであり、それを踏
まえ、今年度中に、更なる合理化・簡
素化について結論を得るとともに、そ
れについて、周知徹底を図ることとして
いる。

（社）日本経
済団体連合

会
54 A

保安法令の重複適用の排
除

　2000年の「石油コンビナートに
係る保安4法の合理化・整合化促
進に関する実務者検討会最終報
告」において、「機器ごとの重複」
の解消が課題とされたことを踏ま
え、検討スケジュールを早急に明

確にすべきである。
　本要望は、保安4法の一本化を
要望するものではなく、適用法令
が重複しないよう運用の整理を要
望するものである。例えば消防法
と各法令間の重複適用について
は、危険物とガスの設計上の容
量比較により、大きい方に係る法
を適用するなどすべきである。

　2000年の「石油コンビナートに係る保安4法の
合理化・整合化促進に関する実務者検討会最
終報告」において、「機器ごとの重複」解消が課
題とされたが、依然具体化されていない。

　2006年6月の要望に対する回答では、今年度
中に再度、関係省庁間でさらなる合理化・簡素
化について結論を得ることが確認されている。

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法

石油コンビナート等災害防止法

別添資料③参照

5019A 5019001 z13038
厚生労
働省、

国民健
康保険
法第９
条

被保険者の資格の取得及び
喪失に関する事項その他必
要な事項は、被保険者の属
する世帯の世帯主が市町村
に届出を行わなければなら

ない。

d ー

国保制度では、被保険者の資格はす
べて個人でとらえているが、公法上の
行為である届出や保険料負担の義務
は、違反者に対する罰則を背景にし
て、世帯主にその義務を課していると
ころである。ただし、世帯主以外の者
が届出を行った場合については、世帯
主の委任状を形式要件として定めてい
るわけではなく、窓口において、世帯
主の委任の意思が確認できる場合な
どについては、特に委任状がなくても
届出等を受理しているものと承知して

いる。

○　要望の趣旨を下記に再度整理し記載するので、これらを踏ま
え、再度ご回答をお願いしたい。

　貴省の回答は、本来世帯主に義務を課している届出手続き等に
おいて、世帯主以外の者が世帯主から委任を受けていることを、形
式を限定せず柔軟に受理しているという現状を説明されている。
　一方、要望者の意見は、世帯主を中心とした現行の制度設計で
は、結果的に名義貸しのような「擬制世帯主」の委任を要する等、
依然、国保加入者に手続き上の不便を生じさせていることに対する
改善の為の規制を改革することを求めている。
　したがって、①世帯主からの委任手続きの簡便化という方策では
なく、また、②世帯主変更や世帯分離といった方策によらず、世帯
主以外の申請者本人が擬制世帯主等の委任状を要すことなく独立
して申請等を完了できる方策や同一世帯員であれば委任状不要で
各種手続きを完結できるなど、一層有効な方策の検討をお願い致
したい。

　なお、以下に現場における課題等をまとめたので参考にされた
い。
　
　・　「擬制世帯」では、例えば世帯主である夫が会社の健康保険組
合の被保険者である場合、世帯内に国保加入者の妻等に係る国保
上の変更等手続きは全て世帯主（擬制世帯主）が行わなければな
らないとされている。そのため、実態的に独立した国民健康保険の
加入者である世帯主以外の本人であっても、全て擬制世帯主の委
任等を要し、本人が自身の権限において申請等を完結することが
できない。

　・　地方には３世代などの「多世代世帯」が存在するという特徴が
あり、祖父母、夫妻、子、孫といった多世代で生計を共にしているこ
とも多い。そこでは、住民票上で世帯分離していないこともあり、世
帯主、擬制世帯主、国保加入者である申請者本人というように関係
が複雑なことが多い。そのため、貴省の回答にある世帯主からの
委任の簡便化という方法に加え、「多世代世帯」等の地方の実態を
踏まえた一層の対応の検討が必要となる。

　・　「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて（保発第２
９１号平成１３年１２月２５日）」により、住民基本台帳法上の世帯主
変更をすることなく、国保法上で擬制世帯主から国保加入者本人に
世帯主を変更することが可能なことや、世帯分離により当該国保加

d －

国保制度では、社会的自立を果たして
いない乳幼児等も被保険者としてお
り、個人に対して届出義務や納付義務
を課すことが必ずしも適当ではない場
合も想定されることから、違反者に対
する罰則を背景として、主として世帯の
生計を維持する者であってその世帯の
代表であることが社会通念上妥当と認
められる世帯主（擬制世帯主も含む。）
にそれらの義務を課しているところで
ある。したがって、世帯主以外の者に
届出義務や納付義務を課すことについ
ては、世帯内の責任関係が不明確に
なるおそれがある。世帯主以外の者が
届出をする場合には、例えば、窓口に
届出に来た方が世帯主の家族である
ということが被保険者証や住民基本台
帳等によって確認できるなど、世帯主
の委任の意思が確認できる場合に
は、特に委任状が無くても届出等を受
理しているものと承知しており、現行制
度のままでの対応は可能であると考え
ている。

新潟県妙高
市

1 A
国民健康保険の各種届出
における申請対象者の緩和

国民健康保険の各種届出におけ
る申請者は世帯主となっている
が、国民健康保険法の規制の緩
和により、窓口に来たかたでも申
請ができるように、認めていただ

きたい。

　国民健康保険は被保険者が所属
する世帯の世帯主が納税の義務を
負うが、併せて擬制世帯主制の上で
制度を運用していることにより、各種
届出は、世帯主が行うこととなってい

る。
　しかし、実際に届出に来るかたは世
帯主以外の家族が来られるのが現
状である。この場合、世帯主以外の
かたが世帯主名を書くといった矛盾
や、場合によっては委任状が必要と
なり、受付受理に時間を要するなど、
迅速な対応ができなくなっている。
　そのため、同一世帯にいる方であ
れば誰でも申請ができることで、行政
手続きの簡素化及び事務の迅速化
によるサービス向上を図る。

当該規制緩和措置により、国民健康保険の手
続きにおいて、本人に関する届出にも関わらず、
世帯主の届出が無ければ受理できないといった
理不尽さを、世帯主申請から同一世帯員申請に
することで解消され、住民サービスの向上を図ら

れると考えるため。

国民健康保険法　第９条

5022A 5022001 z13039

内閣官
房、人
事院、
内閣
府、公
正取引
委員
会、警
察庁、
防衛
庁、金
融庁、
総務
省、法
務省、
外務
省、財
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、
農林水
産省、
経済産

厚生労働省においては、既
に平成13年12月より売掛債
権担保融資保証制度を利用
する場合の債権譲渡特約の
部分解除を実施し、更に平
成17年4月によりその譲渡対
象者の範囲の拡大を措置し
たところである。

C Ⅳ

各省庁及び地方公共団体に適用する
統一的な共通ルールの策定について
は、制度を統一的に調整する権限が
ないため、当省として回答できる立場
にない。

－ - -
社団法人 第
二地方銀行
協会

1 A

国・地公体等の公的機関向
け金銭債権の譲渡禁止特
約の適用除外（譲渡先が金

融機関の場合）

民間企業の国・地公体等公的機
関向け金銭債権については、売
買契約・請負契約上、譲渡先が
金融機関の場合は債権譲渡禁止
特約の適用除外とすることを統一

化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権に
は譲渡禁止特約が付いていることが多く、中小
企業の資金調達のために売掛債権担保融資を
行うに当たり、承諾等に係る事務手続きや時間
を要することから、中小企業の円滑かつ機動的

な資金調達を阻害している。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5022A 5022013 z13040
厚生労
働省、

労働基
準法第
38条の
3、第38
条の4
労働基
準法施
行規則
第24条
の２の２
労働省
告示第
７号（平
成９年２
月14
日）
労働省
告示第
149号
（平成
11年12
月27
日）

ｃ Ⅲ

  専門業務型裁量労働制の対象となる
のは、業務の性質上その遂行の方法
を大幅に労働者の裁量に委ねる必要
があるために、当該業務の遂行の手
段及び時間配分の決定等に関し具体
的な指示をすることが困難なものであ
り、対象業務は厚生労働省令で定めら
れている。
　「高度な専門知識を有する者等が行
うコンサルタント業務」という業務内容
そのものを専門業務型裁量労働制に
追加することについては、「コンサルタ
ント」という業務のみでは、その内容が
抽象的で幅広いものとなるために、業
務の性質上その遂行の方法を大幅に
労働者の裁量に委ねる必要がある業
務であると判断することはできず、御
要望にお応えすることはできない。

コンサルタント業務を詳細かつ具体化
したものを提案した場合において、そ
の業務を専門業務型裁量労働制の対
象とすることの検討可否について御回

答願います。

ｃ Ⅲ

 コンサルタント業務を詳細かつ具体化
したものが提案された場合において、
その業務が専門業務型裁量労働制の
対象業務となるか否かについては、当
該業務の性質上その業務の遂行の方
法を大幅に労働者の裁量に委ねる必
要があり、使用者が当該業務の遂行
の手段及び時間配分の決定等に関し
具体的な指示をすることが困難なもの
であるか否かを個別具体的に判断す
ることとなる｡

社団法人 第
二地方銀行
協会

13 A
裁量労働制の対象業務の

追加

高度な専門知識を有する者等が
行うコンサルティング業務を追加

する。

  裁量労働制のあり方については、現在、「労働
政策審議会労働条件分科会」で検討されている
が、銀行業務における比重が高く、かつ専門性
を有するコンサルティング業務が対象業務に追
加されれば、多様化する銀行業務の中で、実態
に応じた柔軟なサービス提供が可能になり、
サービスの質の向上に資することから、速やか

に同業務を追加すべきである。

・労働基準法第38条の3、第38
条の4

・労働基準法施行規則第24条
の２の２

・労働省告示第７号（平成９年２
月14日）

・労働省告示第149号（平成11
年12月27日）

5022A 5022018 z13041
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
2第1項
第1号、
労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条

専門的な業務等（26業務）を
除いた労働者派遣に係る派
遣受入期間制限について
は、最長3年である。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業は、その利用の仕
方によっては、労働者の安定した雇用
機会の確保、長期雇用慣行を前提とし
た雇用の安定、職業能力の有効発
揮、安定した労使関係など我が国の雇
用慣行に悪影響を及ぼすおそれがあ
ること等から、派遣受入期間の制限が
適用されない業務(いわゆる26業務)と
しては、公労使の合意も経て、「専門
的な知識、技術又は経験を必要とする
と認められる業務」であって、「当該業
務に係る労働者派遣が労働者の職業
生活の全期間にわたるその能力の有
効な発揮及びその雇用の安定に資す
ると認められる雇用慣行を損なわない
と認められるものであること」を要する
ものとされているところである。
○ いわゆる26業務に含める業務につ
いては、当該業務の専門性や常用労
働者の雇用の安定に及ぼす影響など
について具体的に検討することが必要
であり、具体的要望、業務の実態等を
踏まえ、必要に応じて検討すべきであ
ると考えているところであるが、ご提案
の「貸出関連商品の販売業務」におけ

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、いわゆる26業務に含める業務の
範囲については、具体的に論点として
議論されていない。

社団法人 第
二地方銀行
協会

18 A

労働者派遣事業における派
遣期間の上限が適用されな
い業務（いわゆる26業務）へ
の貸出関連商品の取扱い

等の追加

26業務の対象に、貸出関連商品
に係る説明・相談・申込みの受
付・契約の締結等の業務を追加

する。

  「顧客に対して専門的知識に基づく助言を行う
ことが必要である金融商品」として、金融商品販
売法に規定する金融商品（預金、投資信託、株
式等）の販売の対象となるものが定義されてい
るが、貸出関連商品に係る説明等の業務につい
ても、これらと同等レベルの専門性知識が必要

であり、除外する理由はない。
  なお、「各省庁からの再回答について」（平成18
年1月17日）では、「貸出関連商品の販売」は、
様々な業務が含まれ得るものであり、専門性や
常用労働者の雇用の安定に及ぼす影響などに
ついて検討するための具体性がなく、・・可否に
ついて回答することは困難である。」とされてい
るが、具体的な業務内容としては、貸出関連商
品に係る説明・相談・申込みの受付・契約の締

結等の業務が考えられる。

・労働者派遣事業の適正な運
営の確保及び派遣労働者の就
業条件の整備等に関する法律

第40条の2
・同施行令　第4条第25号
・労働者派遣事業に関する実
務指針(労働者派遣事業関係
業務取扱要領)第9－4－（25）
・派遣先が講ずべき措置に関
する指針（平成11年労働省告

示第138号）第2－3

5024A 5024001 z13042
厚生労
働省、

労働基
準法第
３２条の
３

労働基
準法施
行規則
第１２条
の３
平成９
年３月３
１日基
発第２２
８号

完全週休2日制を実施し、年
所定労働時間協定において
週平均40時間を下回る協定
を結んでいる場合において
は、清算期間1ヵ月の所定労
働時間を「１日の所定労働時
間（８時間）×清算期間の所
定労働日数」としても、ご懸
念の不当な長時間労働を助
長することにはならないと考

えられる。
上記のような要件の下であ
れば１ヵ月の所定労働時間
の計算方法を「１日の所定労
働時間×清算期間の所定労
働日数」と出来ることにす
る、もしくは、通達4要件のう
ち、特に「③29日目を起算日
とする1週間における実際の
労働時間の和が週法定労働
時間を超えるものでないこ
と」との要件を撤廃すること

を要望する。

ｂ Ⅳ

　フレックスタイム制は、一定の要件の
下に、始業及び終業の時刻を労働者
に委ねることにより、清算期間を平均
して一週当たりの労働時間が法定労
働時間を超えない範囲で、一週又は一
日の法定労働時間を超えて労働させ
ることができる制度である。したがっ
て、清算期間における法定労働時間
の総枠の計算は、４０時間×清算期間
の総暦日数÷７の計算式によって求
めることとなる。この原則に対して、ご
要望に係る通達において示しているの
は、一か月の清算期間、完全週休二
日制等一定の条件の下で、一か月と
いう清算期間の枠を超えて、次の清算
期間の一部を期間計算に算入するこ
とにより、所定労働日数の多い月にお
ける法定労働時間の総枠の計算の特
例を認めることとしたものである。
　しかしながら、フレックスタイム制で
あっても、一日の所定労働時間が一定
である場合には、業務の繁閑によって
労働者自らが日々の労働時間の長さ
を調節することが困難であることから、
一か月の清算期間の最後である月末

貴省回答においては、清算期間の最
後である月末に長時間労働が行われ
た場合に、平成９年３月31日基発第
228号通達に定める清算方法がなけ
れば、結果として法定労働条件に違反
した状態が放置されることを懸念して
いるものと考えられます。つきまして
は、一か月の清算期間の最後である
月末などに業務が集中して長時間の
労働が行われた場合における調整方
法について、法定労働条件に違反しな
いと考えられる範囲で、平成９年３月
31日基発第228号通達の見直しを再
度検討いただきますようお願いいたし
ます。（例；③の「当該清算期間の29
日目を起算日とする１週間（特定期
間）」を「当該清算期間の29日目を起
算日とする２週間（特定期間）」に延長

する。）

c Ⅳ

　平成9年3月31日基発第228号では、
1カ月の端数日の時間計算の特例を認
め、法32条の原則による場合との均衡
を考慮し、法の趣旨を損なうものとなら
ないように厳格な要件を設けていると
ころであり、③の要件を廃止するか否
かについては、慎重に検討することが
必要である。なお、再検討要請につい
ては、本通達は、１日８時間労働・完全
週休２日制などの要件を満たしつつ、
清算期間の曜日の巡りなどによって、
清算期間における法定労働時間の総
枠を超えることとなる場合は、法の趣
旨を損なうものとは考えられないことか
ら、特例を設定したものにすぎない。
「特定期間」は、連続する清算期間を
またぐ一種の清算期間とも考えられる
ため、「特定期間」の長さは、法の趣旨
を損なわないよう最小限とする必要が
あり、これを延長すべき理由はない。

社団法人　日
本自動車工
業会

1 A
週休２日制の場合のフレック
スタイム制度の適用につい

て

完全週休2日制を実施し、年所定
労働時間協定において週平均40
時間を下回る協定を結んでいる
場合においては、清算期間1ヵ月
の所定労働時間を「１日の所定労
働時間（８時間）×清算期間の所
定労働日数」としても、ご懸念の
不当な長時間労働を助長すること
にはならないと考えられる。
上記のような要件の下であれば
１ヵ月の所定労働時間の計算方
法を「１日の所定労働時間×清算
期間の所定労働日数」と出来るこ
とにする、もしくは、通達4要件の
うち、特に「③29日目を起算日と
する1週間における実際の労働時
間の和が週法定労働時間を超え
るものでないこと」との要件を撤廃

することを要望する。

フレックスタイム制の清算期間内における
時間外労働は、原則として「週法定労働時
間×清算期間の暦日数÷７」で計算される
労働時間の総枠を超えた部分を時間外労
働とするが、清算期間を１箇月としたとき
に、曜日の巡り等により総労働時間が労働
時間の総枠を超えることがある。このような
問題に対応するため、行政解釈により、
①　清算期間が１箇月であること

②　清算期間を通じて毎週必ず２日以上休
日が確保されていること

③　当該清算期間の２９日目を起算日とす
る１週間（特定期間）における労働者の実際
の労働日ごとの労働時間の和が週法定労

働時間を超えるものでないこと
④　清算期間における労働日ごとの労働時

間がおおむね一定であること
の４条件を満たす場合には、労働基準法第
３２条の３に規定する「清算期間として定め
られた期間を平均」した１週間当たりの労働
時間について、「（清算期間として定められ
た期間を平均した１週間の労働時間）＝
（（清算期間における最初の４週間の労働
時間）＋（特定期間における労働時間））÷
５」としても差し支えないとしている。

通達で、時間外労働として扱わなくても差し支え
ないとされている要件は、特定期間については
実際の労働時間の和が、週法定時間（４０時間）
を超えるものではないなど、厳しいものとなって
いる。このため、実際問題としては、暦日数の多
い月でフレックスタイムの除外日の設定などの

対応が必要になってくる。

労働基準法第３２条の３
労働基準法施行規則第１２条

の３
平成９年３月３１日基発第２２８

号

・6月度の再要望
・当会重点要望項目

5024A 5024002 z13043
厚生労
働省、

労働基
準法第
１４条

働き方・雇い方の選択肢を
広げ、新たな雇用の創出と
企業活動の活性化を図るた
め、有期雇用契約期間につ
いては、全ての職種で最長5
年の締結が可能となるよう要

望する。

ｃ Ⅰ

有期労働契約期間の長期化につい
ては、大きなニーズがあるとは言えな
いものである。また、３年の有期労働
契約ですら十分に活用されていないと
いう現状にあるため、新たな雇用の創
出が図られるとは言えない。
また、平成１５年の労働基準法改正
により、有期労働契約期間の上限を原
則３年（一定の場合については５年）に
延長したところであるが、当該改正に
対してすら、国会における改正法案の
審議過程において、「常用労働者が有
期契約労働者へ置き換えられるといっ
た常用代替や、事実上の若年定年制
につながるおそれがあるのではない
か。」といった懸念が示されたところで
あり、５年に延長することは、よりいっ
そう常用代替を進めるという強い懸念
が考えられることから、御要望にはお
応えすることはできない。

規制改革・民間開放要望（平成18年６
月）において要望した同事項に対する
貴省からの回答において、「当該規定
は、労働基準法の一部を改正する法
律（平成15年法律第104号）附則第３
条に基づく措置が講じられるまでの間
の規定であり、同措置について、労働
政策審議会労働条件分科会における
労働契約法制の在り方に係る議論の
中で御検討いただいているところであ
る。」とありましたが、その後の検討状
況について御回答願います。

ｃ Ⅰ

  平成18年12月27日の労働政策審議
会労働条件分科会において「今後の
労働契約法制の在り方について」につ
いての答申が行われたところである
が、有期労働契約の契約期間の延長
については答申に盛り込まれなかった
ところである。

社団法人　日
本自動車工
業会

2 A
有期労働契約に係る規制の

緩和

働き方・雇い方の選択肢を広げ、
新たな雇用の創出と企業活動の
活性化を図るため、有期雇用契
約期間については、全ての職種
で最長5年の締結が可能となるよ

う要望する。

期間の定めのある労働契約について
は、契約期間の上限を原則３年（一
定の場合には５年）に制限されてい

る。

働き方・雇用形態の多様化に充分対応できず、
企業と労働者双方のニーズに応えられない。

労働基準法第１４条 ・6月度の再要望



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5024A 5024003 z13044
厚生労
働省、

　労働
者派遣
事業の
適正な
運営の
確保及
び派遣
労働者
の就業
条件の
整備等
に関す
る法律
第40条
の2第1
項第1
号

専門的な業務等（26業務）を
除いた労働者派遣に係る派
遣受入期間制限について
は、最長3年である。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その
利用の仕方によっては、労働者の安
定した雇用機会の確保、長期雇用慣
行を前提とした雇用の安定、職業能力
の有効発揮、安定した労使関係など我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすお
それがある。我が国においては、働き
方が多様化している一方で、長期雇用
慣行は今後の基本的な雇用形態とし
て位置づけられるべきものとして、関
係者の合意形成がなされており、派遣
受入期間についても、常用雇用の代
替のおそれが少ない専門的な業務等
を除き、労働者派遣を活用する場合の
共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣受入期
間の制限の撤廃は不適当である。

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
り、期間制限の撤廃、延長又は維持に
ついてどう考えるかについて議論する
こととされているが、委員間に意見の
隔たりがあるところである。

社団法人　日
本自動車工
業会

3 A
労働者派遣法における派遣
期間制度の見直し（通常派

遣）

多様な働き方が論じられ、「長期
雇用慣行を前提とした雇用の安
定」という考え方自体が見直さ
れ、個々人の就業意識がますま
す多様化し、仕事と生活のバラン
スの取れたライフスタイルの選択
が認められる方向にある中にお
いて、派遣期間の規制は、派遣
労働を選択した者にとってもその
選択の自由を阻害されるものと考
えられることから、規制をなくすこ

とを要望する。

平成１６年３月から、専門的な業務等
（２６業務）を除いた労働者派遣に係
る派遣受入期間制限について、最長

３年とされたところである。

業務量の変化に対して、フレキシブルに対応出
来ない。また、短期のみならず、中長期の派遣
社員を活用するニーズに対応できない。

労働者派遣法第４０条の２
・6月度の再要望
・当会重点要望項目

5024A 5024004 z13045
厚生労
働省、

労働基
準法第
32条の
4

労働基
準法施
行規則
第１２条
の４

１年単位の変形労働時間制
にかかる要件は次のとおり

である。
①対象期間を1か月以上の
期間ごとに区分することとし
た場合においては、当該各
期間の初日の少なくとも30日
前までに厚生労働省令で定
めるところにより、当該各期
間における労働日ごとの労
働時間を定めなければなら

ない。
②対象期間において連続し
て労働させる日数の限度は6
日（特定期間においては1週
間に１日の休日が確保でき

る日数）。
③１日の労働時間の限度は
10時間、１週間の労働時間
の限度は52時間。

④対象期間が３か月を超え
る場合、48時間を超える週
の制限は連続３週以内、か
つ、対象期間をその初日か
ら３か月ごとに区分した各期

c Ⅰ

　１年単位の変形労働時間制は、労働
者の生活設計を損なわない範囲内に
おいて労働時間を弾力化し、週休２日
制の普及、年間休日日数の増加、業
務の繁閑に応じた労働時間の配分等
を行うことによって労働時間を短縮す
ることを目的とするものである。
　しかしながら、特定の期間に労働日
及び労働時間を集中させることは、労
働者の健康、生活のリズム等に支障を
生ずるおそれもあることから、１年単位
の変形労働時間制をとる場合におい
ても、労働時間の限度、連続して労働
させる日数の限度等の要件を維持す
る必要があるものである。
　よって、御要望にお応えすることはで
きない。

－ - -
社団法人　日
本自動車工
業会

4 A
1年単位の変形労働時間制

の規制緩和

経営環境が激変する中において
は、業務の繁閑に対し柔軟に対
応することが求められる。そのよ
うな中、1年変形労働時間制は、
年間を通じた業務の繁閑に対応
するためには大変有効な制度で
ある。しかしながら、現行の厳格
な要件が急激な変動に対応でき
ない場合が出てきている。突発的
な事情等への対応のために、例
外措置を設けるなど、現行の要件

の緩和を要望する。

１年単位の変形労働時間制にかかる
要件は次のとおりである。

①対象期間を1か月以上の期間ごと
に区分することとした場合において
は、当該各期間の初日の少なくとも
30日前までに厚生労働省令で定める
ところにより、当該各期間における労
働日ごとの労働時間を定めなければ

ならない。
②対象期間において連続して労働さ
せる日数の限度は6日（特定期間に
おいては1週間に１日の休日が確保

できる日数）。
③１日の労働時間の限度は10時間、
１週間の労働時間の限度は52時間。
④対象期間が３か月を超える場合、
48時間を超える週の制限は連続３週
以内、かつ、対象期間をその初日か
ら３か月ごとに区分した各期間中に
48時間を超える週の初日は３以内。

等

経営環境の変化が急速な中では、30日前に翌
月の負荷を正確に予測することは困難である。
また就労環境・作業負荷の軽減が進む中で、現
行の規制は、業務の繁閑への柔軟な対応が妨

げられている。

労働基準法第32条の4
労働基準法施行規則第１２条

の４

・6月度の再要望
・当会重点要望項目

5024A 5024005 z13046
厚生労
働省、

労働者
派遣法
第２条
第１号、
労働者
派遣事
業と請
負によ
り行わ
れる事
業との
区分に
関する
基準を
定める
告示
（昭和６
１年労
働省告
示第３７
号）、労
働者派
遣事業
関係業
務取扱

○ 労働者派遣事業は、厚生
労働大臣の許可を受け、又
は、厚生労働大臣に届出を
行った場合を除き、禁止され
ている。
○ 請負による行われる事業
と労働者派遣事業との判断
を的確に行うため、「労働者
派遣事業と請負により行わ
れる事業との区分に関する
基準」を定め、この基準（業
務の遂行に関する指示その
他の管理を自ら行うものであ
ること等自己の雇用する労
働者の労働力を自ら直接使
用するものであること、請負
契約による請け負った業務
を自己の業務として当該契
約の相手方から独立して処
理するものであること）に該
当しないものは、契約の形式
が請負契約であっても、労働
者派遣事業であるとしてい
る。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、使用
者責任の不明確化、不適切な就業管
理・雇用管理等の弊害が生じるおそれ
があるものであり、労働者派遣法によ
り、厚生労働大臣の許可を受け、また
は厚生労働大臣に届出をした場合に
限り、一定のルールの下に適法に事
業を行えることとしているところであ
る。これに関して、請負契約の形式を
とって、労働者派遣ではないとする脱
法行為が行われる場合があるので、
「労働者派遣事業と請負により行われ
る事業との区別に関する基準」を定め
ているところである。
○ この基準のうち、ご指摘の「自己の
責任と負担で準備し、調達する機械、
設備若しくは器材（業務上必要な簡易
な工具を除く。）又は材料若しくは資材
により、業務を処理すること。」の要件
については、機械、資材等が相手方か
ら借り入れ又は購入されたものについ
ては別個の双務契約による正当なも
のであることを求めているところである
が、この要件を撤廃し、貸借契約でも
可とすることにより、違法な状態で労働

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、労働者派遣事業と請負により行
われる事業の区分に関する基準につ
いては、具体的に論点として議論され
ていない。

社団法人　日
本自動車工
業会

5 A
労働者派遣事業と請負によ
り行われる事業区分の見直

し

請負先会社での常駐委託時の場
合等、「自己の責任･負担で調達
した機械、設備、材料等で業務を
処理すること」が規定され、賃貸
借契約による確保が求められて
おり、これにより賃貸借する機械・
設備等の分割・金額評価が求め
られるが、これらの算定は極めて
難しく、実務的な負担も大きい。
機械・設備等を請負先から貸借す
る方が経済合理性が高い場合に
おいては、貸借契約のみでも請負
の要件を侵害するものではないと
思われる。よって請負先会社の機
械・設備を使用するにあたって
は、その使用するための貸借契
約のみとし、分割・金額評価に関
する事項の撤廃を要望する。

・ 労働者派遣事業は、厚生労働大臣
の許可を受け、又は厚生労働大臣に
届出を行った場合を除き、禁止され

ている。
・ 請負により行われる事業と労働者
派遣事業との判断を的確に行うた
め、「労働者派遣事業と請負により行
われる事業との区分に関する基準」
を定め、この基準（業務の遂行に関
する指示その他の管理を自ら行うも
のであること等自己の雇用する労働
者の労働力を自ら直接利用するもの
であること、請負契約により請け負っ
た業務を自己の業務として当該契約
の相手方から独立して処理するもの
であること）に該当しないものは、契
約の形式が請負契約であっても、労
働者派遣事業であると判断してい

る。

・請負先会社での常駐委託時の場合等、「自己
の責任･負担で調達した機械、設備、材料等で
業務を処理すること」が規定され、賃貸借契約に
よる確保まで求められているが、賃貸借する機
械・設備等の分割・金額評価が極めて困難であ

り、実務的な負担が大きい。
・また、この条件が、労働者派遣事業と請負の事
業区分と示されているが、これは労働者派遣と
請負事業の区分基準としての本質的な要素で

はない。

労働者派遣法第２条第１号、労
働者派遣事業と請負により行
われる事業との区分に関する
基準を定める告示（昭和６１年
労働省告示第３７号）

・6月度の再要望
・当会重点要望項目

5024A 5024006 G40 z13047
厚生労
働省、

労働基
準法第
３８条の
４

企画業務型裁量労働制につ
いては、平成１６年１月１日
の法改正により一部の要件・
手続き等について緩和され
たものの、現行制度において
もその対象業務は「事業の
運営に関する事項について
の企画、立案、調査及び分
析の業務であって、当該業
務の性質上これを適切に遂
行するには、その遂行の方
法を労働者の裁量に委ねる
必要がある」ものに限定され

ている。
また、その業務の遂行を大
幅に労働者の裁量に委ねる
としながらも、みなし労働時
間制により、深夜および休日
に関する規定の適用は排除
されていないこと、また勤務
状況の把握が義務付けられ

ている。

ｂ Ⅰ

　自由度の高い働き方にふさわしい制
度については、現在、労働政策審議会
労働条件分科会における労働時間法
制の在り方に係る議論の中で御検討
いただいているところである。

労働政策審議会労働条件分科会にお
ける検討状況について御教示願いま

す。
ｂ Ⅰ

  平成18年12月27日の労働政策審議
会労働条件分科会において「今後の
労働時間法制の在り方について」につ
いての答申が行われ、自由度の高い
働き方にふさわしい制度については、
相当程度の権限・責任を有する管理監
督者一歩手前の者について、個々の
働き方に応じた休日の確保及び健康
確保措置の実施を確実に担保しつつ、
労働時間に関する一律的な規定の適
用を除外することとすることが盛り込ま
れたところである。なお、同答申におい
ては、企画業務型裁量労働制の対象
労働者の「深夜や休日に係る規定の
適用を除外すること」については盛り
込まれなかったところである。

社団法人　日
本自動車工
業会

6 A
企画業務型裁量労働制の
適用対象業務の拡大、およ
び深夜･休日規定の撤廃

自律的で自由度の高い柔軟な働き方が
可能となり、企業にとっても労働者に
とっても、「仕事の質・成果」を追求出
来、生産性の向上、競争力の強化が期
待できるようにするためには、企画業務
型裁量労働制の現行の対象業務以外
で、労働時間の長さと成果が比例しな
い自己裁量の高いホワイトカラー労働
者にも適用できるよう対象業務の拡大

を要望する。

また、業務遂行にあたって労働者の裁
量性を重視した柔軟な働き方が可能と
しながらも、深夜や休日に係る労働時
間規定が適用されることにより、その柔
軟な労働が阻害されているともいえる。
労働者の健康確保措置を企業の責務と
して十分に確保し、また労基法第３５条
及び第３９条の適用を継続した上で、労
働者の裁量性を拡大し、個々人が仕事
と生活の調和を図る中で労働意欲や生
産性の向上を図れる環境を整備するた
めにも、深夜や休日に係る規定の適用

を除外することを要望する。

企画業務型裁量労働制については、
平成１６年１月１日の法改正により一
部の要件・手続き等について緩和さ
れたものの、現行制度においてもそ
の対象業務は「事業の運営に関する
事項についての企画、立案、調査及
び分析の業務であって、当該業務の
性質上これを適切に遂行するには、
その遂行の方法を労働者の裁量に
委ねる必要がある」ものに限定され

ている。
また、その業務の遂行を大幅に労働
者の裁量に委ねるとしながらも、みな
し労働時間制により、深夜および休
日に関する規定の適用は排除されて
いないこと、また勤務状況の把握が

義務付けられている。

企画業務型裁量労働の対象業務は、「事業の運
営に関する事項についての企画、立案、調査及
び分析の業務であって、当該業務の性質上これ
を適切に遂行するには、その遂行の方法を労働
者の裁量に委ねる必要がある」と非常に限定さ

れたものになっている。
また、あくまでみなし労働時間制であるため、休
日や深夜業に関わる労働時間管理が必要であ
ることから実質的な労働時間の裁量幅も狭く、多
様化するホワイトカラー労働者の働き方にマッチ

していない。

労働基準法第３８条の４
・平成16年11月度の再要望
・当会重点要望項目
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厚生労
働省、

労働基
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行規則
第24条
の2の5
平成11
年12月
27日労
働省告
示第
149号

ｂ Ⅰ

　企画業務型裁量労働制については、
現在、労働政策審議会労働条件分科
会における労働時間法制の在り方に
係る議論の中で御検討いただいてい
るところである。なお、自由度の高い働
き方をするホワイトカラー労働者にふさ
わしい制度についても、現在、労働政
策審議会労働条件分科会における労
働時間法制の在り方に係る議論の中
で御検討いただいているところである。

労働政策審議会労働条件分科会にお
ける検討状況について御教示願いま

す。
ｂ Ⅰ

  平成18年12月27日の労働政策審議
会労働条件分科会において「今後の
労働時間法制の在り方について」につ
いての答申が行われ、企画業務型裁
量労働制については、中小企業につ
いては、労使委員会が決議した場合に
は、現行において制度の対象業務に
主として従事する労働者について、当
該業務以外も含めた全体についてみ
なし時間を定めることにより、企画業務
型裁量労働制を適用することができる
こととすることが盛り込まれたところで
ある。また、自由度の高い働き方にふ
さわしい制度については、相当程度の
権限・責任を有する管理監督者一歩手
前の者について、個々の働き方に応じ
た休日の確保及び健康確保措置の実
施を確実に担保しつつ、労働時間に関
する一律的な規定の適用を除外するこ
ととすることが盛り込まれたところであ
る。

（社）日本経
済団体連合

会
1 A

企画型裁量労働制に関する
対象業務の早期拡大

　営業職を含め、ホワイトカラー労
働者の業務全般に企画型裁量労
働制を適用するため、同制度の
対象業務を大幅に拡充する、もし
くは対象業務の制限を原則撤廃

すべきである。

　企画型裁量労働制をホワイトカラー労働者に
広く適用することで、自律的で自由度の高い柔
軟な働き方が可能となるほか、企業にとっても、
労働者自身が「仕事の質・成果」を追求すること
により、生産性の向上、競争力の強化が期待で

きる。
　「今後の労働時間制度に関する研究会報告
書」（2006年1月27日）は、適用拡大に関する言
及がなく検討が不十分である。また、労働政策
審議会労働条件分科会の審議においても、具体
的提案に欠けている。包括的な指示の下、業務
遂行を自己裁量に委ねているホワイトカラー労
働者は増えており、現行の対象範囲は狭すぎ
る。営業職であっても、個々人が異なるニーズ等
を分析しながら企画提案を行うケースも多くみら
れ、対顧客営業というだけの理由で対象外とす
べきではない。対象範囲は、業務実態を知る個

別労使に委ねるべきである。

労働基準法第38条の４
労働基準法施行規則第24条の

2の5
平成11年12月27日労働省告示

第149号

企画業務型裁量労働制の対象業務
は、以下の要件のいずれにも該当する

ことが必要である。
１．事業の運営に関する事項について

の業務であること
２．企画、立案、調査、及び分析の業

務であること
３．当該業務の性質上これを適切に遂
行するにはその遂行の方法を大幅に
労働者の裁量にゆだねる必要がある

業務であること
４．当該業務の遂行の手段及び時間配
分の決定等に関し使用者が具体的な
指示をしないこととする業務であること
　平成１６年１月１日から改正労働基準
法が施行され、企画業務型裁量労働
制については、使用者及び事業場の
労働者を代表する者を構成員とする労
使委員会を設置し、当該委員会がその
委員の５分の４以上の多数による議決
により法に定める事項に関する決議を
し、かつ、使用者が当該決議を行政官
庁に届け出た場合において、対象労働
者にみなし労働時間を適用できること

となっている。
　また、使用者は６か月以内ごとに労
働基準監督署長に企画業務型裁量労
働制に関する報告をしなければならな

いこととなっている。(*）
　

5024A 5024007 z13048
厚生労
働省、

労働基
準法第
37条

管理監督的立場の者は、労
基法第４１条により、同法第
４章および第６章の２で定め
る労働時間、休憩及び休日
の規定の適用除外となって
はいるものの、深夜業に関
する規定は除外されておら
ず、管理監督的立場の者で
あっても、深夜に労働した場
合は割増賃金を支払わなけ

ればならない。

ｂ Ⅰ

　管理監督者に対する深夜業規制の
適用除外については、現在、労働政策
審議会労働条件分科会における労働
時間法制の在り方に係る議論の中で
御検討いただいているところである。

労働政策審議会労働条件分科会にお
ける検討状況について御教示願いま

す。
ｃ Ⅰ

平成18年12月27日の労働政策審議会
労働条件分科会において「今後の労
働時間法制の在り方について」につい
ての答申が行われたところであるが、
管理監督者について深夜業規制を適
用除外とすることについては、管理監
督者の深夜業規制は現行のままとす
ることとされ、答申には盛り込まれな
かったところである。

社団法人　日
本自動車工
業会

7 A
管理・監督者に対する深夜
業の割増賃金支払い義務
の見直しの早期実施

使用者と一体的な立場にある管
理監督的立場にある者は、必要
に応じ深夜業を行うことが求めら
れる。但し、これは夜勤等が含ま
れる業務でない以上、常態として

生じるものではない。
現行の管理監督的立場の者に対
する深夜業規制の適用除外につ
いて早期に実現すべきである。

管理監督的立場の者は、労基法第４
１条により、同法第４章および第６章
の２で定める労働時間、休憩及び休
日の規定の適用除外となってはいる
ものの、深夜業に関する規定は除外
されておらず、管理監督的立場の者
であっても、深夜に労働した場合は
割増賃金を支払わなければならな

い。

管理監督的立場にある者は、労働時間、休憩、
休日に関する規制の枠を超えて活動することが
要請されており、労働時間の規制はなじまない。

労働基準法第37条
・平成16年11月度の再要望
・当会重点要望項目

5024A 5024008 z13049
厚生労
働省、

雇用管
理に関
する個
人情報
の適正
な取扱
いを確
保する
ために
事業者
が構ず
べき措
置に関
する指
針（平
16年
厚生労
働省告
示259
号）
雇用管
理に関
する個
人情報
の適正

　個人情報取扱事業者が個
人データを出向先や転籍先
に提供する場合は、一般的
には第三者提供に当たり、
労働者等本人の同意を得る
に当たっては、口頭、書面等
により、当該本人が個人情
報の当該提供について承諾
する旨の意思確認を、可能
な限りその都度行うことが望
まれる。

C

　個人情報の保護に関する法律（平成
15年法律第57号）（以下「法律」とい
う。）第23条第1項において、個人情報
取扱事業者は、同項各号あるいは同
条第2項から第5項に該当する場合を
除き、あらかじめ本人の同意を得ない
で、個人データを第三者に提供しては
ならないこととしており、ご要望の出向
（候補）先・転籍（候補）先に提供する
場合についてもその例外ではない。し
たがって、法律に基づき策定された雇
用管理に関する個人情報の適正な取
扱いを確保するために事業者が講ず
べき措置に関する指針（平成16年厚生
労働省告示第239号）及び同解説に、
「具体的要望内容」の内容を盛り込む
ことは法律に反するため不可能であ
る。
　また、国としては、雇用管理に関する
個人情報については、病気、収入、家
族関係のような機微にふれる情報を含
むこと等から、当該情報を第三者に提
供する際の本人の事前同意について
は、第三者提供に係る本人の意向が
的確に反映されるよう、可能な限りそ

－ - -
社団法人　日
本自動車工
業会

8 A
従業員の個人情報の第三
者開示に係る指針の見直し

労働者の出向、転籍等に係る場
合など人事管理上必要な場合に
おいて、人事管理上必要な範囲
で出向（候補）先、転籍（候補）先
に労働者の個人情報を提供する
ことは、第三者提供にあたらない
旨を指針及び同解説において明

示すべきである。

指針において、従業員の個人情報を
第三者に開示する場合、就業規則の
定めや入社時（労働契約締結時）の
包括的な同意だけでは足りず、開示
の都度同意を得ることが望ましいと
の行政の見解が示されており、民間
企業にとって事実上規制に近いもの

となっている。

労働者の出向・転籍などを検討する際、出向（候
補）先、転籍（候補）先企業が受け入れの検討・
判断を行ううえで労働者の個人情報の開示・提
供が不可欠だが、開示・提供の都度労働者の同
意が必要となると、労働者は開示に同意しない
ことで出向人事に対する事実上の拒否権を持つ
こととなり、企業の正常な人事管理が不可能とな
る。なお、個人情報保護については一般的に「過
剰反応」の弊害が指摘されているところである。

雇用管理に関する個人情報の
適正な取扱いを確保するため
に事業者が構ずべき措置に関
する指針（平16年　厚生労働省

告示259号）
雇用管理に関する個人情報の
適正な取扱いを確保するため
に事業者が構ずべき措置に関
する指針（解説）（平17年3月）

・新規要望
・当会重点要望項目

5024A 5024009 z13050
厚生労
働省、

労働基
準法第
38条

労基法第38条において、労
働時間は事業場を異にする
場合においても、労働時間に
関する規定の適用について

は通算する。
なお、基発769号において｢
事業場を異にする場合｣と
は、事業主を異にする場合も

含むとされている。
また、厚生労働省労働基準
局編の｢労働基準法｣におい
ては、｢労働者と時間的に後
で労働契約を締結した事業
主は、契約の締結にあたっ
て、その労働者が他の事業
場で労働していることを確認
した上で契約を締結すべき｣
とされているところ。

ｃ Ⅳ

　労働基準法第38条では、事業場を異
にする場合であっても、労働時間を通
算することを規定している。仮に労働
者が、2つの別々の事業主の下で労働
するような場合に、労働基準法第38条
を適用しないとすれば、法定労働時間
が２つの事業場を合わせた週80時間
まで延びることとなり、事業場を異にす
る場合であっても、事業場を同じくする
労働者と同様に労働基準法を適用し、
労働者保護の徹底を期そうとする労働
基準法第３８条の趣旨に反することと
なる。また、労働者の健康保護のため
の最低基準としての性格を有する労働
基準法第32条の趣旨にも反する。
　したがって、御要望にお応えすること
はできない。

「労働者が他社で勤務していないかど
うかを把握し、かつ、他社で勤務して
いる場合は、その労働時間をも把握
し、労働時間管理を行い、法定労働時
間を超過した部分に対して割増賃金を
支払うことは実務的にも困難である。」
との要望理由を踏まえ、事業主が異な
る場合について、その労働時間を通算
しないよう再度御検討いただきたい。

ｃ Ⅳ

   異なる複数の事業場で勤務する労
働者も、単独の事業場で勤務する労働
者と同様に労働基準法を適用し、労働
者の保護を徹底することが労働基準
法第３８条の趣旨であるため、契約の
締結に当たっては、労働者が他の事
業場で労働しているかどうか確認する
等の措置を講ずる必要がある。そのた
め、御要望にお応えすることはできな
いものである。

社団法人　日
本自動車工
業会

9 A
事業主を異にする場合の労

働時間の管理

雇用形態の多様化や労働者の働
き方に対する意識が変化する中
で、今後、ますます、兼職を行う者
（マルチジョブホルダー）が増加す

ることが見込まれる。
そうした中で、労働基準法第38条
で定める｢労働時間は事業場を異
にする場合においても、労働時間
に関する規定の適用については
通算する｣規定を残しつづけるこ
とは、企業に対する実務面での負
担を増すこととなり、また、意図せ
ずに、労働基準法違反となる可能

性がある規定である。

このため、労働基準法第38条を｢
事業場（除く 事業主）を異にする
場合｣と変更し、事業主が異なる
場合においては、その労働時間
は通算しないよう規制緩和を要望

する。

労基法第38条において、労働時間は
事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用につ

いては通算する。
なお、基発769号において｢事業場を
異にする場合｣とは、事業主を異にす
る場合も含むとされている。

また、厚生労働省労働基準局編の｢
労働基準法｣においては、｢労働者と
時間的に後で労働契約を締結した事
業主は、契約の締結にあたって、そ
の労働者が他の事業場で労働してい
ることを確認した上で契約を締結す

べき｣とされているところ。

上記のとおり、労基法第38条は、事業主を異に
する場合でも、労働時間は通算しなければなら
ず、結果として、1事業主単位で見ると法定労働
時間以内の勤務の場合でも、通算した場合に
は、法定労働時間を超える際は、時間外労働に
関する割増賃金を支払う義務があり、これに違
反すると法119条において罰則の対象となる。

但し、労働者が他社で勤務していないかどうかを
把握し、かつ、他社で勤務している場合は、その
労働時間をも把握し、労働時間管理を行い、法
定労働時間を超過した部分に対して割増賃金を

支払うことは実務的にも困難である。
また、一方がフレックス勤務や1年単位の変形制
を適用している場合には、その労働時間管理に
おいて更なる混乱を招くこととなり、実務的には

相当な混乱が発生することとなる。

労働基準法第38条
・新規要望

・当会重点要望項目
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5024A 5024010 z13051
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
2第1項
第1号、
附則第
5項

専門的な業務等（26業務）を
除いた労働者派遣に係る派
遣受入期間制限について
は、最長3年である。
平成16年3月から物の製造
業務に係る労働者派遣事業
が解禁され、平成19年4月か
らは派遣受入期間が最長3
年となることとされた。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その
利用の仕方によっては、労働者の安
定した雇用機会の確保、長期雇用慣
行を前提とした雇用の安定、職業能力
の有効発揮、安定した労使関係など我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすお
それがある。我が国においては、働き
方が多様化している一方で、長期雇用
慣行は今後の基本的な雇用形態とし
て位置づけられるべきものとして、関
係者の合意形成がなされており、派遣
受入期間についても、常用雇用の代
替のおそれが少ない専門的な業務等
を除き、労働者派遣を活用する場合の
共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣期間制
限の撤廃は不適当である。
○ なお、物の製造業務については、
平成１６年の改正によって派遣対象業
務とされ、平成１９年３月から派遣期間
を３年に延長することとしたところであ
る。

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法を中
心とするフォローアップを行ってきたと
ころであるが、物の製造業務への労働
者派遣については、平成19年3月より、
派遣期間が1年から3年に延長されるこ
とに伴う変化について、今後様子をみ
ていく必要があるという意見があるとこ
ろである。

社団法人　日
本自動車工
業会

10 A
「物の製造」業務派遣におけ
る契約期間の上限の撤廃

雇用の多様化に対応していく観点
からも、製造派遣における契約期
間の上限の撤廃を要望する。

労働者派遣法第４０条の２に、「派遣
就業の場所毎の同一業務について、
派遣可能期間を超える期間、継続し
て労働者派遣の役務の提供を受け
てはならない」とされている

派遣は、製造業における生産量の変動に対応
するための選択肢の一つとして、短期のものか
ら中長期のものまでを含めた、要員対応の手段

として非常に有効なものである。
また、既に「物の製造」に関する労働者派遣事業
が成立しており、雇用の多様化に対応していくと
いう観点からも、契約期間の制限があることによ
り、派遣される労働者にとっては雇用に対する
不安感を招くことになり、企業にとっては派遣労
働者の活用の柔軟性が損なわれることになる。

労働者派遣法第４０条
・新規要望

・当会重点要望項目

5024A 5024011 z13052

警察
庁、法
務省、
厚生労
働省、

・技能
実習制
度に係
る出入
国管理
上の取
扱いに
関する
指針
（平成5
年4月5
日法務
省告示
第141
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公

①「技能実習制度」は、一定
期間の研修を経た上で研修
成果等の評価等を行い、一
定の水準に達したこと等の
要件を満たした場合に、その
後雇用関係の下でより実践
的な技術、技能等を習得す
ることができる制度であり、
研修期間と、技能実習期間
からなるものである。日本に
おける滞在期間は、研修期
間と技能実習期間を合わせ
て3年以内とされている。
②技能実習制度は、国際貢
献の観点から開発途上国等
への効果的な技能等の移転
を図ることを目的としており、
本制度における対象職種に
ついては、研修生送出国の
ニーズがあること、対象技能
等の段階的な公的評価制度
が整備されている職種であ
ることとしている。

①c
②d

－

①技能実習制度は、開発途上国等へ
の技能移転を図り、開発途上国等の
経済発展を担う「人づくり」に協力する
ための制度である。
本制度は、技能移転を目的とした研修
制度の拡充の観点から、一定期間の
研修を経た上で研修成果等の評価等
を行い、一定の水準に達したこと等の
要件を満たした場合に、その後雇用関
係の下で技術、技能等を修得すること
を認める制度である。
このため、こうした現行制度において
は、研修期間が短い場合は、実習を行
う前提としての基礎的な技能等の修得
が確保されず、実態として、単純労働
力の受入れにつながりかねないことか
ら、ご要望のような研修期間の短縮は
適当ではない。
技能実習期間の延長等については、
技能実習生は実習終了後に母国へ帰
国し、修得した技術等を母国の発展の
ために役立てることが当制度の趣旨で
あるため、技能実習の期間を延長し、
母国に帰国してからの技能移転を遅ら
せることは適当ではなく、いたずらに期

－ - -
社団法人　日
本自動車工
業会

11 A
外国人研修・技能実習制度

の見直し

①「研修」期間の短縮と「技能実習」期間の延長につ
いて

・ 研修期間：技能研修を前提として来日する場合、来
日前に一定レベルの技能や日本語能力を身につけ
ていれば、研修期間を短縮しても以後の技能実習へ
の支障はないと思われ、研修期間は6ヵ月でも十分で
あると考えられる。よって研修期間を短縮し、技能実
習期間を長くするなど、制度に柔軟性を持たせるべき

である。
・ 技能実習期間：派遣期間3年のうち実習期間は2年
が限度となっている。仮に上記要望により研修期間
が６ヵ月となった場合でも、現行制度では実務研修期
間は２．５年である。一定レベル以上の技能を身に付
け、さらに高度な技能もしくは多能工として必要な関
連技能を身に付け、出身国の技術レベル向上に貢献
できるようにするためには、継続してしっかりした技能
習得が必要であり、少なくとも5年間が必要である。研
修・技能実習期間を５年に延長すべきである。

②「技能実習」の対象職種の拡大
・ 自動車産業の海外進出による現地生産が拡大し、
現地従業員の技能実習生を多数受け入れている中、
自動車製造関連の対象職種が少ないことにより、本
来目指すべき必要な技能実習が出来ない状況にあ
る。自動車製造関連の職種の拡大を要望する。
③研修期間中の実務研修における時間の制限の撤

廃
・ 自動車産業の生産ラインは交替制勤務が主流であ
る。実務研修はOJTが基本である以上、交替制勤務
のシフトの中での研修を行えるよう時間に関する制限

の撤廃を要望する。
・ また、現場におけるOJTという観点からは、ある一
定幅の時間外勤務についての制限緩和を要望する。

現行の研修・技能実習制度は、下記
のような厳格な要件が定められてい

る。
①1年間の「研修」と2年間の「技能実
習」の最長3年間で構成②「技能実
習」の対象職種の限定③研修期間中
の研修時間の制限（時間外対応、交
替制勤務対応の不可）④1年後の技
能検定資格の取得の義務付け

グロ－バル化の進展により、より高度な技術･技
能の習得のために、より多くの外国人がわが国
での実務研修を行う必要性が出てきている。そ
のような中、派遣期間、研修期間中の扱いなど
に労働時間の制約や資格取得等の厳格な要件
などが、制度の適正かつ円滑な推進、一層の充

実のための制約となっている。

出入国管理及び難民認定法第
７条第１項第２項号の基準を定

める法令
在留資格「研修」に係る基準省
令に関する法務省告示（平成2
年8月17日法務省告示第246

号）
技能実習制度に係る出入国管
理上の取り扱いに関する指針
（平成5年4月5日法務省告示第

141号）
技能実習制度の基本的枠組み

・新規要望
・当会重点要望項目

5031A 5031004 z13053
厚生労
働省、

労働安
全衛生
法第４５
条、労
働安全
衛生規
則第１５
１条の２
１

ｃ Ⅲ

フォークリフトについては、重量物の昇
降を伴う積み卸し、旋回等の荷役作業
が頻繁に繰り返し行われるため、制動
装置及び走行装置等を含めて単一機
能の貨物自動車と比べ過酷な使用状
況にあること、また、年次の特定自主
検査では、新車使用後１年目であって
も約９割の検査車両で何らかの不良
箇所が見出されている（フォークリフト
の約３万台の新車を対象とした平成１
６年７月の調査データ）ことから、当該
機械による労働災害を防止するため
には、１年ごとに所定の項目について
検査（専門的知識・技能を有する検査
者による分解検査）を行う必要があり、
貨物自動車の車検に合わせて、特定
自主検査の期間を２年に延長すること

は適当でない。
 また、月次の自主検査では外観検査
を基本としており、専門的知識を必要
とする重要項目についての検査が行
われず、これをもって年次の特定自主
検査に代えることはできない。

　  「特定自主検査フォークリフト実態
調査結果」については、社団法人建設

－ - -
（社）全日本ト
ラック協会

4 A
フォークリフトの特定自主検

査期間の延長
フォークリフトの特定自主検査期

間の延長
フォークリフトの特定自主検査期間

の延長

フォークリフトの特定自主検査期間の延長につ
いては、以前より１年から２年に延長していただ
きたい旨要望を行っている。それに対して、一昨
年、平成１６年７月の調査データによると、新車
使用後１年目であっても約９割の検査車両で不
良箇所が見出されていると回答を受け、メーカー
名、不良箇所名、検査実施機関を早急に公表す
るよう要望しているが、無回答である。速やか
に、公表するよう、再度、要望いたします。

労働安全衛生法第４５条、労働
安全衛生規則第１５１条の２１

5031A 5031005 z13054
厚生労
働省、

障害者
の雇用
の促進
等に関
する法
律第４３
条、附
則第３
条第２
項、障
害者の
雇用の
促進等
に関す
る法律
施行規
則附則
第１条
の３、別
表第４

障害者の雇用の促進等に関
する法律（以下「障害者雇用
促進法」という。）は、障害者
の職業の安定を図ることを
目的として、労働者を雇用し
て事業活動を行うすべての
事業主に、身体障害者又は
知的障害者（以下「身体障害
者等」という。）を雇用する共
同の責任があるという基本
的な考え方に基づき、身体
障害者等の雇用義務を課し
ている。この共同の責任を分
担する上で平等性を担保す
るために、原則として一律の
障害者雇用率（以下「雇用
率」という。）を定め、各事業
主が雇用する労動者数に応
じて、身体障害者等の雇用
義務を負うこととしているとこ
ろであるが、身体障害者等
の就業が一般的に困難であ
ると認められる職種が相当
の割合を占めている業種に
ついては、暫定的な措置とし

C Ⅰ

　除外率制度については、障害者が障
害のない者と同等に生活し活動する社
会を目指すノーマライゼーションの理
念から見て問題があること、除外率制
度創設時に比べ職場環境の整備等が
進んでいる実態と合わなくなっているこ
と、障害者の雇用機会を少なくし、障
害者の職域を狭めるおそれがあること
等から、不合理な制度となっている。こ
のため、平成14年の障害者雇用促進
法の改正により、除外率制度を平成16
年４月１日から原則廃止することとし、
経過措置として、当分の間、除外率設
定業種ごとに除外率を設定するととも
に、廃止の方向で段階的に除外率を
引き下げ、縮小を進めていくこととした
ところであり、廃止へ向けた縮小の第
一段階として、平成16年４月１日より、
全業種一律10％ポイント縮小すること
とした。
　この除外率制度の見直しは、障害者
に係る欠格条項に関する政府の見直
しの方向性に沿って行われたものであ
る。また、障害者の雇用の促進等に関
する法律の一部を改正する法律案に

－ - -
（社）全日本ト
ラック協会

5 A
障害者雇用に係る「除外率」
の見直しと雇用実態公表

障害者雇用に係る「除外率」の見
直しと雇用実態公表

障害者雇用に係る「除外率」の見直
しと雇用実態公表

　当業界としても、障害者雇用については、法制
度の主旨を十分に理解し、会員事業者に対し
て、啓発活動を行っているところである。

　しかしながら、トラック運送事業従事者の約８
割は現場作業員で労働負担が多く、多数の過労
死認定者を生じており、その対策に苦慮している
ような現状であります。今後も障害者雇用につい
ては、努力してまいりますが、除外率について
は、バス・タクシーと同等にしていただきたい。
　また、平成１６年以降、国、地方自治体等にお
いても、除外職員の見直しが行われたが、現在
の障害者雇用実態について公表されたい。

障害者の雇用の促進等に関す
る法律　第１４条
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5033A 5033001 z13055
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働省、

厚生労
働省関
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労働安
全衛生
法第４２
条およ
び第４４
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a Ⅲ

電気機械器具防爆構造規格について
は、最新のＩＥＣ規格を取り入れるため
の調査研究を平成18年度に実施して
おり、その結果を踏まえて平成19年度
以降にできるだけ速やかに改正するこ
ととしているので、改正後にはIEC規格
との不整合は生じなくなると考えている
（「構造改革特区の第8次提案に対す
る政府の対応方針」（平成18年2月15
日構造改革特別区域推進本部）別表

３）。

下記要望者再意見にもあるように、１９年度中に措置された
い。
「　頂いた回答は、平成１８年１１月３０日発表された「あじさ
い２００６」の検討結果、別表番号６「防爆構造規格の国際規
格との整合化」と同様であるが、現在厚生労働省が進めてい
る検討は、「電気機械器具防爆構造規格」の改定だけを意識
した（社）産業安全技術協会への平成１８年度依託調査研究
「一般機械等に関わる構造規格の国際規格への整合化等に
関する調査研究」の成果を反映した内容と推測致します。
この場合には、調査研究の結果は平成１９年２月２８日まで
に提出される事になっておりますし、本件に関連する厚生労
働省の依託調査研究は、毎年少しづつテーマを変え１５年も
前になる平成３年度から行われていた事であり、いつまでも
「平成１９年度以降出来るだけすみやかに」と先延ばしする
のではなく平成１９年度中に速やかに改定を望む。　また、
第６条以降を改訂すると、現在製造されている機器が使えな
くなってしまうので注意を要します。（要望書の「その他（特記
事項）」の前半で参考として挙げた「電気設備の技術基準」の
「解釈」第１９２条第６項ならびに第１９３条第６項の様に、そ
れまでの（現状の）要件に１項追加する形で、数行新しい要
件を追加するだけで済む改定内容と思いますので、それに１
年を要するとはとても理解出来ません。）　　また、本要望
は、特にIEC 60079-10, IEC 61241-10等で導入している、爆
発の危険リスクの程度をクラス分けし、そのリスクの程度に
従った、合理的な防爆構造（方式）が、IEC 60079-14, IEC
61241-14等に従って採用出来る様に「電気機械器具防爆構
造規格」第２条で限定している防爆構造（方式）に、新しい技
術を取り入れた防爆構造（方式）を、その都度法令・規格等
の改定をせず、迅速に導入出来る様に、関連法令・規格等
を、要望の「具体的要望」欄に記載した様に、規制緩和、行
政改革に関連する諸閣議決定に従い、より簡素に、しかも早
急に進める要望である。　」

a Ⅲ

　国内の防爆構造規格に最新のＩＥＣ
規格を取り入れるための所要の措置
については、平成１９年度中を目途に
実施することとしている。（「規制改革・
民間開放集中受付月間において提出
された全国規模の規制改革・民間開放
要望への対応方針」（平成１８年１１月
３０日規制改革・民間開放推進本部）
別表）

技術士事務
所：∑V.I.P.
Consultants

1 A
「電気機械器具防爆構造規
格」に加えＩＥＣ規格やＪＩＳ規

格の適用

法令の変更や改定を待たずに技
術革新に迅速に対応出来る様
に、現行関係法令を平成７年の官
邸行政改革委員会が出した「規
制緩和の推進に関する意見」や、
それに続き多くの閣議で決定され
た行政改革や規制緩和に関連す
る施策を取り入れ、根本的な制度
の見直しを早急にお願いしたい。
特に技術革新を阻害している、古
い安全思想に基ずき、８種類の防
爆方式しか認めていない「電気機
械器具防爆構造規格」に加え、最
新の防爆安全に関する技術や設
計思想を盛り込んだ防爆に関連
するＩＥＣ規格や、それに整合した
ＪＩＳ規格を適用することを認めて

頂きたい。

左欄の補足説明：
「電気機械器具防爆構造規格」の改
定を求めず、加えてＩＥＣ規格等を適
用するように求めるのは、過去ならび
に現在も「電気機械器具防爆構造規
格」に基づき製造・検査された製品が
流通・使用されており、それらの製品
の安全性も担保できているためであ
る。　利用者にとって製品の選択肢を
増やし、製造者にとっても負担となら

ない方法を望むものです。

「電気機械器具防爆構造規格」に適合しなくて
も、現在は安全を担保出来るＩＥＣ規格や、それ
に整合したＪＩＳ規格があり、それを利用すれば
多くの閣議決定された規制緩和・行政改革に関
連する諸施策を反映し、最新の技術動向を取り
込んだ製品の製作・検査が出来る状況にある。
この様なことから「電気機械器具防爆構造規格」
に加えてＪＩＳ規格やＩＥＣ規格を適用して、我が
国の現行の法令・規格では認めていない新しい
技術も取り入れ、技術革新に迅速に対応できる

制度として頂きたい。

厚生労働省関連法令規格：

労働安全衛生法第４２条およ
び第４４条、

労働安全衛生法施行令第１３
条、

労働安全衛生規則第２７条お
よび第２８０条、
機械等検定規則、

電気機械器具防爆構造規格

厚働省では、本件に関連する検討を、少なくとも平成
３年度以降数回にわたり産業安全技術協会に委託研
究として出し、研究報告書を受け取っているが、担当
専門官の任期が短く実際の法令改正に結びついてい
ない。平成９年に改定され、防爆電気設備を同様に扱
う経産省令「電気設備の技術基準」第６８条ならびに
第６９条に関連する同省令の「解釈基準」第１９２条な
らびに第１９３条では、ＩＥＣ規格に従って電気設備を施
設することを認め、さらに同省原子力安全・保安院が
編集し（株）文一総合出版が発行した「解説　電気設
備の技術基準」の「解釈基準」第１９２条ならびに第１
９３条の解説では、同「解釈基準」の前書き説明で示
す「当該省令に照らして十分な保安水準の確保が達
成できる技術的根拠があれば、当該省令に適合する
ものと判断するものである。」との思想を受け、同改正
で取り込んだＩＥＣ規格による施設は、「防爆性能確保
の観点から十分な保安確保が可能であり省令の規程
趣旨を満たす」として関連するＩＥＣ規格も呼び込んで
いる。従って厚労省でも同様な措置が出来るはずであ

る。
この要望は「２００６あじさいキャンペーン」の要望事項
管理番号５０３５００２として処理されている内容と同様
であるが、回答として示された内容が今までＯＴＯなど
を通じて回答されている内容と基本的なスタンスが同
じであり、問題の本質を捉えておらず、なにも解決出
来ていないため、改めて要望するものです。また、厚
労省には、この様な問題を透明性を持って公平に審
議や論議を進める専門家を集めた委員会・機関等が

無いため対応が遅れていると感じている。

5033A 5033002 z13056
厚生労
働省、

厚生労
働省関
連法
令・規
格：
労働安
全衛生
法第４４
条、
労働安
全衛生
法施行
令第１３
条、
労働安
全衛生
規則第
２７条及
び第２８
０条、
機械等
検定規
則、
電気機
械器具

ｂ Ⅲ

指定外国検査機関制度は、防爆電気
機器を輸入した者が型式検定を受け
る場合、指定外国検査機関が作成し
た試験データ等を登録検定機関に提
出することができることとするものであ
る。指定外国検査機関が検定合否を
判定することまで行う制度ではない
が、当該提出された試験の結果を活
用し、原則、国内での型式検定におい
て実機による試験を省略することによ
り、型式検定の受検を容易にするもの

である。
  外国に所在している検査機関に対し
ては、不正の是正が困難である等、日
本政府として労働安全衛生法に定め
る登録検定機関と同等の信頼性を担
保することは困難である。このため、指
定外国検査機関の発行する書面を
もって国内検定合格として取り扱うこと

はできない。

不正の是正が困難等の理由で、日本の検査機関と同等の信頼性
を担保することができないとあるが、指定外国検査機関の試験デー
タを活用はするが、当該検査機関による検定合格の書面を信頼す
ることができないというのには矛盾がある。防爆構造規格の国際化
の進展ともに、特定の外国検査機関との相互認証等を検討を開始
すべきである。検討すらできないなら、その理由を明確に示すべき
である。
以下要望者の再意見も踏まえて、再検討されたい。尚、措置の分
類で「ｂ」となっているが、措置の概要の内容は「ｃ」である。
「　頂いた回答では、「外国に所在している検査機関に対しては、不
正の是正が困難で・・・登録検査機関と同等の信頼性を担保するこ
とは困難である。このため、・・・書面をもって国内検定合格として取
り扱うことはできない。」としているが、指定検査機関には、厚生労
働省が信頼を確保するために職員を派遣し、その設備や試験官に
も逢って審査を行い、しかも３年毎に指定を更新する制度としてい
るのではないでしょうか？　逆に、我が国の登録検査機関は
ISO9000シリーズのQA/QCの認証は受けているが、IECが推進する
防爆電気機器材料の国際相互認証制度（IEC Exスキーム）での認
証機関（Ex Certification Bodies)としては、未だ体制が整わず申請
すらしていないが、指定外国検定機関として現在認めている検査機
関は、既にこの制度の認証機関として認定されており、労働安全衛
生法に定める登録検定機関と同等の（若しくはそれ以上の）信頼性
を持つと、国際的視点で見て評価できると思いますが如何でしょう
か？　我が国は、既に上記IEC Exスキームに参加することを決定
し、その準備に入っていながら、他国の検定機関の信頼性を云々
することは国際的に通用しない理由と思います。　また「指定外国
検査機関制度」が出来た、平成４年以前は、海外の製品を購入す
る場合には、その代理店や総合商社を通じて輸入する事が一般的
でしたが、現在は、防爆電気機器に限らず、コストダウンのため
ユーザーが直接海外メーカーに発注するケースも多くなり、しかも
輸入して使用したいと思う物は、例えば防爆電装品を含めたパッ
ケージ形式の機械装置の様に、多種の防爆機材を少量だけ機械
装置に組み込んで、パッケージとしての総合作動・性能試験を済ま
せて輸入したいとするケースや、日本では製造されていない特殊機
器などが大半であり、要望書の「具体的要望内容」欄にも記載した
ように、現在の制度では申請に必要な製造者の設計・試験図書をユ

ｃ Ⅰ

指定外国検査機関制度は、防爆電気機器を
輸入した者が型式検定を受ける場合、指定外
国検査機関が作成した試験データ等を登録
検定機関に提出することができる制度であ
り、指定外国検査機関が検定合否を判定す
ることまで行う制度ではない。一方、登録検定
機関は、提出された試験データ等を審査し、
構造規格に合致していること等を確認した上
で、検定合否判定を行う責任と権限を持つ機
関である。このため、登録検定機関には指定
外国検査機関よりも高い信頼性が求められ
る。しかしながら、外国に所在している検査機
関に対しては、不正の是正が困難である等、
日本政府として労働安全衛生法に定める登
録検定機関と同等の信頼性を担保することは
困難である。
　なお、相互認証については、現段階で防爆
電気機械器具に関して他国から相互認証の
申し入れはない。また、国際相互認証制度
（IEC Exスキーム）は、参加国に同制度に基
づく認証機関が発行する認定証を無条件に
受け入れることを強制する制度ではない。

技術士事務
所：∑V.I.P.
Consultants

2 A
指定外国検定機関が認証し
た機器の書類審査を省略

厚生労働省は、昭和６０年の「市
場アクセス改善の為のアクション・
プログラムの骨格」を受け、型式
検定に際し指定外国検定機関が
作成した外国検査データの確認
により、実機による検査を省略す
る制度を導入したが、海外の製品
を輸入して使用しようとする者が
メーカーからその生産国で検査に
使用したデータを入手すること
は、製造者側の機密保持の視点
からも非常に難しいのが実態です
し、書類検定費用も高価である。
検定認証マークの確認若しくは検
定に合格していることを認証する
書類の写しの提出だけで使用出
来るように規制緩和を望む。

厚生労働省は、外国検査機関を指定するに当っ
て、その検査機関に関係者を派遣し、検査設備
や検査の進め方について十分に安全が確保出
来ることを確認しているので、輸入して使用する
場合には、ＩＥＣ規格に定められた検定合格を示
すマーキングの確認若しくは検定合格証の提示
だけで十分安全確保が出来ると思います。

厚生労働省関連法令・規格：

労働安全衛生法第４４条、
労働安全衛生法施行令第１３

条、
労働安全衛生規則第２７条及

び第２８０条、
機械等検定規則、

電気機械器具防爆構造規格、
指定外国検査機関制度

登録検査機関が発行したもの：

指定外国検査機関の適合証を
有する製品の取り扱い、
型式検定の手数料等

この要望は、「市場開放問題苦情処理推進会
議」のＯＴＯデータベースにも東京商工会議所か
ら「電気機器の防爆基準の相互認証」および「電
気機器の防爆基準に関する申請手続の簡素
化」として要望が出され、前者は平成８年３月１６
日の第３回推進会議報告書にも項目３－（３）と
して記載され、平成９年５月１２日のフォローアッ
プされたまま、後者は平成１０年３月１７日の第
５回推進会議報告書に項目３－（１３）として記載
され平成１１年１１月１６日にフォローアップされ
ているが、平成７年に官邸の行政改革委員会が
出した「規制改革の推進に関する意見」やその
後何度も閣議決定されている規制緩和・行政改
革関連の施策による見直しも行われておらず、
輸入して使用とする者の視点での検討が欠如し
たままである。参考までにヨーロッパ諸国に於い
ては、既にATEX指令に基づきＩＥＣ規格とほぼ内
容が同じＥＮ規格によりＥＣ圏内では、加盟する
何れかの国で一度検定を受ければ自由に流通
できる制度となっており、有効に利用されていま

す。
この要望は「２００６あじさいキャンペーン」の要
望事項管理番号５０３５００２として処理されてい
る内容と同様であるが、回答として示された内容
が今までＯＴＯなどを通じて回答されている内容
と基本的なスタンスが同じであり、問題の本質を
捉えておらず、なにも解決出来ていないため、改
めて要望するものです。また、厚労省には、この
様な問題を透明性を持って公平に審議や論議を
進める専門家を集めた委員会・機関等が無いた

め対応が遅れていると感じている。

5034A 5034005 z13057
厚生労
働省、

消費生
活協同
組合法
第１０条
第１項
第４号

消費生活協同組合（生協）が
行う共済事業については、消
費生活協同組合法に基づ
き、生協の特質を踏まえた上
で、現時点において必要と考
えられる規制を行っている。

b Ｉ

　生協においても、より一層の経営・責
任体制の強化、共済事業における契
約者保護等を図る必要性があるため、
現在、有識者による検討会を設置し、
生協制度の見直しについて検討を行っ
ているところ。年内にとりまとめられる
予定。本検討会の検討結果について
は、パブリックコメントにかけ、幅広く国
民のご意見を伺った上で報告書として
とりまとめる予定であり、現在中間とり
まとめがなされたところ。共済制度の
見直しに当たっては、他の協同組合法
の整備状況を参考にしながら、生協の
特質を踏まえ、見直しを行うこととされ
ている。また、行政の透明性の観点も
踏まえ、現行の行政通知による規制の
うち必要とされたものについては、法
令上明確に規定する予定である。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

検討会の実施等精力的に取組みいた
だいていると考えている。引き続き実
現に向けた対応をお願いしたい。なお
共済制度の見直しにあたっては生協
の理念・特質等を踏まえた制度を措置
されたい。

b Ｉ

昨年１２月にとりまとめられた生協制度
見直し検討会報告書において、生協制
度の趣旨・実態等を十分踏まえつつ、
生協が、組合員の相互扶助という生協
の本旨に沿い、将来にわたりその役割
を的確に果たせるよう、生協制度の見
直しを行うことが必要であるとされたと
ころであり、当省においては、同報告
書を踏まえ、引き続き検討を行ってま
いりたい。

生命保険協
会

5 A
共済事業にかかる契約者保

護ルールの整備

消費者保護の観点から、消費生
活協同組合法を抜本的に改正
し、経営の健全性規制（責任準備
金の積立基準、共済計理人の設
置、ソルベンシーマージン基準お
よび早期是正措置、兼業規制
等）、情報開示規制、募集規制等
について、消費生活協同組合の
性質を踏まえ、保険業法等と整合

的な規制を整備する。
また、行政の透明性の観点から、
現行の最高限度額や許可基準等
にかかる通知を法令で規定する。

・「保険」「共済」ともに一般消費者から見た保障
の確実性に対する期待に変わりはなく、対象を
組合員に限定している生協であっても、生協の
大規模化、商品の高額化・多様化といった実態
を考慮すれば、左記の消費者保護のための規

制は必要不可欠である。
・現行、通知に規定されている規制は、法的実
効性に欠けるうえ、改正の際にパブリックコメント
手続に付されないなど、行政の透明性に欠けて

いる。
・１８年４月施行の改正保険業法により、根拠法
のない共済については、特定・不特定を相手方
とするかどうかに関わらず、消費者保護ルール
の抜本的な整備が図られることを踏まえれば、
少なくともこれらの制度の整備状況と平仄を合
わせ、消費生活協同組合法についても抜本的な

改正を検討する必要がある。
・なお、金融審議会金融分科会第一部会報告
「投資サービス法（仮称）に向けて」においても、
農業協同組合法、中小企業等協同組合法以外
の制度共済について「特に幅広く募集を行って
いるものについては、利用者保護のための適切
な措置（販売・勧誘ルールの整備など）を講ずる

ことが望ましい。」と指摘されている。

消費生活協同組合法　等

根拠法のある共済は、各々の
主務官庁の監督を受けて事業
を行っているが、それぞれの
根拠法によって監督内容が異
なり、規制の整合性が取れて

いない。
特に消費生活協同組合法に
ついては、保険業法、農業協
同組合法及び今国会に提出さ
れた中小企業等協同組合法
改正案と比較し、健全性規
制、募集規制等の契約者保護
ルールが不十分な内容となっ

ている。
また、具体的なルールは法令
ではなく通達に規定されてい

る。
なお、保険業法、農業協同組
合法等と異なり、消費生活協
同組合法に基づく共済は今国
会に提出されている金融商品
取引法における利用者保護規
制内容横断化の対象ともされ

ていない。

5036A 5036001 z13058

総務
省、文
部科学
省、厚
生労働
省、

地方自
治法第
243条

地方自治法第243条「普通
地方公共団体は、法律又
はこれに基づく政令に特
別の定めがある場合を除
くほか、公金の徴収若し
くは収納又は支出の権限
を私人に委託し、又は私
人をして行わせてはなら
ない。」の規定から、公
金の徴収及び収納は法
律・政令の特別の定めが
ない限り行えない。

c Ⅰ

○保育料の債権回収業務は、督促等
滞納処分に関わる業務など、公権力
の行使にあたるため、当該債権を私人
へ譲渡することはできない。

要望者から以下の再意見が寄せられ
ており、再検討をお願いします。

「地方公共団体の債権については、地
方公共団体に専属する権利であること
から、強制徴収の手段が確保されて
おり、これを第三者に譲渡することは
認められない。」との回答ですが、これ
は税や手数料などの公債権に関して
だけかと理解していましたが、例えば
各種制度の貸付金や普通財産の賃
料、公立病院の診療代など私債権と
いわれるようなものも強制徴収が可能
と考えてよろしいでしょうか。
　そして、たとえ強制徴収が可能だとし
ても、強制徴収よりも第三者に譲渡し
たほうが低コストでかつ効率的ではな
いかという提案なのですが、いかがで
しょうか。

c Ⅰ

○地方自治体が保有する債権を第３
者に譲渡することの一般的な是非につ
いては、総務省からの回答をご参照い
ただきたい。なお、保育料の債権回収
業務は、督促等滞納処分に関わる業
務など、公権力の行使にあたるため、
当該債権を私人へ譲渡することはでき
ないが、滞納者に対する電話による自
主的納付の呼びかけ業務等、公権力
の行使にあたらない補助的な業務に
ついては、民間委託が可能となってい
る。

民間企業 1 A
自治体の保有する債権の第

三者譲渡

自治体の保有する債権の第三者
への譲渡（売却）を可能とされた
い。あるいは、第三者譲渡の手順
の法制化を図られたい。

自治体の保有する債権（税、手数料
等、保育料、給食費、貸付金これら
全てあるいは一部）について、自治体
の職員による回収にコストがかかり
すぎるものを民間事業者を含めた第
三者に譲渡する（入札で売却する）。

債権の回収は自治体の職員による直営ではコ
ストがかかりすぎる場合もあるし、また、未収金
として長期間残ってしまうことは財政にも悪影響
を与える。よって、早期に第三者譲渡（売却）す
ることで回収コストの低減と流動化（現金化）に

よる財政効率化が期待できるため。

地方自治法第240条、地方自
治法施行令171条から171条の

７

債権譲渡手順案を添付しま
す。全国規制改革要望にする
か民間開放要望にするか決め
かねました。とりあえず前者と
しましたが、適当でなければ修
正していただいてかまいませ
ん。メールアドレスは迷惑メー
ル防止のため非公開にしてい
ただきたい。住所も非公開で

おねがいしたい。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5041A 5041001 z13059

文部科
学省、
厚生労
働省、

医療法
第７条

法人格を有する団体は、営
利を目的としない限り、都道
府県知事等の許可を得て病
院又は診療所を開設するこ
とが出来る。

d ‐
医療法上、学校法人が病院又は診療
所を開設してはならない旨の規制は設
けていない。

－ - -

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

1 Ａ
医（歯）学部のない大学の、

附属病院設置

保健医療に関する教育研究を行
う大学は、附属病院、附属診療所
を設置することができる。

附属病院、附属診療所の開設

・保健医療系大学の多くは、国家資格取得と深く
かかわっており、身近な臨床現場で所定の実習
を行うことができるようになる。　　・大学教員の
多くに臨床研究の場が提供されることで研究活

動促進が期待できる。

・学校教育法　　　　・医療法
・独立行政法人国立病院機構
の業務運営並びに財務及び会

計に関する省令

5041A 5041007 z13060
厚生労
働省、

健康増
進法第
26条、
食品衛
生法第
11条第
２項

食品を特定保健用食品とし
て販売するためには、健康
増進法の規定に従って、個
別に生理的機能や特定の保
健機能を示す有効性や安全
性などに関する国の審査を
受け、厚生労働大臣の許可
を得る必要がある。

ｃ Ⅰ

　国民が健やかな生活を送るために
は、バランスの取れた食生活が重要で
あるが、多種多様な食品が流通する
今日では、消費者がその食品の特性
を十分理解し、個々人の食生活の状
況に応じた食品を選択することができ
るよう、適切な情報提供が行われるこ
とが不可欠である。このため、食品毎
に、有効性や安全性に関する国の審
査を受けたものに限り、特定の保健の
用途に適する旨の表示を行うことを認
め、国民の適切な選択に資するものと
するのが特定保健用食品制度の趣旨
である。このような表示の許可を行うに
当たっては、個別に各品目の表示事
項の根拠を確認し、それぞれの有効
性・安全性に関する審査を公平かつ効
率的に行う必要がある。
　このような趣旨に基づき、現在、食品
の有効性・安全性については、国にお
いて全国一律の審査基準を定めた上
で、薬事・食品衛生審議会や食品安全
委員会において専門的知見に基づく
審査を行っているところである。特定保
健用食品の許可審査業務を都道府県

－ - -

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

7 A
特定保健用食品検査業務
の都道府県への委譲

特定保健用食品検査業務の都道
府県への委譲

特定保健用食品検査業務の都道府
県への委譲

特定保健用食品（トクホ）は、国民の健康ニーズ
に応え市場を伸ばしている。また、適切なトクホ
食品等機能性食品の摂取は病気の予防にもつ
ながり医療費の削減に寄与する。こうしたことか
ら厚生労働省のトクホに対する期待は大きい。し
かし現在のトクホ制度では、制度そのものが医
薬品並みに厳しく、食習慣のある食品形のもの
であっても大量摂取などの条件審査が厳しい。
こうしたことから条件付トクホの制度が始まった
が、あまり利用されていない。全国の食品業界
は殆んどが地方の中小企業であり、地方のこと
は県庁で受け付ける方が、応募する企業側にも
便利であり、県庁側も個々の食材や企業内容を
了知していることから審査にかかる時間の短縮

がはかれる。

健康増進法、食品衛生法施行
規則

5041A 5041008 z13061
厚生労
働省、

薬事法
第１２条
第１項、
第１３条
第１項、
第１４条
第１項、
第２４条
第１項、
第５５条
第２項、
第８０条
の２

　ＰＥＴ用ＦＤＧを院内で製造
し、他の医療機関へ授与を
行う場合、授与されるものは
医薬品としての取扱いが必
要となり、薬事法上の医薬品
の製造販売承認と医薬品製
造業の許可が必要である。
また、他の施設への授与を
行う者は、医薬品販売業の
許可が必要となる。

ｃ Ⅰ

　ＰＥＴ用ＦＤＧ製剤は、ガンマ線を放出
する放射性医薬品であることから、製
造販売を行う場合には、品質管理が必
要であるとともに、安全性に関する情
報の収集・提供、不良品の回収等が
義務づけられるものとなることから、製
造販売業許可を得た上で、品目ごとの
承認を得る必要がある。また、その製
造においては、製造管理・品質管理体
制が整備された施設でなされる必要が
あることから、その構造設備の状況等
の審査を受けた上で製造業の許可を
得る必要がある。さらに、医療機関へ
の医薬品の販売・授与を行うには、販
売業の許可を得る必要がある。
　ただし、薬事法の下で治験としての
届出を行い、臨床的な研究を多施設
共同で行う場合には、院内で製造され
た当該製剤を他の施設に提供（有償で
の提供も可能）することが認められて
いる。

－ - -

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

8 A

PET（ポトジロン・エミッショ
ン・トポグラフィー）検査で使
う薬剤FDGの院外配送への

規制緩和

FDGの製造にかかわる放射性同
位元素の輸送規制の簡略化

FDGの製造にかかわる放射性同位
元素の輸送規制の簡略化

PET検診は国民のがん罹患リスクを軽減させる
ものとして期待されているが、薬剤FDG製造には
高価なサイクロトンが必要であるためPET設備
は高価なものとなり全国への普及が阻害されて
いる。現在日本メジフィジックス社が対応してい
るが全国全ての地域をカバーしておらず国民の
医療に格差が生じているのが実態である。FDG
製造過程での放射性同位元素の輸送に放射性
物質の輸送にかかる規制があるため実現が困
難となっているが、全国どこでも高度の診断がう
けられる体制を整えるべく輸送に係る規制緩和

を要請

原子力基本法、放射性同位元
素等による放射線障害の防止
に関する法律、放射性同位元

素等車輌運搬規則

5041A 5041017 z13062
厚生労
働省、

美容師
法第４
条，第１
１条，第
１２条
美容師
養成施
設指定
規則第
４条
美容師
養成施
設の教
科課程
の基準
につい
て（平
成１０年
２月３日
厚生省
生活衛
生局長
通知）

　実務実習を行う場合，養成
施設は，美容所の経営方法
が適切かつ確実なものであ
ること等の条件を満たす美
容所に生徒の受入れを依頼
しなければならない。
　また，実務実習を受ける生
徒は，美容師の資格を取得
しておらず，独立して業務を
行うことができないのである
から，指導に当たる美容師
の十分な監督のもとで実習
を行わせなければならない。

ｃ Ⅳ

　美容師養成施設の設立主体が，美
容所を経営すること自体は規制されて
いない。
　ただし，美容師養成施設における実
務実習について，養成施設は，美容所
の経営方法が適切かつ確実なもので
あること等の条件を満たす美容所に生
徒の受入れを依頼しなければならない
とされていること，また，実務実習を受
ける生徒が美容師の資格を取得して
おらず，独立して業務を行うことができ
ないため，指導に当たる美容師の十分
な監督のもとで実習を行わせなければ
ならないとされていることから，そもそ
も「実習教育施設」として美容所を設立
し，当該美容所において，もっぱら美
容師養成施設の生徒による実務実習
を行うことは，美容所の経営方法が適
切及び確実とは言えず，また，実務実
習が適切に行われない可能性が高い
ため，要望のような実務実習を行うこと
は認められない。

－ - -
㈳日本ニュー
ビジネス協議
会連合会

17 A

厚生労働大臣指定美容師
養成施設における実習教育
施設としての美容所の開設
認可と当該施設における養
成施設在籍学生の実習の

認可

２年制に移行し、より高度な接客
サービス能力が求められる昨今
において、より実践的な実習施設
としての美容所の併設は教育上
においても内外より熱望されると
ころである。しかしながら、美容師
法（昭和３２年施行）第６条「美容
師でなければ、美容を業としては
ならない。」第７条「美容師は、美
容所以外の場所において美容の
業をしてはならない。ただし、政令
で定める特別の事情がある場合
にはこの限りではない。」により、
行政機関は養成施設（美容学校）
において美容所の併設に難色を

示している。

①厚生労働大臣指定美容師養成施
設における実習教育施設としての美
容所の開設認可　　　　　　　②当該
施設における養成施設在籍学生の

実習教育の認可

①実践的な接客サービスを在学中に修学するこ
とにより、卒業の就業において即戦力として業界
に貢献することが可能となる　　　　　　  ②実践
的な実習を通じてより業務に対する理解を深め
ることで就業後の早期離職を防ぐことにつながる

可能性がある

美容師法第６条、第７条
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5041A 5041019 z13063
厚生労
働省、

指定居
宅サー
ビス等
に事業
の人
員、設
備及び
運営に
関する
基準
（平成
11年厚
生省令
第37
号）

短期入所生活介護事業の指
定を受けるには、原則、定員
が20名以上でなければなら
ない。

ｃ Ⅲ

○　短期入所生活介護等の居宅サー
ビスについては、介護サービスの質を
確保するために事業者が遵守すべき
最低基準として、「指定居宅サービス
等の事業の人員、設備及び運営に関
する基準（平成11年厚生省令第37
号）」を定め、それに基づいて、都道府
県知事が事業者の指定・監督等を
行っている。
○　当該省令において、指定短期入所
生活介護事業所の利用定員について
は原則20名以上としているが、特別養
護老人ホーム、養護老人ホーム、病
院、診療所、介護老人保健施設、指定
特定施設入居者生活介護事業所等に
併設される場合には、定員を20人未満
とすることができるとされている。
○　また、デイサービス事業所又は社
会福祉施設と併設している場合には、
20名未満の短期入所生活介護事業所
であっても、基準該当短期入所生活介
護事業所（市町村（保険者）の判断に
より保険給付の対象になる）として老
人短期入所事業を行うことは可能であ
る。

小規模施設（建物）を容認することで、
地域に密着した施設となり、利用者の
利便性向上にもつながると考える。し
かしながら、単独型の施設について、
貴省は20名以上の定員を変更するこ
とは考えていないとの回答されている
が、20名以上必要という根拠は何か
具体的にご回答願いたい。

c Ⅲ

○ 短期入所生活介護事業は、要介護
状態等にある高齢者を短期間入所さ
せ、その有する能力に応じ自立した日
常生活を営むことができるよう、入浴、
排せつ、食事等の介護その他の日常
生活上の世話及び機能訓練を行うこと
により、利用者の心身の機能の維持
並びに利用者の家族の身体的及び精
神的な負担の軽減を図ることを目的と
しており、重度の要介護者に対しても
適切なケアを提供するためには日中・
夜間において一定の人員を確保するこ
とが求められ、当該事業を円滑に実施
するには一定程度の規模が必要とな
るものである。
○ また、定員20名未満であっても、地
域性（過疎、山間地、大都市部）や利
用者の意向を踏まえ、指定通所介護
事業所や社会福祉施設と併設するとと
もに、市町村が必要と認める場合に
は、基準該当短期入所生活介護事業
者として保険給付対象の事業を行うこ
とを可能としているものである。

株式会社は
あとふるあた
ご    　　　  社
団法人日本
ニュービジネ
ス協議会連合

会

19 A
単独型（ユニット型）ショート
ステイの利用定員基準の撤

廃・緩和

単独型（ユニット型）ショートステイ
の利用定員基準を撤廃する。若し
くは９名以上とする利用定員基準

に緩和して頂きたい。

単独型（ユニット型）ショートステイの
利用定員基準を撤廃する。若しくは９
名以上とする利用定員基準に緩和し

て頂きたい。

現在省令で、単独型のショートステイの利用定
員は２０名以上と定められている。併せて、ユ
ニット型個室のショートステイは居室の床面積も
広く必要な上、共同生活室の確保も設備基準と
して必要である。そのことにより、必然と大規模
な施設（建物）にしなければいけなくなり、建築コ
スト（土地代含む）や賃借料に負担が掛かり、住
宅地や中心部より離れ、郊外での運営を余儀な
くされる場合が多い。利用定員の撤廃や定員９
名以上とすることによって、小規模な施設（建
物）が可能となり、地域に密着したショートステイ
が日常生活圏域内で運営できるようになる。こ
のことにより現在送迎で数十分かかって利用し
ていたサービスを、利用者も気軽に安心して利
用でき、本来の在宅サービスの位置づけとして

利用が可能となると考えた。

介護保険法（第７４条）<法律>
指定居宅サービス等の事業の
人員、設備及び運営に関する
基準（第９章　第３節　第１２３

条）<省令>

5041A 5041020 z13064
厚生労
働省、

介護保
険法第
８条第１
８項

認知症対応型共同生活介護
は、要介護者であって認知
症であるものに対して、共同
生活住居において、入浴、排
せつ、食事等の介護等を行

うものである。

d Ⅰ

○　ご要望の内容については、有料老
人ホーム等に該当し、特定施設入居
者生活介護の施設として介護保険
サービスの提供を行うのであれば、高
齢者に適切なケアを行うために人員基
準及び設備基準を満たす必要がある。
○　一方、基準を満たさない場合にも、
当該有料老人ホーム等において入居
者は在宅の介護保険サービスを利用
することができることから、現行制度下
において、ご要望の事業展開は可能で

ある。
○　なお、各自治体の判断により、介
護保険法の地域支援事業の任意事業
として、認知症でない高齢者を含めた
共同生活（グループリビング）に対して
支援を行うことは可能となっており、ま
た、当該共同生活住居において、在宅
の介護保険サービスを利用することも

可能である。

－ - -

株式会社は
あとふるあた

ご
社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

20 A
認知症以外の共同生活介
護（グループホーム）のサー

ビス新設

介護保険の地域密着型サービス
として「認知症以外の共同生活介
護」を新設して頂きたい。

介護保険の地域密着型サービスとし
て「認知症以外の共同生活介護」を

新設して頂きたい。

現在の介護保険法では、認知症対応型共同生
活介護として、認知症の認定者のみが利用可能
であるが、それ以外の認定者が共同生活できる
場所を日常生活圏域内に確保することによっ
て、一人暮らしや老老介護世帯の認定者が、住
みなれた場所を離れず、安心して今までと同じ
生活スタイルで生活し、介護を受けられる環境を
整備することが必要と考えた。運営主体が株式
会社の場合、介護老人福祉施設入所者生活介
護は運営できず、特定施設入居者生活介護は、
人員基準・設備基準が厳しく日常生活圏域内で
小規模な施設（建物）で運営するのは難しいの
で、新たな基準の下で新たなサービスが必要で

はないかと考えた。

介護保険法（第８条）<法律>

5041A 5041024 z13065
厚生労
働省、

労働基
準法
第24条
労働基
準法施
行規則
第7条
の2

ｃ Ⅰ

　労働基準法第２４条において、賃金
は「通貨で」支払わなくてはならないと
規定している趣旨は、価格が不明瞭で
換価にも不便であり弊害を招くおそれ
が多い実物給与を禁止することであ
る。
　電子マネーは通貨ではないため、通
貨と同様の強制通用力がなく、また、
日本中どこでも使用できるものではな
い。また、電子マネーは、通貨に換価
することもできない。そのため、そもそ
も電子マネーによる支払いは労働基
準法第24条で定める「通貨」による支
払いには当たらず、御要望にお応えす
ることはできない。

－ - -

株式会社ロ
ケーションバ
リュー

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

24 A
電子マネーによる労働者へ
の賃金支払の許容

労働基準法第24条では、使用者は労働者に対して通
貨でその賃金を支払うことを義務付けており、同法施
行規則第７条の2ではその例外として労働者の同意
がある場合に限り、預貯金等の手段によりその賃金

を支払うことを許容している。

もともと情報通信技術の進歩を想定していない上記
規制により、所謂「電子マネー」が給与の支払い手段
として認められていない為、短期アルバイトに代表さ
れるような就業形態の多様化が進む現在、以下のよ

うな障害が生じている。

１．現金支払が原則の短期の人材派遣などでは、労
働者が自発的に人材派遣会社まで行かないと、賃金
をもらえない。これにより、多くの登録者が実際に損

失を蒙っている。
２．例外的に認められる銀行振り込みでも、登録まで
は一ヶ月かかり、且つ振り込み手数料を天引きされる
こともあるため、短期アルバイトには活用が難しく、実

際には殆ど使われていない。

そもそも労働者の生活権保護をその目的とする労働
諸法の原理原則に立ち返り、労働基準法施行規則第
7条の2の改正等により、現金払いの原則を維持しつ
つ「労働者の同意がある場合の例外」として銀行振り
込みと同様に「電子マネー」による賃金の支払いを許

容して欲しい。

労働形態の多様化が進む現在、法律により賃金
の支払いが現金、銀行振り込みに限定されてい
ることは、逆に労働者の不利益を促進させてい
るといえる。賃金支払い方法に電子マネーという
選択肢を「加える」ことにより、労働者の既得の
権利を損害することなく、その生活の保護を促進

することができる。

また電子マネーは既に決済方法として政府管轄
のもと、安全に普及しており、「通貨」に代わる利
便性の高いインフラとなっている。特に低所得者
層においては、決済コストの削減を図ることので
きる電子マネーのさらなる活用は、より意義があ

ると考えられる。

電子マネーの支出側（店舗での支払い等）の利
用促進に加え、収入側（賃金の受取り）の利用
が進めば、さらなる電子マネーの普及を図ること
ができ、ひいては広く国民の利益向上に資する

ことができる。

労働基準法
第24条

労働基準法施行規則
第7条の2

参考資料：Edy概要およびEdy
ギフト概要

5041A 5041025 z13066
厚生労
働省、

労働基
準法第
１５条

ｂ Ⅲ

　労働基準法第１５条に基づく労働条
件の明示については、労働条件の中
でも労働契約の期間、賃金等重要な
事項を労働者に確実に示すために書
面による交付を義務づけているが、書
面以外の「ファックス」や「電子メール」
の方法では、労働者が「ファックス」を
気づかず放置し誤って処分した場合
や、電子データであるため改変が容易
である場合の保護をどうするか、携帯
電話に送信する際に印字が不可能な
ために記録の保存をどうするか等、労
働者保護の観点から慎重な検討が必
要であると考える。

今後の検討のスケジュールを御教示
願います。

ｂ Ⅲ

労働契約を締結する際に求められる
労働基準法第１５条の労働条件の明
示については慎重な検討が必要であ
り、現時点で直ちに検討スケジュール
を明らかにすることは困難である。

株式会社ロ
ケーションバ
リュー

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

25 A
労働契約締結時の使用者
から労働者へ電子メールに
よる労働条件の明示の許容

労働基準法第１５条では、使用者は労働者に対して
雇用契約締結時にその労働条件を「明示」することを
義務付けており、また労働基準法施行規則第５条で
はその明示方法を「書面の交付」のみに限定してい

る。
ところが、同様に「労働条件の明示の方法」について
定義している職業安定法施行規則の第４条の２で
は、「書面の交付の方法」の他に「電子情報処理組織
によることを書面被交付者が希望した場合における
当該方法」が認められている。さらに、労働者派遣法
施工規則の第２５条でも「就業条件の明示の方法」に
ついて、「書面の交付の方法」以外に当該派遣労働
者が希望した場合における当該方法として、「ファクシ
ミリを利用してする送信の方法」と「電子メールの送信

の方法」が認められている。
３つの施行規則を比べると「書面」、「ファクシミリ」、
「電子メール」が明確に区別されていることから、厳密
には前述の労働基準法施行規則第５条では「ファク
シミリ」や「電子メール」による労働条件の明示が許さ

れていないと判断できる。
しかし現実に短期アルバイト等の現場では、その人
数の多さ、回転率の高さ、条件変更の多さ、勤務開
始までの時間の短さなどを鑑み、書面による労働条
件の明示を事前に行うことは極めて難しい。一方でア
ルバイト当日に「書面の交付」を行うことも、「アルバイ
トを雇用するほど人手が足りていない状況」では不可
能に近く、現実には個別に労働条件が明示されず、
問題の原因となることも多い。こうした雇用者の厳密
な運用を妨げている施行規則が、結果的に被雇用者

へのしわ寄せを生んでいる。
ついては、労働者の利益保護をその目的とする労働
基準法の主旨に鑑み、労働基準法施行規則第５条
の改正等により、労働契約の明示方法を「書面の交
付」に限定せず、被雇用者が事前に受け取ることがで
き、雇用者の運用も比較的容易な「ファックス」や「電

子メール」などの方法も許容して欲しい。

労働形態の多様化が進む現在、法律により労働
条件の明示方法が限定されていることで、労働
者が不利益を被るような事態は避けるべきであ
ると考える。労働基準法施行規則第５条を改正
し、労働条件の明示方法として「書面」に加え
て、労働者が希望した場合には「ファックス」や
「電子メール」を許容することにより、雇用者によ
る法律の厳密なる遵守を促し、ひいては労働者

の利便性を向上させることができる。

さらに、職業安定法施行規則の第４条の２では
「電子情報処理組織によることを書面被交付者
が希望した場合における当該方法」が、労働者
派遣法施工規則の第２５条でも「ファックス」およ
び「電子メール」による就業明示が、それぞれ許
容されている事実を鑑みれば、労働基準法施行
規則第５条において、労働条件の明示を「書面
の交付」に限定していることは、労働形態の違い
による労働者の立場の平等性を損なう可能性を
秘めており、このような齟齬は排除されることが

望ましい。

労働基準法第１５条
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5041A 5041026 z13067
厚生労
働省、

・ 建築
物にお
ける衛
生的環
境の確
保に関
する法
律第１２
条の２，
第１２条
の３

・ 建築物衛生法には，建築
物の衛生管理業務を営む者
の資質の向上等を図るた
め，建築物清掃業など８種の
業種について，一定の人的，
物的基準などを要件とする
都道府県知事の登録制度を
設けている。
・ 登録した業者は，登録した
旨の表示をすることができ
る。
・ 登録の期限は，６年として
いる。

ｃ Ⅰ

本件登録制度は，建築物の衛生管理
業務について一定の基準を満たした
業者の登録をすることにより，営業者
の質の向上，消費者の保護等を図ろう
とするものであり，定期的に登録の基
準を満たしているかどうか確認する必
要があるため，登録期限を廃止するこ
とはできない。
　なお，監督者等の変更申請及び実績
報告については，国が定めているもの
ではない。

－ - -

株式会社エコ
サーバー
社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

26 A
建築物清掃業登録等に関し

ての規制緩和

登録期限5年枠の廃止及び監督
者等の変更申請の廃止及び年度

毎の実績報告の免除

登録期限5年の廃止及び監督者等の変更申請
があるが、現実には各社随時変更（社内配置転
換及び後継社員の補充育成による）になり、実
態に合わないため又、実績報告は各社の営業

内容の開示となり支障がある。

建築物衛生法第１２条２　　　同
施行規則第２５条

5041A 5041028 z13068
厚生労
働省、

○災害
救助法
施行令
（昭和
22年10
月30日
政令第
225号）
第9条
第1項
及び第
2項
○災害
救助法
による
救助の
程度、
方法及
び期間
並びに
実費弁
償の基
準（平
成12年
3月31

○　災害救助法による救助
の程度、方法及び期間は、
応急救助に必要な範囲内に
おいて、厚生労働大臣が定
める基準（＝災害救助法に
よる救助の程度、方法及び
期間並びに実費弁償の基準
（以下「一般基準」という。））
に従い、あらかじめ、都道府
県知事が、これを定めるもの
とされている。
○　そして、この一般基準に
よっては救助の適切な実施
が困難な場合には、都道府
県知事は、厚生労働大臣に
協議し、その同意を得た上
で、救助の程度、方法及び
期間を定めること（以下「特
別基準」という。）ができるも
のとされている。
○　住宅の応急修理の実施
については、一般基準にお
いて「災害発生の日から１月
以内」と規定されているとこ
ろであるが、この実施期間に

ｂ Ⅳ

○　災害救助法による救助は、災害に
より食料や生活必需品の欠乏及び住
居の喪失となった被災者に対する応急
的救助であるため、極めて迅速な対応
が求められている。
○　このため、住宅の応急修理の実施
期間について一般基準においては、「1
月以内に完了すること」としており、応
急救助という法の趣旨から、この期間
を見直すことは困難である。
○　しかしながら、災害救助法におい
ては、一般基準によっては、救助の適
切な実施が困難な場合には、都道府
県知事は厚生労働大臣に協議し特別
基準を定めることができることとしてお
り、ご要望の件については、大規模な
災害等が発生した場合には、特別基
準を設定することにより延長できる住
宅の応急修理の実施期間につき、被
災地の実態に即した弾力的な設定が
できるように取り扱いたい。

「大規模な災害等が発生した場合に
は、特別基準を設定することにより延
長できる住宅の応急修理の実施期間
につき、被災地の実態に即した弾力的
な設定ができるように取り扱いたい」と
の回答をいただいているが、措置の分
類がｂとなっているので、貴省の回答
の趣旨が対応策を今後実施するとい
うことなのか、それとも今後検討すると
いうことなのか確認させていただきた
い。また、実施又は検討をする時期に
ついて具体的に回答願いたい。さら
に、仮に実施時期が平成２０年度以降
になる場合には、その時期となる理由
についても具体的に回答願いたい。

b
Ⅳ

現行制度においても特別基準を設定
することにより、応急修理の実施期間
を延長することは可能であるが、今
後、さらに被災地の実態に即した期間
設定が行えるよう、被害状況等を踏ま
えた特別基準の設定について、都道府
県に対し平成１９年度中に通達等で周
知する方向で検討したい。

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

28 A
災害救助法における住宅応
急修理制度の改善

地震発生から３ケ月以上も余震
が継続したことを勘案すると、住
宅応急修理制度の申込期限や完
了期限の設定等につき、地震災
害が落ち着いてから、期間をカウ

ントして頂きたい

災害救助法による住宅応急修理は、災害発生
から１ケ月以内に完了することとし、期間の延長
又は再延長も１ケ月以内で必要最小限の期間と
することと規定されている。今回の災害において
は、住宅応急修理制度の申込期限や修理の完
了期限の設定が被災地の実態に合わず、あまり
にも時間的な余裕がなく、実態に即して改善を

要望いたしたい。

災害救助法

5041A 5041032 z13069
厚生労
働省、

介護保
険法
（平成9
年法律
第123
号）

特定施設入居者生活介護の
指定については、都道府県
知事は必要利用定員総数を
超える場合には、指定を拒
否することができる。

c Ⅰ

○　有料老人ホーム等が行う特定施
設入居者生活介護事業の指定に当
たっては、都道府県知事は、当該特定
施設入居者生活介護の利用定員等の
総数が、都道府県介護保険事業支援
計画において定める当該区域の必要
利用定員総数に既に達している場合
等には、当該指定を拒否することがで
きることになっている。
○　都道府県介護保険事業支援計画
は、適切な介護サービスの量と水準の
確保を目的として、市町村が保険者と
して実施する介護保険事業を広域的
に支援するためのものである。当該都
道府県介護保険事業支援計画を円滑
に運用し、各市町村で設定する介護保
険料の水準及び介護保険制度の持続
可能性を維持するためには、介護給
付費に対する影響の大きい介護保険
施設、グループホーム、特定施設入居
者生活介護事業者の指定を必要に応
じて拒否できる当制度は不可欠であり
変更することは考えていない。

下記要望者再意見を踏まえて再検討されたい。
「○回答によれば、特定施設の利用定員の総数
が,「必要定員数」に既に達している状況との認
識であるが,特別養護老人ホームの入居待ちは全
国で30万人といわれていることからして「必要定
員数」（参酌標準でいう適切な水準）は低すぎる
と考えている。
　高齢者人口の増加に伴い、施設介護のニーズは
高まっており、特に「介護付有料料老人ホーム
（特定施設）」のニーズはさらに拡大している。
○公的な補助金により建設されている介護保険3
施設とは異なり、民間の有料老人ホームは補助金
もなく、全額が民間資金という自助努力で建設・
運営されているものであり、
・特定施設が介護保険に占める割合は全体のわず
か2％程度と影響は少ないこと
・住所地特例により、他の市町村からの移住によ
る当該市町村の負担もなくなったこと
・元々、介護保険3施設の施設介護費に比べ有料
老人ホームなどの特定施設入居者生活介護の介護
報酬は低く抑えられていること
から、総量規制を撤廃しても、介護保険制度の持
続可能性を維持できないとは考えにくい
○総量規制の導入で、「介護付有料老人ホーム」
は、ニーズがあるのに建設できないという無理な
状況が発生しており、また、市場競争原理が働か
ないので、市場から退場すべき悪質ホームまで保
護することになる。
○特養や老健の施設の増設が難しいことを踏まえ
ると、公的な補助金もなく、民間資本を活用した
民間介護施設である「介護付有料老人ホーム」の
整備は急務であるので、規制の撤廃をお願いした
い。」

c Ⅰ

○ 都道府県介護保険事業支援計画は、適切
な介護サービスの量と水準の確保を目的とし
て、市町村が保険者として実施する介護保険
事業を広域的に支援するためのものである。
今般、各市町村の介護保険料が増加し、市
町村の地域ケアが求められている中、当該都
道府県介護保険事業支援計画を円滑に運用
し、各市町村で設定する介護保険料の水準
及び介護保険制度の持続可能性を維持する
ためには、介護給付費に対する影響の大き
い介護保険施設、グループホーム、特定施設
入居者生活介護事業者の指定を必要に応じ
て拒否できる当制度は不可欠であり変更する
ことは考えていない。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受けて
いる有料老人ホームについて、指定居宅サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準(平成11年厚生省令第37号）に規定す
る基準に則して運営していないのであれば、
都道府県による指導、勧告、指定取消等の対
象となっている。
○ また、特定施設入居者生活介護（有料老
人ホーム及び軽費老人ホーム）については、
すでに介護サービス情報の公表制度の対象
となっており、利用者の選択を通じ、質の悪い
事業者が排除される市場原理は働くものと考
えられる。

（社）九州
ニュービジネ
ス協議会
(社）日本
ニュービジネ
ス協議会連合

会

32 A

介護保険特定施設入居者
生活介護事業者の事業者
指定における総量規制の撤

廃

・最近の介護保険利用者の増加
から介護保険財政逼迫および地
域の介護保険料が上昇しており、
介護付有料老人ホームの数の増
加が著しいことがその要因として
あげられ、特定施設入居者生活
介護事業者の事業者指定につい
て、行政（国、県、市）が総量規制
をかけ、介護付有料老人ホーム
事業の新規参入を制限している。
・介護付有料老人ホームについて
は公的な補助金もなく、いわば自
助努力で将来の介護に備えると
いう施設であり、また、高齢者人
口の増加に伴いニーズは拡大し
ているので、規制の撤廃をお願い

したい。

　
・時代のニーズに対応し、お元気な高
齢者（シニア）の方々が、これからの
老後の生き方を自らが選択し、自助
努力で将来の介護に備え、安心して
いきいきと生きるという新しいライフス
タイルを支援していくために、企業遊
休地と民間資本を活用して「介護付
有料老人ホーム」の新設を推進した

い。

・介護付有料老人ホームの数は、ここ数年で、
H12 約400施設､H17約1600施設と約4倍に増加
しており増加数が著しいことは事実であるが、定
員数は約7万人で入居者数約5万人と要介護申
請者数330万人の約2%程度の規模である。介護
保険3施設で入居者数約79万人（特養39万、老
健27万、療養（介護保険分）12万）となっており、

それと比較しても微増に過ぎない。
・今後、団塊の世代の退職などから要介護者の
増加と老老介護など自宅では介護ができない方
による介護施設への需要はますます高まってお
り、現在、特別養護老人ホームの入居待ちは全

国で３０万人と言われている。
・介護疲れから自殺などいたまわしい事件は跡
を経たたない一方で、療養型施設は廃止の方向
性が決まっており、特養や老健の施設の増設が
難しいことを踏まえると、公的な補助金もなく、民
間資本を活用した民間介護施設である「介護付
有料老人ホーム」の整備は急務である。
（以下「その他(特記事項)」欄に記入）

介護保険法の改正 　　　（指定
居宅ｻｰﾋﾞｽ事業者の指定）
第70条第3項介護専用型特定
施設入居者生活介護の指定の
制限、第4項混合型特定施設
入居者生活介護の指定の制限
（住所地特例対象施設に入所
又は入居中の被保険者の特
例）                     第13条

（要望理由の続き）
・また、介護付有料老人ホー
ムは、従来、介護保険3施設の
ように、｢住所地特例｣の対象
になっていなかったため、他市
町村から移り住んできた人の
介護給付の負担により、市町
村の介護保険財政が逼迫さ
れ、介護保険財政の赤字や介
護保険料の値上げに繋がった
として市町村の拒否反応が強
く、このような規制がなされた

原因となっている。
・今回の介護保険法改正によ
り、介護付有料老人ホームに
も「住所地特例」が適用された
ことから、規制する根拠もなく

なっている。

5041A 5041038 z13070
厚生労
働省、

あん摩
マツ
サージ
指圧
師、は
り師、き
ゆう師
等に関
する法
律第1
条

医師以外の者で、あん摩、マ
ツサージ若しくは指圧、はり
又はきゆうを業としようとする
者は、それぞれ、あん摩マツ
サージ指圧師免許、はり師
免許又はきゆう師免許を受
けなければならない。

c Ⅰ

個々の業者が行っている「リラクゼー
ション」の詳細は承知していないが、当
該行為が揉む、叩く等の行為を伴うも
のであれば、あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等に関する法律
の規定により判断することが適当と考
える。

－ - -

株式会社ＯＭ
Ｇ，（社）日本
ニュービジネ
ス協議会連合

会

38 A
ニュービジネスである「リラク
ゼーション業」の法的、行政

的認知

社会一般においてリラクゼーショ
ン業界というものが存在し社会会
的認知を得ているにも関わらず、
業種としてのリラクゼーション業が
法的にも行政的にも認められてい
ない。類似の按摩、マッサージ指
圧師､鍼灸師等は「あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゅう師
に関する法律があるが、リラク
ゼーション業界には存在しない。
ついては本業界の行政面での制
度及び法的な整備を至急行われ

たい。

リラクゼーション業の法的・行政的整備により、
顧客が安心して利用できるようになり、また業界

の社会的信用が高まる。

あん摩マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師に関する法律第一

条、第十二条の２
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5041A 5041040 z13071
厚生労
働省、

職業安
定法第
30条、
第31
条、第
33条、
職業紹
介事業
の業務
運営要
領（職
業安定
局長通
達）の
第3の2

職業紹介事業を行おうとする
者は、一定の場合を除き、厚
生労働大臣の許可を受けな
ければならない。

e

○許可基準の事業所に関する要件と
して、事業所については借用の場合、
事業所の賃貸借契約書等により、事
業所の所有者に正当に貸与を受けて
いるものかどうか、また、転貸の場合
は、その同意があるかどうかについて
同意書等により確認することとしてい
るため、事業所を第三者からまた貸し
で借りていることをもって要件を充たさ
ないというのは事実誤認である。

－ - -

ミネルヴァ・コ
ンサルティン
グ㈱、日本
ニュービジネ
ス協議会連合

会

40 A
人材紹介事業の許認可用

件の緩和

許可基準の「事業所に関する要
件」において、事業所を第三者か
らのまた貸しで借りている場合、
要件を充たしていないとされる
が、また貸しのほうが零細の紹介
事業にとっては良い場所を確保で
きる場合があるので、このまた貸
しは不可という条件をなくして欲し
い。「また貸しが不可」としている
理由に、不法占拠が挙げられる
が、そのような状況ではないとい
うことを確認しに来てもらえば済

むことである。

零細の紹介事業にとってはまた貸しのほうが良
い場所を確保できる場合がある。

改正労働者派遣法

5041A 5041041 z13072
厚生労
働省、

食品衛
生法第
51条、
第52条
第1項
食品衛
生法施
行令第
35条

　食品衛生法上、 都道府県
は、公衆衛生に与える影響
が著しい営業であって、政令
で定めるものの施設につき、
条例で、業種別に、公衆衛
生の見地から必要な基準を
定めなければならないとさ
れ、基準を定めるべき営業を
営もうとする者は、都道府県
知事の許可を受けなければ
ならないとされている。
　米飯類等の食品販売業は
基準を定めるべき営業として
政令に規定されているもので
はないが、東京都など一部
の都道府県では、条例で施
設基準及び営業許可を定
め、独自に取締りを行ってい
る（「東京都食品製造業等取
締条例」等）。

e ー

　 食品衛生法では、飲食店営業等公
衆衛生に与える影響が著しい営業を
政令で定め、当該営業施設について
は、条例で、業種別に必要な基準を定
めることとしているが、政令で定められ
た営業以外の業種についても、地方公
共団体の条例で必要な基準を定め、
許可営業とすることを妨げるものでは
ない。
　ご要望にある駅構内の米飯類販売
業の施設基準及び許可については、
東京都等一部の都道府県が独自に条
例で定めたものであり、その緩和の検
討については、各都道府県の裁量に
委ねられている。

－ - -

ワキョウ・イン
ターナショナ
ル㈱、(社）日
本ニュービジ
ネス協議会連
合会

41 A

駅構内での米飯類の販売に
おける水道､手洗場の設置
義務の代替として温度管
理、衛生殺菌の許容

東京都では駅構内米飯類を販売
するのに手洗場、水道の設置が
義務付けられており、その他の殺
菌装置は許可されていない。その
他の殺菌装置を認めていないの
は他の自治体も同様である。つい
ては温度管理や消毒スプレーに
よる代替措置を認めてほしい。

物理的に水道が引けない場所での
米飯類の販売。

各種衛生管理技術の進歩にも関わらず、米飯類
の販売での食品安全を水による手洗いのみとす
ることは時代遅れとなっている。消費者の利便
性向上、米消費の拡大の為にも衛生管理義務
事項の緩和を望む。　手洗場の設置を行うことに
伴う設置工事のコスト、業務負担を考えると出店
を断念せざるを得ない。このことは、飲食業を行
う上での業務上の障害になっているため。

食品衛生法

5041A 5041043 z13073
厚生労
働省、

教育訓
練給付
金の対
象とな
る教育
訓練の
指定基
準

教育訓練給付金の対象とな
る講座について、期間等に
関しては、指定基準２（２）イ
に基づいて、通学制の場合、
訓練期間が１ヶ月以上１年
以内であり、かつ受講時間
が５０時間以上であること、
訓練目標については、指定
基準２（１）ロに基づいて、公
的職業資格（資格、試験等で
あって国若しくは地方公共団
体又は国から委託を受けた
機関が法律に基づいて実施
するものをいう。）若しくは修
士等の取得を訓練目標とす
るものであること、又は、上
記に準じて訓練目標が明確
であり、訓練効果の客観的
な測定が可能なものであるこ
とを指定対象としている。

ｃ Ⅳ

訓練時間については、入門的・基
礎的な水準の教育訓練を指定対象
から外し、より高度な教育訓練を
指定対象としているところ、最低
５０時間程度の受講時間が必要と
考えており、このことは関係審議
会においても了承されたものであ
る。また、教育訓練給付金の支給
対象となる教育訓練講座は、当該
教育訓練の受講に関し、広く労働
者一般に開放したものであるもの
を指定対象としているところ、仮
に訓練期間を１週間に設定した場
合、１日当たりの受講時間が７時
間以上にもなり、フルタイムで就
業している在職者の受講が実質的
に困難となり、不適当である。こ
のため、訓練期間１ヶ月以上、訓
練時間５０時間以上の要件を緩和
することは困難である。
また、真に職業に有用な教育訓練
講座を指定する必要があるため、
公的職業資格等の取得以外を目標
とする講座については、訓練効果
の客観的な測定が可能であり 受

教育訓練給付制度は、一定の条件を
満たす在職者訓練のみならず、離職
者訓練も対象となっておりますが、離
職者においては訓練期間を１週間に
設定した場合でも実施可能と考えられ
ますので、訓練期間については、「１週
間以上」とすることを御検討くださいま

すようお願いいたします。

c Ⅳ

教育訓練給付金の支給対象となる
教育訓練講座は、当該教育訓練の
受講に関し、広く労働者一般に開
放したものを指定対象としてお
り、在職者又は離職者のいずれか
しか受講の対象とならない講座を
指定の対象とすることは不適当で
ある。従って、仮に訓練期間を１
週間に設定した場合、１日当たり
の受講時間が７時間以上にもな
り、フルタイムで就業している在
職者の受講が実質的に困難となる
ため、訓練期間１ヶ月以上の要件
を緩和することは困難である。

㈱フィナン
シャル・キャリ
ア、（社）日本
ニュービジネ
ス協議会連合

会

43 A
教育訓練給付制度の講座
指定における認定条件の一

部緩和

教育訓練給付制度の講座指定条
件の内、１．訓練機関１ヶ月以上、
訓練時間５０時間以上　２．第三
者が実施する能力評価等の２項
目が合致しないために給付が受
けられない場合がある。再就職の
促進という本制度の趣旨に合致し
ているものであればこの条件を緩

和して欲しい。

教育訓練給付制度の認定条件を１．
訓練期間を「１週間以上」、訓練時間
を「３０時間以上」に変更する。２．「指
定講座修了に基づき、それを前提・
評価した第三者にての就業が可能と

なった場合」を追加する。

当社が開講している講座は、期間が１週間から
１０日、訓練時間が３０時間で５０歳前後の転職
希望者を対象に、実践的な金融基礎知識を集中
的に指導し、金融機関にて即戦力として就業しう
る知識・能力を装備することを目的としている。
受講生の負担軽減による受講機会及び銀行を
中心とした金融機関への再就職機会の増大に
大いに資することから本件条件緩和を要望する

もの。

5041A 5041046 z13074
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
2第1項
第1号

専門的な業務等（26業務）を
除いた労働者派遣に係る派
遣受入期間制限について
は、最長3年である。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その
利用の仕方によっては、労働者の安
定した雇用機会の確保、長期雇用慣
行を前提とした雇用の安定、職業能力
の有効発揮、安定した労使関係など我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすお
それがある。我が国においては、働き
方が多様化している一方で、長期雇用
慣行は今後の基本的な雇用形態とし
て位置づけられるべきものとして、関
係者の合意形成がなされており、派遣
受入期間についても、常用雇用の代
替のおそれが少ない専門的な業務等
を除き、労働者派遣を活用する場合の
共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣期間制
限の撤廃は不適当である。
○ また、平成１６年３月から、常用雇
用との調和を図りつつ、派遣労働者や
派遣先のニーズに的確に応える観点
から、派遣受入期間の１年という制限
を見直し、最長３年までの期間で臨時
的・一時的と判断される期間が設定さ
れたものであり、これを緩和することは
常用雇用代替を招くおそれがあるため

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
り、期間制限の撤廃、延長又は維持に
ついてどう考えるかについて議論する
こととされているが、委員間に意見の
隔たりがあるところである。

ミネルヴァ・コ
ンサルティン
グ㈱、日本
ニュービジネ
ス協議会連合

会

46 A
労働者派遣契約期間の規

制緩和

人材派遣期間に関わる規制によ
り、より長く派遣されたいと願って
いる労働者が短期の派遣で終了
せざるを得ない結果になってい
る。（その期間制限を悪用する会
社もある。（例）当初6ヶ月間は派
遣社員；時給2200円→6ヵ月後嘱
託社員として雇用；時給1100円）
改正労働者派遣法で派遣期間が
最長３年と緩和されたが、更なる
延長または撤廃を要望したい。

派遣社員のニーズに合った働き方の選択余地
が広がり、人材の流動化、企業の人材ニーズに

今以上に応えることが出来る。
改正労働者派遣法
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5041A 5041047 z13075

警察
庁、法
務省、
厚生労
働省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第5条
及び7
条

   スパサービスに従事するこ
とを目的とした在留資格は存
在しない。

ｃ Ⅰ

　外国人労働者の受入れ範囲（「専門
的・技術的分野」）は、入管法におい
て、国民生活に与える影響等を勘案し
て定められるものとされているところ、
現行の在留資格「技能」については、
一定レベルの現場労働者等を受け入
れた場合に、日本人労働者との競合・
代替、労働条件の低下のほか、企業
の若者育成努力を阻害し、円滑な技
能承継に支障を来す恐れがあることな
ど、国内労働市場に与える影響が考
慮され、日本人では代替困難など産業
上特殊な分野に限られているものであ
る。
　要望のスパサービスの定義からは、
日本人では代替困難等産業上特殊な
分野とは考えられず、これを受け入れ
るとすると、上記の労働市場への悪影
響等の弊害が生じることから認められ
ない。

－ - -
㈳日本ニュー
ビジネス協議
会連合会

47 A
海外からのスパ・セラピスト
の受け入れ枠の拡大

出入国管理及び難民認定法にお
いて、外国人労働者の受け入れ
を許可しているが、現在のところ、
スパ（温浴＋各種施術による心身
の美容健康増進）のセラピスト（そ
の施術者・サービス提供技能者）
の受け入れの要件が明確化され
ていない。このため、国内におい
て、海外の優れたスパ・セラピスト
によるサービスに提供を受けるこ
とが容易でなく、また、関連産業
の発展の阻害要因にもなりかね

ない。

出入国管理及び難民認定法におい
ては、外国人労働者の受け入れに際
して、一定の技能を有する者につい
ては、例えば、料理人、建築士、ぶど
う酒鑑定など、特定の分野において
は受け入れ要件が明確に位置付け
られている。スパ・セラピストについて
も同様な要件を設定していただきた

い。

国民にとって、海外の優れたスパサービスの提
供を受けることが可能になり、心身のリフレッ
シュや健康な生活の向上が期待される。また、
国内において、関連するサービス産業の発展が

期待される。

出入国管理及び難民認定法第
５条及び７条

5041A 5041056 z13076
厚生労
働省、

医療法
第１５条
の２、医
療法施
行令第
４条の
７、医療
法施行
規則第
９条の１
０

病院等の管理者は、その業
務のうち、患者の入院等に
著しい影響を与えるものとし
て医療法施行令で定める業
務を委託する場合には、医
療法施行規則で定める基準
に適合する者に委託しなけ
ればならない。

e ‐

給食業務の委託については、医療法
施行規則上、受託する業務を適正に
行う能力のある者の基準を定めている
が、入札等の契約方法については規
制を設けておらず、契約自由の原則に
基づくものであるから、厚生労働省とし
ては各公的医療機関が定めている入
札制度について指導する権限を持ち
合わせていない。

○　医療提供に対しては、直接間接に
かかわらず公費が投入されていること
でもあり、要望にあるように、公的及び
公立病院の患者給食の受託事業者の
選択に係る入札等において、落札後
からサービス提供までの間が過度に
短期なため、準備を整えることができ
ず実質的に多様な参加希望者が入札
に望めないような制度になっていない
か等、より良い医療の提供を結果的に
妨げてしまっているような制度運用に
なってしまっていないか等について、
貴省も可能な範囲で入札の現状を調
査し、問題があれば関係府省に是正
の手続きを依頼する等、一層の取組
の余地がないかも含め、再度検討を
お願いしたい。

e ‐

個別の医療機関における入札制度の
問題については、入札制度一般を所
管する省庁において判断すべきもので
あり、当省において対応策を検討する
ものではないと考える。

社団法人日
本ﾆﾕｰﾋﾞｼﾞﾈｽ
協議会連合

会

56 A
公的医療機関における入札
制度（日程設定）の改善の

要望

公的医療機関が給食委託の入札
において入札（例えば３月１５日）
から委託運営の開始日（同、４月
１日）まで２週間程度の準備期間
しか無く、新規の参入が不可能で
実質的に入札制度が機能してい
ない。病院側が既存の委託企業
の自動更新を続けた方が楽で、こ
うした硬直的な日程管理を放置し
ているのではと推察せざるを得な
い。民間の競争力のある企業へ
の委託の道を開いて、給食サー
ビスの質の確保、支払い費用の
負担の抑制の観点から、入札制
度の公明正大化を厚生労働省よ
り公的医療機関に指導して欲し

い。

公的医療機関が給食委託の入札に
おいて入札（例えば３月１５日）から委
託運営の開始日（同、４月１日）まで２
週間程度の準備期間しか無く、新規
の参入が不可能で実質的に入札制
度が機能していない。病院側が既存
の委託企業の自動更新を続けた方
が楽で、こうした硬直的な日程管理を
放置しているのではと推察せざるを
得ない。民間の競争力のある企業へ
の委託の道を開いて、給食サービス
の質の確保、支払い費用の負担の
抑制の観点から、入札制度の公明正
大化を厚生労働省より公的医療機関

に指導して欲しい。

公的医療機関が給食委託の入札において入札
（例えば３月１５日）から委託運営の開始日（同、
４月１日）まで２週間程度の準備期間しか無く、
新規の参入が不可能で実質的に入札制度が機
能していない。病院側が既存の委託企業の自動
更新を続けた方が楽で、こうした硬直的な日程
管理を放置しているのではと推察せざるを得な
い。民間の競争力のある企業への委託の道を
開いて、給食サービスの質の確保、支払い費用
の負担の抑制の観点から、入札制度の公明正
大化を厚生労働省より公的医療機関に指導して

欲しい。

医療法第15条の2医療法施行
規則第９条の10（厚生労働省

第116号）

5043A 5043001 z13077

金融
庁、厚
生労働
省、

労働金
庫法第
16条、
第21条

会員の脱退（自由脱退）に際
し、当該会員の出資持分を
譲り受ける者がいない場合
は、金庫は一時的にその出
資金を譲り受けることができ
る。譲り受けた持分は速や
かに処分（会員等への譲渡）
しなければならない。

ｂ Ⅰ

労働金庫における出資持分の消却制
度の導入については、労働金庫の資
本維持、協同組織の特性、及び持分
の消却の必要性等について慎重な検

討が必要である。

出資持分の消却制度の導入要望は、
個人会員のみを対象としている。総出
資に対する個人会員の出資割合は
4.25％に留まることから、「労働金庫の
資本維持」の観点から特段の影響は
ないと考えられる。
また、個人会員はそもそも議決権を有
していないなど、労組・生協等団体会
員とは異なる位置付けを与えられてお
り、「協同組織の特性」が薄まるなどの
懸念はないと思われる。
さらに、個人会員の出資額は平均額
で29,144円と、少額であるがゆえに、
任意脱退時に譲受人を都度探すのが
困難な実態もある。

これらについて、見解を示すとともに、
具体的な検討のスケジュール（結論及
び実施時期）を示されたい。

ｂ Ⅰ

労働金庫における出資持分の消却制
度の導入については、預金者保護の
観点から労働金庫の資本の維持が強
く求められることから、個人会員のみを
対象とする消却制度の導入であっても
慎重な検討が必要であり、スケジュー
ルを示すことは困難である。

(社)全国労働
金庫協会

1 A
個人会員に係る普通出資の

消却

(労働金庫法の規制の緩和)個人
出資会員の持分に限り、脱退時
に金庫がこれを消却できるように

する。

個人出資会員の脱退時に、当該出
資持分の新たな譲受け先を探すこと
なく、金庫に対してその持分を譲受け
ることを請求することを可能とする。
(団体会員のみ、従来どおり、その持
分を譲受けるものがないときに限っ
て、金庫に対して持分の譲受けを請

求できることにする。)

個人会員については、労働金庫利用権としての
一口に限った出資であることが通常であり、株式
のような市場を持たない協同組織の出資におい
て、個人会員の脱退時に新たな引受け手を捜す
ことは容易ではない。また当該小口持分を都
度、団体会員に引き受けてもらうことも、当該引
受け手の意向があることなどから現実的ではな
い。個人会員の取扱いに限定した普通出資の消
却であれば、従来指摘のある資本維持との関係
において、限られる資本調達手段の中にあって

も影響は軽微である。

労働金庫法第16条(参考条文)
同第21条

5043A 5043002 z13078

金融
庁、厚
生労働
省、

労働金
庫法第
17条、
（参考
条文）
会社法
第607
条

労働金庫法上、法定脱退事
由は、「会員たる資格の喪
失」、「解散又は死亡」、「破
産」、「除名」、「持分の全部
の喪失」が列挙されている。

ｂ Ⅰ

法定脱退は、法律で定められた一定
の事由が発生したことにより、会員の
意思にかかわりなく法律上当然に脱退
の効果が発生するものであり、その事
由の拡大については、会員の権利保
護等の観点も踏まえつつ検討を行う必

要がある。

株式においては、５年間剰余金の配当
を受領しなかった場合など、一定の事
由に基づき、株式の買取等が認めら
れている。協同組織金融機関におい
ても、協同組織性を阻害しない範囲で
「行方不明会員」を法定脱退させるこ
とは可能と考えられる。
実務的なニーズを勘案し、具体的な検
討のスケジュール（結論及び実施時
期）を示されたい。

ｂ Ⅰ

法定脱退は、法律で定められた一定
の事由が発生したことにより、会員の
意思にかかわりなく労働金庫法上当然
に脱退の効果が発生するものであり、
その事由の拡大については、会員の
権利保護等の観点も踏まえつつ十分
に検討を行う必要があることから、スケ
ジュールを示すことは困難である。

(社)全国労働
金庫協会

2 A
会員の法定脱退事由の拡

大

(労働金庫法の規制の緩和)協同
組織の原点である「会員による自
治」を活かした枠組みとする。

会員の法定脱退事由に「定款に定め
る事由の発生」を追加する。

労働金庫は、会員による自治に基づいて運営さ
れている協同組織金融機関である。したがって、
総(代)会によって定められる定款に、例えば「行
方不明会員」などを法定脱退事由として定める
ことは、協同組織の本質と整合性がある。

労働金庫法第17条
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5043A 5043003 z13079

金融
庁、厚
生労働
省、

労働金
庫法第
29条第
3号、第
31条

労働金庫は、内閣総理大臣
及び厚生労働大臣の事業免
許を受けようとするときは、
申請書に業務方法書を添付
して提出しなければならな

い。
業務の種類又は方法を変更
しようとするときは、内閣総
理大臣及び厚生労働大臣の
認可を受けなければならな

い。

ｃ Ⅰ

業務方法書は、労働金庫が実際に行
う業務についての基本的な内容を定め
たものであり、個々の労働金庫のリス
ク管理態勢等経営体力に見合った監
督の在り方等の観点から必要不可欠
なものであるため廃止は困難である。

業務自体が法令に基づき行われてい
るものであり、その範囲内で行われる
業務について、「業務方法書の認可」
という形で規制をかける必要はないと
考えられる。
協同組織金融機関から従来より要望
されているもので、実務的ニーズは非
常に高いことから、一概に困難とせ
ず、検討すべきである。
改めて見解を示されたい。

ｃ Ⅰ

業務方法書は、労働金庫が実際に行
う業務についての基本的な内容を定め
たものであり、個々の労働金庫のリス
ク管理態勢等経営体力に見合った監
督の在り方等の観点から、認可制を廃
止することについては慎重な検討が必
要である。

(社)全国労働
金庫協会

3 A 業務方法書の廃止
(労働金庫法の規制の緩和)業務

方法書を廃止する。

労働金庫が、内閣総理大臣及び厚
生労働大臣から事業免許を受けるた
めの申請にあたって添付する「業務

方法書」を廃止する。

事業内容は予め労働金庫法等法令に定められ
ているうえ、金融機関に対する行政のあり方が、
金融機関の自己責任原則の観点により、事前
指導型から事後監視型に移行しているため。

労働金庫法第29条第3号

5043A 5043004 z13080

金融
庁、厚
生労働
省、

労働金
庫法第
23条の
２第１項
第４号、
（参考
条文）
会社法
第27条

定款において、主たる事務
所だけではなく、従たる事務
所も絶対記載事項となってい

る。

ｂ Ⅰ

協同組織金融機関の定款において
は、会員等の相互扶助等を目的とする
金融機関としての特性から、会員が利
用する施設である「従たる事務所」を
定款の記載事項として総会の意思決
定に委ねたものであり、これを定款記
載事項から外すことは、協同組織性の
観点から慎重な検討が必要である。

会員が利用する施設は、定款及び業
務方法書以外にもディスクロージャー
誌やインターネット等にも掲載されて
おり、現状、実際に会員が利用する施
設を確認する際は、定款及び業務方
法書を確認するよりも、ディスクロー
ジャー誌やインターネット等で確認す
ることの方が多いと考えられる。
協同組織金融機関から従来より要望
されているもので、実務的ニーズは非
常に高いことから、早期に結論を得る
ことを前提に、具体的な検討のスケ
ジュール（結論及び実施時期）を示さ
れたい。

ｂ Ⅰ

協同組織金融機関の定款において
は、会員等の相互扶助等を目的とする
金融機関としての特性から、「従たる事
務所」を定款の記載事項として総会の
意思決定に委ねたものであり、これを
定款記載事項から外すことは、協同組
織性の観点から慎重な検討が必要で
あり、スケジュールを示すことは困難で
ある。

(社)全国労働
金庫協会

4 A
定款への従たる事務所の記

載の廃止

(労働金庫法の規制の緩和)定款
の記載事項である「事務所の名
称及び所在地」について、従たる
事務所については絶対的記載事

項としない。

定款の記載事項である「事務所の名
称及び所在地」について、「主たる事
務所の名所及び所在地」とし、従たる
事務所については絶対的記載事項と

しない。

会社法第27条第3項に則る定款を定める銀行に
おいては、本店の所在地（主たる事務所）のみ
記載すべきものとされている。労働金庫におい
ても、銀行と同様に、「主たる事務所の名称及び

所在地」のみの記載としたい。

労働金庫法第23条の2第1項第
4号

5047A 5047001 z13081
厚生労
働省、

あん摩
マツ
サージ
指圧
師、は
り師、き
ゆう師
等に関
する法
律第1
条、第
12条

医業類似行為のうち、あん
摩マツサージ指圧、はり及び
きゅうについては、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師の免許を有する者で
なければこれを行ってはなら
ない。

e Ⅰ

あん摩マツサージ指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法律では、はり及び
きゅうは医業類似行為であると明確に
定められているところであり、御要望に
あるような「歪曲的な規制や文言使
用」は行われていないと考える。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、再考をお願いします。

はり師きゅう師の行う業は、施術業（医業の一部）であって、医業類
似行為業ではありません。
　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律では、
はり及びきゅうは医業類似行為ではないと明確に定められていると
ころであります。それは、仙台高裁判決が証明しています。
　はり師免許者、きゅう師免許者に対しての、医業類似行為という
文言使用と、それに伴う規制の撤廃を、再度、要望いたします。

 あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
第12条　何人も、第1条に揚げるものを除く外、医業類似行為を業と
してはならない。

はり師免許、きゅう師免許をもって、それぞれ、はり治療、きゅう治
療を行う場合は医業だが、それ以外の届出医業類似行為者及び無
免許者が、はり、きゅうを行う場合は、医業類似行為となる。
つまり、第１２条は、何人も、第1条に揚げるもの（医師免許、はり師
免許、きゅう師免許の行う医業、及び、はり、きゅうを業とすることが
認められている届出医業類似行為業）を除く外、医業類似行為（無
資格者が行うはり、きゅう）を業としてはならない。
といっているのです。

　この法律は、あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師
免許、届出医業類似行為者の4種類の身分を規定した法律です。
　はり師が、はり治療を行うのは医業（施術業）にあたりますが、例
えば、はり師が、あんまマッサージ指圧治療を業として行うことは医
業類似行為業（医業ではない）に当たります。
　すなわち、1つの法律で、4種類の内容の異る身分を規定している
為に「医業類似行為」という文言が必要になるのです。
　従って、この法律で使用される医業類似行為とは、届出医業類似
行為者と無免許者の行う行為のことになるのです。
　一番困るのは、免許者と無免許者を混同する事から起こる現象で
す。つまり、免許を持つ者が行う医業（施術業）を医業類似行為業と
混同する事です。
　はり師、きゅう師の行う業は、昭和25年医収９７の通り、医師法17
条の特別法的規定の医業（施術業）であり、医業類似行為業ではあ
りません。
この件については、いまさら論じなくとも良いのです。それは、昭和
29年6月29日の仙台高裁判決において、昭和22年制定のあんま

e Ⅰ

前回回答でも申し上げたとおり、あん
摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律では、はり及びきゅ
うは医業類似行為であると明確に定め
られているところであり、御要望にある
ような「歪曲的な規制や文言使用」は
行われていないと考える。

社団法人　宮
崎県鍼灸マッ
サージ師会

1 A
日本国における鍼灸医療の
確たる医療化と歪曲的規制

の禁止

「日本国における鍼灸医療の確た
る医療化」、すなわち、昭和29年6
月29日仙台高裁判決に基づく、
鍼灸医療の確立を要望します。
判決内容は、以下です。

判決：「医業類似行為とは疾病の
治療または保健の目的でする行
為であって医師、歯科医師、あん
摩師、はり師、きゅう師または柔
道整復師等の法令で正式にその
資格を認められた者がその業務
としてする行為でないものをいう」
　鍼灸医業は上記の通り医師と
鍼灸師が医療として行います。
従いまして、昭和29年6月29日仙
台高裁判決に基づき、日本国に
おける鍼灸医療の水準を確かな
ものとし、アメリカ合衆国、英国等
と同水準の鍼灸医療制度の確立

を要望いたします。

貴省の鍼灸医療見解
① 昭和２５年２月１６日、医収９７の回答２「然し
ながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法
第１条の規定は、医師法１７条に対する特別法

的規定であり・・・。」
② はり師・きゅう師の養成については、法令上
厳格な規制を設け、国家試験を行うことにより、
その質の確保を図っている。修業年限や教育
内容を見直す必要があるとは考えていない。
③ はり師・きゅう師は、不断の自己研鑽により
質の更なる向上を図っていただきたい。

④ 被施術者との間で情報（鍼灸師の行う鍼灸
施術に限定した、診察、診断、治療など、患者
と情報を共有しながらの施術）を共有することを

妨げる法令上の規定はない。

実施内容
はり師きゅう師等法、昭和２５年医収９７、昭和
２９年仙台高裁の最終判決により、鍼灸は医業
であると厳格に規定されています。ところが前
回提案の公文書中にもありますように、鍼灸施
術は医業類似行為であるという間違った文言
が使用されています。法令では鍼灸医業です。
しかし、鍼灸師は医業類似行為の専門家との
法令によらない歪曲的規制が公然と発生して
います。確たる医療化の為に歪曲的な文言使

用を全て差し控えていただきたい。

日本の鍼灸医学は、更なるレベルアップを行うこ
とで、ＷＨＯの提唱する鍼灸医学やアメリカ、イ
ギリス等がその国民に対して提供する鍼灸医学
と同等以上の医学水準を目指さなければなりま

せん。
日本の鍼灸医学及び鍼灸医療提供体制が中
国、韓国並びに西洋の先進各国よりも下回る事

は、日本国の恥であります。
その鍼灸医学を日本国民に対して日本医療の
一部として安全に提供できるようにするために、
法令上の規制や法令でもない感情的規制等を
含めたすべての規制を全廃 しなければなりませ

ん。

①昭和29年6月29日仙台高裁
判決（鍼灸医療は医業であると

する確定判決）
②あんまマッサージ指圧師はり
師きゅう師等に関する法律（医
師法１７条例外規定法）
③医師法第１７条

④昭和25年2月16日医収97の
回答2

この要望書は、（社）宮崎県鍼
灸マッサージ師会の第９次特
区提案並びに、平成１８年６月
提出の全国的規制改革案に
関連の、継続的要望書です。

5049A 5049001 z13082
厚生労
働省、

介護保
険法第
１１５条
の３８

　平成１８年４月の介護保険
制度改革において、要介護
認定区分を「要支援１・２、要
介護１～５」とし、また、地域
支援事業を創設・実施するこ
とで要支援・要介護になるお
それのある者に対する介護
予防を充実化させたところ。

①Ｅ
②Ｅ

①Ⅲ
②Ⅱ

①　介護保険制度の見直しにおいて、
要介護認定の見直しを行っているが、
認定か非該当かの基準は変更してお
らず、非該当者が増加する仕組みとは
なっていない。
②　また、地域支援事業の事業費につ
いては、地域支援事業交付金を平成２
０年度まで引き上げることとしており、
予算の減額とはなっていない。
　こうしたことから、通所介護事業所の
経営が困難に陥るとの御指摘は当た
らないものと考えている。
　なお、特定高齢者に該当しない者に
ついては、介護予防の啓発・普及等を
目的とした一般高齢者施策を行ってい
るところであるが、当該施策の実施事
業費については、市町村との契約によ
り費用が適切に賄われているものと考
えている。

－ - -
その他の法
人

1 Ａ
高齢者の介護・予防施策の
充実と単独、小規模介護施

設の救済

平成１８年度からの介護保険制
度の変更にともなう①介護認定自
立者や特定高齢者非該当者の増
加②特定高齢者施策の予算減額
などにより、今後高齢者の介護・
予防施策が後退し、病院や医院
に付属しない単独、小規模通所
介護事業所が、ますます経営困
難に陥ることが予測されます。そ
こで①厳しすぎる介護認定の緩
和②特定高齢者施策の予算増額
③病院や医院に付属しない、単
独、小規模通所介護施設を対象
とした、特定高齢者非該当者のた
めの、通所施策の考案と予算化
④③と同様施設を対象とした、特
別加算の実施の４項目を要望い

たします。

本要望における具体的実施内容や、
期待できる効果は以下のとおりで
す。①身体の機能に偏らず年齢、疾
病、独居、目や耳の不自由さの度合
い、その他生活の実際的困難要素な
どをより重視して、介護認定を行うこ
と、特定高齢者施策の予算増額によ
る利用枠の拡大、利用者の減りつつ
ある単独、小規模施設の空いたス
ペースや時間を、特定高齢者非該当
者に有効に利用してもらうことなどに
より、介護や予防が必要にもかかわ
らず、受けられないでいる人達が、そ
れらを受けることができます。②①に
より病院や医院に付属しない単独、
小規模施設は、利用者を確保しやす
くなり、経営困難を緩和させることが
できます。③病院や医院に付属しな
い単独、小規模を条件とする特別加
算の実施により、単独、小規模事業
所の財政逼迫を緩和できます（ただ
しこの場合、利用者負担は非加算で
ないと、利用者には、単に利用料の
高い施設と判断される恐れがありま

す）。

主な要望理由は以下の通りです。①心身のおと
ろえつつある、介護や予防の必要な高齢者の多
くが、介護認定自立や特定高齢者非該当とさ
れ、介護や予防に対する施策が後退していると
思われます。「保険料を払っているのに、高齢で
心身がおとろえても、サービスが利用できな
い。」等の利用者の不満や不安の声が多く出て
います。②病院に付属する施設に利用者を引き
抜かれたり、集客力の面で太刀打ちできぬま
ま、利用者が減少している単独、小規模施設で
は、軽度の利用者や特定高齢者を勧誘する以
外、利用者確保の方法がほとんどありません。
厳しい認定が続けば、利用者を確保できず、経
営が困難となります。③多くの社会福祉法人の
単独、小規模通所施設が、介護保険開始前の
措置費制度の時代から、行政の勧めもあって、
国などから多額の補助を受けて設立しました。し
かしそれらの施設が、設立を勧めた行政からな
んの救済も受けられず、行政の介護保険制度の
施策内容も要因として、経営困難になることに納
得できないでいます。経営ができなくなれば、補
助金も無駄になることになると思われます。

介護保険法
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5049A 5049002 z13083
厚生労
働省、

指定居
宅介護
支援に
要する
費用の
額の算
定に関
する基
準（平
成12年
厚生省
告示第
20号）

指定居宅介護支援事業所に
おいて、前６か月間に作成し
た居宅サービス計画に位置
付けられた訪問介護サービ
ス等の提供総数のうち、同
一の訪問介護サービス等に
係る事業者（法人）によって
提供されたものの占める割
合が、正当な理由なく、100
分の90を超えた場合には１
月につき当該事業所のケア
マネジメントに係る報酬が
200単位減算されることとな
る。

c Ⅲ

○　指定居宅介護支援事業所におけ
る特定事業所集中減算は、適正な
サービスの提供の確保を目的として、
事業所の公正・中立性の確保の観点
から、指定居宅介護支援事業所にお
いて、前６か月間に作成した居宅サー
ビス計画に位置付けられた訪問介護
サービス等（訪問介護、通所介護、福
祉用具貸与をいう。以下同じ。）の提供
総数のうち、同一の訪問介護サービス
等に係る事業者（法人）によって提供さ
れたものの占める割合が、正当な理由
なく、100分の90を超えた場合に１月に
つき当該事業所の全てのケアマネジメ
ントに係る報酬が200単位減算される
ものである。
○　また、特定事業所集中減算に係る
正当な理由は、都道府県知事が地域
的な事情等も含め諸般の事情を総合
的に勘案し正当な理由に該当するか
どうかを判断するものであるが、厚生
労働省としては例示として次のようなも
のを正当な理由として通知している。
①　居宅介護支援事業者の通常の事
業の実施地域に訪問介護サービス等

－ - -
その他の法
人

2 Ａ
特定施設集中減算制度の
廃止を含めた見直し

平成１８年度より実施される、介
護保険制度における特定施設集
中減算制度では、減算を受けな
いように利用者を他の施設に移
そうとすれば、利用者の施設選択
の自由を損なうことが心配され、
病院などに付属する施設に太刀
打ちできぬまま、財政が逼迫しつ
つある病院に付属しない単独、小
規模事業所等の弱小事業所の財
政を、さらに圧迫することにもなり
ます。また大規模施設にしても、
現実的には、減算を免れる施設
は極めて少ないことが予測され、
本制度に利用者の特定施設への
集中を抑制する効果は、あまり期
待できないように思われます。
よって、特定施設集中減算制度
の、廃止を含めた見直しを要望い

たします。

利用者が特定の施設に９割を超えて
集中した場合、給付が２００点減とな
る、特定事業所集中減算制度の廃止
又は該当条件の抜本的な見直しによ
り、利用者の自由意志を損なわない
ようにすることができます。また、病
院に付属しない単独、小規模事業所
等の弱小事業所の財政圧迫を回避

できます。

主な要望理由は以下の通りです。①特定事業所
集中減算を受けないように利用者を配分するの
は、利用者の自由意志を損なわずには行えない
と思われます。又、利用者をより遠方の施設に
移せば、利用者に余計な負担を課すことになる
恐れもあります。②病院に付属していない単独、
小規模事業所の中には、近隣の病院に付属す
る施設に利用者を引き抜かれたり、集客力の面
で太刀打ちできぬまま、利用者数が減少し、財
政が逼迫しつつある事業所もあります。単に地
区に施設数が多いという理由だけで、この例の
ような弱小事業所にまで減算が課せられるの
は、理不尽だと思われます。③特に人口の少な
い圏域では、圏域に３つ以上介護施設がある場
合、現実的には、減算をまぬがれる施設はほと

んど無いと思われます。

介護保険法

5049A 5049003 z13084
厚生労
働省、

介護保
険法
（平成9
年法律
第123
号）

地域包括支援センターにつ
いては、原則、市町村が設
置することとなっているが、
市町村から包括的支援事業
の実施の委託を受けた老人
介護支援センター等も地域
包括支援センターを設置でき
ることとしている。

c Ⅰ

○　地域包括支援センターは、市町村
が設置することとを原則としているが、
地域の実情等を勘案して、市町村は
老人介護支援センター等に包括的支
援事業等を委託をすることができ、当
該委託を受けた老人介護支援セン
ター等は包括的支援事業等を実施す
るために地域包括支援センターを設置
することができることとされている。
○　地域包括支援センターの設置・運
営に関しては、中立性の確保・人材確
保支援等の観点から、市町村が事務
局となる地域包括支援センター運営協
議会が関わることとなっており、協議会
の構成員は、①介護サービス等に関
する事業者及び職能団体、②介護
サービス等の利用者、介護保険の被
保険者、③介護保険以外の地域の社
会的資源や地域における権利擁護、
相談事業等を担う関係者、④その他地
域ケアに関する学識経験者等（具体的
には市町村が選ぶ。）としている。
○　以上のように、市町村以外の老人
介護支援センター等が地域包括支援
センターを設置する場合にも、当該セ

－ - -
その他の法
人

3 Ａ

地域包括支援センターを市
町村が直営することの、全
国レベルでの統一と、それ
に係わる都道府県、市町村

支援

平成１８年度からの介護保険制
度の変更にともない、地域包括支
援センターが新設され、多くの市
町村で、地域包括支援センターが
特定の介護事業所へ委託されま
した。しかし、地域包括支援セン
ターが特定の介護事業所へ委託
されれば、委託された施設は利用
者獲得に有利となり、利用者が大
規模事業所等へ集中することが
心配されます。地域包括支援セン
ターがより中立公平な業務を行う
ためには、市町村が地域包括支
援センターを直営した方が有効だ
と思われます。よって、地域包括
支援センターを市町村が直営す
ることの、全国レベルでの統一
と、それに係わる都道府県、市町
村のための支援を要望いたしま

す。

市町村が地域包括支援センターを特
定の介護事業所へ委託することを中
止し、地域包括支援センターを直営
すれば、新規利用者の介護施設等
への配分などを、中立公平に行うこと
ができ、圏域の介護事業がより円滑
に行われると思われます。

本要望を行うのは、地域包括支援センター（以
下包括）が特定の介護事業所へ委託されること
には、以下のような問題点があると思われるた
めです。①地域包括支援センターを担当する施
設は情報面、高齢者との接触機会の面で利用
者獲得に有利と思われます。②要支援になるこ
とにより、「プラン作成の担当が他の施設に替わ
るなら、施設利用をやめる。」の例のように、プラ
ン作成の担当が他施設に替わることが、利用者
の意志の侵害や、心の混乱の原因になっている
例があります。③包括の担当職員や、包括を担
当する介護施設が包括に関係する高齢者に対
して、宣伝や勧誘を行えば、新規の介護施設利
用がその施設に集中したり、介護施設利用が、
他の施設よりその施設に集中して移っていく恐
れがあります。すでにそのような実例が出ていま

す。

介護保険法

5054A 5054002 z13085
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
2第1項
第1号

専門的な業務等（26業務）を
除いた労働者派遣に係る派
遣受入期間制限について
は、最長3年である。

c Ⅰ

○ 労働者派遣事業については、その
利用の仕方によっては、労働者の安
定した雇用機会の確保、長期雇用慣
行を前提とした雇用の安定、職業能力
の有効発揮、安定した労使関係など我
が国の雇用慣行に悪影響を及ぼすお
それがある。我が国においては、働き
方が多様化している一方で、長期雇用
慣行は今後の基本的な雇用形態とし
て位置づけられるべきものとして、関
係者の合意形成がなされており、派遣
受入期間についても、常用雇用の代
替のおそれが少ない専門的な業務等
を除き、労働者派遣を活用する場合の
共通のルールとして、一定の制限が設
けられているところであり、派遣受入期
間の制限の撤廃は不適当である。

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
り、期間制限の撤廃、延長又は維持に
ついてどう考えるかについて議論する
こととされているが、委員間に意見の
隔たりがあるところである。

（社）日本経
済団体連合

会
2 A

自由化業務における派遣期
間制限の撤廃

派遣可能期間の制限のあるいわ
ゆる自由化業務（物の製造業務
を含む）について、派遣可能期間
の制限を撤廃すべきである。

派遣労働は就労形態の一つとして既に認知され
ており、派遣労働者だけに働く期間を制限する
理由はない。派遣労働者として継続して働くこと
を希望する労働者の意思、ライフスタイルを尊重
すべきで、同一の業務に従事する期間を法律で
制限すべきではない。派遣可能期間経過後すぐ
に別の派遣先で派遣就労できたほうが安定的な
働き方となり、法律の目的に合致する。どこの派
遣先を選択するかは、派遣労働者の自由であ
り、派遣労働者の意思が無視され、働き方の選
択肢が制限されるべきではない。派遣可能期間
の制限は、正社員の代替防止を理由にしている
が、各人の意思により就労形態（正社員あるい
は派遣労働者）を選択するのが最近の傾向であ
る。すなわち、派遣労働者として働くことを希望
する労働者の意思も尊重されるべきであり、働
き方の多様化を一律に法律で制限すべきではな

い。

労働者派遣法第40条の2

派遣可能期間の制限のあるい
わゆる自由化業務について
は、派遣先の事業所その他派
遣就労場所ごとの同一業務に
ついて、派遣可能期間が原則
１年、派遣先の労働者の過半
数で組織する労働組合ないし
その労働組合がない場合には
労働者の過半数を代表する者
の意見聴取によって延長して
も、最大3年までに制限されて

いる。

5054A 5054003 z13086
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
26条第
7項、派
遣元事
業主が
講ずべ
き措置
に関す
る指針
（平成
11年労
働省告
示第

派遣先は、紹介予定派遣の
場合を除き、派遣元事業主
が当該派遣先の指揮命令の
もとに就業させようとする労
働者について、労働者派遣
に先立って面接すること等派
遣労働者を特定することを目
的とする行為をしてはならな
い。

c Ⅰ

○ 派遣労働者の決定については、雇
用主である派遣元事業主が、派遣労
働者の職業能力を評価した上で、派遣
先の必要とする労働力に相応しい労
働者を適切に判断し行うことが労働者
派遣事業制度の基本的な考え方であ
ること等から、その趣旨にかんがみ、
紹介予定派遣以外の労働者派遣にお
ける事前面接を禁止しているところで
ある。
○ 「規制改革・民間開放推進３か年計
画（再改定）」（平成18年3月31日閣議
決定）において、「紹介予定派遣以外
の派遣における事前面接の解禁のた
めの条件整備等について、可及的速
やかに検討を行う」こととしていること
から、現在、労働政策審議会におい
て、この点を含め、平成16年3月に施
行された改正労働者派遣法のフォロー
アップを行っているところであるが、そ
の結論については、公労使の委員の
合意が必要であり、現時点において、
その内容や時期を明確化することはで
きない。

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、事前面接等の派遣労働者の特
定を目的とする行為については引き続
き更なる検討を行うとされているところ
である。

（社）日本経
済団体連合

会
3 A

派遣労働者を特定すること
を目的とする行為の禁止の

撤廃

派遣労働者を特定することを目的
にする行為は、現在紹介予定派
遣の場合のみ許されているが、こ
れを通常の労働者派遣について
も、解禁すべきである。特に当該
行為に、個人の特定ではなく、若
年者に限ること等一般的属性を
特定する場合も含まれるとする解
釈は改めるべきである。

派遣就労開始前に事前面接等をすることは、雇
用のミスマッチや派遣就労開始後のトラブルを
防止する効果があり、派遣労働者、派遣元、派
遣先にとって好ましいものであることから、法律
で一律に禁止すべきではない。近年の業務の多
様化・専門化に伴い、派遣元を介した情報提供
だけでは不十分なケースが増加し、ミスマッチの
リスクが高まっているという現状を勘案し、派遣
労働者と派遣先が相互に条件を評価できる事前
面接等は認められるべきである。また、派遣先
が講ずべき措置に関する指針で、若年者に限る
こと等も派遣労働者を特定する行為に該当する
とされているが、特定する行為という概念は一人
ひとりを選考することであり、このような解釈を改
めるべきである。法律では努力義務規定である
にもかかわらず指針では義務規定になるという
矛盾も生じており、指針を見直すべきである。

労働者派遣法第26条7項
派遣先が講ずべき措置に関す
る指針（平成15年厚生労働省

告示第449号）
派遣元事業主が講ずべき措置
に関する指針（平成15年厚生
労働省告示第448号）

派遣先は、労働者派遣契約の
締結に際し、派遣労働者を特
定しないよう努めなければない
とされている（紹介予定派遣は
除く）。「派遣労働者を特定す
ることを目的とする行為」に
は、派遣先がその受け入れる
派遣労働者を選別するために
行う事前面接や履歴書の送付
要請等のほか、若年者に限定
すること等が該当する。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事項
管理番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 要望主体

要
望
事
項
番
号

要
望
種
別
（規
制

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5054A 5054004 z13087
厚生労
働省、

労働者
派遣事
業の適
正な運
営の確
保及び
派遣労
働者の
就業条
件の整
備等に
関する
法律第
40条の
4、第40
条の5

派遣受入期間制限のある業
務について、派遣先は、当該
派遣受入期間制限のある業
務について、派遣先は、当該
派遣受入期間制限への抵触
日以降も、派遣労働者を使
用しようとするときには、当
該抵触日の前日までに、当
該派遣労働者に対して雇用
契約の申込みをしなければ
ならない。
派遣受入期間制限のない業
務について、派遣先は、同一
の業務に同一の派遣労働者
を３年を超えて受け入れてお
り、その業務に新たに労働者
を雇い入れようとするとき
は、当該労働者に対して雇
用契約の申込みをしなけれ
ばならない。

c Ⅰ

○派遣労働者に対する雇用契約の申
込義務については、平成15年改正に
より、派遣受入期間制限のある業務
（26業務以外の業務）は、派遣先によ
る派遣受入期間制限違反を未然に防
止するために、また、派遣受入期間制
限のない業務（26業務）は、派遣労働
者の希望を踏まえて派遣先での直接
雇用の機会を与えるために設けられた
ものである。
○「規制改革・民間開放推進3カ年計
画（再改定）」（平成18年3月31日閣議
決定）において、「雇用契約の申込義
務について」、「その施行状況を踏ま
え」、検討を行うこととしていることか
ら、現在、労働政策審議会において、
この点を含め、平成16年3月に施行さ
れた改正労働者派遣法のフォローアッ
プを行っているところであるが、その結
論については、公労使の委員の合意
が必要であり、現時点において、その
内容や時期を明確化することはできな
い

平成16年3月に施行された改正労働
者派遣法のフォローアップを行ってい
るとのことでありますが、その状況を御

教示願います。

c Ⅰ

○　労働政策審議会においては、平成
１７年度以降、派遣元事業者、派遣先
及び派遣労働者等に対する労働力需
給制度についてのアンケート調査や、
関係者に対するヒアリング、公労使の
委員による議論により、平成16年３月
に施行された改正労働者派遣法の
フォローアップを行ってきたところであ
るが、雇用契約の申込義務について
は引き続き更なる検討を行うとされて
いるところである。

（社）日本経
済団体連合

会
4 A

派遣労働者への雇用契約
申込義務の廃止

派遣可能期間の制限のある業
務、派遣可能期間の制限のない
業務いずれの場合も、派遣先は、
一定期間経過後、一定要件のも
と、受入れていた派遣労働者に対
して雇用契約の申込みをしなけれ
ばならないが、この雇用契約申込
義務を廃止すべきである。特に特
定労働者派遣事業の場合は、既
に雇用の安定が図られているた
め早期に廃止すべきである。

雇用契約申込義務は、判例でも認められる事業
主による労働者の採用の自由を侵害し、働き方
の選択肢を狭めるものでもあるため、廃止すべ
きである。直接雇用の労働者と派遣労働者の人
材活用を別個に考える企業が多い現実を考えて
も、法律で一律に義務づけることはなじまない。
特に、特定労働者派遣事業の場合は、既に法律
の目的である雇用の安定が満たされているほ
か、教育訓練を行った自社の派遣労働者が派
遣先に雇用されることによる損害は小さくなく、
そうした意味からも雇用契約の申込義務は適当
ではない。また、派遣可能期間の制限のない業
務の場合については、新入社員を採用する場合
にも雇用契約申込義務が発生するため、新入社
員の採用をためらう要因ともなりかねないことか
ら、早急な廃止が必要である。実態として、派遣
可能期間制限のない業務において、派遣先が雇
用契約申込義務を回避するため、3年超継続し
て就労した派遣労働者の交替を要求するケース
が見受けられ、これらが結果的に、派遣労働者
の不安定な雇用状況を招き、雇用機会を縮小さ
せているので、雇用契約申込義務は廃止すべき

である。

労働者派遣法第40条の4、第
40条の5

いわゆる自由化業務のように
派遣可能期間の制限のある業
務の場合、派遣先は、派遣可
能期間の制限に抵触する日以
降も、派遣停止の通知を受け
た派遣労働者を使用しようと
するときは、抵触日の前日ま
でに、派遣先に雇用されること
を希望する派遣労働者に対
し、雇用契約の申込みをしな
ければならない。また、派遣可
能期間の制限のない業務の
場合、派遣先は、①派遣先の
事業所その他派遣就労の場
所ごとの同一の業務に同一の
派遣労働者を3年を超えて受
け入れており、②その業務に
新たに労働者を雇い入れよう
とするときは、当該派遣労働
者に対し、雇用契約の申込み
をしなければならない。

5054A 5054005 z13088
厚生労
働省、

労働安
全衛生
法第１８
条

事業者は、常時５０人以上の
労働者を使用する規模の事
業場ごとに、労働者の健康
障害防止、健康の保持増
進、労働災害の原因及び再
発防止策で衛生に関するも
の等の基本的対策を調査審
議させ、事業者の対し意見を
述べさせるために衛生委員
会を設けることとされている。

c Ⅰ

１　労働者の安全と健康を確保するた
めには、なによりも事業者が安全衛生
を自らの問題として認識し、責任をもっ
て取り組むことが必要であり、また、事
業場における安全衛生を確保するた
めの管理体制を確立することが重要で
ある。
　このため、労働安全衛生法において
は、事業者が労働者の安全と健康を
確保すべき責務を有していることを明
確化し、事業場毎に衛生委員会を設
置することを事業者に義務付けている
ところである。

２　「同一敷地内、同一ビル内のグ
ループ会社において、持ち株会社等に
設置する一つの衛生委員会で一括し
て対応すること」は、法で定められた労
働者の安全と健康確保に係る責任の
所在を不明確にするものである。
　また、同一ビル内のグループ会社で
あっても、業種、規模、作業方法、作業
条件、仕事の量や質、作業環境、施
設・設備、勤務時間、労使関係、労働
者等が異なるため、衛生委員会におけ

要望者からの再意見を踏まえ、再度
御検討願います。
（要望者再意見）

・合併・分社化の進行など、企業や労
働者を取り巻く社会経済情勢が変化
する中で、この変化に対応した安全衛
生管理体制を構築する必要性が生じ

ている。
・衛生対策の水準を高めることが期待
できることに対する回答を求めたい。
・また、現行法上、いわゆる第１号の
委員として総括安全衛生管理者以外
の者が認められていること等を勘案す
れば、事業場トップの衛生管理責任
と、衛生委員会の運営とは、分けて考
えることが出来る。したがって、一つの
衛生委員会で一括して対応することが
責任の所在を不明確にするとの指摘

は適切とは言い難い。
・さらに、同一ビル内のグループ会社
において調査審議の具体的内容が各
グループ会社ごとに異なるとの指摘
は、実態認識が適切でないと考える。

ｃ Ⅰ

１　衛生委員会は事業者が講ずべき事業場の衛
生対策を推進するために設置・運営されるもので
あるが、グループ会社において持ち株会社等に
設置する一つの衛生委員会で一括して対応する
ことは、会社毎に衛生委員会を行うことに比べ、
各社独自の問題が欠落してしまうことや、各社内
の労働衛生問題を具体的に検討できなくなること
など衛生対策の水準を低下させる可能性があ
る。
　また、衛生委員会は事業者が当該事業場の労
使から必要な意見を聴取し、その協力を得る場で
あることや、労働安全衛生法第１８条第２項第１
号の委員として、総括安全衛生管理者以外の者
として認められている者は、「当該事業場におい
てその事業の実施を統括管理する者若しくはこ
れに準ずる者のうちから事業者が指名した者」で
あること等を勘案すれば、事業者の衛生管理責
任と衛生委員会の運営を分けて考えることは出
来ない。
　さらに、同一ビル内のグループ会社であっても、
会社毎に業種、規模、作業方法、作業条件、仕
事の量や質、作業環境、施設・設備、勤務時間、
労働者の年齢構成等が同一である保証がないた
め、各社が衛生委員会において調査審議する具
体的内容も同一である保証はない。
従って、ご要望にお応えすることはできない。
２　なお、労働者側からは逆に衛生委員会の設置
基準を厳しくするよう従来から要望が出されてい
るところである。

（社）日本経
済団体連合

会
5 Ａ

衛生委員会開催単位の見
直し（持株会社制度への対

応）

同一敷地内、同一ビル内のグ
ループ会社においては、持株会
社等に設置する一つの衛生委員
会で一括して対応することを認め

るべきである。

①同一敷地内、同一ビル内のグループ企業で
は、衛生対策を調査審議する際、とりわけ共有
スペースに関する内容の統一を図る必要があ
り、一つの衛生委員会での対応が認められれ
ば、迅速かつ統一的な調査審議が可能となる。
また、少人数で調査審議する場合に比べ、企業
グループ間の意見交換等を行なうことにより、衛
生対策の水準を高めることが期待できる。
②各事業場から複数名の委員指名（半分は過
半数組合等の推薦による）を担保すれば、事業
場の実情を会議に反映することができる。

③本提案は各事業場トップの責任で衛生委員会
を共同設置し、衛生委員会が各事業場トップに
対し意見具申することとしている。したがって、各
事業場トップは健康障害を防止するための措置
等の業務を適正に統括管理することが可能であ

る。

労働安全衛生法第18条（衛生
委員会）

労働安全衛生法施行令第9条
（衛生委員会を設けるべき事業

場）
労働安全衛生規則第22条（衛
生委員会の付議事項）

労働安全衛生規則第23条（委
員会の会議）

労働安全衛生法第18条に基
づき、事業者は、全ての業種
で常時50人以上の労働者を使
用する事業場において、衛生
委員会（労使の代表者、衛生
管理者、産業医等で構成）を
設置する義務がある。衛生委
員会は、毎月1回以上開催し
て、労働者の健康障害、労働
災害防止対策等を調査審議し
なければならない。当該規定
により、同一敷地内、同一ビル
内のグループ関係会社の場合
でも、衛生委員会は各グルー
プ会社単位で設置しなければ
ならないこととなっている。

5054A 5054006 z13089
厚生労
働省、

健康保
険組合
におけ
る診療
報酬の
審査及
び支払
に関す
る事務
の取扱
につい
て

（平成１
４年１２
月２５日
保発第
１２２５
００１
号）
健康保
険組合
におけ
る調剤
報酬の
審査及

医科及び調剤レセプトの直
接審査・支払を実施する際
には、「健康保険組合におけ
る診療報酬の審査及び支払
に関する事務の取扱につい
て」（平成１４年１２月２５日保
発第１２２５００１号）及び「健
康保険組合における調剤報
酬の審査及び支払に関する
事務の取扱について」（平成
１７年３月３０日保発第０３３
０００５号）により、必要な条
件を課した上で認めている。

ｃ Ⅳ

①　レセプトの直接審査・支払に係る
認可基準については、通知において具
体的に明らかにしているところであり、
具体的な申請・相談を受けて適切に審

査することとしている。
②③　「規制改革・民間開放推進３カ
年計画（再改定）」（平成１８年３月３１
日）に基づき、現在検討しているところ

である。

○　要望者から現在の検討状況を明らかに
することが再度求められている。また、「本
来、保険者は直接審査・支払を行うべき立場
にあり、医療機関又は薬局との合意、ならび
に組合規約への記載は不要であり、早急に
見直すべきである」との意見も頂戴している。
したがって、そうした要望者の意見も踏まえ、
「処方せんを発行した保険医療機関の事前
同意の削除」を含め、以下に示す「規制改革・
民間開放推進3か年計画（再改定）」（平成18
年3月31日閣議決定）のレセプトの直接審査
支払に係る事項についても、現在までの検討
状況と今後のスケジュールを明らかにされた
い。
　

　１　医療
　（２）保険者機能の充実・強化
　①医科及び調剤レセプトの保険者による直
接審査支払に関する要件緩和

　②医科及び調剤レセプトの審査・支払に係
る紛争処理ルールの明確化等

　⑤健康保険組合の規約変更の届出制化等

d Ⅳ

　調剤レセプトの直接審査・支払に係
る認可基準については、「健康保険組
合における調剤報酬の審査及び支払
に関する事務の取扱いについて」（平
成１９年１月１０日保発第0110001号）
において新たな認可基準を定めたとこ
ろである。

（社）日本経
済団体連合

会
6 A

レセプトの直接審査・支払に
係る基準の見直し

①レセプトの直接審査・支払に実
施にあたり、医療機関又は薬局
の合意を必要とする要件を見直

すべきである。
②調剤レセプトの場合、「処方箋
を発行した保険医療機関の事前
同意」については、早期に削除す

べきである。
③上記についてあじさい月間の再
回答では、『規制改革・民間開放
推進3か年計画（再改定）』（平成
18年3月31日閣議決定）に基づ
き、検討しているとのことである
が、その後の検討状況を早期に
明らかにすべきである。

①本来、レセプトの審査・支払は健康保険組合
固有の業務であり、対象医療機関との合意は必
要ないはずである。また、対象医療機関が追加
される都度、その名称等を組合規約に明記する
ために煩雑な手続きが必要となり、直接審査・支
払を実施する上での阻害要因であると考える。
レセプトの直接審査・支払の早期実現のための
環境整備を図る観点からも、同要件を廃止すべ

きである。
②調剤レセプトの直接審査・支払について保険
医療機関の事前同意を求める要件については、
必ずしも保険医療機関ごとに保険薬局が特定さ
れておらず実質的に困難であることから、早期

に削除すべきである。

「健康保険組合における診療
報酬の審査及び支払に関する
事務の取扱いについて」（平成
14年12月25日保発第1225001

号）
「健康保険組合における調剤
報酬の審査及び支払に関する
事務の取扱いについて」（平成
17年3月30日保発第0330005

号）

医科及び調剤レセプトの直接
審査・支払を実施する際には、
「健康保険組合における診療
報酬の審査及び支払に関する
事務の取扱について」（平成１
４年１２月２５日保発第１２２５０
０１号）及び「健康保険組合に
おける調剤報酬の審査及び支
払に関する事務の取扱につい
て」（平成１７年３月３０日保発
第０３３０００５号）により、必要
な条件を課した上で認めてい

る。
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１年厚
生省令
第３６
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び同省
令の一
部改正
（平成１

①傷病名と診療行為の対応
関係をそれぞれ結びつけ限
定することは行っていない。
また紙レセプトへ記載する傷
病名は、原則として診療報酬
請求書等の記載要領に基づ
き「レセプト電算処理システ
ム用傷病名マスタ（含修飾語
マスタ）」の傷病名を記載す
ることとしているが、傷病名
コード及び傷病名番号の記
載は義務付けしていない。

②医科・歯科レセプトと調剤
レセプトとの対応関係をそれ
ぞれ結びつけ限定すること
は行っていない。現行の紙レ
セプトでは調剤レセプトへの
医療機関コードの記載は義
務化しておらず、患者名や生
年月日等で突合している。

③市町村助成制度のデータ
ベースは存在しない。また、
レセプトに市町村助成制度

ｃ及びｂ Ⅲ

①について、診療行為は、必ずしも個々の傷病について行わ
れるものではなく、患者の状況を総合的に捉えて行われるも
のであるため、個々の傷病名と診療行為の対応関係を結び
つけることは困難であると考えている。なお、「傷病名に基づ
く医療費分析」は、主傷病名をレセプトに記載することが義務
づけされていることから、現在においても行うことは可能であ
るため、御要望のような措置は必要ないと考えている。

②については、レセプトオンライン化やそれに伴うレセプト
データベースの構築が進むことで、保険者において、医科・
歯科レセプトと調剤レセプトを突合し、一体的に処理すること
が容易となるため、そもそもコード等を用いて、医科・歯科レ
セプトと調剤レセプトの関係を結びつけることが必要かどうか
を含め、レセプトオンライン化の過程において検討する。

③について、本来レセプトは医療機関が診療報酬を請求する
際の請求書であって、その記載事項については請求事務上
必要最低限のものを定めているところであり、市町村助成の
ように診療報酬の請求額を変更させる要素のない記載事項
を増やすことは、法律上定められた本来の目的以外で保険
医療機関の請求事務を増加させるため困難である。

なお、レセプトデータの２次利用については、『重点計画-
2006』（平成18年7月26日、ＩＴ戦略本部）に沿って
・  レセプトデータの学術的・疫学的利用や、医療政策への活
用を可能て検討を進め、2008年度までに全国規模でのレセ
プトデータ収集・解析のための体制を構築すること
・　収集されたレセプトデータについては、公共性等を考慮
し、広く活用を図ること
等を実施できるよう取り組んでまいりたい。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、再度ご検討をお願いしたい。

　①主傷病の記載を義務付けているから良いとの回答だが、実際
のレセプトには多くの傷病名記載があり、複数の主傷病記載がある
ものも珍しくない。どの病気のためにどのような治療をしたのかが
不明なままでの請求書のあり方に基本的な問題があり、早急に見
直しを行うべきである。

　②データベース構築のためには、何らかの情報のコード付けは不
可欠であるはずである。コード付けがなければ、レセプトデータベー
ス化も困難であり、極めて利用価値の少ないデータベースにしかな
らないのではないか。レセプトデータベース化に先行して、各々が
独自にコードづけを行うよりは、統一的なコードを付与することに
よって、全体としての情報化のコスト削減を図るべきである。

　③保険者は、附加給付や高額療養費の支払いに当たり、市町村
の医療費助成と重複しないよう、市町村医療費助成の有無を確認
せざるを得ない。ある健保組合では、全体の附加給付件数のうち約
20％について、市町村医療費助成に関するマニュアル処理を必要
としているとの報告もある。このままレセプトオンライン化が進め
ば、健保組合において市町村医療費助成についての事務処理の
みがマニュアルで取り残され、オンライン化のメリットが大幅に減殺
されることが懸念される。医療機関からもこの件に関する問い合わ
せがあり、双方における事務負担軽減の観点からも、早期のデータ
バンク化とレセプトへのコード記載が不可欠である。

○　「ＩＴ新改革戦略」（平成18年１月１９日　ＩＴ本部決定）において
も、目標として「５．医療・健康・介護・福祉分野全般にわたり有機的
且つ効果的に情報化を推進すること」が指摘されており、また、最
近においても、「全体最適の実現」等として、医療のみならず、健
康・介護・福祉等での統一的、分野横断的な活用が可能となるよう
に設計されることの必要もＩＴ戦略本部で指摘されているところ。した
がって、医科と調剤レセプトの突合すら氏名の名寄せで行われるよ
うな状況は大規模データベースの設計を前に改善する余地があり、
また要望者意見にもあるよう「データベース構築のためには、何ら
かの情報のコード付けは不可欠」とも考えるので、再度ご検討をお
願いしたい。

○ 「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」（平成18年３

ｃ及
びｂ

Ⅲ

①について、主傷病が複数ある場合も
ある上、診療行為は、必ずしも個々の
傷病について行われるものではなく、
患者の状況を総合的に捉えて行われ
るものであるため、個々の傷病名と診
療行為の対応関係を結びつけることは
困難であると考えている。

②については、頂いたご意見も踏ま
え、そもそもコード等を用いて、医科・
歯科レセプトと調剤レセプトの関係を
結びつけることが必要かどうかを含め
て、レセプトオンライン化の過程におい
て検討する。

③について、本来レセプトは医療機関
が診療報酬を請求する際の請求書で
あって、その記載事項については請求
事務上必要最低限のものを定めてい
るところであり、市町村助成のように診
療報酬の請求額を変更させる要素の
ない記載事項を増やすことは、法律上
定められた本来の目的以外で保険医
療機関の請求事務を増加させるため
困難である。

（社）日本経
済団体連合

会
7 A レセプト様式の変更

レセプトのオンライン請求の義務
化に先立ち、特に以下の点につ
いて、レセプトの様式を変更し、事
務経費の削減と疾病予防を含め
た医療の質的向上を図るべきで

ある。
①傷病名と診療行為のリンク付け
②医科・歯科レセプトと調剤レセ

プトとのリンク付け
③市町村助成制度への対応

(*)再回答においては「今後のレセプ
トのオンライン化の過程で必要に応
じ検討する」とあるが、システム投資
に係るコストを最小化するためには、
早期に仕様を確定することが不可欠
であり、具体的な検討スケジュールを

明示すべきである。
③市町村助成制度への対応

健保組合の現場では市町村助成と
の調整をマニュアル作業で行ってお
り、多大な負担となっおり、多大な費
用も発生している。レセプトに助成制
度の適用の有無と助成額の記載欄
を設け、記載を義務化すべきである。
国の公費補助は既にレセプトに表示
があるので、同様に市町村公費助成
についても実際に利用された医療機
関がレセプトに記載することは可能で
あると考える。併せて、市町村助成
制度への対応に係る事務負荷を改
善するために、助成制度のデータ
ベースを早急に公的に構築するべき

である。

①傷病名と治療行為のリンク付け
精度の高い医療費分析を可能とするため、レセ
プト記載の傷病名については「レセプト電算処理
システム用傷病名マスタ（含修飾語マスタ）」に
基づく記載と傷病名コードの記載を行い、傷病
名には傷病名番号を付与し、摘要欄の診療行
為に該当する傷病名番号の記載を通じたリンク
付けを義務化すべきである。「『全国規模の規制
改革・民間開放要望』に対する各省庁からの再
回答について（平成18年8月14日）」(以下、再回
答）においては、複数の傷病を有する患者に対
する診療行為について、個々の傷病名と診療行
為の対応関係を結びつけることは困難であると
のことであったが、ほとんどの場合、それぞれの
傷病に対する治療に分解できるはずである。ど
うしても分解が出来ない場合には、主傷病も明
示することになっているので、それを用いてリン
ク付けが可能である。医療費の現状を正しく把
握するために、傷病名と治療行為をリンクさせ、
傷病別の医療費の分析を可能とすべき。

②医科歯科レセプトと調剤レセプトのリンク付け
医科・歯科レセプトと院外処方に基づく調剤レセ
プトの突合のために、調剤レセプトへの医療機

関コードの記載が不可欠である(*)

健康保険法第76条6項
「療養の給付、老人医療及び
公費負担医療に関する費用の
請求に関する省令」（昭和51年
厚生省令第36号）および同省

令の一部改正

健康保険法第76条第6項にお
いて、療養の給付に関する費
用の請求に係る必要な事項は
厚生労働省令で定めることと
されており、レセプトの様式は
「療養の給付、老人医療及び
公費負担医療に関する費用の
請求に関する省令」により定め

られている。
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厚生労
働省、

健康保
険法第
７６条第
３項
「健康
保険法
第７６条
第３項
の認可
基準等
につい
て」（平
成１５年
５月２０
日保発
第０５２
０００１
号）

保険者と医療機関の直接契
約については、「健康保険法
第７６条第３項の認可基準等
について」（平成１５年５月２
０日保発第０５２０００１号）に
より、患者のフリーアクセス
の確保の観点から必要な条
件を課した上で認められてい

る。

ｃ Ⅳ

個別の契約が患者のフリーアクセスに
与える影響を勘案し、患者にとって適
切な受診行動を確保するため、また地
域の医療提供体制に影響を及ぼすこ
とから、契約当事者からの申し立てだ
けではなく、地域の医療機関や被保険
者代表などの意見を聞く必要があるの
で、都道府県ごとに設置する委員会に
おける審議を求めている。収支状況が
良好でない医療機関が割引を行う場
合には、適切な医療が提供されないお
それがあるため、認可に当たって収支
状況を要件の一つとしている。これら
の要件は、いずれも直接契約を認める
上で必要な条件を整備したものである
が、「規制改革・民間開放推進３カ年
計画（再改定）」（平成１８年３月３１日）
の内容を踏まえ、現行の契約条件等
について過度な阻害要件がないか等
について保険者の意見を踏まえつつ、
条件の緩和について逐次検討すること

としている。

○　以下の要望者意見を踏まえ、再度検討さ
れたい。

現在の検討状況を明らかにすべきである。と
くに契約医療機関の運営状況、各都道府県
に設置される委員会による審議、契約医療
機関における当該契約健保組合加入者及び
当該契約健保組合加入者以外の患者に係る
診療報酬の額及びレセプトの件数について
の報告義務（毎月）は、直接契約の阻害要因
となっており、早急に見直すべきである。

○　以下に示す「規制改革・民間開放推進3
か年計画（再改定）」（平成18年3月31日閣議
決定）の保険者と医療機関の直接契約に係
る事項についても、現在までの検討状況もお
示しいただきたい。

　１　医療
　（２）保険者機能の充実・強化
　　⑤医療機関・薬局と保険者間の直接契約
に関する条件の緩和

ｃ Ⅳ
保険者からの具体的な相談を受け、具
体的に検討することとしている。

（社）日本経
済団体連合

会
8 A

保険者と医療機関の直接契
約に係る基準の見直し

直接契約を行う際の契約条件等
の規制を緩和すべきである。とく
に、以下の要件は不要とすべきで

ある。
①契約医療機関の運営状況
②各都道府県に設置される委員

会による審議
③契約医療機関における、当該
契約健保組合加入者および当該
契約健保組合加入者以外の患者
に係る診療報酬の額及びレセプト
の件数についての報告義務（毎

月）

保険者と医療機関が直接契約を行っても、患者
のフリーアクセスを何ら阻害するものではなく、
むしろ、当該要件が障害となり、患者がより安い
コストで優良な医療機関を選択できないことの方
が患者の選択肢を狭める結果となっている。
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対す
る各省庁からの再回答について（平成18年8月
14日）」においては、「保険者からの具体的な相
談を受け、具体的に検討することとしている」と
いうことであるが、現実的に直接契約の状況に
進捗がみられないことを踏まえれば、その推進
のために左記要件の見直しが不可欠である。

健康保険法第76条3項
「健康保険法第76条3項の認可
基準等について」（平成15年5
月20日保発第0520001号）

保険者と医療機関の直接契約
については、「健康保険法第７
６条第３項の認可基準等につ
いて」（平成１５年５月２０日保
発第０５２０００１号）により、患
者のフリーアクセスの確保の
観点から必要な条件を課した
上で認められている。

5054A 5054009 z13092
厚生労
働省、

「診療
録等の
保存を
行う場
所につ
いて」
（平成
17年3
月31日
医政発
第
033101
0号／
保発第
033100
6号）
「民間
事業者
等が行
う書面
の保存
等にお
ける情
報通信
の技術

①診療情報の外部保存を行
う際の基準は、電気通信回
線を通じて外部保存に係る
ホストコンピュータ、サーバ
等の情報処理機器が医療法
第１条の５第１項に規定する
診療所その他これに準ずる
ものとして医療法人等が適
切に管理する場所におかれ
るものであることとされてい
る。
②医療機関が個人情報に該
当する医療情報を第三者に
提供する場合には、個人情
報保護法に基づき原則とし
て本人の同意を要することと
し、セキュリティが確保でき
れば診療情報のインターネッ
トでの共有等を可能としてい
る。

①c
②d

Ⅳ

①営利法人等が開設するデータセンターの全
てがＰマークの取得やＩＳＭＳ（Information
Security Management Systems）適合評価制
度の導入等に努め、厳格に管理・運用されて
いるわけではないため、診療録等に記録され
た個人情報の漏洩や不当な利用等を抑止す
る観点から、保存義務に従事する者もしくは
従事していた者に対して、法律や条令等によ
り個人情報の内容に係る守秘義務や不当使
用等の禁止が規定され、当該規定違反により
罰則が適用されることを外部保存容認の前
提条件としたものであり、一概に行政機関が
開設したデータセンター等に比して遜色ない
とは言えない。
　ただし、医療機関等の責任において、責任
の所在を明確にした上で、震災対策等の危
機管理上の目的で確保した安全な場所とし
て、営利法人等の設置したデータセンター等
に診療録等を保存する場合にあっては、これ
を妨げているわけではない。
②レセプトのオンライン化については、セキュ
リティが不可欠であることを前提に、実用化さ
れている技術のセキュリティレベルや利用者
のコスト負担等を考慮し、介護保険で実績の
あるＩＳＤＮ回線か利用者のみに閉ざされたＩＰ
-ＶＰＮ回線としているところ。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、再度ご検討をお願いしたい。

①　IT新改革戦略にて「医療情報化インフラの整備」が掲げられて
おり、そのなかに「・・・小規模な医療機関に対しては、低コストで診
療情報連携に適した電子カルテ等を用いて、2010年度までに面的
な医療連携を図る」とあるが、各医療機関で独自で導入・運営する
には、導入・運用コストのほか、情報の取り扱いにおける細心の注
意が求められ、そのことが医療機関の大きな負担となり、普及を妨
げる要因のひとつとなっている。特に診療所は小規模も含めると9
万以上あり、各診療所がそれぞれ導入・運用を図ることは極めて難
しい。民間のデータセンター等を利用した共同利用型電子カルテの
形態が容認されることで、各医療機関は低コストでの導入が可能と
なるとともに、診療により資源を投入することが可能となる。
　民間のデータセンター等利用時に際して、民間のデータセンター
等が「Pマークを取得していること」「ISMS（Information Security
Management Systems）適合評価制度導入等がなされていること」を
条件とし、守秘義務違反・不正使用に関しては契約条項に罰則規
定の明記を義務づけるなど、厚生労働省が利用時のガイドラインを
示すことで、行政機関が開設したデータセンター等と同等な安全が
確保できる。

②　現在、厚生労働省医政局では、IT新改革戦略の発表を受け、
「医療情報ネットワーク基盤検討会」にて、医療機関等で用いるの
に適したネットワークに関するセキュリティ要件定義につき検討を行
い、今年度末を目標に「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」に反映すべく、改定準備を進めている。他方、厚生労働省
保険局では、「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用
いた費用の請求等に関する取扱いについて」（平成18年4月10日付
保総発第0410001号）において、オンラインレセプトのネットワークを
ISDNかIP-VPNにすでに制限している。このままでは、医療機関等
に用いるネットワークとして、医政局ガイドラインと保険局通知との
それぞれが定義されることとなり（厚生労働省として統一されたネッ
トワークに関する定義がされない）、医療機関に２つのネットワーク
回線の敷設を強いられる可能性がある。これは、医療事務費適正
化の方向に反するものであり、利便性・社会的コストの側面からも
普及の阻害要因となる。厚生労働省として、統一したネットワーク要
件のもと、同一の回線でレセプト情報や医療情報、さらには健康・介
　なお、要望はあくまでインターネットをベースとしたセキュアなネット

c Ⅳ

①民間のデータセンター等を利用する共同利
用型電子カルテの形態を容認した場合にあっ
ても、その利用料等は通常、医療機関の負担
となることから最も低コストであるとは言えな
い。特に小規模医療機関における費用負担
の観点からは、標準的な形式の診療情報提
供書を作成し診療情報連携を可能とするアプ
リケーションを開発、配布することとしたところ
であり、費用負担軽減の方策は講じたところ。
　また、契約条項というのは一般的に契約相
手方との権利関係を整理して明記するもので
あり、守秘義務違反・不正使用に関して、契
約条項に罰則規定の明記を義務づけたとして
も、刑法や身分法に定める罰則と同等の効力
を発揮するものではない。
②オンライン化の既定のスケジュールを着実
に実施すべく、既にシステム整備を行ってい
るところ。
セキュリティが不可欠であることや利用者のコ
スト負担も考慮し、かつ、現在、全国的に展開
できる回線を選択しているもの。

（社）日本経
済団体連合

会
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営利法人による電子化され
た診療録等の外部保存とイ
ンターネットをベースとした
ネットワークによる情報活用

の推進

①適切な外部保存に必要な技術
及び運用管理能力を有すること
が公正かつ中立的な仕組みによ
り認定されている施設において
は、営利法人であっても電子化さ
れた診療録等を保存できるように

すべきである。
②インターネットをベースとした
ネットワークによる医療機関・保
険者・患者による医療情報（被保
険者資格などを含む）の共有化を
進め、患者の利益につながる良
質な保険医療サービスを提供で
きるようにすべきである。

(*)早急にインターネットをベースとし
たセキュアなネットワークを容認すべ

きである。
　なお、「『全国規模の規制改革・民
間開放要望』に対する各省庁からの
再回答について（平成18年8月14
日）」においては、「他の活用できるオ
ンライン回線も検討していく」とあるこ
とから、インターネットをベースとした
セキュアなネットワークの活用につい
て早期に検討を行うべきであり、その
検討スケジュールを明らかにすべき

である。

①医療機関による民間のデータセンター等利用
時に際して、民間のデータセンター等が「Pマー
クを取得していること」「ISMS（Information

Security Management Systems）適合評価制度
導入等がなされていること」を条件とし、守秘義
務違反・不正使用に関しては契約条項に罰則規
定の明記を義務付けるなど、厚生労働省が利用
時のガイドラインを示すことで、行政機関が開設
したデータセンター等と同等な安全が確保でき

る。
②平成18年４月10日保総発第0410002号におい
て、レセプトのオンライン化におけるネットワーク
を事実上、ISDNもしくはIP-VPNと限定し、オンラ
インレセプト専用での利用を義務付けている。つ
まり、医療機関がレセプト情報を送付するネット
ワークのほかに、他の情報（診療情報等）を交
換・共有するには、新たなネットワークを敷設し
なければならない。これは、医療事務費の適正
化の方向に反するものであり、利便性・社会的コ
ストの側面からも非効率で普及の阻害要因と

なっている。(*)

「診療録等の保存を行う場所に
ついて」（平成17年3月31日医
政発第0331010号／保発第

0331006号）
「民間事業者等が行う書面の
保存等における情報通信の技
術の利用に関する法律等の施
行等について」（平成17年3月
31日医政発第0331009号／薬
食発第0331020号／保発第

0331005号）
「レセプトのオンライン請求に係
るセキュリティに関するガイドラ
イン」等の策定について（平成
18年４月10日保総発第

0410002号）
保険医療機関及び保険医療養

担当規則第3条

　電子化された診療録及び診
療諸記録の保存場所は、①病
院、②診療所、③医療法人等
が適切に管理する場所（医師
会）、④行政機関が開設した
データセンター等、⑤医療機
関等が震災対策等の危機管
理上の目的で確保した安全な
場所に置かれるものに限定さ
れており、営利法人が設置し
たデータセンター等に保存す
ることは認められていない。
　また、現在行われているレセ
プトのオンライン請求について
は、ISDN回線もしくは閉ざされ
たネットワークに限定されてい

る。

5054A 5054010 z13093
厚生労
働省、

薬事法
第23条
の2～
第23条
の19

　平成１４年に薬事法が改正
され、国際的なリスク分類の
考え方を導入して規制を類
型化し、リスクの低い医療機
器については、第三者認証
機関による認証制度とする
などリスクに応じた規制に変
更し、リスクの高い機器に審
査リソースの集中を図ってい
る。
　リスクが比較的低く、技術
的な要件が確立できたもの
については、第三者機関が
認証を行うための認証基準
を作成している。
　高度な性能を有する医療
機器については、引き続き、
医薬品医療機器総合機構で
審査をすることとなるが、全く
基準を示すことができず個別
審査が必要なものと技術的
に確立された認証基準を作
成できるものとの中間に位
置するものとして、ある程度
定型化が可能なものについ

c
(一部b)

Ⅰ

　高度管理医療機器については不具
合が発生したときに生命の危険に直
結するおそれがあることから、仮に承
認基準が作成されたとしても専門的判
断に基づき適切に承認審査が行われ
る必要があるため、第三者認証機関
による認証の対象とすることは困難で
ある。
　承認基準を作成した管理医療機器に
ついて認証制度に移行するためには、
ISO/IEC国際基準に基づくものも含め
て、承認基準が作成されるのみなら
ず、安全性、有効性について定型化さ
れた評価を可能とするための技術的
要件などの知見の蓄積が必要であり、
必要な知見が十分に得られていない
段階では認証基準への移行は困難で
ある。管理医療機器については今後と
も必要な知見の蓄積状況を踏まえな
がら認証基準への移行を検討してい
く。

改正薬事法
においては、
第三者認証
制度が採用
され、医療
機器の認証
プロセスが
大幅に改善
された。しか
し、第三者
認証制度に
基づく登録
認証機関に
よる審査は、
認証基準が
ある医療機
器に限られ
ている。
一方、医薬
品医療機器
総合機構
（PMDA）の
審査対象で
ある医療機
器について
も、認証基
準とほぼ同
じ考え方に
基づき承認
基準を作成
している。

○　以下の要望者意見を踏まえ、再度ご検討
をお願いしたい。

　ＩＳＯ／ＩＥＣ国際基準に裏付けされた承認基
準のある医療機器の多くは、海外において相
当程度の知見の蓄積が進んでいるものがあ
ると考える。海外における安全性、有効性に
関する定型的な評価のあるものについては、
速やかに第三者認証機関による審査に委ね
るべきである。

○　当該機器の海外での使用実績等の活用
は、貴省回答にある「安全性、有効性につい
て定型化された評価を可能とする技術的要
件などの知見の蓄積」に寄与するものとも考
えられ、また、「規制改革・民間開放推進３か
年計画（再改定）」（平成18年３月31日閣議決
定）の医療（４）②で決定されている「医療機
器の承認審査体制の充実と運用の円滑化」
を図ること、第三者認証制度の対象となる医
療機器の拡大にも適ったものと考える。した
がって、これらを踏まえ再度検討をお願いい
たしたい。

c
（一
部b）

I

「規制改革・民間開放推進３か年計画
（再改定）」に基づき、「医療機器の承
認審査体制の充実と運用の円滑化」を
図るため、技術的要件などの必要な知
見の蓄積を踏まえつつ、管理医療機
器であって承認基準を作成したものを
認証基準へ移行することについて逐次
検討を進めていく。なお、認証基準を
作成する際には日本国内における安
全性、有効性の評価等に関する知見
の蓄積が必要なことから、海外におけ
る評価のみをもって、直ちに認証基準
に移行することは困難であるが、我が
国における定型化された評価を可能に
するために必要な技術的要件などの
知見の蓄積の一環として海外における
評価をすでに考慮しているところであ
る。

（社）日本経
済団体連合

会
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第三者認証機関による審査
範囲の拡大

承認基準がある医療機器（例え
ば、MRI、骨密度測定装置など国
際規格に適合している機器など）
の審査については、登録認証機
関で審査できるようにすべきであ

る。
少なくとも、ISO/IEC国際基準に
基づき作成された承認基準に関
しては、国内の認証基準とするこ
とを早期に検討し、その結果を踏
まえ第三者機関による認証の対
象に移行させていくべきである。
また、その他についても、安全性
に十分留意しつつ民間企業の要
望の高いものから順次認証の対
象へと移行すべきである。

承認審査については、ISO／IEC国際基準に裏
付けされた承認基準があれば、登録認証機関に
よる「認証」に置き換えることによって早期に承
認（認証）が得られることになり、患者・利用者へ
の早期提供に資することになる。一方で、医薬
品医療機器総合機構（PMDA）は、基準のない医
療機器の審査に注力できることになり、限られた
審査リソースを有効に活用できることになる。

薬事法第23条の2～第23条の
19

改正薬事法においては、第三
者認証制度が採用され、医療
機器の認証プロセスが大幅に
改善された。しかし、第三者認
証制度に基づく登録認証機関
による審査は、認証基準があ
る医療機器に限られている。
一方、医薬品医療機器総合機
構（PMDA）の審査対象である
医療機器についても、認証基
準とほぼ同じ考え方に基づき
承認基準を作成している。

5054A 5054011 z13094
厚生労
働省、

児童福
祉施設
施行規
則第6
条の2

○保育士試験の受験資格に
ついては、①学校教育法に
おける大学（短期大学を含
む）に２年以上在学し６２単
位以上取得した者　②高等
学校を卒業し、児童福祉施
設において２年以上児童の
保護に従事した者等としてい
る。

Ｃ Ⅲ

○保育サービスの水準の向上を図っ
ていくためには、保育士の資質を向上
させていく必要がある。保育士試験に
ついては、保育士養成施設を卒業した
者以外にも、児童の保育に情熱を持つ
有為の人材を確保するため、幅広く資
格取得の機会を与えようとするもの。
保育士資格取得者の9割程度を占め
る保育士養成施設の卒業者が、短期
大学相当の修学年数・科目数を課され
ていることに照らせば、保育士試験の
受験要件についても、原則として、学
校教育法における大学又は短期大学
に2年以上在学し62単位以上取得する
こととの学歴要件が必要としているとこ
ろ。
○高等学校卒業後何ら児童福祉施設
における実務経験等もないままに、試
験結果のみによって、高校卒業後2年
以上の修業年限を要する保育士養成
施設を卒業した者と同一の資格を付与
することは適当ではないと考える。

　大卒あるいは短大卒の場合であっても、保育に
関する体系だった知識の修得や実務経験等を要件
としていない点は同様であり、高校卒業者のみの
受験資格を制限する理由としては不十分であると
考える。保育関係学科でない大学や短大で履修さ
れるカリキュラム内容が保育士の資質として必要
とされるのか具体的に示されたい。
　回答に「保育士資格取得者の9割程度が保育士
養成施設を卒業し、短大相当の修学年数・科目数
を課されていることから短大卒以上の学歴要件が
必要」とあるが、保育士資格取得者の大半が学歴
要件を満たしているのはそのように制度改変が為
されたからであり、受験要件を緩和すれば９割と
いう数値は少なくなる。大半が満たしているか
ら、という理由で学歴要件を課すのは合理的根拠
に欠ける。
　学歴要件を満たさないが保育士を目指す者に
とって、複数年の実務経験は障壁となっている。
保育所で保育士の資格を持っていない者は全国平
均で３％に満たない状況になっており、実務経験
を経る機会は少ない状況になっている。対策とし
ては、学歴要件を緩和する他に、学歴要件が保育
科以外の学科で認められていることを踏まえ通常
の社会人経験を実務経験とみなすこと、育児経験
やベビーシッターなどの保育経験を実務経験とみ
なすこと、実務経験の無い者に試験合格後の実務
経験を課す制度とすること（保育士補）、なども
考えられる。これらの対策をとることにより保育
士との資質を担保することができないか、前向き
に検討されたい。いずれにしても、要件として受
験機会を制限するのではなく、試験において保育
士の質を担保できる制度へと変革することで、少
子高齢社会における充実した保育制度とするよう
検討されたい。

c Ⅲ

○保育サービスの水準の向上を図っ
ていくためには、保育士の資質を向上
させていく必要がある。保育士試験に
ついては、保育士養成施設を卒業した
者以外にも、児童の保育に情熱を持つ
有為の人材を確保するため、幅広く資
格取得の機会を与えようとするもの。
地域の子育て支援の中核を担う専門
職として保育士の重要性は高まってお
り、保育士としての質の向上や専門性
がより一層求められている中、保育士
試験の受験要件の緩和は適当ではな
いと考える。
○高等学校卒業後何ら児童福祉施設
における実務経験等もないままに、試
験結果のみによって、高校卒業後2年
以上の修業年限を要する保育士養成
施設を卒業した者と同一の資格を付与
することは適当ではないと考える。

（社）日本経
済団体連合

会
11 A

保育士試験の受験要件緩
和

保育士試験について、高等学校
卒業程度又はこれと同等の資格
を有する者の受験を認めるべきで

ある。

短大卒業であっても、保育課程専攻でなけれ
ば、高等学校普通課卒業の者との間で専門的
な知見において差異はないことから、受験資格
を与えられるべきである。司法書士や税理士、
社会保険労務士など豊富な社会経験が求めら
れる国家資格の多くも学歴を受験要件としてい
ないことを考えれば、保育士試験の受験資格に
関しても本来学歴に左右されるべきではないと

考える。

児童福祉法第18条の6
「児童福祉法施行規則の一部
を改正する省令の施行につい
て」（昭和63年5月28日児発第

480号）

保育士試験の受験資格につ
いては、①学校教育法におけ
る大学（短期大学を含む）に２
年以上在学し６２単位以上取
得した者　②高等学校を卒業
し、児童福祉施設において２年
以上児童の保護に従事した者

等としている。
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5054A 5054035 z13095
厚生労
働省、

健康保
険法第
３条４
項、第３
７条、第
３８条、
第４７
条、第１
６５条
健康保
険法施
行令第
４９条

資格喪失前日まで継続して
２ヶ月以上被保険者であった
者が資格喪失の日より２０日
以内に任意継続被保険者と
なることの申請を行った場
合、任意継続被保険者の資

格を取得する。

ｃ Ⅰ

被保険者保護の観点から、ご要望の
要件は一律に法令で規定する必要が
あり、健康保険組合の任意に設定でき
るようにすることは困難である。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、
再度ご検討をお願いしたい。

既に給付率が統一されており、任意継
続被保険者制度がなくとも、退職者が
特段の不利益を被ることはなく、地域
単位の医療保険に所属した方が退職
者の生活実態に則した適切な保険給
付を受けることが可能であると考え
る。したがって、制度の存続は健保組
合の判断に委ねるべきである。

ｃ Ⅰ

任意継続被保険者制度は、被保険者
保護の観点から、全保険者に同一条
件で設けられている制度であり、健康
保険組合の任意に設定できるようにす
ることは困難である。

（社）日本経
済団体連合

会
35 A

任意継続被保険者制度の
見直し

①任意継続被保険者制度の存廃
について、健保組合が選択できる

ようにすべきである。
②制度の存続を選択する場合で
も、健保組合が、ｱ.任意継続期間
（2年以内）、ｲ.資格取得に必要な
健康保険被保険者期間、ｳ.前納
する保険料額における控除額に
ついて、それぞれ任意に設定でき

るようにすべきである。

雇用関係のない任意継続被保険者に対して、健
保組合による保険者機能を及ぼすことは困難で
あり、居住地把握等のための事務処理コストが
保険財政を圧迫する結果、他の被保険者に影
響が及ぶ。任意継続期間および保険料前納に
おける控除額を任意化すべきである。

健康保険法第3条第4項、第37
条、第38条、第47条、第165条
健康保険法施行令第49条

継続して被保険者期間２ヶ月
以上の者が、資格喪失後、保
険者に申し出ることによって、
最長２年間、任意継続被保険
者として資格が継続される。
今次の医療制度改革により、
任意継続被保険者には、傷病
手当金を支給しないことになっ
たが、保険料を前納した場合、
年４％で控除されるなど、合理
的でない枠組みが残ってい

る。

5054A 5054036 z13096
厚生労
働省、

「健康
保険組
合の事
業所編
入につ
いて」
（平成１
４年３月
２２日保
発第３２
２００３
号）

健康保険組合の事業所編入
については、「健康保険組合
の事業所編入について」（平
成１４年３月２２日保発第３２
２００３号）により、企業経営
の実情に適合するように規
制緩和しているところであ

る。

c Ⅳ

健康保険組合は、国の健康保険事業
を代行する公法人であることから、安
定的かつ円滑な事業運営を確保する
ための根幹である企業・業種といった
共通基盤の確認は、認可とすることが

適当と考えている。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、再度ご
検討をお願いしたい。

 加入者の権利・義務、企業・業種といった共
通基盤に実質的な変更が生じない以上、公
法人としての健保組合の義務遂行に何らか
の支障が伴うとは考えられない。具体的にど
のような支障が伴うのかを明らかにすること
を求めたい。

○　「規制改革・民間開放推進3か年計画（再
改定）」（平成18年3月31日閣議決定）におい
て、健康保険組合の規約変更の届出制化等
については、現場の意見を踏まえ検討するこ
ととされている。
　また、認可から届出の対象とする事項の拡
大については、閣議決定事項に係るものでも
あり、本件の検討を含め、審議・検討経緯等
については明らかにし透明性を確保すべきで
あり、また、本要望を含め、引き続き保険者
等の意見を踏まえ適切な手続きをもって検討
し結論を示すべきと考える。これらを踏まえ、
再度検討をお願い致したい。

ｃ Ⅳ

健康保険組合の安定的かつ円滑な事
業運営は、企業や業種といった共通基
盤により確保されている。
そのため、事業所編入にかかる組合
規約の変更ついては、事業所編入に
よって共通基盤が損なわれることのな
いよう、あらかじめ共通基盤の有無を
確認することができる認可とすることが
適当と考えている。

（社）日本経
済団体連合

会
36 A

新規事業所編入（同一健保
組合内事業所における会社

設立）に関する
規約変更の緩和

健保組合に既に加入している事
業所が会社設立により新規に当
該健保組合に編入する場合は、
厚生労働大臣の認可を不要とす
べきである（認可事項から届出事

項への変更）。
　また、添付書類は簡素化を図る

べきである。

同一健保組合内での事業所設立の場合、加入
者の権利・義務、企業・業種といった共通基盤に
実質的な変更は生じない。健保組合の規約変更
が企業の機動的な組織再編の妨げとなってお

り、早期の見直しが求められる。

健康保険法第16条
健康保険法施行規則第５条第

２項

健康保険組合の規約に関し
て、健康保険法施行規則第５
条第２項に規定されている規
約の変更（設立事業所の増加
または減少）を行う場合には、
厚生労働大臣の認可を要する

こととされている。

5054A 5054037 z13097
厚生労
働省、

健康保
険法施
行規則
第４８条

健康保険被保険者証には、
事業所の名称及び所在地を
記載することとなっており、こ
れに変更があったときは、遅
滞なく被保険者証を保険者
に提出しなければならない。

ｂ Ⅳ

「規制改革・民間開放推進３カ年計画
（再改定）」（平成１８年３月３１日）に基
づき被保険者証の記載事項につき具
体的にどのような措置をとるか検討し

ているところ。

○　以下の要望者意見を踏まえ、再度
ご検討をお願いしたい。

　健保組合のシステム設計に係る不
確定要素を排除するため、検討状況
および今後のスケジュールを速やかに
示すべきである。

○　医療のＩＴ化や被保険者資格の確
認等に関連し現在審議されている、
「健康保険証のカード化」についても、
本件の券面表示の見直しに関連する
ため、その検討状況についても、併せ
てご回答願いたい。

ｂ Ⅳ

「規制改革・民間開放推進３カ年計画
（再改定）」（平成１８年３月３１日）に基
づき今年度中に被保険者証の記載事
項の見直しを行うこととしている。な
お、健康保険証については、既に健康
保険法施行規則（大正１５年内務省令
第３６号）様式第９号等においては、原
則カード化されているところ。

（社）日本経
済団体連合

会
37 A

健康保険被保険者証(カード
保険証）の券面表示の見直

し

　ICカード保険証の券面表示につ
いては、次の内容で印字すること
を可能とすべきである。

①記　号：編入事業所の固有番
号→全事業所の共通番号

②名　称：編入事業所の固有名
詞→○○健康保険組合加入事業

所
③所在地：編入事業所の所在地
→○○健康保険組合の所在地

健保組合は被保険者証のカード化を進めてお
り、健保組合の事務処理負担軽減の観点から、
早期に記載事項の見直しを行うべきである。現
在の検討状況および実施に向けたスケジュール

を明らかにすべきである。

健康保険法施行規則第23条
「健康保険法施行規則等の一
部を改正する症例」（平成13年
２月14日平成13年厚生労働省

令第12号）

現在、ICカード保険証の発行
は、省令により次の規制を受
けている。一般被保険者が在
籍する事業所について、①記
号（３桁）、②名称、③所在地
の印字は、人事異動等で変更
した場合、速やかに変更(保険
証を差し替え）することになっ

ている。

5054A 5054038 z13098
厚生労
働省、

健康保険
法施行規
則第24条
健康保険
法施行規
則第29条
厚生年金
保険法施
行規則第
15条
厚生年金
保険法施
行規則第
22条
雇用保険
法施行規
則第６条
雇用保険
法施行規
則第７条

健康保険及び厚生年金保険
の資格取得・喪失に係る届
出については、それぞれ健
康保険・厚生年金保険被保
険者資格取得届及び健康保
険・厚生年金保険被保険者
資格喪失届の提出が必要と
されており、雇用保険の資格
取得・喪失に係る届出につ
いては、それぞれ雇用保険
被保険者資格取得届及び雇
用保険被保険者資格喪失届
の提出が必要とされている。

ｂ Ⅲ

　平成１５年１０月から、健康保険、厚
生年金保険及び雇用保険の資格取
得・喪失に係る届出などの社会保険及
び労働保険における申請契機が同一
の各種届出については、インターネット
を活用した電子申請による一括申請を
行えることとした。
　また、本年１０月からは、社会保険及
び労働保険における申請契機が同一
の各種届出について、全国の社会保
険事務所に設置している「社会保険・
労働保険徴収事務センター」におい
て、ワンストップで受け付けることとし
た。
　なお、「社会保険業務の業務・システ
ム最適化計画」及び「職業安定行政関
係業務の業務・システム最適化計画」
において、社会保険や労働保険にお
ける申請契機が同一の各種届出と様
式を統合した上で、資格取得等の手続
きをまとめてできること等について検討
を行っていくこととしている。

要望者からの再意見を踏まえ、再度
御検討願います。
（要望者再意見）

手続を行う側のシステム変更も伴うこ
とから、様式、手続の一元化につい
て、実施時期を明示するとともに、検
討状況を逐次開示すべきである。

b -

社会保険と雇用保険の手続の一元化
に向け、平成２３年度までに両保険の
事業所関連情報の共有化を図ることと
している。また、平成１９年度末までに
行うこととしている被保険者番号の統
一に係る検討を経て、被保険者関連
情報の共有化を図ることとしている。そ
の後のスケジュールについては、今後
検討する。
　なお、この手続の一元化の実施にあ
たっては、手続を行う側の準備等も考
慮し、方針が明確になった時点で、あ
らかじめその内容を明示することとした
い。

（社）日本経
済団体連合

会
38 A

厚生年金保険・健康保険・
雇用保険の資格取得・喪失
に係る届出手続の一元化

社会保険と雇用保険の資格取
得・喪失に係る届出手続を書類も
含めて一元化し、単一の書類で
双方の手続を完了できるようにす

べきである。

企業の事務処理負担軽減、行政の縦割りによる
無駄の排除の観点から、社会保険・雇用保険関
係書類の一元化を速やかに進めるべきである。

　健康保険法第48条、健康保
険法施行規則第24条、厚生年
金保険法第27条、厚生年金保
険法施行規則第15条、第22
条、雇用保険法第7条、雇用保
険法施行規則第6条、第7条

社会保険と雇用保険の資格取
得届及び資格喪失届について
は、平成18年10月から、全国
の社会保険事務所に設置して
いる「社会保険・労働保険徴
収事務センター」においても受
け付けることとなった。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書
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5054A 5054050 z13099

内閣官
房、警
察庁、
法務
省、厚
生労働
省、国
土交通
省、

・テロの未然
防止に関する
行動計画（平
成１６年１２月
１０日国際組
織犯罪等・国
際テロ対策推
進本部決定）
・旅館業法施
行規則（昭和
２３年厚生省
令第２８号）第
４条の２
・旅館業法施
行規則の一部
を改正する省
令の施行につ
いて（平成１７
年２月９日付
け健発第
0209001号厚
生労働省健康
局長通知）
・旅館業法施
行規則の一部
を改正する省
令の施行に関
する留意事項
について（平
成１７年２月９
日付け健衛発
第0209004号
厚生労働省健
康局生活衛生
課長通知）

・旅館業の経営者は，宿泊
者が日本国内に住所を有し
ない外国人である場合に
は，その者の国籍及び旅券
番号を宿泊者名簿に記載し
なければならない。
・氏名及び旅券番号等を宿
泊者名簿に記載する際に
は，当該宿泊者に対し，旅券
の呈示を求めるとともに，そ
の写しを宿泊者名簿とともに
保存することとする。

c Ⅳ

外国人宿泊者に係る旅券の写しの保存の指
導については，「テロの未然防止に関する行
動計画（平成１６年１２月１０日国際組織犯罪
等・国際テロ対策推進本部決定）」を踏まえ，
外国人宿泊者に係る宿泊者名簿の記載事項
の正確性を担保することによって関係行政機
関による外国人テロリストに関する正確かつ
迅速な情報収集や追跡調査等に支障を来さ
ないようにすることを目的として措置したも
の。
　要望内容にある，旅行会社等から入手する
国籍及び旅券番号等を記載した団体旅行者
名簿による確認による代替については，旅行
会社等から入手する名簿の内容が正確であ
るという保証は必ずしもなく，これをもって外
国人団体ツアーの場合において旅券の写し
の保存の省略を認めることは，テロに対する
国民の安全等を確保するという当該措置の
趣旨・目的と照らし合わせると，困難である。
　なお，前回要望時に回答したとおり，事前
に，旅行会社において団体旅行客の旅券の
写しを取り，これを旅館・ホテルに送付し，当
該旅館・ホテルにおいてこの写しと旅行客が
呈示する旅券との照合確認を行うことによっ
て，「当該旅館・ホテルにおいて旅券の写しを
取る行為」の代替とすることは問題ないものと
考える。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
50 A

旅館・ホテルにおける外国
人宿泊者の旅券写しの取
得・保存の見直し

　外国人宿泊者に係る旅券の写
しの取得・保存を省略できるよう

にすべきである。

　旅館・ホテルが旅行会社等から国籍及び旅券
番号等を記載した団体旅行者名簿を予め入手
できる外国人団体旅行者に関しては、同名簿と
提示を求めた旅券を照合することで宿泊者名簿
に記載する氏名および旅券番号等の正確性を
確保できる。少なくとも他の方法によって正確性
を確保できる場合は、旅館・ホテルの現場にお
ける混乱の発生をできる限り回避するよう、旅券
写しの取得・保存の省略を認めるべきである。
「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対す
る各省庁からの再回答について（平成18年8月
14日）」では、「テロに対する国民の安全等を確
保するための施策の1つとして、その必要性が高
いから、これを廃止することは困難である」とされ
ており、本要望は、当該措置の廃止ではなく、運
用の改善を求めているものであり、この点に留

意した回答を求めたい。

テロの未然防止に関する行動
計画（平成16年12月10日国際
組織犯罪等・国際テロ対策本

部決定）
旅館業法施行規則第4条の2
旅館業法施行規則の一部を改
正する省令の施行について（平
成17年2月9日厚生労働省健康
局長通達）旅館業法施行規則
の一部を改正する省令の施行
に関する留意事項について（平
成17年2月9日厚生労働省健康
局生活衛生課長通達）

「テロの未然防止に関する行
動計画（平成16年12月10日国
際組織犯罪等・国際テロ対策
本部決定）」に基づき、旅館業
法施行規則（昭和23年厚生省
令第28号）が改正され､2005年
4月1日より、旅館・ホテルの宿
泊者名簿に外国人宿泊客の
国籍ならびに旅券番号の記載
が義務づけられるようになっ
た｡併せて､厚生労働省健康局
長通達により､当該外国人宿
泊者の旅券のコピーをとり､宿
泊者名簿とともに保存するよう

指導されている。

5054A 5054072 z13100

警察
庁、法
務省、
厚生労
働省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第７条1
項第2
号の基
準を定
める省
令、社
会福祉
士及び
介護福
祉士
法、介
護保険
法

　介護業務に従事することを
目的とした在留資格は存在
しない。

ｃ Ⅰ

　外国人介護福祉士の我が国での就労につ
いては、次の理由から認められない。
①介護分野は介護福祉士の資格がなくとも
就労できる分野であり、資格者・無資格者の
区分なく同一の労働市場を形成しているた
め、外国人介護福祉士を受け入れることは、
日本人介護福祉士だけでなく、日本人介護労
働者全体との競合・代替が生じること。
②将来的にも、国内の供給余力が常に労働
力需要を上回ることが見込まれる中、外国人
介護福祉士を受け入れることは、この分野へ
の就業希望の多い若者、女性等の雇用機会
の喪失、日本人介護労働者の労働条件の低
下などの悪影響が大きいこと。
③介護分野において低労働条件が固定化す
れば、介護サービスの質的向上を阻害するこ
と。
　外国人ホームヘルパー等の我が国での就
労についても、同様の理由から認められな
い。

　要望者からの以下の再意見を踏まえ、「措
置の分類」及び「措置の概要」につき、再検討
されたい。特に、「措置の概要」においては、
直近の介護労働市場の需給見込みや、介護
保険法附則　（平成17年法律第77号）第２条
が規定する検討の現状を示しつつ、現行介
護保険事業におけるサービス給付の持続可
能性について、それぞれ明らかにされたい。
　「所掌省庁の今回の回答は、「国内の供給
余力が常に労働力需要を上回ることが見込
まれる」ことや、日本人介護労働者と競合す
ることなどを理由に、外国人介護福祉士のわ
が国での就労は認められないとしている。
　こうした現状認識は、日本経団連がこれま
で介護事業者等から聴取してきた人材供給
不足を訴える切実な声と相容れない。所掌省
庁には、徒に異を唱えるのではなく、定量的
なデータに裏打ちされた介護労働市場の今
後の動態シミュレーションを提示した上で、将
来のわが国介護福祉が現状のままで持続可
能か否か、行政の責任において明示してい
ただきたい。」

ｃ Ⅰ

　
一部地域や事業所での人手不足感については、労働条件や
就業形態など、雇用管理上の問題から定着率が低いことに
より、常態的に求人募集を行わざるを得ないことが背景にあ
ると考えられる。これについては、雇用管理の改善等、サー
ビスの質の確保・向上と両立した形で対応すべき。
　なお、介護分野の需給については、ごく粗い見通しを行う
と、・　介護労働者の需要について、2014年に要介護者数、
介護保険利用者数、後期高齢者数の増加と同様に伸びると
すると、138～156万人程度（年間４～５万人程度の増加）とな
る。・　また、介護労働者の潜在的な供給について、
①　学卒の介護分野への就職者数（2004年で約５万人）で４
～５万人程度は見込まれること②　現在就労していない介護
福祉士の有資格者で復帰する者が毎年１万人程度見込まれ
ること③　介護分野の高い離職率を１～２ポイント改善するこ
とにより、１～２万人程度見込まれること④　その他、ホーム
ヘルパーについては計算に入れていないが毎年30万人以上
資格取得者数が増加していることなどを踏まえると、2014年
には170万人程度（年間７万人程度の増加）となり、供給は常
に需要を上回ることが見込まれ、実際の労働者はそれらの
バランスで決まることとなる。
　このような状況において、外国人介護福祉士・ホームヘル
パーを受け入れることについては、前回回答の理由から認め
られない。
　おって、介護保険制度の被保険者・受給者の範囲について
は、介護保険法附則第２条第１項の規定を踏まえ、平成１８
年３月より「介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する
有識者会議」を開催しているところである。これまで、肯定的
又は否定的な御意見をいただくとともに、関係者からのヒアリ
ングを実施したところである。今後、有識者調査や諸外国調
査等も踏まえ、更に検討を進めていく予定である。

（社）日本経
済団体連合

会
72 A

外国人の介護分野での在留
資格の整備

　介護業務に関する専門性を有
する介護福祉士については、全
国の介護事業者等からの要望を
踏まえて新たな在留資格を設け、
わが国における外国人の介護分
野での就労を認めるべきである。
同時に、わが国の高校卒業と同
等程度の中等教育を修了した外
国人で一定の日本語能力を有す
る者については、「留学」等の在
留資格においてわが国に２年間
滞在し、厚生労働大臣の指定した
養成施設において介護福祉士と
して必要な知識及び技能を修得
することを認め、介護福祉士の資
格取得後、新たな在留資格に変
更することを可能とすべきであ

る。
（*）

(*）
 将来的には、介護福祉士試験の受
験による国家資格を取得するための
準備活動の一環として、一定の日本
語能力を有する者がホームヘルパー
等の公的資格を取得してわが国で就
労することを認めるとともに、これら
の資格取得を支援すべく、わが国の
訪問介護員養成研修事業者等が日
本語教育ならびに日本と同様の課程
を実施する分校を海外で設置できる
制度を設けることを検討すべきであ

る。

　少子高齢化が一層進展する一方で、日本人介
護福祉士の離職率の高さにより、要介護者の十
分なケアがなされない実態が深刻化する状況
下、わが国の介護福祉士国家資格を取得した外
国人については、専門的・技術的分野に該当す
る労働者とみなすべきである。また、質・量ともに
コントロールされた介護人材を外国から受け入
れることは、高齢社会への現実的な対応のみな
らず、肉親の看病や在宅介護から解放される者
の就業率の向上を通じて、わが国経済社会の活
性化を促す一助となるものと期待される。今般、
看護師・介護福祉士の受入れスキームを含む日
比経済連携協定（EPA）が締結されたことは、こ
れまで専門的・技術的分野とみなされてこなかっ
た介護分野における外国人就労への第一歩とし
て、評価できる。しかしながら、わが国の介護
サービスの維持・充実の観点からも、EPA交渉
において合意した場合に限らず、同分野での外
国人受け入れの一層の促進に取り組むべきで

ある。

出入国管理及び難民認定法第
7条1項第2号の基準を定める

省令
社会福祉士及び介護福祉士法

介護保険法

　2006年9月9日に日比EPAが締結され、一定の
要件を満たすフィリピン人介護福祉士候補者の
入国を認め、日本語等の研修修了後、日本の国
家資格を取得するための準備活動の一環として
就労することを認める（滞在期間の上限４年）と
ともに、国家試験を受験後、国家資格取得者は
介護福祉士として引き続き就労が認められるこ
ととなった。同時に、日本語の研修修了後、課程
を修了した者に介護福祉士の国家資格が付与
されることとなる日本国内の養成施設へ入学す
る枠組も設けられることとなった。しかし、与えら
れる在留資格が「特定活動」と暫定的な対応と
なっているほか、他の外国人については、例え
介護福祉士の国家資格等を取得しても、介護分
野での就労を目的とした入国は認められていな
い。こうした中、自民党・外国人労働者等特別委
員会においては、「FTA・EPA交渉の経緯も踏ま
え、外国人介護福祉士が、我が国の国家資格を
取得した場合には、期間更新が可能で、我が国
で就労できる在留資格の整備を検討する」方針
が示された（2006年7月18日）。また、規制改革・
民間開放の推進のための重点検討事項に関す
る中間答申（同年7月31日）においても(**)(**)専
門的・技術的分野の外国人労働者の範囲・要件
の見直しの一つとして、外国人介護福祉士の就

労制限の緩和が提言されている。

5054A 5054073 z13101

内閣官
房、法
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第2条
の2第3
項、出
入国管
理及び
難民認
定法施
行規則
別表第
2

　専門的・技術的分野の外
国人労働者の在留期間は概
ね3年までとされている。

ｂ Ⅰ

　高度人材（「専門的・技術的分野」の
うち特に優秀な研究者等)の受入れ促
進について、個別の職種ごとに受入れ
の促進のために必要な措置を検討し、
制度見直しが必要なものについてはそ
の見直しを検討する。

－ - -
（社）日本経
済団体連合

会
73 A

高度人材に対する在留期間
の長期化

　一般の専門的・技術的分野の
外国人労働者について、わが国
経済社会の様々な分野で活躍す
る（あるいは活躍が期待されてい
る）「高度人材」の受入れをより一
層促進すべく、在留期間を5年に
伸長するよう、法制上の措置を含
め必要な対策を早急に講じるべ

きである。

　専門的・技術的分野の中でも、在留資格「投
資・経営」等の「高度人材」については、現行の
在留期間（3年又は1年）終了までに更新の手続
きを行う制度に代えて、一定の報告義務等を課
し資格外活動等を行っていないことを証明するこ
と等の手続きを導入することにより、不法就労等
の問題の発生を防止することができる一方、問
題のない「高度人材」の身分の安定性は大いに

高まると考えられる。
　その他「高度人材」に含まれない一般の専門
的・技術的分野の在留資格者や、身分又は地位
に基づく在留資格者などの在留外国人について
は、就労状態、居住状態、社会保険の加入状
況、子供の就学状況等を総合的に把握・管理す
る仕組みを検討し、在留期間の伸長も含め、内
閣官房の「在留管理に関するワーキングチー
ム」等において、可及的速やかに結論を得べく、

検討を加速化すべきである。

出入国管理及び難民認定法第
2条の2第3項

出入国管理及び難民認定法施
行規則別表第2

　出入国管理及び難民認定法では、現在、
一度の許可で与えられる在留期間は、「外
交」、「公用」及び「永住者」を除き最長3年と

なっている。
　2005年3月29日に策定された『第三次出
入国管理基本計画』では、専門的・技術的
分野の外国人の中でも「高度人材」をより積
極的に受け入れる姿勢を示し、「経済、文化
等様々な面で我が国に貢献している高度人
材に対しては、1回の許可でより長期間の在
留期間を決定することとし、安定的に我が
国で活動しやすい方策を構築する必要性が
指摘されている」として、「在留期間を伸長し
ても不法就労等の問題を発生させない仕組
みを確立することを前提に、高度人材の在
留期間の伸長を図っていく。また、併せて高
度人材に含まれない専門的、技術的分野
の在留資格に係る在留期間の伸長につい

ても検討していく。」としている。
　これを受けて、内閣官房「外国人の在留
管理に関するワーキングチーム」や経済財
政諮問会議等における検討を経て、一定の
研究者やIT技術者について、所属先に一定
の条件を付した上で、在留期間の上限を5
年に伸長する措置が講じられた。

5054A 5054074 z13102

法務
省、厚
生労働
省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第7条1
項第2
号の基
準を定
める省
令

　外国人労働者の受入れの
範囲は、入管法において、国
民生活に与える影響等を勘
案して定められるものとされ
ている。

ｃ Ⅰ

　現在専門的・技術的分野と評価されていない分野の
受入れについては、骨太2006において、「その問題点
にも留意しつつ検討する」とされたところ。これを受け、
関係副大臣からなるプロジェクトチームにおいて、具体
的論点や、それらを検討するに当たって基本に据える
べき観点（①若年者等の雇用機会を妨げないこと、②
滞在の長期化・定住化に伴う社会的コストが増大しな
いようにすること等）が示され、慎重な検討が必要があ
ると整理されたところ。そのため、いたずらに拙速な議
論をするのは慎むべき。
　外国人労働者の受入れ範囲（専門的・技術的分野）
は、国民生活に与える影響等を勘案して定められるも
のとされているところ、現行の在留資格「技能」について
は、一定レベルの現場労働者等を受け入れた場合に、
日本人労働者との競合・代替、労働条件の低下のほ
か、企業の若者育成努力を阻害し、円滑な技能継承に
支障を来す恐れがあることなど、国内労働市場に与え
る影響が考慮され、日本人では代替困難など産業上特
殊な分野に限られているものである。したがって「技能」
の範囲をより柔軟に解釈することや、一定の技能や日
本語能力等を条件に就労を認めるとすれば、上記の労
働市場への悪影響等の弊害が生じることから認められ
ない。
　また、、在留資格「技能」は、産業上の特殊な分野に
属する熟練した技能を要する業務に従事する活動であ
り、「企業内転勤」の在留資格をもって行う自然科学分
野や人文・社会学分野における知識等を要する活動と
はその性格を異にするものであることから、「企業内転
勤」の活動に、「技能」の活動を含めることは困難であ
る。

　要望者からの以下の再意見を踏まえ、「措置の概要」にお
いて、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」
（平成18年７月７日閣議決定）のうち、第２章１．（５）①「現在
専門的・技術的分野と評価されていない分野の受入れにつ
いて、その問題点にも留意しつつ検討する」との記載や、副
大臣会議によるとりまとめを受けた検討の現状を「措置の概
要」において示されたい。また、要望のうち、「いたずらに拙
速な議論」に相当する箇所を同じく「措置の概要」において具
体的に特定されたい。
　「わが国では少子化・高齢化の進展やいわゆる2007年問
題の顕在化を受け、若年者や女性、高齢者等を積極的に活
用する施策がとられつつあるが、一部の製造業、サービス業
等の現場では、熟練技術・技能労働者等、質の高い人的資
源の不足が懸念されている。このため、現在は専門的・技術
的とされていない分野についても、資格や一定レベルの技能
を持ち、日本語により仕事や生活にあたって十分な意思疎
通ができる外国人材には、適切な管理の下に、幅広く就労を
認める必要がある。
　規制改革・民間開放の推進のための重点検討事項に関す
る中間答申（7月31日）においては、専門的・技術的分野の外
国人労働者の範囲・要件の見直しについて提言されている。
また、経済財政諮問会議（11月30日）においても、外国人労
働者の就労可能範囲をいかに設定すべきか、見直しの方向
性が議論されている。所掌省庁は、こうした広範な意見・要
望を踏まえつつ、政府横断的な取り組み体制を整備すべき
である。現在は専門的、技術的分野に該当するとは評価さ
れていない分野における外国人労働者の受け入れは待った
なしの課題であり、「国民的コンセンサス」を得るための検討
を着実かつ迅速に進めるべきである。
　なお、こうした外国人材を受け入れるに当たって、国内の受
入れ体制を早急に整備することが求められることは論を俟た
ない。在留・就業管理の見直し、社会保険加入の促進、日本
語教育の充実等、早急な検討と実施が不可欠である。」

ｃ Ⅰ

現在専門的・技術的分野と評価されて
いない分野の受入れについては、骨太
2006において、「その問題点にも留意
しつつ検討する」とされたところ。これを
受け、関係副大臣からなるプロジェクト
チームにおいて、具体的論点や、それ
らを検討するに当たって基本に据える
べき観点（①若年者等の雇用機会を
妨げないこと、②滞在の長期化・定住
化に伴う社会的コストが増大しないよう
にすること等）が示され、慎重な検討が
必要であると整理されたところ。
　このため、こうした観点を十分に踏ま
えずに、資格や一定レベルの技能等を
有することをもって受入れを可とするこ
とは適当ではない。

（社）日本経
済団体連合

会
74 A

専門的・技術的分野の外国
人労働者の範囲の見直し

　現在、専門的・技術的分野に該当すると
は評価されていない分野における外国人
労働者の受入れについて、政府全体として
いたずらに結論を先送りせず、期限を明確
にしたうえで可及的速やかに検討を加速化

すべきである。
　当面、例えば「技能」の在留資格で認めら
れる活動として、入管法別表第1の2に定め
られている「産業上の特殊な分野に属する
熟練した技能を要する業務に従事する活
動」をより柔軟に解釈して基準省令を見直
し、わが国の産業競争力、地域経済、なら
びに国民生活の維持・強化の観点から必
要な外国人受入れを推進すべきである。
　具体的には、①高校卒業若しくはこれと
同等程度の中等教育を修了していること、
②一定以上の実務経験等を有すること（例
えば、海外の日系企業等で4年以上や研
修・技能実習で3年修了など）、③一定以上
の日本語能力及び技能評価を受けている
こと（例えば、技能検定若しくは厚生労働大
臣が認定する企業の社内検定など）を条件
とし、「技能」の在留資格の下で日本国内で

の就労を認めるべきである。
（*）

（*）同時に、「企業内転勤」の在留資
格についても、上記見直しに合せて、
現在認められている「技術」又は「人
文知識・国際業務」に加え、「技能」の
在留資格に該当する活動も適用され

るよう検討すべきである。

　今後、労働力人口の減少が不可避的な状況に
ある中、わが国の国際競争力の維持・強化等を
図る上では、わが国にとって付加価値の高い外
国人労働者を適切に受け入れていくことが重要
である。とりわけ、わが国の競争力の源泉である
生産現場に不可欠な技術・技能、知識・ノウハウ
を有する人材や、豊かな国民生活や地域経済を
維持する上で不可欠な人材などをより積極的に
受け入れる必要性がますます高まっている。
　例えば、マシンキーパー（生産システムのメイ
ンテナンスを迅速かつ確実に行うため電気機械
等に関する高度かつ広範囲な専門的知識と技
能を有する人材）などや研修・技能実習修了後
の就労（例：金型加工等のわが国の産業競争力
の維持・強化に必要な分野）などについては、わ
が国産業界のみならず、EPA交渉相手国からも
関心が示されている。こうしたことからも、在留・
就業管理の見直し、社会保険加入の促進、日本
語教育の充実等、国内の受入れ体制を整備し
つつ、EPA交渉相手国の要望に十分に配慮し、

前向きに対応することが求められる。

出入国管理及び難民認定法第
7条1項第2号の基準を定める

省令

　現在、就労を目的とする在留資格とし
て出入国管理法で定められているの
は、「投資・経営」、「研究」、「技術」、
「人文知識・国際業務」、「企業内転
勤」、「技能」等の14資格（「外交」、「公
用」を除く）であり、その具体的な要件
は、出入国管理及び難民認定法第7条
1項第2号の基準を定める省令にて定

められている。
　2005年3月29日に策定された『第三
次出入国管理基本計画』では、「専門
的、技術的分野における外国人労働
者の受入れを一層積極的に推進して
いくことが重要であり，専門的、技術的
分野と評価できるものについては、経
済、社会の変化に応じ、在留資格や上
陸許可基準の見直しを行っていく」と指
摘するとともに、「現在では専門的、技
術的分野に該当するとは評価されてい
ない分野における外国人労働者の受
入れについて着実に検討していく」とし
ている。また、自民党・外国人労働者
等特別委員会方針（2006年7月18日）
や、規制改革・民間開放の推進のため
の重点検討事項に関する中間答申（同
年7月31日）においては、専門的・技術
的分野の外国人労働者の範囲・要件
の見直しについて提言されている。
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厚生労
働省、
経済産
業省、
環境省

化学物
質の審
査及び
製造等
の規制
に関す
る法律
第3条

　化審法においては、有害な化学
物質が環境を経由して人の健康
又は動植物の生息・生育に与える
影響を未然に防止することを目的
に、新規化学物質を製造又は輸
入しようとするものは、あらかじめ
厚生労働大臣、経済産業大臣及
び環境大臣に必要事項を届け出

ることとされている。
　労働安全衛生法においては、化
学物質による労働者の健康障害
を防止するため、新規化学物質を
製造し、輸入しようとする事業者
は、当該化学物質の名称、有害
性の調査結果等を厚生労働大臣
に届けることとされている。事業
者は有害性の調査の結果に基づ
き労働者の健康障害を防止する
ための必要な措置を講じなければ
ならない。また、厚生労働大臣は
学識経験者の意見を聞き、必要
に応じ設備の設置等を講じるよう

勧告することができる。

c Ⅳ

　化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律は、化学物質が環境を
経由して人の健康又は動植物の生
息・生育に与える影響を未然に防止す
ることを目的としており、新規化学物質
の届出に際しては、単一の化学物質ご
とにその性状を評価することを原則と
している。その際、たとえ他の物質に
不純物として含まれる化学物質であっ
ても、それが新規化学物質でありかつ
１重量％を超えて含有されている場合
には、それが環境中で濃縮され、人の
健康や動植物の生息・生育に影響を
与える可能性が無視できないため、こ
うした物質による影響の未然防止の観
点から、当該不純物について化審法
上の届出又は確認の対象としているも
のである。したがって、新規化学物質
として取り扱われない不純物の含有割
合を１０重量％にすることはできない。

　化審法で
は、新規化
学物質を製
造又は輸入
しようとする
際に、不純
物が1重
量％以上含
まれる場合
は、個別の
物質として
衛生試験を
行い、個別
に届出を厚
生労働大
臣、経済産
業大臣及び
環境大臣に
届け出なけ
ればならな
い。1重量％
以上の不純
物が含まれ
ている場合、
この不純物
は個別の物
質として扱
われ、別途
手続きが必
要となる。

以下要望者意見を踏まえ再検討され
たい。
「　厚生労働省、経済産業省、環境省
の回答では、日本の化審法の不純物
規制が諸外国よりも著しく厳しく定めら
れていることに対しての説明がない。
2004年の化審法改正では、欧米での
規制の現状を参考として生態系影響
に着目した審査・規制制度を導入した
経緯を踏まえ、この理由を明確に示す
べきである。」

c Ⅳ

化学物質の審査及び製造等の規制に
関する法律（以下「化審法」という。）で
は、化学物質が環境を経由して人の健
康又は動植物の生息・生育に与える
影響（間接的なばく露）を未然に防止
することを目的としているため、新規化
学物質の届出に際しては、単一の化
学物質ごとにその性状を評価すること
を原則としている。その際、たとえ他の
物質に不純物として含まれる化学物質
であっても、それが新規化学物質であ
りかつ１重量％を超えて含有されてい
る場合には、それが環境中で濃縮さ
れ、人の健康や動植物の生息・生育に
影響を与える可能性が無視できないた
め、こうした物質による影響の未然防
止の観点から、当該不純物について化
審法上の届出又は確認の対象として
いるものである。
こうした中、我が国で製造されている化
学物質の中には１，０００トンを超える
物質もあり、この場合、１０重量％の不
純物が含まれているとするとその不純
物の製造量は１００トンを超えることと
なり、こうした不純物が、環境を経由し

（社）日本経
済団体連合

会
85 A

化審法における不純物規制
の見直し

　不純物が新規化学物質として取
り扱われるようになる含有割合（1
重量％）を、少なくてもEU並みの
10重量％へ引き上げるべきであ

る。

  不純物が1重量％以上の場合、当該不純物は
新規化学物質として扱われるので衛生性試験が
必要になるが、個々の物質ではなく、実際に流
通する化合物全体をチェックすることで安全性を

担保できる。
  新規化学物質届出制度が実施されているのは
日本に加え、米国、EU、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、スイス、韓国、中国、フィリピン
の10ヵ国(地域)である。この中で、米国、カナダ、
オーストラリア等では不純物の届出は不要であ
り、ＥＵでは10重量％未満の不純物はELINCSの
収載対象外である。2004年4月の化審法改正は
アメリカ・EU・カナダ等が生態系保全のための規
制を実施している状況を受けたものであるなど、
各国の規制の状況を参考としているにも係ら
ず、当該規制は他国に比べて著しく厳しく定めら
れている。また、衛生性試験により最大で2000
万円程度、期間にして7～8週間程度がかかり、
製造販売時期の遅延等によって国際競争の観

点から不利である。

化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律第3条

　化審法では、新規化学物質
を製造又は輸入しようとする際
に、不純物が1重量％以上含
まれる場合は、個別の物質と
して衛生試験を行い、個別に
届出を厚生労働大臣、経済産
業大臣及び環境大臣に届け
出なければならない。1重量％
以上の不純物が含まれている
場合、この不純物は個別の物
質として扱われ、別途手続き

が必要となる。

5058A 5058004 z13104
厚生労
働省、

港湾貨
物運送
事業労
働災害
防止協
会労働
災害防
止規定
第292
条

　民間事業者団体である港湾貨
物運送事業労働災害防止協会が
定めた働災害防止規程第292条
に基づき、協会は、荷主等に対
し、荷役される荷が危険有害物で
あるとき、その種類、数量等を3日
前までに通報するよう要請し、荷
役作業現場に立ち入る全ての会
員等事業者に通報することとされ
ている。
　当該規程は、労働安全衛生規
則第455条の規定（事業者は、港
湾荷役作業開始前に危険物・有
害物が荷の中に含まれるかどう
かを調査し、含まれる場合はその
取扱方法等について労働者に周
知する等の措置を行わなければ
ならない）を順守するため、協会と
荷主等の間で協議の上定められ
たものであり、通報の内容や手段
等についても協会及び関係者の
協議の上なされているとされてい
る。

e
（事実
誤認）

　石油化学工業協会の要望内容は、”
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
に届け出るシステム”の運用の融通性
を求めるものであるが、当該システム
は、港湾貨物運送事業労働災害防止
協会と港湾業界が自主的に定めたシ
ステムであり、その運用については当
省において回答できるものではない。

－ - -
石油化学工
業協会

4 Ａ
「危険品・有害物事前連絡
表」届出システムの改善

「危険品・有害物事前連絡表」の
事前届出について電子化または
ＦＡＸ等での受付許可システムに
変更していただきたい。

現行システムでは当該貨物のＣＹ搬
入日前日までに所定の様式で届出を
行い、“届出受付印”のあるものを船
積書類に添付しなければならない。
従って、輸出の都度、搬入前日まで
に港湾労災防止協会まで足を運び
“届出受付印”をもらいにいかなけれ

ばならない。
＜改善した場合の業務削減時間＞
　１Ｈ／回×２４０回／年＝２４０Ｈ／

年

危険物荷役許可証及び入出港届けについて、イ
ンターネットのＷＥＢを利用する等々、効率的な
運用を図って頂きたい。前回の規制緩和要望の
際にも、インターネットを利用する等、前向きな
回答を頂いたが、遅々として進んでいない。

港則法

5062A 5062001 z13105

警察
庁、法
務省、
外務
省、文
部科学
省、厚
生労働
省、経
済産業
省、

出入国
管理及
び難民
認定
法、出
入国管
理及び
難民認
定法施
行規則

　外国人労働者の受入れの
範囲は、入管法において、国
民生活に与える影響等を勘
案して定められるものとされ
ている。

ｂ、ｄ Ⅰ

　高度人材（「専門的・技術的分野」の
うち特に優秀な研究者等）の受入れ促
進について、個別の職種ごとに受入れ
の促進のために必要な措置を検討し、
制度見直しが必要なものについては、
その見直しを検討する。
　経済連携協定における看護師・介護
福祉士の受入れについては、労働市
場への悪影響を防止する観点から人
数枠を設ける等の措置を講ずることを
前提に、相手国からの要望があれば、
対応を検討することとしている。
　留学生の国内就職の促進に向け、
大学とも連携しつつ、求人確保や、職
業相談・紹介等の就職支援に積極的
に取り組む。

－ - -
日本商工会
議所

1 A
外国人労働者の受入れ拡
大                                 ①
専門的技術分野の人材

知識・技能を有する優れた専門的
技術的分野の外国人労働者につ
いて、在留資格認定要件の緩和
や在留期間延長など制度の見直
しや手続きの合理化・簡素化を行
われたい。また、経済連携協定
（ＥＰＡ）に向けた政府間協議にお
いて、看護士、介護士等の日本で
の受け入れ緩和について、日本
語および専門分野での能力確保
を前提に、受け入れの道を開くべ
きである。併せて、留学生につい
て、生活環境面を含め、わが国に
おける就職を支援する環境を整

備されたい。

国際競争の激化および少子高齢化の急速な進
展の中で、わが国の経済・産業を活性化させ、
持続的な成長を維持していくために、外国人労
働者の受け入れは重要な戦略のひとつであり、
特に、左記の事項に重点的に取組んでいただき

たい。

出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施

行規則
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内閣官
房、警
察庁、
法務
省、文
部科学
省、厚
生労働
省、

出入国
管理及
び難民
認定
法、出
入国管
理及び
難民認
定法施
行規則

　 外国人労働者の受入れの
範囲は、入管法において、国
民生活に与える影響等を勘
案して定められるものとされ
ている。

ｃ Ⅰ

　 外国人労働者の受入れ範囲（「専門
的・技術的分野」）は、入管法におい
て、国民生活に与える影響等を勘案し
て定められているところ、要望分野で
の新たな受入れを認めるとすれば、①
労働市場への悪影響（雇用機会の少
ない高齢者や女性との競合、若年者
の職業能力の伸長・発揮の機会の喪
失、非正社員の正社員化や労働条件
格差是正の妨げ）、②低生産性部門の
温存等、産業構造高度化の阻害、③
滞在の長期化、定住者に伴う社会的コ
ストの発生等の懸念があり、認められ
ない。
　 なお、要望のように、一定の管理を
行ったとしても、上記①～③が払拭さ
れるものではない。

　「措置の概要」において、製造・林
業・観光・福祉分野に係る労働市場に
おける直近の需給見込みを示された
い。
　また、台湾が行っている、①台湾人
の雇用に影響がない、②移民にさせな
い、③治安を乱さない、④産業高度化
の妨げにならないとの４点を基本とす
る特定国との政府間協定（いわゆる
EPA以外の協定）を通じた、業種・職種
や人数を限定した受入れの在り方に
ついて、「第９次雇用対策基本計画」
（平成11年８月13日閣議決定）上の
「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情を勘案しつつ、雇
用情勢の悪化等我が国の労働市場の
状況を反映して的確かつ機動的に入
国者数を調節できるような受入れの在
り方」との記載に照らして、貴省の考え
方を示されたい。

ｃ Ⅰ

外国人労働者の受入れ範囲（「専門的・技術
的分野」）は、単に労働力の需給状況による
のではなく、入管法において、国民生活に与
える影響等を総合的に勘案して定められるも
のであるところ、要望分野での新たな受入れ
を認めるとすれば、①労働市場への悪影響
（雇用機会の少ない高齢者や女性との競合、
若年者の職業能力の伸長・発揮の機会の喪
失、非正社員の正社員化や労働条件格差是
正の妨げ）、②低生産性部門の温存等、産業
構造高度化の阻害、③滞在の長期化、定住
者に伴う社会的コストの発生等の懸念があ
り、認められない。
　 なお、「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情を勘案しつつ、雇用情勢
の悪化等我が国の労働市場の状況を反映し
て的確かつ機動的に入国者数を調節できる
ような受入れの在り方」の当該部分は、「巨大
な潜在的流入圧力が存在」していることから、
国民生活への悪影響を排除することの必要
性に言及したものにすぎず、要望のような受
入れの在り方を可とするものではない。

日本商工会
議所

2 A

外国人労働者の受入れ拡
大                           ②わ
が国で不足が予想される分

野の人材

今後、労働力不足が予想される
製造、林業、観光、福祉など、わ
が国の経済社会や国民生活に
とって不可欠な産業分野におい
て、一定の管理の下に労働者を
受け入れる制度を創設されたい。
仮に、すぐさま全国一律の制度と
して導入することが著しく困難で
あるならば、まずは構造改革特区
制度を利用し、台湾方式による受
け入れ制度の導入を検討された

い。

国際競争の激化および少子高齢化の急速な進
展の中で、わが国の経済・産業を活性化させ、
持続的な成長を維持していくために、外国人労
働者の受け入れは重要な戦略のひとつであり、
特に、左記の事項に重点的に取組んでいただき

たい。

出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施

行規則
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警察
庁、法
務省、
厚生労
働省、

・技能
実習制
度に係
る出入
国管理
上の取
扱いに
関する
指針
（平成5
年4月5
日法務
省告示
第141
号）
・技能
実習制
度推進
事業運
営基本
方針
（平成5
年4月5
日労働
大臣公

「再研修・再技能実習の制度化」
「技能実習制度」は、一定期間の
研修を経た上で研修成果等の評
価等を行い、一定の水準に達した
こと等の要件を満たした場合に、
その後雇用関係の下でより実践
的な技術、技能等を習得すること
ができる制度であり、研修期間
と、技能実習期間からなるもので
ある。日本における滞在期間は、
研修期間と技能実習期間を合わ
せて3年以内とされている。
「技能実習移行対象職種の拡大」
技能実習制度は、国際貢献の観
点から開発途上国等への効果的
な技能等の移転を図ることを目的
としており、本制度における対象
職種については、研修生送出国
のニーズがあること、対象技能等
の段階的な公的評価制度が整備
されている職種であることとしてい
る。

「再研
修・再
技能実
習の制
度化」
c
「技能
実習移
行対象
職種の
拡大」
d

－

「再研修・再技能実習の制度化」
再研修・再技能実習の制度化につい
ては、技能実習時における技能評価
の実施状況、昨年度公表された再研
修の基準による再研修の活用状況及
び送り出し国のニーズ等を踏まえ検討
する必要があり、現段階においては、
時期尚早であると考える。
「技能実習移行対象職種の拡大」
技能実習移行対象職種については、
研修生送出国のニーズがあること、研
修成果を客観的かつ公正に評価する
ことができる公的評価制度が我が国
内で整備されている職種であることとし
ている。
公的評価制度について、 職業能力開
発促進法に基づく技能検定制度のな
い職種については、関係業界団体等
において、対象職種に関する評価試験
制度を構築し、研修成果の評価の基と
なる公的評価制度として（財）国際研
修協力機構の認定を受ければ、技能
実習移行対象職種とすることが可能で
ある。

　要望のうち、「再技能実習の制度化」
について、貴省主宰の研究会「研修・
技能実習制度研究会」において検討さ
れていれば、その内容を「措置の概
要」にて示されたい。

c -

厚生労働省で実施している学識経験
者による「研修・技能実習制度研究
会」においては、制度の適正化や在り
方について問題点の整理・検討を行っ
ているところである。当該研究会につ
いては、原則公開で行っており、厚生
労働省ＨＰ上に、順次資料等を公開し
ているところである。

日本商工会
議所

3 A
外国人研修・技能実習制度

の運用緩和・拡充

外国人研修・技能実習制度に関
して、成果が一定水準を満たして
いる場合の再研修・再技能実習
の制度化、受け入れ人数枠の拡
大や技能実習移行対象業種の拡
大、研修中の夜間を含むシフト勤
務の許可、受け入れ手続きの簡
素化・迅速化等、近隣諸国および
国内企業のニーズに沿った運用
緩和・拡充を図られたい。

特に、構造改革特区における受
け入れ人数枠の規制緩和措置に
ついて、その効果を検証し、早急
に全国的な規制緩和に踏み切る

ことが望まれる。

諸外国の産業の振興、特に発展途上国の社会
経済の発展の担い手となる人材の育成に協力
することを目的に、従来よりもさらに踏み込んだ
技術、技能、知識の伝授を行える環境を整備い

ただきたい。

出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施

行規則
技能実習制度に係る出入国管
理上の取扱いに関する指針

5063A 5063003 z13108
厚生労
働省、

診療報酬
の算定方
法（平成18
年厚生労
働省告示
第92号）

特掲診療
料の施設
基準等（平
成18年厚
生労働省
告示第94
号）

診療報酬
の算定方
法の制定
に伴う実施
上の留意
事項につい
て（平成18
年３月６日
付け校正
労働法保
険局医療
課長及び
保険局歯
科医療管
理官連名
通知保医
発第
0306001
号）

ニコチン依存管理料につい
ては、入院中以外の患者に
対し、ブリンクマン指数の要
件等を盛り込んだ「禁煙治療
のための標準手順書(日本
循環器学会、日本肺癌学会
及び日本癌学会の承認を得
た者に限る。)」に沿って禁煙
治療を行った場合に算定で
きる。

ｃ Ⅲ

ニコチン依存症管理料の創設については、中
医協の議論において、

・　ニコチン依存症が疾病であるとの位置づ
けが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対
する診療報酬上の評価を積極的に行うべき
であるという意見と、

・　ニコチン依存症が疾病であるとしても、個
人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙
の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険
料財源を充当することについて国民的なコン
センサスが得られているのとは言えないので
はないかという意見

とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する
診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンク
マン指数等の基準値を超える患者に限る等
の一定の限定の下に、その評価を行うことと
したものである。
ニコチン依存管理料については、中医協にお
いて結果検証を行うこととしており、結果検証
を踏まえ、議論を行うことが適当であると考え
ている。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、
再度ご検討をお願いしたい。

　検証の必要性は是とはするものの、
ブリンクマン指数要件をはじめ保険適
用の諸要件が、有効な禁煙治療を妨
げ、制約を課している面がある。ブリン
クマン指数は、本制度化のときに、要
件を厳しくするために出されてきたも
ので、制約要件自身が検証に負の評
価要因をもたらす可能性が考慮される
べきである。
　禁煙支援は、喫煙者本人のみでな
く、家族や周りの非喫煙者の健康増進
に多大の益をもたらすという国民福祉
政策面から、ブリンクマン指数のような
規制要件は削除・撤廃すべきである。
　禁煙治療の保険適用は、社会の関
心は高く、報道の多さにそれは反映さ
れているし、該当医療機関も既に全国
で4、000を越えていることが、これを示
している。これらの社会的反応と評価
も、検証に加味されるべきである。

ｃ Ⅲ

ニコチン依存症管理料の創設については、中
医協の議論において、

・　ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけ
が確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対す
る診療報酬上の評価を積極的に行うべきであ
るという意見と、

・　ニコチン依存症が疾病であるとしても、個
人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙
の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険
料財源を充当することについて国民的なコン
センサスが得られているのとは言えないので
はないかという意見

とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する
診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンク
マン指数等の基準値を超える患者に限る等
の一定の限定の下に、その評価を行うことと
したものである。
ニコチン依存管理料については、中医協にお
いて結果検証を行うこととしており、結果検証
を踏まえ、議論を行うことが適当であると考え
ている。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

3 A
禁煙治療の保険適用におい
てブリンクマン指数200の要

件を削除する

　喫煙はニコチン依存症を引き起こし，ニコ
チン依存症は「再発しやすいが，繰り返し
治療することにより完治しうる慢性疾患」と
捉え，禁煙治療受診に対する医療費の保
険給付の制度がわが国でも2006年４月に

導入された。
　しかしその対象患者の要件として，ブリン
クマン指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）
が200以上との要件が特段の理由がなく設
けられたため，喫煙率の高い20歳代だけで
なく，未成年の喫煙者は大半が保険適用
から外れ，禁煙治療による生活習慣病対
策及び健康づくり施策から不備となってい
るので，本要件を撤廃すべきである。

　ニコチン依存症などの薬物依存症は早期
に治療するほど治療効果が高まるので，ブ
リンクマン指数が足りないために禁煙治療
の開始が遅れると治療成功率が低下する
ことは明らかであり，このような保険適用要
件はいたずらに禁煙治療費の無駄遣いを
もたらす不要有害な規制である。

　ブリンクマン指数が200以下である
若年喫煙者の医療費と薬価は医療
保険の適用外で自費負担であるため
に，禁煙治療受診の阻害となってい
る。20歳代及び未成年喫煙者の禁煙
治療の保険適用とニコチン代替薬の
薬価適用により，若年の禁煙者が増
え，本人及び家族・周りの非喫煙者
（特に子ども）の健康増進もはから
れ，かつ喫煙に由来する疾病治療と
予防により，中長期的に国民医療費
が減少し，国家財政の圧迫要因が減
少していくことが期待される。

　中長期的な費用効果の点からも，
この年齢層の禁煙こそが重要であ
り，かつ医療費減少に最も寄与が大

きい。

　タバコの主成分であるニコチンには強い依存
性がある。喫煙者の多くは出来れば禁煙したい
と希望しているが，意志だけで禁煙に至るのは
難しいので，年齢に関係なく，禁煙治療受診によ
るニコチンからの離脱の医療制度が必要とされ

ている。
　若年喫煙者も保険適用とし，禁煙者を増やす
社会的整備により，子どもを含めた受動喫煙防
止とともに国民の健康づくりを進める上で，この

要件の削除は極めて有効となる。
　近年国民医療費の増大が国家財政を圧迫して
いるが，喫煙による超過医療費は1999年度には
1兆3千億円で，国民医療費に占める割合は
4.2％と試算されている。禁煙治療受診により禁
煙者が増えれば，中長期的に国民医療費が減
少することが既に試算されていて，既に禁煙治
療の保険適用は実施されており，実施医療機関
も既に3,300施設を越えている（2006年10月）の
で，早期の本要件の撤廃が必要である。

医療保険・診療報酬関連法規

5063A 5063004 z13109
厚生労
働省、

診療報酬
の算定方
法（平成18
年厚生労
働省告示
第92号）

特掲診療
料の施設
基準等（平
成18年厚
生労働省
告示第94
号）

診療報酬
の算定方
法の制定
に伴う実施
上の留意
事項につい
て（平成18
年３月６日
付け校正
労働法保
険局医療
課長及び
保険局歯
科医療管
理官連名
通知保医
発第
0306001
号）

ニコチン依存管理料につい
ては、入院中以外の患者に
対し、ブリンクマン指数の要
件等を盛り込んだ「禁煙治療
のための標準手順書(日本
循環器学会、日本肺癌学会
及び日本癌学会の承認を得
た者に限る。)」に沿って禁煙
治療を行った場合に算定で

きる。

ｃ Ⅲ

ニコチン依存症管理料の創設については、中
医協の議論において、

・　ニコチン依存症が疾病であるとの位置づ
けが確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対
する診療報酬上の評価を積極的に行うべき
であるという意見と、

・　ニコチン依存症が疾病であるとしても、個
人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙
の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険
料財源を充当することについて国民的なコン
センサスが得られているのとは言えないので
はないかという意見

とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する
診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンク
マン指数等の基準値を超える患者に限る等
の一定の限定の下に、その評価を行うことと
したものである。
ニコチン依存管理料については、中医協にお
いて結果検証を行うこととしており、結果検証
を踏まえ、議論を行うことが適当であると考え
ている。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、
再度ご検討をお願いしたい。

検証の必要性は是とはするものの、
入院患者を対象外とする要件をはじめ
保険適用の諸要件が、有効な禁煙治
療を妨げ、制約を課している面があ
る。この制約要件自身が検証に負の
評価要因をもたらす可能性が考慮さ
れるべきである。
　禁煙支援は、入院治療の喫煙者本
人のみでなく、家族や周りの非喫煙者
の健康増進と福祉に多大の益をもた
らすという面から、入院患者を除外す
るような規制要件は削除・撤廃すべき
である。
　禁煙治療の保険適用は、社会の関
心は高く、報道の多さにそれは反映さ
れているし、該当医療機関も既に全国
で4、000を越えていることが、これを示
しているが、これらの社会的反応と評
価も、検証に加味されるべきである。

ｃ Ⅲ

ニコチン依存症管理料の創設については、中
医協の議論において、

・　ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけ
が確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対す
る診療報酬上の評価を積極的に行うべきであ
るという意見と、

・　ニコチン依存症が疾病であるとしても、個
人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙
の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険
料財源を充当することについて国民的なコン
センサスが得られているのとは言えないので
はないかという意見

とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する
診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンク
マン指数等の基準値を超える患者に限る等
の一定の限定の下に、その評価を行うことと
したものである。
ニコチン依存管理料については、中医協にお
いて結果検証を行うこととしており、結果検証
を踏まえ、議論を行うことが適当であると考え
ている。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

4 A
禁煙治療の保険適用におい
て入院患者も対象とする

　喫煙はニコチン依存症を引き起
こし，ニコチン依存症は「再発しや
すいが，繰り返し治療することに
より完治しうる慢性疾患」と捉え，
禁煙治療受診に対する医療費の
保険給付の制度がわが国でも
2006年４月に導入された。

　しかしその保険適用に入院患者
が含まれていない。入院治療に
禁煙治療が必須あるいは欠かせ
ないケースは少なくなく，かつ入
院患者を禁煙治療の保険適用か
ら除外する特段の理由がないの
で，入院患者も保険で禁煙治療
が受けられることとすべきである。

　入院治療に禁煙治療が必須あるい
は欠かせないケースは少なくなく，か
つ入院患者を禁煙治療の保険適用
から除外する特段の理由がない。
　入院中は主治医の指導で禁煙する
ことが当然視されており，かつ入院患
者の禁煙のインセンティブ（動機）も
高く，入院患者も保険で禁煙治療が
受けられることとすれば，入院治療
の効果が上がることが期待され，退
院後も禁煙の持続で治癒と健康増進
に寄与することが期待される。

　中長期的な費用効果の点からも，
入院を契機にした禁煙治療は非常に
効果的で，医療費減少にも役立つ。

　近年国民医療費の増大が国家財政を圧迫して
いるが，喫煙による超過医療費は1999年度には
1兆3千億円で，国民医療費に占める割合は
4.2％と試算されている。禁煙治療受診により禁
煙者が増えれば，中長期的に国民医療費が減
少することが既に試算されていて，既に禁煙治
療の保険適用は実施されており，実施医療機関
も既に3,300施設を越えている（2006年10月）。
　入院中は主治医の指導で禁煙することが当然
視されており，かつ入院患者の禁煙のインセン
ティブ（動機）も高く，入院患者も保険で禁煙治
療が受けられることとすれば，入院治療の効果
が上がることが期待され，退院後も禁煙の持続
で治癒と健康増進に寄与することが期待され

る。

医療保険・診療報酬関連法規

5063A 5063005 z13110
厚生労
働省、

診療報酬
の算定方
法（平成18
年厚生労
働省告示
第92号）

特掲診療
料の施設
基準等（平
成18年厚
生労働省
告示第94
号）

診療報酬
の算定方
法の制定
に伴う実施
上の留意
事項につい
て（平成18
年３月６日
付け校正
労働法保
険局医療
課長及び
保険局歯
科医療管
理官連名
通知保医
発第
0306001
号）

歯科疾患の治療の一環とし
て、患者に対し禁煙指導を行
うことは、歯周疾患総合指導
料等において総合的に評価

している。

ｄ ー

喫煙が歯周病のリスク要因である
との指摘は承知しており、併せて
歯周病患者に対する禁煙指導の重
要性も認識している。現在におい
ても、歯科治療の一環として、歯
周疾患等の歯科疾患に罹患してい
る患者に対して、禁煙指導を含む
療養上必要な歯科医学管理や指導
管理を計画的に行う診療行為につ
いては、既に歯周疾患総合指導料
等において総合的に評価している
ところであり、現行制度下での対
応が可能である。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、
再度ご検討をお願いしたい。

　「既に歯周疾患総合指導料等におい
て総合的に評価しているところ」との回
答であるが、現状は、ニコチン依存症
の診断とニコチン製剤の投与は、歯科
診療では保険対象外となっていて、歯
周疾患の治療上も、またニコチン依存
症の治療上も、効果が期待される臨
床の機会が損なわれている。
　禁煙支援は、家族や周りの非喫煙
者の健康増進と福祉に多大の益をも
たらすという面からも、あらゆる臨床の
場を活用して進めるべきで、歯科診療
での禁煙治療の保険適用が採用され
るべきである。
　禁煙治療の保険適用は、社会の関
心は高く、報道の多さにそれは反映さ
れているし、該当医科医療機関も既に
全国で4,000を越えていることが、これ
を示していて、歯科診療においても早
期の導入が期待されているところであ
る。

ｃ Ⅲ

ニコチン依存症管理料の創設については、中
医協の議論において、

・　ニコチン依存症が疾病であるとの位置づけ
が確定されたことを踏まえ、禁煙指導に対す
る診療報酬上の評価を積極的に行うべきであ
るという意見と、

・　ニコチン依存症が疾病であるとしても、個
人の嗜好の問題であるとの側面が強い喫煙
の問題に間し、禁煙指導に対し国民の保険
料財源を充当することについて国民的なコン
センサスが得られているのとは言えないので
はないかという意見

とがあったことを踏まえ、禁煙指導に対する
診療報酬上の評価を導入し、まずはブリンク
マン指数等の基準値を超える患者に限る等
の一定の限定の下に、その評価を行うことと
したものである。
ニコチン依存管理料については、中医協にお
いて結果検証を行うこととしており、結果検証
を踏まえ、議論を行うことが適当であると考え
ている。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

5 A
禁煙治療の保険の歯科診

療への適用

　喫煙はニコチン依存症を引き起
こし，ニコチン依存症は「再発しや
すいが，繰り返し治療することに
より完治しうる慢性疾患」と捉え，
禁煙治療受診に対する医療費の
保険給付の制度がわが国でも
2006年４月に導入された。

 しかし歯科においては，禁煙治
療は保険の適用外で自費負担で
あり，禁煙治療受診の阻害となっ
ているので，保険適用とし，禁煙
者を増やす社会的制度の整備に
より，歯周病等歯科疾患の治療と
予防を含めた国民の健康づくりを

進める。

歯科における保険適用で禁煙治療と
ニコチン代替薬の薬価適用が広がる
ことにより，禁煙者が増え，本人及び
家族や周りの非喫煙者の健康増進
もはかられ，かつ喫煙に由来する歯
周病等歯科疾患の治療と予防によ
り，中長期的に国民医療費が減少
し，国家財政の圧迫要因が減少して

いくことが期待される。

　歯周病等歯科疾患のリスクに喫煙の関与があ
り，動脈硬化や糖尿病悪化等諸疾患にも関わっ
ていることが，近年国際的にも明らかにされてき
ていることから，歯科でも禁煙治療を保険適用と
し，禁煙者を増やす社会的制度の整備により，
国民の健康づくりを進める上で極めて有効とな

る。
　近年国民医療費の増大が国家財政を圧迫して
いるが，喫煙による超過医療費は1999年度には
1兆3千億円で，国民医療費に占める割合は
4.2％と試算されている。禁煙治療受診により禁
煙者が増えれば，中長期的に国民医療費が減
少することが既に試算されていて，既に禁煙治
療の保険適用は実施されており，実施医療機関
も既に3,300施設を越えている（2006年10月）実
績があるので，歯科診療への早期の禁煙治療
の保険適用が必要であり，かつ社会的需要があ

る。

医療保険・診療報酬関連法規

追記：
禁煙外来による治療が５回未
満の受診で禁煙に成功してい
ても「５回の受診がなければ不
成功（失敗）」として保険適用
外になることは間違っており，
これも保険適用とすべきであ

る。
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5063A 5063006 z13111
厚生労
働省、

健康増
進法、
健康保
険法等

健康増進事業実施者は、健
康診査の実施後できる限り
速やかに受診者に健康診査
の結果を通知する。
検査項目及び検査方法につ
いては、科学的知見の蓄積
等を踏まえて設定及び見直
しを行う。

ｃ Ⅰ

　「標準的な健診・保健指導プログラ
ム」（暫定版）において、健診時に喫煙
歴を聞くこととしており、この健診結果
をもとに喫煙のリスク等の情報を全て
の健診受診者に通知するとともに、一
定のリスクのある者に対して保健指導
を実施することとしているが、「要禁煙
治療」の通知の義務付けは困難であ
る。
　診療報酬においては、すでにニコチ
ン依存症管理料として、ニコチン依存
症に係る治療について保険給付の対
象としているところである。

○　以下の要望者の再意見を踏まえ、再度ご
検討をお願いしたい。

（１）40歳以上だけでなく、40歳未満の健診受
診者についても、喫煙の有無を記入・聞き取
り、喫煙のリスクの情報通知と禁煙のインセ
ンティブ（動機づけと奨励）の制度化が健康
増進のために必要である。
（２）その制度化の方法として、喫煙者につい
ては、ニコチン依存症に係るスクリーニングテ
スト（TDS）を行い、少なくともニコチン依存症
と診断された人については、「禁煙治療」を勧
めることとし（要禁煙治療）、その勧めにより
他の医療機関で実際に禁煙治療を受けた場
合には、禁煙を勧めた健診機関等に、保険
による報酬を還付する制度の導入が良いと
考えられる。
（３）「「要禁煙治療」の通知の義務付けは困
難である。」との回答であるが、義務づけが
困難であるのであれば、健診や人間ドック機
関の第三者評価項目としてこの項を入れ込
むことを工夫すれば可能となる。
（４）喫煙率低減の数値目標達成のために
も、禁煙推進に関わる総合的・包括的な機会
を活用することが重要であり、本制度化は極
めて有効な一方法である。

c Ⅰ

　「標準的な健診・保健指導プログラ
ム」（暫定版）において、健診時に喫煙
歴を聞くこととしており、この健診結果
をもとに喫煙のリスク等の情報を全て
の健診受診者に通知するとともに、一
定のリスクのある者に対して保健指導
を実施することとしているが、「要禁煙
治療」の通知の義務付けは困難であ
る。
　一方、平成１８年５月に「禁煙支援マ
ニュアル」を策定するなど、効果的な禁
煙支援ができるよう、禁煙推進に関わ
る施策を実施しているところである。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

6 A
健康診断時に，喫煙者には
「要禁煙治療」の通知とフォ
ローシステムを導入する

喫煙は働き盛りの日本人男性の
最大死亡原因であり，また健康喪
失ときわめて密接に関係してお
り，がん死亡の３～４割は喫煙が
原因であることが明らかにされて
いるので，健診や人間ドックで，
喫煙の有無を記入・聞き取り，ニ
コチン依存症の喫煙者には「要禁
煙治療」の通知義務を定め，実際
に禁煙治療を受けた場合に診療
報酬にカウントし，治療者には保

険適用（給付）する

健診や人間ドックで，ニコチン依存症
の喫煙者に「要禁煙治療」の記載義
務を定め，実際に禁煙治療を受けた
場合に診療報酬にカウントし，治療
者には保険適用（給付）することによ
り，中長期的な医療費削減と健康寿
命を延ばすことが期待される。

　タバコを吸うのは「ニコチン依存症と関連疾患
からなる喫煙病」であり，患者（喫煙者）には「積
極的禁煙治療を必要とする」との禁煙ガイドライ
ンが，2005年10月に，日本循環器学会など九学
会の合同研究班でまとめられ，2006年４月に禁
煙治療受診に対する医療費の保険給付の制度

がわが国でも導入された。
　また，2000年に設定された健康日本21に関わ
る中間評価の審議が，厚生科学審議会地域保
健健康増進栄養部会においてなされ，2006年8
月に中間評価報告案が公表され，パブリックコメ
ントの募集が行われ，喫煙率低減の数値の新規
目標設定は多数（賛成305，反対265）で，2010
年の目標設定は，第三案（男性25％，女性5％）
の支持が圧倒的に多い結果であったが，この喫
煙率低減目標を実現化するためには，その一方
法として，本システムの導入が不可欠である。

健康保険法，他
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多数の者が利用する施設を
管理する者は、これらを利用
する者について、受動喫煙を
防止するために必要な措置
を講ずるよう努めなければな
らない（健康増進法第25
条）。

ｃ Ⅰ

　公共の場における受動喫煙防止対策については、健
康増進法第２５条において、「学校、体育館、病院、劇
場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁
施設、飲食店」等の幅広い対象施設を管理する者に受
動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努力
義務を課している。これらの施設がとるべき措置の具体
的方法については、全面禁煙は受動喫煙防止対策とし
て極めて有効であるが、施設の規模、構造、利用状況
等が各施設により様々であり、施設の様態や利用者の
ニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必要
があるため、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」
等を参考にした適切な分煙措置を構ずることとしてお
り、一律に全面禁煙を義務づけることは困難である。
　なお、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、
たばこ対策緊急特別促進事業により、都道府県におけ
る、受動喫煙防止対策が遅れている娯楽施設等に対
する分煙の徹底に重点を置いた施策を支援している。
　また、職場における喫煙対策については、平成１５年
５月「職場における喫煙対策のためのガイドラインにつ
いて」により受動喫煙防止のために有効な喫煙室等の
設置を推進しているところであり、平成１７年６月「職場
における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策
の推進についての労働基準局安全衛生部長通知によ
り、都道府県労働局長あてに、喫煙室により「十分な対
応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防
止する観点から全面禁煙による対策を勧奨する」ことを
事業者等に指導するよう通知しているところである。

要望者から提出された以下の再意見を踏まえ、再度御
検討いただきたい。

　受動喫煙による生涯死亡リスクは10万人に対し5,000
人と試算されており（松崎道幸，深川市立総合病院）
（10万人あたりの生涯リスクを１人以下におさえること
が有害物質規制基準とされている），かつ受動喫煙防
止は行政的・法的防止対策が可能なものである。国民
を受動喫煙のリスクから守るために，国民福祉におけ
るリスク管理上，受動喫煙の元である喫煙は規制対象
とされるのは合理的とせざるを得ない。
　現在の成人男女の喫煙率は26.3％（ＪＴデータ）で，
国民の４分の３以上の非喫煙者が，飲食店・レストラ
ン，理美容店，タクシー，ＪＲの一部，公道，職場，公共
の場などで，受動喫煙で健康リスクを受け続けている
現状を直視すべきである。
　施設事業者・管理者の自主性に任せるには限界があ
るのが現状であり，また喫煙者のマナーに任せるには
受動喫煙の危害リスクはとうてい防止できない。その
実態とリスクを踏まえ，健康増進法第25条の受動喫煙
の防止の努力規定に任せるのではなく，義務規定とす
べきで，違反者には罰則を課する法改正が必要とされ
る時期が来ている。
　そしてこのことは，喫煙者にとっても喫煙の機会を減
らし，禁煙の動機づけにもなり，本人の健康増進を誘
導できる優れた施策ともなる（喫煙はニコチン依存症さ
れているので，これは理にかなっている）。

c Ⅰ

   受動喫煙防止対策については、健
康増進法第２５条において、多数のも
のが利用する施設を管理する者に受
動喫煙を防止するために必要な措置
を講ずるよう努力義務を課しており、そ
の施行にあたっては、各都道府県に対
し受動喫煙の防止対策について関係
者へ周知等を図るよう通知するととも
に、関係省庁を通じて関係者等へ周知
徹底していただいているところである。
  今後とも、関係団体等の協力を得な
がら受動喫煙防止対策の一層の推進
に努めてまいりたい。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

7 A
受動喫煙防止について施設
管理者に義務化をはかり罰

則を設ける

　2003年５月１日施行の「健康増
進法」第25条で，公共の場での受
動喫煙の防止の努力義務が管理
者に課せられた。本法を受けて同
年４月30日の厚生労働省健康局
長通知で，「全面禁煙は，受動喫
煙防止対策として極めて有効であ
る」とされた。本法及び通知を受
けて，自治体庁舎の全面禁煙や
学校敷地内禁煙，金融機関のロ
ビー・ＡＴＭコーナーの禁煙，警察
の公の場，航空機，首都圏の私
鉄の禁煙などが進みつつある。
　しかし本法は努力規定であるた
めに，レストラン・食堂，理美容
店，公衆浴場，タクシー，JRの一
部，公道，職場などの禁煙は必ず
しも進んでおらず，受動喫煙から
国民の健康を守る対策が徹底し
ているとは言えない。管理者に全
面禁煙を基本とした受動喫煙防
止の義務を課し，違反者には罰
則を課するべきである。

受動喫煙防止の施設管理者への義
務付けにより，受動喫煙による健康
損傷から国民の健康が守られ，かつ
喫煙者自身も禁煙への動機付けに
なることから，医療費減少や喫煙に
よる社会的損失の減少により，国民

福祉の増進が図られる。

　有害物質のリスク評価からしても，受動喫煙は
健康影響が大きく，かつ禁煙により防止が可能
な最大のものである。時事業者・管理者の自主
性に任せるには限度があり，全面禁煙を基本と
した受動喫煙防止の義務を課し，違反者には罰
則を課する対策が国際的に進んでいる。健康増
進法が施行されて３年半が経過したが，そのよう
な内容の法改正を早急にすべきである。

　現在成人男女の喫煙率は30％以下となってお
り，2006年8～9月に行われた喫煙率低減の数
値の新規目標設定のパブリックコメントでも設定
は多数（賛成305，反対265）で，2010年の目標
設定は，第三案（男性25％，女性5％）の支持が
圧倒的に多い結果であったことからも，民意の

賛同は得られる。

たばこ規制枠組条約（第8条）
健康増進法（第25条）
厚生労働省健康局長通知

（2003.4.30）

追記：
なお，労働安全衛生法の定期
健康診断の胸部Ｘ線診断は40
歳未満は省略するが，受動喫
煙など職場環境に問題のある
人は未満でも受診させることと
しているとのことであるが，職
場事務所内を全面禁煙にする

のが先決である。
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多数の者が利用する施設を
管理する者は、これらを利用
する者について、受動喫煙を
防止するために必要な措置
を講ずるよう努めなければな
らない（健康増進法第26
条）。

ｃ Ⅰ

　健康増進法第25条において、受動喫
煙とは、「室内又はこれに準ずる環境
において、他人のたばこの煙を吸わさ
れること」と定義し、具体的な対象施設
を列挙している。また、「受動喫煙防止
対策について」（健康局長通知（平成
15年4月30日　健発第0430003号））に
列挙している対象施設についても、こ
の定義に基づくものである。このため、
公道については「室内又はこれに準ず
る環境」には該当せず、本条の対象外
となる。

要望者から提出のあった以下の再意見を踏
まえ、再検討いただきたい。

国民の健康増進は厚生労働省の所管であ
り，「受動喫煙の防止」は健康増進に極めて
有用であり，かつ予防可能な第一の施策で
ある。かつ「受動喫煙の防止」は屋内外を問
わずに必要とされることからすれば，「健康増
進法第25条において、受動喫煙とは、「室内
又はこれに準ずる環境において、他人のた
ばこの煙を吸わされること」と定義し」の回答
は，この法の定義自体が間違いであると言
わざるを得ない。法の趣旨（受動喫煙の防
止）からすれば，「室内又はこれに準ずる環
境において、」は削除訂正の法改正がなされ
るべきである。
　（屋外は環境省の所管であるとの理由でこ
れを拒否するのであれば，環境保全が環境
省の所管事項であって，健康増進は厚生労
働省の所管事項であるから，「受動喫煙の防
止」は，やはり健康面からの必要施策である
ので厚生労働省の所管であるべきであること
を付言いたしたい）。

c Ⅰ

   前回の回答のとおり、健康増進法第
25条における受動喫煙とは、「室内又
はこれに準ずる環境において、他人の
たばこの煙を吸わされること」と定義し
ており、公道については本条の対象外
である。
  受動喫煙防止対策については、今後
とも、関係団体等の協力を得ながら一
層の推進に努めてまいりたい。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

8 A

健康増進法第25条の受動
喫煙防止の対象に，「公道」
を含め，路上やオープンス
ペースの喫煙禁止対策をは

かる

健康増進法第25条の受動喫煙防
止条項，及び健康局長通知（健発
第0430003号，平成15年4月30
日）は，受動喫煙防止の対象とし
て，屋内のみでなく，「鉄軌道駅，
交通機関ターミナル，屋外競技
場，（略）等多数の者が利用する
施設を含むものであり」としている
ことから，「公道」（歩道路上や
オープンスペース）も本法の対象
に含め，受動喫煙防止対策を講

ずるべきである。

　厚生労働省は，健康増進法第25条
の受動喫煙防止条項は，屋内の受
動喫煙との解釈に狭く限定している
ようであるが，健康局長通知の趣旨
からすれば，公道の受動喫煙（路上
喫煙禁止）対策も含めるべきで，国
民の健康を広く受動喫煙の害から守

ることができる。
　なお環境省は，屋外の受動喫煙防
止について，昨年11月の要望に対
し，「一般環境大気中におけるたばこ
の煙により，著しい健康影響が生じ
るとは承知しておらず，規制を行う予
定はない。」との回答であった。

　受動喫煙による過剰死亡リスクは，日本でも年
間１万人余との試算データがあり，受動喫煙の
場所を問わず，その防止対策は国民の健康づく
りから重要な施策のはずであるが，しかし特に
「公道」の受動喫煙については，健康増進法の
対象外とされ，全国の100近くの市で，ポイ捨て
防止や美化に絡めた歩きタバコ禁止，あるいは
路上喫煙禁止条例が制定されてきている現状
があり，「公道」の受動喫煙防止は法的に空白と

なっている。
　米国でも，環境タバコ煙は，環境保護庁が，発
ガン性物質として危険度の最も高いＡクラスとし
ており，屋外の無風という状態下でひとりの喫煙
者によるタバコ煙の到達範囲は直径14ｍの円周
内であるとされているので，わが国でも，受動喫
煙防止の唯一の法律である健康増進法第25条
と健康局長通知を基に，「公道」を本条の対象に

含めるべきである。

健康増進法
健康局長通知（健発第0430003
号，平成15年4月30日）

5063A 5063009 z13114
厚生労
働省、

・建築物
における
衛生的環
境の確保
に関する
法律第４
条

・ 建築物
における
衛生的環
境の確保
に関する
法律施行
令第２条
・労働安
全衛生
法・事務
所衛生基
準規則

建築物における衛生的環境
の確保に関する法律第４条
において，特定建築物の所
有者等は，建築物環境衛生
管理基準に従って当該建築
物を維持管理しなければな
らないとされている。

同法施行令第２条では，具
体的に建築物環境衛生管理
基準が定められており，空気
環境の調整については，ひと
つに浮遊粉じんがあり，空気
１ｍ３あたり０．１５ｍｇ以下に
することとされている。

事務所衛生基準規則第５条
において空気調和設備等に
より供給される空気が具備し
なければならない条件等を

規定している。

c Ⅱ

　室内における浮遊粉じんには，室内に堆積また
は付着している浮遊粉じんが作業，行動によって
飛散したものや，石炭や石油系燃料や廃棄物の
燃焼過程からの浮遊粉じん，自動車排気ガス中
に含有されるもの，土砂のまきあげ等に起因する
大気中の浮遊粉じん等が室内に流入したものな
ど，タバコ煙以外の様々な要因があるため，タバ
コ煙に関する状況の改善のみをもって基準を引
き上げることは困難である。
なお、事務所衛生基準規則においては、空気調
和設備等の設備の性能の基準として、当該設備
により供給される空気中の浮遊粉じん濃度につ
いて０．１５㎎／ｍ3」以下と定めているものであ
る。
　また、職場における喫煙対策については、「職
場における喫煙対策のためのガイドライン」によ
り、推進しているところであるが、ガイドラインで
は、職場の空気環境の基準として、浮遊粉じん濃
度だけでなく、一酸化炭素の濃度、非喫煙場所と
喫煙室等との境界における喫煙室等に向かう気
流の風速を定め、これらの職場の空気環境の措
置による対策を示しているところである。さらに、
平成１７年６月労働基準局安全衛生部長通知に
より、喫煙室が設けられている場合であっても喫
煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対
応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実
に防止する観点から全面喫煙による対策を勧奨
しているところである。

以下要望者意見を踏まえて、再検討されたい。
「　職場における喫煙対策のためのガイドライン
（平成15年5月）
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509
-2a.html の第６項は「職場の空気環境～たばこ
の煙が職場の空気環境に及ぼしている影響を把
握するため、事務所衛生基準規則（昭和４７年労
働省令第４３号）に準じて、職場の空気環境の測
定を行い、浮遊粉じんの濃度を0.15mg/m3以下
及び一酸化炭素の濃度を10ppm以下とするよう
に必要な措置を講じること。また、喫煙室等から
非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを防
止するため、非喫煙場所と喫煙室等との境界に
おいて喫煙室等へ向かう気流の風速を0.2m/s以
上とするように必要な措置を講じること。」 とされ
ており，この事務所衛生基準規則に準じた
「0.15mg/m3以下」の数値は，分煙・禁煙が皆無
で事務所内のタバコ煙汚染のあった昭和47年に
定められたものであって，しかも事務所内浮遊粉
じんの発生元の大半はタバコ煙である。
　受動喫煙対策がそれなりに進んできている現
在では，「0.15mg/m3以下」であれば受動喫煙が
なく，健康影響がないかのように理解されかね
ず，現状を正しく反映していないだけでなく著しく
かけ離れているので，ガイドラインからはこの数
値内容を削除して「タバコ煙に汚染されていない
外気より高くないこと」とし，あわせて準ずるとして
いる事務所衛生基準規則の数値内容も同様に
削除変更すべきである。」

ｃ Ⅲ

　ガイドライン等により職場における喫煙対策
については、基本的に、空間分煙を行う場合
には喫煙室等から非喫煙場所にたばこの煙
やにおいを漏らさず、かつ、喫煙室等にあっ
ても可能な限り空気環境を良好な状態に保つ
こと等を推進している。また、空間分煙を行っ
ている場合であっても喫煙室が屋外排気型に
できないなど十分な対応を行うことが困難な
場合には、受動喫煙を確実に防止する観点
から全面禁煙による対策を勧奨している。こ
れらにより受動喫煙の防止を図っており、今
後も引き続き適切な喫煙対策の方法につい
て分かりやすく普及啓発を行うこととしてい
る。
　なお、事務所衛生基準規則第５条に基づく
空気調和設備及び機械換気設備の性能基準
は、エアフィルターの性能不良や外気採取口
の位置不良等による室内空気汚染の原因を
除去する目的で定められた最低基準であり、
また、たばこ煙以外にも排気ガス、土埃等大
気中の浮遊粉じん等が取り込まれることか
ら、当該性能基準を削除・変更することは困
難である。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

9 A
ビル及び事務所内の浮遊粉
塵の基準値０.１５mg/m3を

見直すべき

建築物における衛生的環境の確
保に関する法律（1971年制定，Ａ
法），及び事務所衛生基準規則
（1972年制定，Ｂ規則）で定めら
れた，浮遊粉塵基準値の０.１５
mg/m3は，室内でのタバコ煙対策
が皆無であった時代に制定され
たものであり，タバコ煙以外に発
生源がない場合の浮遊粉塵は殆
どがタバコ煙に由来することか
ら，この基準値の抜本的見直しを
し，受動喫煙のない（タバコ煙の
ない）室内環境での浮遊粉塵基

準値とすべきである。

この数値は，Ａ法では1971年に，Ｂ規
則では1972年に，分煙・禁煙が殆ど
皆無で，室内浮遊粉塵の発生源の
大半を占めるタバコ煙対策がない時
代に，1968年の大気汚染防止法の
基準値「１時間値の１日平均値が
0.10mg/m3以下であり，かつ１時間
値が0.20mg/m3以下であること」を参
照にして決められた数値であり，現在
では，これ以下であれば健康に影響
がない（特に受動喫煙の影響がな
い）かのように理解されているので，
受動喫煙のない（タバコ煙のない）室
内環境での浮遊粉塵基準値とする見
直しにより，国民の健康影響（特に受
動喫煙による影響）の防止が担保さ

れる。

　国際的には，例えばＷＨＯは，大気や室内の
浮遊粉塵について，粒子の直径が10μm以下の
場合は０.０５mg/m3以下，直径が2.5μm以下の
場合は０.０２５mg/m3以下の目安基準を求めて

いる。
　健康増進法第25条及び健康局長通知で，「全
面禁煙は受動喫煙防止対策として極めて有効で
あるが」と推奨されているのに，職場における喫
煙対策のための新ガイドライン（2003.5.9）では
「非喫煙場所及び喫煙室と非喫煙場所の境界
の平均浮遊粉塵基準値を0.15mg/m3以下とす
る」とされるなど，受動喫煙防止の徹底を，本数
値基準が妨げ兼ねない実態がある。特にタバコ
煙の粒子直径は極小さく2.5μm以下であること
からも，室内環境における禁煙に並行して，受
動喫煙のない（タバコ煙のない）室内環境での浮
遊粉塵基準値とする見直しが不可欠な現状と

なっている。

建築物における衛生的環境の
確保に関する法律，
事務所衛生基準規則，
健康増進法第25条，

職場における喫煙対策のため
の新ガイドライン（2003.5.9）
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5063A 5063019 z13115

総務
省、厚
生労働
省、

認知症高齢者グループホー
ム等の介護施設において、
施設の禁煙及びタバコ・ライ
ター等の所持の禁止を義務
付ける法令は存在しない。

ｃ Ⅰ

○　認知症高齢者グループホームや
介護保険施設は、入居者にとっては生
活の場であることから、施設内での禁
煙及びタバコ・ライター等の所持の禁
止を法令等により一律に規制すること
は適当でないと考えている。

○　一方、グループホームについて
は、長崎県のグループホーム火災を踏
まえ、このような事故が再び生じること
のないよう、夜勤職員の配置や火災発
生時の通報体制の確保等を義務付け
ると同時に、タバコ・ライター等の適切
な管理の徹底も行ったところであり、施
設における防火安全対策については、
喫煙場所の設置やタバコ・ライター等
の管理の徹底など、施設側において適
切な管理を行うべきものと考える。

　当該施設のみにとどまらず，日常生
活の場の自宅においても，要介護者
の喫煙が原因で，喫煙する要介護者
本人だけでなく，家族が巻き込まれて
焼死する痛ましい火災ケースがここ１
～２カ月でもいくつか報道されている。
要介護者の手元に「個人の嗜好」との
理由でタバコ等発火元を所持させるの
は危険極まりないことから，所持させ
るのは間違っている。
　要介護者の集団生活施設内では，
入所者集団を守るために禁煙とし，タ
バコ等発火元の所持は禁止とし，禁煙
治療を勧めてもなお禁煙できない要介
護者については，建物外等管理され
た場所でのみ施設管理者の管理下で
喫煙可とするルールづくりとガイドライ
ン作成・行政指導，第三者評価項目へ
の入れ込み指導，及び法的措置な
ど，様々の方策が不可欠と考える。

c Ⅰ

　前回も回答したとおり、認知症高齢
者グループホームや介護保険施設
は、入居者にとっては生活の場である
ことから、施設内での禁煙及びタバコ・
ライターの所持の禁止等を法令等によ
り一律に規制することは適当でないと
考えており、施設における防火安全対
策については、喫煙場所の設置やタバ
コ・ライター等の管理の徹底など、施設
側において適切な管理を行うべきもの
と考える。

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙環
境を」推進協
議会，

特定非営利
活動法人 日
本禁煙学会

19 A
認知症等のグループホーム
や介護施設等集団生活施
設の禁煙を義務づける

　グループホームや介護施設等
などの高齢者集団生活施設で
は，火災予防及び受動喫煙防止
を目的にしたタバコ対策として，施
設の禁煙，及びタバコ・ライター・
マッチ類の発火元の持ち込み禁
止を徹底する法を整備し，また介
護保険の主治医意見書や認知症
診断書で喫煙厳禁と診断された
高齢者では，発火元であるタバ
コ・ライター・マッチ類の所持の禁
止を義務づける法を整備すべき

である。

　2006年1月8日長崎県大村市のグ
ループホームで火災が起き，入居し
ていた7人の高齢者が犠牲となった。
　このような悲惨な事件を二度と起こ
さないために，根本的な火災予防対
策が必要であり，火災が起きたとき
の火災警報，火が燃え広がらないよ
うにするための設備上の工夫，非難
のための施設設備の拡充，避難訓
練，夜間を含めた職員の避難体制の
強化などとともに，抜本的に，施設の
禁煙，及びタバコ・ライター・マッチ類
の発火元の持ち込み禁止を徹底す
る法の整備が必要とされる。

　同様の不所持・没収事例として，例えば航空機
では，搭乗前にライター類は没収されており，か
つ搭乗中の喫煙は禁止されている。また類似の
事例としては，敷地内禁煙の病院が近年増えて
きており，かつ入院中の喫煙はドクターストップ
で禁煙を条件に入院が認められ，それに違反し
て万一にも喫煙した場合には，即退院が義務づ
けられるケースが当然のこととして遵守されてい

る。
　発火元を元から断つことは，施設側にとって
も，余分な負担に人員や労力・設備費などを費
やすことをなくし，かつ認知症患者や介護の必
要な人には喫煙の自己責任を負わせることは出
来ないことからも，喫煙による火災・焼死責任の
リスクを施設側が回避できることになるメリットは

実に大きいといえる。

消防法と関連法規
介護保険や施設の関連法規
健康増進法第２５条

5064A 5064004 z13116
厚生労
働省、

児童福
祉法
児童福
祉施設
最低基
準

保育所の施設基準について
は、児童福祉施設最低基準
によって規定されている。

保育の実施を希望する保護
者は、入所を希望する保育
所等を記載した申込書を市
町村に提出する。

保育費用を支弁した都道府
県又は市町村の長は、保育
所利用者から、保育費用を
徴収した場合における家計
に与える影響を考慮して保
育の実施に係る年齢等に応
じて定める額を徴収すること
ができる。

保育所の施設基準について
は、児童福祉施設最低基準
によって規定されている。

Ｃ Ⅲ

①②について
直接契約方式の導入については、施
設における保育料の設定も含め、「規
制改革・民間開放推進会議3ヵ年計画
（再改定）」（平成18年3月31日閣議決
定）に基づき、本年10月から直接契約
方式により実施している認定こども園
の実施状況等を踏まえ、保育所におい
て一体的に導入することの可否につい
て長期的に検討することとしている。
③について
保育所に係る児童福祉施設最低基準
は、劣悪な保育環境を排除し、子ども
の健全な発達のために必要な最低限
のものでり、この基準を緩和すること
は、児童の健康と心身の健全な育成
に支障が生じることが考えられるため
適当ではなく、当該基準さえ満たして
いない認証保育所について、国が制度
として認め財政措置を講ずることは困
難である。

本要望については、規制改革･民間開放推進
会議の中間答申で取り上げられた事項であ
り、前向きに検討されたい。

①②について
　現行制度下の認可保育所は大都市の多様
な保育ニーズに的確に応えられていない。こ
のため、早急に抜本的な保育所制度の見直
しを行うことを要望する。
　また、本年10月から実施している認定こど
も園については、国の指針において「児童虐
待防止の観点から支援を要する家庭、低所
得家庭等の児童の入園選考に関して、地方
自治体と連携を図り、受入に配慮」することと
されている。認可保育所においても、同様な
対応をすることで、特別な対応が必要な家庭
への配慮は可能であると考えている。

③について
　大都市の実態に即した基準設定を可能とす
るような柔軟な制度構築について、再度検討
を依頼する。また、面積基準についても、一
定の要件の下で弾力的な運用を行うことで、
児童の健康と心身の健全な育成に、どのよう
な支障が生じるのか、について具体的に示さ
れたい。

c Ⅲ

①②について
直接契約方式の導入については、施
設における保育料の設定も含め、「規
制改革・民間開放の推進に関する第３
次答申」（平成18年12月25日）を最大
限尊重するとの閣議決定に基づき、本
年10月から直接契約方式により実施し
ている認定こども園の実施状況等を踏
まえ、保育所において一体的に導入す
ることの可否について長期的に検討す
ることとしている。
③について
保育所に係る児童福祉施設最低基準
は、劣悪な保育環境を排除し、子ども
の健全な発達のために必要な最低限
のものであり、この基準を緩和すること
は、児童の健康と心身の健全な育成
に支障が生じることが考えられるため
適当ではなく、当該基準さえ満たして
いない認証保育所について、国が制度
として認め財政措置を講ずることは困
難である。

東京都 4 A
保育所制度における規制緩

和

　大都市住民のニーズに即した新
たな保育所として、都が創設した
認証保育所の基準を制度的に認
めるなど、現行の認可保育所制
度について、以下のとおり改革を

行うこと。

①保育所利用方法について、利
用者が施設と直接契約できる制

度とすること
②保育料を一定の基準の下に、
保育所が自由設定できるようにす

ること
③児童1人当たりの基準面積等
の保育所設置基準を緩和するこ

と

①、②保育所の入所の決定権が区
市町村にあるため、利用者の選択権
に実効性がなく、施設の努力と関わ
りなく児童が入所する仕組みとなって
いる。利用者本位のサービス提供を
実現するため、事業者が競い合いを
通じてサービス向上していく仕組みと
していく必要がある。なお、特別な配
慮が必要な家庭の児童に対する保
育料の設定については、行政の責任

により対応が可能である。

③保育所の認可権限は都道府県知
事にあるものの、その基準は全国一
律の最低基準を必ず満たさなければ
ならない。そのため、利便性の良い
市街地での保育所整備が進みにく
い。（0歳,1歳の児童1人当たりの基準
面積：認可保育所3.3㎡、東京都の認

証保育所2.5㎡）

①、②保育所の入所の決定権が区市町村にあ
るため、利用者の選択権に実効性がなく、施設
の努力と関わりなく児童が入所する仕組みと
なっている。利用者本位のサービス提供を実現
するため、事業者が競い合いを通じてサービス
向上していく仕組みとしていく必要がある。なお、
特別な配慮が必要な家庭の児童に対する保育
料の設定については、行政の責任により対応が

可能である。

③保育所の認可権限は都道府県知事にあるも
のの、その基準は全国一律の最低基準を必ず
満たさなければならない。そのため、利便性の良
い市街地での保育所整備が進みにくい。（0歳,1
歳の児童1人当たりの基準面積：認可保育所3.3

㎡、東京都の認証保育所2.5㎡）

児童福祉法

児童福祉施設最低基準

5068A 5068001 z13117
厚生労
働省、

「療養の給
付、老人医療
及び公費負担
医療に関する
費用の請求に
関する省令の
一部を改正す
る省令の施行
について」（平
成１８年４月１
０日付保発第
0410005号）
「保険医療機
関又は保険薬
局に係る光
ディスク等を
用いた費用の
請求等に関す
る取扱いにつ
いて」（平成１
８年４月１０日
付保総発第
0410001号）

健康保険法第
７６条第６項
「療養の給
付、老人医療
及び公費負担
医療に関する
費用の請求に
関する省令」
（昭和５１年厚
生省令第３６
号）及び同省
令の一部改正
（平成１８年厚
生労働省令第
１１１号）

「診療報酬請

①、②、③紙媒体により行われている。

④本年４月に平成１８年度診療報酬改定を反
映した電子的な診療報酬点数表の暫定版を
作成し、既に厚生労働省のホームページに掲
載しているところである。

⑤について
・　「｢診療報酬請求書等の記載要領等につい
て｣の一部改正について」（平成18年３月30日
付け保険発第82号）において、「傷病名」欄
に、主傷病、副傷病の順に記載することとし、
主傷病が複数ある場合は、主傷病と副傷病
の間を線で区切るなど、主傷病を副傷病とが
区別できるようにすることとしている。
・　記載要領通知において、「光ディスク等を
用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が
定める方式及び規格並びに電子情報処理組
織の使用による費用の請求に関して厚生労
働大臣が定める事項及び方式について」（平
成１８年４月１０日付け保発第0410006号）別
添３に規定する傷病名を用いることとしてい
る。
・　傷病名と診療行為の対応関係をそれぞれ
結びつける記載は義務づけていない。
・　現行の紙レセプトでは調剤レセプトへの医
療機関コードの記載は義務化していない。
・　診療行為の実施日のレセプトへの義務づ
けは行っていない。
・　市町村助成制度のデータベースは存在し
ない。また、レセプトに市町村助成制度に関す
る内容の記載の義務づけは行っていない。

ｂ、ｄ及
びｃ

Ⅲ、Ⅳ

①平成１８年度は、審査支払機関においてオンライン・
システムを開発しており、今後、検討して行く課題と考
えている。

②平成２３年度当初の原則オンライン化に間に合うよう
に統一した記録条件仕様などを定めるため、関係者と
調整中である。

③平成１８年度は、審査支払機関においてオンライン・
システムを開発しており、今後、オンライン化の状況を
踏まえながら検討して行く課題と考えている。

④　電子的な診療報酬点数については、『重点計画-
2006』（平成18年7月26日、ＩＴ戦略本部）において、「２０
０６年度中に暫定版を作成」するとされていることを受
け、本年４月に平成１８年度診療報酬改定を反映した
暫定版を作成し、既に厚生労働省のホームページに掲
載しているところである。
　また本年５月には、第１回電子点数表検討会を開き、
電子的な診療報酬の有効な活用について議論を重ね
ているところであり、引き続き検討を重ねてまいりたい。

⑤について
・　「主傷病名の明示を義務づける」及び「記載できる合
理的な傷病名を定める」については、現行の制度で対
応可能。

・　「傷病名に対する診療内容が把握できる記載要領を
定める」については、複数の傷病を有する患者に対す
る診療行為は、必ずしも個々の傷病について行われる
ものではなく、患者の状況を総合的に捉えて行われる
ものであるため、個々の傷病名と診療行為の対応関係
を結びつけることは困難であると考えている。

○　以下のレセプトの様式・記載要領の改善・措置についての要望
者の再意見を踏まえ、再考されたい。

（１）「主傷病名の明示を義務付ける」との要望に対し、通知上で、
主傷病と副傷病をその順に記載する、または区切ることなどが示さ
れており、現行の制度で対応可能とする主旨の回答をいただいた。
確かに当該通知の内容は承知しているが、実態はそのように区別
していないレセプトが散見される。同通知内容の実施を義務化する
など、徹底していただきたい。

（２）「記載できる合理的な傷病名を定める」との要望に対し、現行の
制度で対応可能とする主旨の回答をいただいた。現状では、ワープ
ロ病名といわれる（レセ電コード、社会保険表章用疾病分類表等に
はない）病名が記載されたレセプトが散見される。傷病名をもとにし
たレセプト抽出・分析等により、適切な保健事業の展開が可能とな
るので、ぜひ対応していただきたい。

（３）「診療行為の実施日の記載を義務付ける」との要望に対し、現
行では義務付けてはおらず、慎重に検討すべき問題とする主旨の
回答をいただいた。しかし、レセプトの電子化により、診療行為ごと
の実施日が電子データから判明すれば、自動レセプト点検がさらに
精緻化され、また、保険者において受診日のデータと適用データを
突合できれば被保険者資格の確認が容易になるなど、電子化の活
用促進、医療保険事務の合理化、および医療費適正化にも寄与す
るものと考えられるので、ぜひ実施していただきたい。

○　「現状の業務のままITを導入すれば単なるコスト増となりかね
ず、IT化の効果を最大化するためには、その前に業務自体の簡素
化・効率化を図るなど業務改革及び組織の最適化を徹底すること
が必要である」等、BPR（Business Process Reengineering)の徹底
（業務全体の改革・見直し、非ＩＴ対策の必要性）といった規制等の
改革の必要がＩＴ本部等でも指摘されており、現状の業務方法に固
執せず、根本的に改善の余地があれば、これを機会に改善すべき
ものと考えるので、こうした視点も踏まえ、再度ご検討をお願いした
い。
　また、「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定）」（平成18年
３月31日閣議結滞）においても、電子レセプトによるオンライン化に
当たっては、「交換される電子レセプトのデータ形式については、実施
さらに、当該要望者は、特定健診・特定保健事業の実施にも関係す

ｂ Ⅲ

（１）「傷病名」欄の記載に係る要領に
ついては、今後も機会を捉えて周知し
てまいりたい。

（２）傷病名の記載の統一化に関して
は、レセプトオンライン化の過程で検討
してまいりたい。

（３）「診療行為の実施日の記載を義務
づける」については、それが電子化に
対応したレセプトの活用を促進するこ
とになるか明らかでないため一概にお
答えすることはできないが、現行の医
療実務におけるレセプトの発行量に鑑
みれば、記載項目の追加については、
慎重に検討するべき問題であると考え
ている。

健康保険組
合連合会

1 A
平成２３年度レセプトオンラ
イン化に向けた対応

安全な通信ネットワークによるレセプトのオ
ンライン化が確実に実現するよう、医療機
関側の電子化を促進するための施策を講
じるとともに、保険者側の受け入れ体制の
整備やデータ活用に資する以下の施策
を、期限を定め早急に実施すべきである。
① 診療報酬請求時にレセプトと同時に提
出される増減点連絡書、請求内訳表、症状
詳記・日計表等の書類についても基準様

式を定め、電子化する。
② オンライン化への対応が遅れている歯
科レセプトの電子データ基準仕様を定め

る。
③ 紙レセプトで行われている再審査請求

を電子化する。
④ 電子点数表を整備する。

⑤ 電子化に対応したレセプトの活用を促
進するため、レセプトの様式・記載要領に
ついて次のような改善、措置を講じる。
・ 主傷病名の明示を義務付ける。

・ 記載できる合理的な傷病名を定める。
・ 傷病名に対する診療内容が把握できる

記載要領を定める。
・ 調剤レセプトに処方した医療機関のコー

ドの記載を義務付ける。
・ 診療行為の実施日の記載を義務付け

る。
・ 市区町村助成制度の適用の有無と助成

額の記載を義務付ける。

レセプトオンライン化に対する健保組
合の受入れ体制（レセプト情報管理
システム）の整備、及びデータを活用
した保健指導、医療費適正化事業等

の実施

これまでレセプトは紙で請求されていたが、今回
の改正通知等により、平成23年度から原則オン
ライン化されることとされた。しかし、いまだ医療
機関におけるレセプト電算処理の普及率は低い
状況であり、（支払基金取扱いレセプト件数ベー
スで）医科は約16％で、歯科にいたっては全く開
始されていない。レセプトオンライン化・ＩＴ化は、
医療事務全体の効率化や、データを活用した保
健事業の展開を可能とするなど、積年の最重要
課題であり、今回の方針が後退することはあっ
てはならない。さらに、有効かつ適切にレセプト
データを活用していくために所要の対策が必要

となる。

○平成18年4月10日付保発第
0410005号：保険局長通知、○
平成18年4月10日付保総発第
0410001号：保険局総務課長通
知、○療養の給付、老人医療
及び公費負担に関する費用の
請求に関する省令　　等

5069A 5069001 z13118

財務
省、厚
生労働
省、

食品衛
生法第
10条、
食品安
全基本
法第24
条

 食品衛生法においては、食
品の安全性を確保するた
め、公衆衛生の見地から食
品添加物について必要な規
制その他の措置を行ってい
る。食品添加物については、
厚生労働大臣が人の健康を
損なうおそれがないものとし
て薬事・食品衛生審議会の
意見を聴いて定める場合を
除いては、使用等が禁止さ
れている(食品衛生法第10
条)。
　また、厚生労働大臣が食
品添加物について人の健康
を損なうおそれがないものと
して定める場合には、食品安
全基本法に基づき食品安全
委員会の意見を聴くことが義
務づけられている（食品安全
基本法第24条）。

ｄ ー

　新しく食品添加物の使用等を希望す
る者は厚生労働大臣あてに要請する
必要がある。厚生労働省では、要請者
と資料の整備やスケジュールについて
の協議を行っている。協議の際には、
実際に要請から10年かかったという事
例はないことから、要請から10年かか
るという説明は行っていない。今回の
件についても、要請者と厚生労働省と
の間で具体的な協議をすることで解決
できるものと考える。

－ - -
オーストラリア
政府

1 A ワインの成分要件

日本は、国際基準に則ってワイン
に共通して使われる、食品衛生法
や酒税法でカバーされていない加
工助剤や添加物に関して時間や
費用の掛かる添加物名簿訂正手
続に替わる方法を検討すべきで
ある。

ワインを製造するための添加物や加
工助剤の名簿訂正許可を得るには、
日本では2段階の手続きがいるという
助言を受けている。第一段階では、
食品衛生法の基で厚生労働省から
認定を受けるために申請をし、認定
後に酒税法の認定を受けるために更
に国税庁に申請しなければならな
い。厚生労働省から、申請届けをして
から、見直しがなされるまでに約10年
かかるという助言を受けている。

長年に渡り、オーストラリアのワイン産業は日本
市場のワイン成分要件の長引く問題に遭遇して
いる。世界的に共通して使われている多くの添
加物や加工助剤は日本の食品衛生法や酒税法
では認められていない。
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5071A 5071009 z13119
厚生労
働省、

薬事法

　高度管理医療機器や特定
保守管理医療機器を業とし
て販売・賃貸しようとする場
合には都道府県知事の許可
が必要。ただし、特殊な取引
形態であるファイナンスリー
ス取引のみを行う事業者に
対しては、適用していない。
ファイナンスリース取引以外
に、売却や割賦販売などの
販売行為を行う場合には、
販売業の許可を取得する必
要がある。
　また、販売業者等が使用さ
れた医療機器の販売等を行
う場合には、医療機器の製
造販売業者にあらかじめ通
知する必要がある。また、販
売業者等は、医療機器の製
造販売業者から、品質確保
や注意事項について指示を
受けた場合には遵守しなけ
ればならないとされている。

c Ⅰ、Ⅲ

　高度管理医療機器及び特定保守管
理医療機器は、人の生命及び健康に
重大な影響を与えるおそれがあること
から使用状況等に応じてその適切な
管理が必要である。こうしたことから
リース終了後の高度管理医療機器及
び特定保守管理医療機器が販売され
る場合は、当該医療機器が本来備え
ているべき品質、性能を有しているか
等について確認がなされ、使用年数や
使用頻度に応じて、メンテナンスや部
品交換が確実に行われる必要があ
る。このため、中古の高度管理医療機
器及び特定保守管理医療機器の販売
に当たっては販売者が当該医療機器
製品についてもっとも詳しく把握してい
る製造販売業者への通知し、製造販
売業者からの指示に従うことを義務づ
けているものであり、上記の理由から
中古業者間（許可販売業者間）で流通
する場合も必要な措置であると考えて
いる。

－ - -
社団法人リー
ス事業協会

9 A
薬事法の販売業規制に関す
るリース会社の特例措置

リース会社は、リース期間が終了
した医療機器を売却する場合、薬
事法の医療機器販売業の許可を
得て行う必要があるが、取引形態
によっては、規制内容が過重な負

担となっている。

例えば、中古の医療機器を売却する場合には、
製造販売業者に対する通知が必要となるが、中
古業者（許可販売業者）に対して売買する場合
も必要となり、その後、中古業者間（許可販売業
者間）で当該中古医療機器が流通する際も売却
の都度（使用のために売買されない場合も）、同
様の通知が必要となる。このような過重な負担を

軽減するための特例措置が必要。

薬事法

5075A 5075001 z13120

警察
庁、法
務省、
厚生労
働省、

Ｃ Ⅱ
当該要望については、制度の所管省
庁ではないため、対応は困難である。

－ - -

テンプスタッフ
グループ(テン
プスタッフ株
式会社、テン
ブロス株式会
社、テンプス
タッフ・ユニ
バーサル株
式会社）

1 Ａ
研修生の研修受入機関の

特例の見直し

出入国管理及び難民認定法第七
条第一項第二号の基準を定める
省令の研修在留資格に係る基準
の五号の特例を定める件の六号
及び、出入国管理法及び難民認
定法第七条第一項第二号の基準
を定める省令の研修在留資格に
係る基準の六号の特例を定める

件の六号
の「申請人が我が国の国の資金
により主として運営されている事
業として行われる研修」として、国
の資金で補助する民間が主導と
なって行う事業を認めてほしい。

国の補助金を受けて行う事業として
の研修の中で、

その主体となる企業の集合研修は、
（日本語研修、異文化研修、商習慣、
日本文化、管理研修等）各企業で受
け入れられる研修生に対して行われ
る共通の研修である。共通の研修で
は、特に日本語教育及び日本文化
研修など専門的知識を必要とし、そ
の分野に特化した研修を実施するた
め、集合研修形式で、国から直接補
助金の交付を受ける企業が実施でき

るようにする。

国の補助金を受けて行う事業としての研修は、
財団等の公益法人が研修を行う場合は、特例で
認められている研修という扱いを受けるのに対
し、補助金交付先が民間企業の場合、財団等が
行っている研修（日本語研修や異文化研修、商
習慣、日本文化、管理研修など）と同様の遂行
能力があっても行うことができない。研修実施が
可能になれば費用対効果及び研修の効果が高
まる。また、財団で行われている研修と比較が
可能になり双方の研修レベルが高まる。

出入国管理及び難民認定法第
七条第一項第二号の基準を定
める省令の研修在留資格に係
わる基準の第五号の特例を定
める件の六号及び、出入国管
理法及び難民認定法第七条第
一項第二号の基準を定める省
令の研修在留資格に係る基準
の六号の特例を定める件の六

号

5075A 5075002 z13121

警察
庁、法
務省、
厚生労
働省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第七条
第一項
第二号
の基準
を定め
る省令

　外国人労働者の受入れの
範囲は、入管法において、国
民生活に与える影響等を勘
案して定められるものとされ
ている。

ｃ Ⅰ

　外国人労働者の受入れ範囲は、入
管法において、国民生活に与える影響
等を勘案した上で個々の職種ごとに認
められているものであり、こうして定め
られた現行の受入れ範囲を安易に緩
和すると現行制度の趣旨を没却させる
こととなり、労働市場への悪影響等の
弊害が生じることから認められない。

　要望者からの以下の再意見を踏まえ、措置
の内容及び措置の概要につき再検討された
い。
　特に、「措置の内容」に関しては、貴省回答
と、貴省が指摘する入管法を所管する法務
省回答との間で相違が認められることから、
あらためて検討されたい。
　「客観的な指標が存在しないにも関わらず、
単純に実務経験年数の緩和を行うことは、そ
の程度に関わらず、単純労働者の受入れに
つながるものであることから、政府として外国
人労働者受入れに係る基本政策を変更する
ことなく措置を行うことは困難である」との回
答においては日本のグローバル化及びイン
ターネットの普及にともない、労働者の業務
遂行能力は確実に高まっている。本要望に
おいては施行されてから長年見直されておら
ず、客観的な指標自体見直す必要があるの
ではないか。
　また、「日本の国家資格を取得しているもの
には外国人特有の文化的知識や感性以外に
申請者の能力を活かした業が行えるものとす
る」という要望に回答をいただきたい。」

ｃ
Ⅰ・
Ⅲ

外国人労働者の受入れ範囲は、入管
法において、国民生活に与える影響等
を勘案した上で個々の職種ごとに認め
られているものであり、こうして定めら
れた現行の受入れ範囲を安易に緩和
すると現行制度の趣旨を没却させるこ
ととなり、労働市場への悪影響等の弊
害が生じることから認められない。

テンプスタッフ
グループ(テン
プスタッフ・ユ
ニバーサル株
式会社）

2 Ａ
就労が認められる在留資格
である人文知識・国際業務

の基準の見直し

人文科学の分野に属する知識を
要する業務に従事しようとする外
国人の実務経験基準の緩和と特

例の追加

人文科学の分野に属する知識を要
する業務に従事しようとする外国人
の実務経験基準を5年とし、外国人
特有の文化的知識や感性を生かして
活躍する業務については特例として
日本の大学、各種専門学校にて4年
以上教育を受けたものまたは、日本
の国家資格を取得しているものには
外国人特有の文化的知識や感性以
外に申請者の能力を活かした業が行

えるものとする。

現在、日本には多くの外国人留学生が来日し教
育を受けているが、卒業後多くの留学生は帰国
している。その理由の一つとして就労査証の取
得基準と大学の専攻及び企業の雇用理由にミ
スマッチがおきている。外国人留学生は日本語
にも日本文化にも精通しており、日本人同様の
活躍が期待できる。高度人材である留学生を活
用することにより日本の経済発展につながる。

出入国管理及び難民認定法第
七条第一項第二号の基準を定

める省令

5079A 5079004 z13122
厚生労
働省、

厚生労
働省職
業安定
局通達

日系人就業支援事業は、不
就労の日系人若年者等に対
し、日本で生活する上で必要
となるキャリア形成、労働慣
行、職業生活で必要となる知
識等を付与することにより、
日系人若年者等が容易に職
業生活における将来設計を
立案できるようにすることを
目的として、平成16年度から
平成18年度までの3年間の
事業として実施している。

ｂ Ⅳ
　日系人就業支援事業については、引
き続き継続して実施すべく検討してい
る。

　要望者からの以下の再意見を踏ま
え、「措置の分類」、「措置の内容」、
「措置の概要」につき再検討されたい。
「継続することを検討している事業内
容、実施地域、及び実施期間につい
て、具体的にお示しいただきたい。」

ｂ Ⅳ

日系人就業支援事業については、職
業講話、ガイダンス等による意識啓発
を通じ、不就労の若者を職業へと橋渡
しするなど、不就労の日系人若年者対
策を強化しつつ、日系人が集住してい
る地域において、引き続き継続して実
施するべく検討している。

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

4 A
日系人就業支援事業の継

続実施など

事業の評価を行った上で、３年経
過後であっても必要に応じ、同事
業を継続実施できるようにすると
ともに、日系人青少年に対するガ
イダンス事業を拡充し、企業によ
る自主的な受け入れ目標の設定
を促進し、教育訓練の受講に対
する支援措置を導入する。

同事業が、その実施されている地域によって
は、成果を発揮し始めているにもかかわらず打
ち切られることになっている。事業が成果をあげ
る見込みがある場合には、延長可能なものとす
る必要がある。また、企業の協力を得るととも
に、教育訓練の措置を組み合わせることによっ
て、さらに事業の効果を高めることが可能であ

る。

厚生労働省職業安定局通達

【規制の現状】指定されたハ
ローワークの地域において、３
年を限度として事業を実施す
ることとなっている。
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5079A 5079005 z13123

文部科
学省、
厚生労
働省、

ー ー e,d ｰ

要望されている内容につき、特段規制
を行ってはいないと考える。
なお、厚生労働省においては高等学
校と連携を図りつつ在学中からハロー
ワークで受けられるサービスについて
周知を行うとともに、高校中途退学者
で就職を希望する者に対しては、ハ
ローワークにおいてきめ細かな就職支
援を実施しているところである。また、
不就労の日系人若年者等に対して
は、職業生活における将来設計を立
案できるようにすることを目的として、
日本で職業生活を営む上で必要となる
知識等を付与するガイダンス事業を平
成１６年度から平成１８年度までの３年
間の事業として実施しており、引き続き
実施することを検討している。
　

　要望者からの以下の再意見を踏ま
え、「措置の分類」、「措置の内容」、
「措置の概要」につき再検討されたい。
　「貴省の行っている高校中途退学者
で就職を希望する者に対しての取り組
みは、外国人も含め、更なる促進をお
願いする。
　さらに、文部科学省との連携のもと、
中学･高校中退者に対し、夜間中学･
高校での学習機会の確保と昼間の就
業の両立を目標とする若年雇用対策
を新設し、その一環として、外国人の
中途退学者を支援することについて、
再度お伺いしたい。」

e,d ｰ

　要望されている内容につき、特段規
制を行ってはいないと考える。
　なお、厚生労働省においては、外国
人の中途退学者に対し、以下の施策
を行っている。
○高等学校と連携を図りつつ在学中
からハローワークで受けられるサービ
スについて周知を行うとともに、高校中
途退学者で就職を希望する者に対して
は、ハローワークにおいてきめ細かな
就職支援を実施しているところである。
○また、不就労の日系人若年者等に
対しては、職業生活における将来設計
を立案できるようにすることを目的とし
て、日本で職業生活を営む上で必要と
なる知識等を付与するガイダンス事業
を平成１６年度から平成１８年度までの
３年間の事業として実施しており、引き
続き実施することを検討している。

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

5 A 若年雇用対策の新設と強化

中学･高校などを中途退学した青
少年が、働きながら学べるように
若年雇用対策を新設･拡充し、そ
の一環として、外国人青少年の就
労･学習を支援するための措置を

設ける。

現在の若年雇用対策においては、フリーターの
正規雇用促進が大きな柱となっているが、中学･
高校を卒業することが、若年層の自立を促進す
る上で不可欠である。そこで、中学･高校中退者
に対し、夜間中学･高校での学習機会の確保と
昼間の就業の両立を目標とする若年雇用対策
を新設し、その一環として、外国人の中途退学

者を支援することが必要である。

学校教育法第45条、厚生労働
省職業安定局通達

【規制の現状】中学･高校を中
途退学した者を対象とし、これ
らの者が働きながら学べるよう
にするための若年雇用対策は

実施されていない。

5079A 5079007 z13124

法務
省、外
務省、
厚生労
働省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第5条

　日本における労働に関する
情報提供を現地（サンパウ
ロ）の相談窓口を通じ行って
いる。

ｄ Ⅳ

　我が国における入国管理制度及び
労働関係法令に関する情報について
は、現行の取り組みに加え、今後、東
京外国人雇用サービスセンターのホー
ムページにおいて、７ヶ国語に翻訳し
た上で、情報提供を行うこととしてい
る。

　要望者からの以下の再意見を踏ま
え、「措置の分類」、「措置の内容」、
「措置の概要」につき再検討されたい。
　「本要望における情報は、それを発
信することだけでは不十分なものであ
り、その情報を伝えるべき人がその情
報を確実に得て、その内容を理解する
ことが必要不可欠であるため、さらな
る取り組みの促進をお願いしたい。」

ｄ Ⅳ

前回回答の取組みを着実に実施して
いくこととし、東京外国人サービスセン
ターのホームページにおいて、メール
による問い合わせに対する回答を行う
など、理解の促進に努めてまいりた
い。

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

7 A 出入国管理の改善

査証発行時等の渡航前におい
て、日本における生活や労働、教
育等、日本に関する正確な情報

提供を行う。
日本国内における生計能力や心
身の健康状態に課題を抱える外
国人を早期に把握し、これらの外
国人に対する指導･支援を効果的
に進めるため、身元保証人に十
分な責任分担を求めつつ、出入
国管理行政と自治体とが連携し
て対処できるようにする。

新規に入国する外国人のなかには、渡航費や
各手続き費用等の多額の経費を借金して入国
する場合がみられる。一方、日本で働いている
外国人が、生計能力が十分で無いまま、母国に
いる家族を呼び寄せる場合も増えている。
また、渡航前に、日本における労働や教育、生
活全般に関する情報が海外において正確に伝
えられていないため、入国してから実態との
ギャップに苦しみ、心身ともに病んでしまう外国
人も少なくない。また、身元保証人も、その責任

を十分に果たしているとはいえない。
これらの現状は、地域での外国人との共生に

とって大きな課題となっている。

出入国管理及び難民認定法第
５条

【規制の現状】出入国管理及
び難民認定法第5条第１項第
３号に、上陸拒否の事由の一
つとして、「貧困者、放浪者等
で生活上又は地方公共団体
の負担となる恐れのある者」
が掲げられているが、同号は
ほとんど効果を発揮していな

い。

5079A 5079008 z13125
厚生労
働省、

労働者派遣
事業の適正
な運営の確
保及び派遣
労働者の就
業条件の整
備等に関す
る法律第35
条、派遣元
事業主が講
ずべき措置
に関する指
針（平成11
年労働省告
示第137号）
の第2の4、
派遣先が講
ずべき措置
に関する指
針（平成11
年労働省告
示第138号）
の第2の8、
労働者派遣
事業関係取
扱要領（職
業安定局長
通知）の第8
の7、第9の9

派遣元事業主は、社会保険等に加
入する必要がある派遣労働者につ
いては、加入させてから労働者派遣
を行うこととしている。また、当該派
遣労働者に係る健康保険、厚生年
金保険等の被保険者資格取得届が
関係行政機関に提出されていること
の有無について、派遣先に通知する
こととしており、提出がされていない
場合、当該書類が提出されていない
具体的な理由を付さなければならな
いとしている。
　派遣先は、派遣労働者を受け入れ
る際、社会保険等に加入している派
遣労働者を受け入れるべきものであ
り、派遣元事業主から社会保険等に
加入していない具体的な通知等を受
けた場合において、当該理由が適正
でないと考えられる場合には、派遣
元事業主に対し、当該派遣労働者を
社会保険等に加入させてから派遣す
るよう求めることとされている。

c Ⅰ

○社会保険事務所では、社会保険の加入の適正
化を図るため、事業主に対する適正な届出の励
行の指導及び事業所調査を実施している。平成
１６度より、請負事業者の事業所も含む、外国人
労働者等を多く雇用している事業所等の特定業
種を対象とした重点的な調査を行い、社会保険
の加入の適正化に一層努めている。また、平成１
８年度の事業所調査では、外国人労働者、請負
労働者等について、関係書類等によりその勤務
実態を確認している。
○外国人労働者の雇用状況を把握し、社会保険
の加入を含め、その適正な就労を促進するた
め、外国人雇用状況報告の義務化について、現
在、労働政策審議会で検討を進めているところ。
審議会での検討結果を受け、次期通常国会へ法
案を提出する予定。
○ 労働者派遣法に違反するいわゆる偽装請負
については、従来より指導監督を行っているとこ
ろであり、平成18年9月には製造業等を中心とし
た偽装請負の防止・解消を図るため、労働基準
監督行政及び職業安定行政の連携並びに監督
指導の強化等を行うこととする通達を各都道府県
労働局長宛発出するなど、更なる取組の強化を
図っているところである。
○ 請負は自ら労働者を雇用し指揮命令を行うも
のであり、雇用関係と指揮命令関係が異なる労
働者派遣とはその雇用関係において全く異なる
ため、発注者に請負事業者に対する監督責任を
課す等の条項を労働者派遣法に規定することは
困難である。

　要望者からの以下の再意見を踏まえ、「措置の分
類」、「措置の内容」、「措置の概要」につき再検討され
たい。
　「措置の概要（対応策）として「○社会保険事務所に
おいて平成16年度より、請負事業者の事業所も含む外
国人労働者を多く雇用している事業所等の特定業種を
対象とした重点的な調査を行い、社会保険の加入の適
正化に一層つとめている。」 とあるが、どの地域におけ
る社会保険事務所がいくつの事業所を調査したのか、
特定業種とは一体何をさしているのか、特定業種を対
象とする根拠は何か。また、社会保険の加入の適正化
に一層勤めているといっているが、具体的にどのように
努力されているのかをご教示願いたい。
　また、平成18年度の事業所調査を行った中で、関係
書類等によりその勤務実態を確認しているとあるが、ど
のような実態が把握されたのか。その実態把握に基づ
き、早期に原因を分析し、社会保険加入指導を強化し
ていただきたい。
　さらに、義務化予定の外国人雇用状況報告はどのよ
うに地方自治体へ情報提供されるのか。この報告で外
国人の社会保険加入状況が正確に把握可能となるの
かお伺いしたい。
　貴省の回答にもあるように、「請負は自ら労働者を雇
用し指揮命令を行うものであり、雇用関係と指揮命令
関係が異なる労働者派遣とはその雇用関係において
全く異なるため、発注者に請負事業者に対する監督責
任を課す等の条項を労働者派遣法に規定することは
困難である」からこそ本要望をするものであり、抜本的
な制度改革や指導の強化をあらためて要望する。」

5パ
ラグ
ラフ
目に
つい
て
ｃ

Ⅰ

 社会保険事務所では、社会保険の加入の適正化を図
るため、事業主に対する適正な届出の励行の指導と、
毎年度厚生年金の適用事業所数の４分の１以上の数
値目標を掲げての、事業所調査を実施している。平成１
６年度より、会計検査院の検査における指摘事項等を
踏まえ、卸売業、小売業、労働者派遣業等の業種や短
時間就労者、外国人労働者等を多く使用する事業所を
対象とした重点的な調査を行い、社会保険の加入の適
正化に一層努めている。具体的には、被保険者資格等
に係る調査を実施し、被保険者となっていない請負労
働者や外国人労働者等について、給与台帳、出勤簿等
により勤務実態を確認し加入指導を行っている。平成１
７年度の事業所調査数は全国で約４９万６千事業所
で、うち上記の重点的な調査の対象は、約６万４千事業
所であり、これらの事業所調査において資格得喪関係
の届出の是正を行ったのが、１５，７３２事業所の５５，
２１７人であった。
 行政機関相互間における外国人に係る情報の共有等
については、外国人の在留管理に関するワーキング
チームにおいて、政府全体として検討を進めていく。い
ずれにしても外国人雇用状況報告の義務化により、社
会保険の加入が促進されるよう検討を進めてまいりた
い。
 労働者の社会保険加入については、一定の要件を満
たした場合には加入が義務づけられるものであり、加
入を適正に行っていない場合には行政庁において指導
等を行っているところであって、それに加え請負事業者
についてのみ就労する労働者の社会保険加入の有無
と理由を報告させ、これに基づき民間事業者である発
注者に対して下請事業者の社会保険加入に関して指
導を行うよう義務づけることを制度上規定することは不
適当である。

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

8 A

労働者派遣業及び業務請
負業に就労する外国人の労
働条件及び社会保険加入

の改善

派遣労働者の社会保険加入の指
導を徹底するとともに、業務請負
業の実態を国として早急に把握
し、偽装請負に対して厳正に対処

する。
また、労働者派遣事業に該当しな
い事業請負においても、発注者に
対し請負事業者において就労す
る労働者の社会保険加入の有無
と理由を報告させ、これに基づ
き、下請事業者に社会保険加入
に関して指導を行うよう事業主に
対し義務づける。同時に、外国人
の社会保険加入状況の実態を調
査し、未加入事業所への加入指

導を強化する。

労働者派遣業又は業務請負業には、多数の外
国人労働者が就労しているが、その賃金･労働
条件や社会保険加入などには問題が多く、就業
は不安定となる傾向にある。同時に、外国人の
社会保険の加入状況と加入率の実態が把握さ
れておらず、効果的な加入促進が図られていな

い。

厚年法第8条、健保法第３条第
１項、派遣法第14条、昭和61年
4月17日付労働省告示、平成
18年9月14日付厚生労働省労
働基準局長・職業安定局長通

達

【規制の現状】労働者派遣法
は、生産現場への労働者派遣
にも適用され、その際、社会保
険への加入を担保する措置が
講じられることとなっているも
のの、労働者派遣事業の許可
を得ている事業者は、同時に、
業務請負事業を行っているも
のが多く、業務請負事業には
労働者派遣事業の規制が及
ばない上、２ヶ月以下の短期
間の雇用契約を締結すること
によって、請負労働者の社会
保険加入を事実上逃れること
が可能になっている。
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厚生労
働省、

職業安
定法第
53条の
2、職業
安定法
施行規
則第34
条、規
制改
革・民
間開放
推進3
か年計
画（再
改定）

　外国人労働者を雇用する
一定規模以上の事業主に対
して、任意でその雇用する外
国人労働者の雇用状況の報
告を求めている。

a Ⅰ

　規制改革・民間開放推進3か年計画
（再改定）における閣議決定を踏まえ、
その内容の具体化に向け、現在、労働
政策審議会において検討が進められ
ているところであり、審議会での検討
結果を受け、次期通常国会へ法案を
提出する予定である。

－ - -

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

11 A
外国人を雇用する事業者の
実態把握、外国人就労管理

の改善

外国人を直接雇用する事業者に
対し、その雇用状況を関係当局に
報告することを義務付けると共に
報告内容を充実させる。

外国人の就労場所の把握は、外国人の在留管
理・雇用対策を進める上で基礎となるものである
が、現行制度では、就労実態のチェックや関係
省庁相互の情報交換は十分に行われていな
い。就労場所の把握が困難なため、企業におけ
る適正な就労管理を確保することも、社会保険

加入を促進することも困難である。
　現在、厚生労働省の労働政策審議会職業安
定分科会雇用対策基本問題部会にて検討が行
われているが、外国人の就労実態を把握しつ
つ、出入国管理、雇用・労働基準、社会保険、市
町村など関係行政が情報を共有し、企業の就労

管理を適正化することが必要である。

職業安定法第53条の２、職業
安定法施行規則第34条、規制
改革・民間開放推進３か年計

画（再改定）
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内閣官
房、警
察庁、
総務
省、法
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、

地方自
治法、
住民基
本台帳
法、地
方税
法、地
方財政
法、外
国人登
録法、
国民健
康保険
法、国
民年金
法、学
校教育
法

　 出入国管理、地方税、社
会保険、教育などに関する
情報を地方公共団体のデー
タベースに登録し、関係省庁
や他の自治体に対して当該
データベースよりデータを提
供する仕組みは存在しない。

ｂ Ⅰ

　国・自治体における外国人に関する
情報の共有について、今後とも、内閣
官房「外国人の在留管理に関する
ワーキングチーム」を中心に検討を進
めていく。

　要望者からの以下の再意見を踏まえつつ、国民健康
保険・介護保険・国民年金を所管する立場から、「国・
自治体における外国人に関する情報の共有」との要望
に対する考え方を、「措置の概要」において示された
い。
　「地方自治法第10条第２項に「住民は、法律の定める
ところにより、その属する普通地方公共団体の役務の
提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する
義務を負う」と定められている。また、第10条第１項に
よれば、外国人も日本人も住民である。
各法律の目的を定めた第１条は重要な意味を持ち、上
記のように外国人も住民であると認めるならば、「在留
外国人の公正な管理に資することを目的とする」と定め
た外国人登録法の第１条とは整合せず、その目的を
「住民の利便の増進」とした住民基本台帳法が、上記
の目的に整合すると考える。
　また、住民基本台帳ネットワーク制度について、プラ
イバシー権をめぐる訴訟が行われ、判決も分れている
状況にはあるものの、制度を新たに創設する場合にお
いても、同様の課題が発生することは明白である。ま
た、「生活者としての外国人」、「住民としての外国人」
に対して行政サービスを円滑に行うための制度として、
すでに長い歴史のある住民基本台帳制度、あるいは
同様な考えかたによる制度設計をすることが合理的で
ある。
　別の制度を創設する場合でも、外国人と日本人に同
様のサービスを提供するためには、やはり住民基本台
帳と似た制度になると考えられ、同じようなシステムを
２つ持つことになると行政事務量やコスト面の負担も大
きくなることから、結局、外国人登録制度と住民基本台
帳制度の一元化が望まれてくる方向であると考える。」

ｂ Ⅰ

　国・自治体における外国人に関する
情報の共有について、今後とも、内閣
官房「外国人の在留管理に関するワー
キングチーム」を中心に検討を進めて
いく。
　いずれにしても、行政サービスに係る
利便の増進につながるような仕組みと
なるよう、関係省庁と連携して検討を
進めてまいりたい。

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

12 A
外国人登録制度の改善、
国・自治体における外国人
に関する情報の共有

外国人登録制度における登録内
容と実態の乖離を是正するため
に、外国人登録制度を住民基本
台帳制度に一元化すべきである。
現在、内閣官房「外国人の在留
管理に関するワーキングチーム」
でも検討が進められているが、出
入国管理、地方税、社会保険、教
育などに関する情報を地方公共
団体のデータベースに登録し、関
係省庁や他の自治体に対して当
該データベースよりデータを提供
すること、その際はデータ保護に
万全を尽くすことなどを法令に定

めるべきである。

現状では、外国人登録の内容と居住実態との乖
離が大きくなっているほか、世帯単位での捕捉
ができない、職権によるデータの消除ができない
といった、住民登録と外国人登録の制度のずれ
が市町村における住民の実態把握を行政サー

ビスの提供を困難にしている。
地方自治法第10条における「外国人も日本人も
同じ権利・義務を有する住民である」という規定
に基づけば、外国人登録制度は、住民基本台帳

制度に一元化させるべきである。
また、外国人登録は出入国管理制度の一部で
あるという現行法令の捉え方よりは、むしろ、市
町村がその住民の地位に関する正確な記録を
常に整備しなければならない、とする地方自治
法第13条の２の考え方に拠るべきである。

地方自治法、住民基本台帳
法、地方税法、地方財政法、外
国人登録法、国民健康保険
法、国民年金法、学校教育法
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内閣官
房、警
察庁、
総務
省、法
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、

出入国
管理及
び難民
認定法
第20
条、21
条及び
22条、
永住許
可に関
するガ
イドライ
ン（法
務省入
国管理
局平成
18年3
月31
日）、地
方自治
法第10
条第2
項

　 在留資格の変更又は在留
期間の更新並びに「永住者」
の在留資格への変更に当
たっては、具体的要望内容
にあるような事項が要件とし
て明示されていない。

ｂ Ⅰ

　外国人の在留管理に関するワーキン
グチームにおいて、今後の検討事項と
して、日系人等の在留許可要件（更新
許可要件も含む）の見直しも議論とな
りうるところ、厚生労働省としては、現
時点において、規制改革・民間開放推
進3か年計画（再改定）における閣議
決定を踏まえ、外国人雇用状況報告
の義務化について、その内容の具体
化に向け、労働政策審議会で検討を
進めているところ。審議会での検討結
果を受け、次期通常国会へ法案を提
出する予定。

　「規制改革・民間開放の推進に関す
る第３次答申」（平成18年12月25日）
における、「在留資格の変更、及び在
留期間の更新許可のガイドライン化並
びに不許可事例の公表等」の中で考
慮する事項として例示された「雇用・労
働条件」及び「社会保険」を所管する
立場から、「措置の分類」及び「措置の
概要」について再検討されたい。

ｂ Ⅰ

在留資格の変更、及び在留期間の更
新許可のガイドライン化並びに不許可
事例の公表等の実現については、責
任ある回答をできる立場にはないが、
厚生労働省としては、外国人労働者の
雇用状況を把握し、その適正な就労を
促進するため、外国人雇用状況報告
の義務化について、次期通常国会に
関係法案を提出する予定である。

外国人集住
都市会議　座
長　四日市市
長　井上哲夫

13 A

在留資格の変更、在留期間
の更新および永住者の在留
資格への変更の際の在留

管理の適正化

在留資格の変更又は在留期間の更新
並びに「永住者」の在留資格への変更
に当たっては、①外国人が就労してい
る場合、雇用・労働条件に法令違反が
なく、社会保険に加入していること、②
国税及び地方税の滞納がないこと、③
学齢期の子どもがある場合その子ども
が就学していること、④在留資格によっ
ては日本語能力の程度、などを審査に
当たっての積極要素とし、それらの実施
状況を正確に把握できる体制を整え

る。
　これらの実施が不十分又は法令違反
がある場合、在留資格の変更又は在留
期間の更新並びに「永住者」への在留
資格への変更を留保し、市区町村や関
係機関と連携して、その是正を図る。
　子どもの就学や日本語能力の程度を
審査項目に加える場合、すでに日本に
在留している外国人に、子どもの就学
の機会や、本人の日本語学習機会を十
分に提供するために、国の責任におい
て必要な環境を早急に整備する。

日本に在留する外国人の権利を保障し、同時に
義務の履行を図ることは、多文化共生社会を形
成するために欠かすことのできない条件である。
　しかし、国内に合法的に在留していながら、社
会保険加入、国税及び地方税の納入などの義
務を十分に果たしていない場合がある。学齢期
の子どもの就学を保障することは、保護者や受
入れ国にとって義務的なものであり、これも十分
に果たされていない。また、「永住者」の在留資
格を取得した外国人が、社会保険に加入してい
ない場合も少なくないうえ、地方税の滞納につい

てもチェックされていない。
さらに、日本語が不十分な場合、日本の各地域
社会において、住民と共に幸せに暮らすことが
困難になっており、在留資格によっては、日本語
能力を証明することも必要であると考えられる。
　現在、内閣官房「外国人労働者問題関係省庁
連絡会議」で検討されているが、在留資格の変
更・更新及び「永住者」の在留資格への変更に
あたって、法務省出入国管理局と市区町村及び
関係行政機関は、地方公共団体におけるデータ
ベースの構築などを通じて効果的かつ効率的に

連携することが必要である。

出入国管理及び難民認定法第
20条、21条及び22条、永住許
可に関するガイドライン（法務
省入国管理局平成18年3月31
日）、地方自治法第10条第２項

【規制の現状】在留資格の変
更又は在留期間の更新を受け
ようとする外国人は、法務大
臣にこれを申請することがで
き、法務大臣は、当該外国人
の提出した文書に基づいて、
在留資格の変更を適当と認め
るに足りる相当の理由がある
ときに限り、これを許可するこ
とができる。また、在留する外
国人が、「永住者」の在留資格
への変更（特別永住者を除く）
を希望する場合、法務大臣
は、①素行が善良であること
及び②独立の生計を営むに足
りる資産又は技能を有するこ
と並びにその者の永住が日本
国の利益に合すると認めたと
きに限り、これを許可すること
ができる。なお、①素行が善良
であることを証明するために、
国税の納付証明書の提出が
義務付けられている。


